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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

1 全体工程 

最新の「東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ（以下，中

長期ロードマップという。）」に沿って，１号機から４号機については廃炉に向けたプロセス，燃料デ

ブリの取出し・保管を含む廃止措置の完了までの全体工程，５号機及び６号機については冷温停止の維

持・継続の全体工程をそれぞれ改訂していく事とし，特定原子力施設全体のリスク低減及び最適化を図

るものとする。 

中長期ロードマップの工程や内容は，今後の現場状況や研究開発成果，規制要求等によって変わり得

るものであるが，安全を最優先としつつ継続的に見直していく。 

中長期ロードマップへの記載の有無に関わらず，「特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社

福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について（平成24 年11 月7 日 原子力規制委

員会決定）」に基づき，個別に「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画（以下，実施計

画という。）」の手続きが必要な案件については，実施計画の変更認可申請を行う。 

 

1.1 １～４号機の工程 

最新の中長期ロードマップに沿って，廃炉に向けたプロセス，燃料デブリの取出し・保管を含む廃止

措置の完了までの全体工程を改訂していく事とし，特定原子力施設全体のリスク低減及び最適化を図る

ものとする。 

中長期ロードマップの工程や内容は，今後の現場状況や研究開発成果，規制要求等によって変わり得

るものであるが，安全を最優先としつつ継続的に見直していく。 

 

1.2 ５・６号機の工程 

1.2.1 原子炉及び使用済燃料プールの冷却・滞留水処理 

(1)原子炉及び使用済燃料プール内の燃料取出し終了までは，原子炉及び使用済燃料プールの冷却を継

続し，冷温停止を安定的に維持する。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

(2)５・６号機の滞留水は仮設設備による処理及び発生量抑制を継続する。また，更なる発生量抑制の

ため，サブドレン設備については設備の浄化及び設置を行い，その結果等を踏まえて，順次復旧を

行っていく。 

必要に応じて貯留能力の増強及び信頼性向上対策を進める。 

 

1.2.2 ５・６号機からの燃料取出計画 

最新の中長期ロードマップに沿って，冷温停止の維持・継続及び燃料取出しの全体工程を改訂して

いく事とし，特定原子力施設全体のリスク低減及び最適化を図るものとする。 

中長期ロードマップの工程や内容は，今後の現場状況や研究開発成果，規制要求等によって変わり

得るものであるが，安全を最優先としつつ継続的に見直していく。（Ⅰ.2.3.4参照） 

1 全体工程 

最新の「東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ（以下，中

長期ロードマップという。）」に沿って，１号機から４号機については廃炉に向けたプロセス，燃料デブ

リの取出し・保管を含む廃止措置の完了までの全体工程，５号機及び６号機については使用済燃料プー

ルに貯蔵されている燃料の冷却の継続及び燃料取り出しの全体工程をそれぞれ改訂していく事とし，特

定原子力施設全体のリスク低減及び最適化を図るものとする。 

中長期ロードマップの工程や内容は，今後の現場状況や研究開発成果，規制要求等によって変わり得

るものであるが，安全を最優先としつつ継続的に見直していく。 

中長期ロードマップへの記載の有無に関わらず，「特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福

島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について（平成 24年 11 月 7日 原子力規制委

員会決定）」に基づき，個別に「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画（以下，実施計画

という。）」の手続きが必要な案件については，実施計画の変更認可申請を行う。 

 

1.1 １～４号機の工程 

 最新の中長期ロードマップに沿って，廃炉に向けたプロセス，燃料デブリの取出し・保管を含む廃止

措置の完了までの全体工程を改訂していく事とし，特定原子力施設全体のリスク低減及び最適化を図る

ものとする。 

中長期ロードマップの工程や内容は，今後の現場状況や研究開発成果，規制要求等によって変わり得

るものであるが，安全を最優先としつつ継続的に見直していく。 

 

1.2 ５・６号機の工程 

1.2.1 使用済燃料プールの冷却・滞留水処理 

(1)下記のとおり原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，プールゲートを閉止した。現在

は全使用済燃料が使用済燃料プールに貯蔵されており，今後原子炉に燃料を移動することはない。

使用済燃料プール内の燃料取出し終了までは，使用済燃料プールの冷却を継続する。 

  【５号機】 

   ２０１５年６月： 原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動完了 

   ２０１６年１月： プールゲート閉止 

  【６号機】 

   ２０１３年１１月： 原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動完了 

   ２０１４年７月： プールゲート閉止 

 

 

(2)５・６号機の滞留水は仮設設備による処理及び発生量抑制を継続する。また，更なる発生量抑制の

ため，サブドレン設備については設備の浄化及び設置を行い，その結果等を踏まえて，順次復旧を

行っていく。 

必要に応じて貯留能力の増強及び信頼性向上対策を進める。 

 

1.2.2 ５・６号機からの燃料取出計画 

最新の中長期ロードマップに沿って，燃料取出しの全体工程を改訂していく事とし，特定原子力施設

全体のリスク低減及び最適化を図るものとする。 

中長期ロードマップの工程や内容は，今後の現場状況や研究開発成果，規制要求等によって変わり得

るものであるが，安全を最優先としつつ継続的に見直していく。 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正

化に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

1.2.3 ４号機から６号機への新燃料受入 

４号機の燃料は使用済燃料共用プールに受入れることを基本としているが，使用済燃料共用プールの

空き容量を確保するための輸送貯蔵兼用キャスクの調達が遅延しており，使用済燃料共用プール内に新

燃料の保管場所を確保することが困難な状況となった。このことから，燃料管理上の信頼性向上を図る

ため，新燃料の一部について震災後に復旧し設計上想定内の環境で使用している６号機の使用済燃料プ

ールに受入れた。新燃料の内蔵する放射能は使用済燃料に比べて十分小さく，崩壊熱も無視できること

から自然災害により冷却機能が喪失し燃料損傷に至るリスクはない。（Ⅰ.2.3.4 参照） 

なお，新燃料の一部を受入れたが，５・６号機に貯蔵している使用済燃料を１～３号機の燃料搬出に

影響を与えない範囲で使用済燃料共用プールへ搬出する計画に変更はない。 

 

1.2.4 添付資料 

添付資料－１ ５・６号機 中期スケジュール 

 

1.2.3 ４号機から６号機への新燃料受入 

 ４号機の燃料は使用済燃料共用プールに受入れることを基本としているが，使用済燃料共用プールの

空き容量を確保するための輸送貯蔵兼用キャスクの調達が遅延しており，使用済燃料共用プール内に新

燃料の保管場所を確保することが困難な状況となった。このことから，燃料管理上の信頼性向上を図る

ため，新燃料の一部について震災後に復旧し設計上想定内の環境で使用している６号機の使用済燃料プ

ールに受入れた。新燃料の内蔵する放射能は使用済燃料に比べて十分小さく，崩壊熱も無視できること

から自然災害により冷却機能が喪失し燃料損傷に至るリスクはない。 

なお，新燃料の一部を受入れたが，５・６号機に貯蔵している使用済燃料を１～３号機の燃料搬出に

影響を与えない範囲で使用済燃料共用プールへ搬出する計画に変更はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正

化に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ ５・６号機 中期スケジュール 

 

 

（記載の削除） 

現状に合わせた記載の適正

化に伴う変更 

 

１２月 １月 ２月 ３月 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

＊１：適宜流入箇所の止水を実施する。

＊２：原子炉から使用済燃料プールへ燃料を移動する。

＊３：５・６号機は１～４号機の燃料搬出に影響を与えない範囲で，使用済燃料共用プールへ搬出する。

補足：本中期スケジュールについては，現場状況を踏まえて，継続的に見直していく。

５
・
６
号
機
か
ら
の
燃
料
取
出
計
画

５
号
機

６
号
機

復旧
計画

復旧
計画

燃料
取出
計画

燃料
取出
計画

2015 2016

滞留水
処理計画

プ
ラ
ン
ト
の
安
定
状
態

維
持
・
継
続
に
向
け
た
計
画

原子炉及び
使用済
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の冷却計画

2014
年度

2012 2013

燃料交換機復旧

原子炉建屋天井クレーン復旧

燃料交換機復旧

仮設設備による滞留水処理（移送・貯留），発生量抑制（構内散水・止水
＊１

）

貯留能力の増強（貯留設備（タンク）の増設）

信頼性向上対策（移送設備のポリエチレン管化・淡水化装置の増設等）

発生量抑制（サブドレン設備浄化・設置）

冷温停止の維持・管理

燃料搬出
＊３

（使用済燃料プール→
使用済燃料共用プール）

燃料搬出
＊３

（使用済燃料プール→使用済燃料共用プール）

原子炉開放

燃料移動
＊２

原子炉建屋
天井クレーン

復旧

原子炉開放

燃料移動
＊２
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.3 特定原子力施設における主なリスク 

2.3.1 はじめに 

特定原子力施設の主なリスクは，特定原子力施設が放射能を内在することに起因すると考えられ，ま

た，現在の特定原子力施設において放射能を内在するもの（使用済燃料等）は，以下のように整理でき

る。 

 

(1) 原子炉圧力容器・格納容器内の溶融した燃料（燃料デブリ，１～３号機） 

(2) 使用済燃料プールの燃料（１～４号機） 

(3) ５・６号機の炉心及び使用済燃料プールの燃料 

(4) 使用済燃料共用プールの燃料 

(5) 使用済燃料乾式貯蔵キャスクの燃料 

(6) 放射性廃棄物 

 

ここでは，上記の放射能を内在するものについて，それぞれ個別に現在の状態におけるリスクを定量

的もしくは定性的に評価することにより，現在の特定原子力施設のリスクについて評価する。 

 

2.3 特定原子力施設における主なリスク 

2.3.1 はじめに 

特定原子力施設の主なリスクは，特定原子力施設が放射能を内在することに起因すると考えられ，ま

た，現在の特定原子力施設において放射能を内在するもの（使用済燃料等）は，以下のように整理でき

る。 

 

(1) 原子炉圧力容器・格納容器内の溶融した燃料（燃料デブリ，１～３号機） 

(2) 使用済燃料プールの燃料（１～４号機） 

(3) ５・６号機の使用済燃料プールの燃料 

(4) 使用済燃料共用プールの燃料 

(5) 使用済燃料乾式貯蔵キャスクの燃料 

(6) 放射性廃棄物 

 

ここでは，上記の放射能を内在するものについて，それぞれ個別に現在の状態におけるリスクを定量

的もしくは定性的に評価することにより，現在の特定原子力施設のリスクについて評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正

化に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.3.4 ５・６号機の炉内及び使用済燃料プールの燃料 

５・６号機は，震災前と同等の設備により安定的な冷温停止を維持している状況であり，既設設備

に関しては，震災前の設計条件を維持している。 

  この状況下において，放射性物質の系外放出に至るリスクとしては燃料損傷が挙げられ，燃料損傷

に至るシナリオとして以下が考えられる。 

 

(1)燃料取扱い時の燃料落下及び使用済燃料への重量物落下による損傷 

    燃料交換機によって燃料を移動している際，燃料交換機が故障して，その燃料が落下し，炉内の

燃料に衝突して燃料が損傷するシナリオと，原子炉建屋天井クレーンから重量物が落下し，使用済

燃料プール内の使用済燃料に衝突し損傷に至るシナリオが考えられる。 

    このシナリオに対しては，燃料交換機・原子炉建屋天井クレーンは既設燃料取扱設備であり，燃

料交換機は燃料取扱い中に動力源が喪失しても燃料を保持する機構となっていること，原子炉建屋

天井クレーンはブレーキが安全側に動作する機構となっていること，吊り上げられた重量物が使用

済燃料プールに貯蔵された燃料上を走行できないインターロックがあることから，こうしたリスク

は小さいものと考えられる。なお，燃料取扱事故の評価については，福島第一原子力発電所５・６

号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類十により確認している。 

 

 

 

(2)仮設設備（滞留水貯留設備）停止による冷却機能喪失 

    滞留水貯留設備の移送ポンプが長期に停止した場合，地下水の流入により建屋内の水位が上昇

し，冷温停止維持に必要な設備に電力を供給している所内高圧母線の被水により電源が停止するこ

とで，冷却機能喪失による燃料損傷が考えられる。 

    このシナリオに対しては，滞留水貯留設備の移送ポンプ停止について評価されており，その期間

内に設備が復旧できるため，こうしたリスクは小さいものと考えられる。（Ⅱ.2.33 参照） 

 

(3)自然災害による冷却機能喪失 

まず，地震により使用済燃料プールが損傷し使用済燃料プールの水位が低下するシナリオが考え

られる。 

このシナリオに対しては，耐震安全性が確保されており，こうしたリスクは小さいものと考えら

れる。（Ⅱ.2.18，Ⅲ.3.1.3 参照） 

次に，津波により炉内の燃料及び使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却機能が喪失し，

冷却材ならびに使用済燃料プール水の温度が上昇すると共に水位が低下するシナリオが考えられ

る。 

このシナリオに対しては，原子炉及び使用済燃料プールの水位が有効燃料頂部に至るまでの時間

的余裕が，13日程度（６号機に比べ５号機が短い）と評価されており，仮設水中ポンプ（残留熱

除去海水系）の設置＊による，冷却機能の回復までに要する時間は十分確保されていることから，

こうしたリスクは小さいものと考えられる。（表－１ 参照） 

今後，自然災害（地震，津波）により冷却機能が喪失し燃料損傷に至るシナリオに対する対策

（リスク低減）として使用済燃料を使用済燃料共用プールに搬出する予定である。 

そのため，準備が整い次第，原子炉から燃料を使用済燃料プールに移動（移動後,使用済燃料プ

ールゲートは閉）及び使用済燃料プールから使用済燃料共用プールへ使用済燃料を搬出する予定で

ある。 
 

＊：仮設水中ポンプの設置（作業準備，仮設水中ポンプ・制御盤・ホース設置等）には，約 68 時間(2.8 日程度)掛かる見込

み。 

 

2.3.4 ５・６号機の使用済燃料プールの燃料 

５・６号機は，震災前と同等の設備により使用済燃料プールに貯蔵された燃料を安定的に冷却して

いる状況であり，既設設備に関しては，震災前の設計条件を維持している。 

  この状況下において，放射性物質の系外放出に至るリスクとしては燃料損傷が挙げられ，燃料損傷

に至るシナリオとして以下が考えられる。 

 

(1)燃料取扱い時の燃料落下及び使用済燃料への重量物落下による損傷 

    燃料交換機によって燃料を移動している際，燃料交換機が故障して，その燃料が落下し，貯蔵中

の燃料に衝突して燃料が損傷するシナリオと，原子炉建屋天井クレーンから重量物が落下し，使用

済燃料プール内の使用済燃料に衝突し損傷に至るシナリオが考えられる。 

    このシナリオに対しては，燃料交換機・原子炉建屋天井クレーンは既設燃料取扱設備であり，燃

料交換機は燃料取扱い中に動力源が喪失しても燃料を保持する機構となっていること，原子炉建屋

天井クレーンはブレーキが安全側に動作する機構となっていること，吊り上げられた重量物が使用

済燃料プールに貯蔵された燃料上を走行できないインターロックがあることから，こうしたリスク

は小さいものと考えられる。なお，５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，

原子炉停止後から放射能は減衰している。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体

の落下」と同様の燃料集合体落下事故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくのリス

クを与えない。 

 

(2)仮設設備（滞留水貯留設備）停止による冷却機能喪失 

    滞留水貯留設備の移送ポンプが長期に停止した場合，地下水の流入により建屋内の水位が上昇

し，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備に電力を供給している所内

高圧母線の被水により電源が停止することで，冷却機能喪失による燃料損傷が考えられる。 

    このシナリオに対しては，滞留水貯留設備の移送ポンプ停止について評価されており，その期間

内に設備が復旧できるため，こうしたリスクは小さいものと考えられる。（Ⅱ.2.33 参照） 

 

(3)自然災害による冷却機能喪失 

まず，地震により使用済燃料プールが損傷し使用済燃料プールの水位が低下するシナリオが考え

られる。 

このシナリオに対しては，耐震安全性が確保されており，こうしたリスクは小さいものと考えら

れる。（Ⅱ.2.18，Ⅲ.3.1.3 参照） 

次に，津波により使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却機能が喪失し，使用済燃料プー

ル水の温度が上昇すると共に水位が低下するシナリオが考えられる。 

このシナリオに対しては，使用済燃料プールの水位が有効燃料頂部に至るまでの時間的余裕が，

80 日程度（５号機に比べ６号機が短い）と評価されており，仮設水中ポンプ（残留熱除去海水

系）の設置＊による，冷却機能の回復までに要する時間は十分確保されていることから，こうした

リスクは小さいものと考えられる。（表－１ 参照） 

今後，準備が整い次第，使用済燃料プールから使用済燃料共用プールへ使用済燃料を搬出する予

定である。 
 

＊：仮設水中ポンプの設置（作業準備，仮設水中ポンプ・制御盤・ホース設置等）には，約 68 時間(2.8 日程度)掛かる見込

み。 

 

 

現状に合わせた記載の適正

化に伴う変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅰ章） 

6 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表－１ 原子炉及び使用済燃料プールの崩壊熱による温度上昇率と 

水位が有効燃料頂部に至るまでの時間的余裕 

  【原子炉及び使用済燃料プールに燃料を保管している場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－１ 使用済燃料プールの崩壊熱による温度上昇率と 

水位が有効燃料頂部に至るまでの時間的余裕 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正

化に伴う変更 

 

号機 場所 温度上昇率[℃/h] 時間的余裕［日] 

５ 使用済燃料プール 0.23 82 

６ 使用済燃料プール 0.24 80 

補足：2018 年 10 月１日時点での崩壊熱より算出。 

 

 

号機 場所 温度上昇率[℃/h] 時間的余裕［日] 

５ 
原子炉 0.91  13 

使用済燃料プール 0.32 59 

６ 
原子炉 0.76 16 

使用済燃料プール 0.32 60 
補足：平成 24 年 10 月１日時点での崩壊熱より算出。 

【使用済燃料プールに全ての燃料を保管している場合（使用済燃料プールゲートは閉）】 

号機 場所 温度上昇率[℃/h] 時間的余裕［日] 

５ 使用済燃料プール 0.34 54 

６ 使用済燃料プール 0.37 52 

補足：平成 26 年 4月１日時点での崩壊熱より算出。 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

1 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

1 設計，設備について考慮する事項 

 

1.1 原子炉等の監視 

＜１～４号機＞ 

○ １～３号機の原子炉圧力容器内・格納容器内及び１～４号機の使用済燃料貯蔵設備内の使用済燃料

等の冷却温度，未臨界状態など主要パラメータ及び運転状況を原子炉圧力容器内・原子炉格納容器

内監視計測器（Ⅱ.2.9 参照），使用済燃料プール設備（Ⅱ.2.3 参照），使用済燃料共用プール設

備（Ⅱ.2.12 参照），使用済燃料乾式キャスク仮保管設備（Ⅱ.2.13 参照）により監視を行う。監

視箇所は監視室・制御室（Ⅱ.2.14 参照）などとする。特に，異常時の状態を把握し，対策を講じ

るために必要なパラメータ及び運転状況については記録を実施する。 

○ 緊急時に必要な対応手順を整備する。 

＜５・６号機＞ 

○ 炉心，原子炉冷却材圧力バウンダリ，原子炉格納容器バウンダリ及びそれらに関連する系統の健全

性を確保するために必要なパラメータを維持制御・監視する計測制御系統設備（Ⅱ.2.34 参照）を

健全な状態に維持・管理する。 

 

○ 炉心を臨界未満に維持するために，燃料集合体が装荷されている状態においては，制御棒及び制御

棒駆動系（Ⅱ.2.21 参照）を健全な状態に維持・管理するとともに，臨界未満に維持されているこ

とを監視するための計測制御系統設備（Ⅱ.2.34 参照）を健全な状態に維持・管理する。 

 

1 設計，設備について考慮する事項 

 

1.1 原子炉等の監視 

＜１～４号機＞ 

○ １～３号機の原子炉圧力容器内・格納容器内及び１～４号機の使用済燃料貯蔵設備内の使用済燃料

等の冷却温度，未臨界状態など主要パラメータ及び運転状況を原子炉圧力容器内・原子炉格納容器

内監視計測器（Ⅱ.2.9 参照），使用済燃料プール設備（Ⅱ.2.3 参照），使用済燃料共用プール設

備（Ⅱ.2.12 参照），使用済燃料乾式キャスク仮保管設備（Ⅱ.2.13 参照）により監視を行う。監

視箇所は監視室・制御室（Ⅱ.2.14 参照）などとする。特に，異常時の状態を把握し，対策を講じ

るために必要なパラメータ及び運転状況については記録を実施する。 

○ 緊急時に必要な対応手順を整備する。 

＜５・６号機＞ 

○ 現在は，原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，全使用済燃料が使用済燃料プールに貯

蔵されており，今後使用済燃料プールから原子炉に燃料を移動することはない。従って，使用済燃

料プールの温度，水位を維持制御・監視する計測制御系統設備（Ⅱ.2.34 参照）を健全な状態に維

持・管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

2 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

1.2 残留熱の除去 

＜１～４号機＞ 

○ １～３号機原子炉圧力容器内・原子炉格納容器内の燃料デブリ等の残留熱を除去するため原子炉圧

力容器・格納容器注水設備（Ⅱ.2.1 参照）により必要な注水量を注水し，残留熱を適切に除去す

る。また，１～４号機使用済燃料プール設備，使用済燃料共用プール設備，使用済燃料乾式キャス

ク仮保管設備等の使用済燃料貯蔵設備内の燃料体の残留熱を適切に除去する。（Ⅱ.2.3，

Ⅱ.2.12，Ⅱ.2.13 参照） 

○１～３号機原子炉圧力容器・格納容器注水設備（Ⅱ.2.1 参照）により必要な注水量を注水し，原子

炉圧力容器底部の温度を100℃未満に維持するとともに，原子炉圧力容器内・原子炉格納容器内監

視計測器（Ⅱ.2.9 参照）により冷却状態の監視を行う。 

＜５・６号機＞ 

○ 冷却材圧力バウンダリを構成する機器（Ⅱ.2.19 参照），残留熱除去系（Ⅱ.2.22 参照），非常用

炉心冷却系（Ⅱ.2.23 参照）等の原子炉冷却系統設備及び補機冷却系等の冷却に必要な設備

（Ⅱ.2.27 参照），復水補給水系（Ⅱ.2.24 参照）等冷却水を補給し，水質を管理するために必要

な設備（Ⅱ.2.25 参照）ならびにこれらに関連する設備（Ⅱ.2.21参照）を健全な状態に維持・管

理することにより，冷温停止を維持・継続する。 

 

1.2 残留熱の除去 

＜１～４号機＞ 

○ １～３号機原子炉圧力容器内・原子炉格納容器内の燃料デブリ等の残留熱を除去するため原子炉圧

力容器・格納容器注水設備（Ⅱ.2.1 参照）により必要な注水量を注水し，残留熱を適切に除去する。

また，１～４号機使用済燃料プール設備，使用済燃料共用プール設備，使用済燃料乾式キャスク仮

保管設備等の使用済燃料貯蔵設備内の燃料体の残留熱を適切に除去する。（Ⅱ.2.3，Ⅱ.2.12，

Ⅱ.2.13 参照） 

○ １～３号機原子炉圧力容器・格納容器注水設備（Ⅱ.2.1 参照）により必要な注水量を注水し，原子

炉圧力容器底部の温度を 100℃未満に維持するとともに，原子炉圧力容器内・原子炉格納容器内監

視計測器（Ⅱ.2.9 参照）により冷却状態の監視を行う。 

＜５・６号機＞ 

○ 残留熱除去系（Ⅱ.2.22 参照）及び補機冷却系等の冷却に必要な設備（Ⅱ.2.27 参照），復水補給水系

（Ⅱ.2.24 参照）等冷却水を補給する設備を健全な状態に維持・管理することにより，使用済燃料プ

ールに貯蔵されている燃料の冷却を維持・継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

3 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

1.3 原子炉格納施設雰囲気の監視等 

＜１～４号機＞ 

○ １～３号機の原子炉格納容器内の気体を原子炉格納容器ガス管理設備（Ⅱ.2.8 参照）にて抽気・ろ

過等を行い，放射線管理関係設備（Ⅱ.2.15 参照）により放射性物質濃度及び量を監視するととも

に，環境へ放出される放射性物質を達成できる限り低減する。 

○ １～３号機の原子炉格納容器内の気体を原子炉格納容器ガス管理設備（Ⅱ.2.8 参照）にて抽気し，

原子炉圧力容器内・原子炉格納容器内監視計測器（Ⅱ.2.9 参照）にて短半減期核種の放射能濃度を

監視することで，未臨界状態の監視を行う。また，臨界の可能性は極めて低いと考えられるが，原

子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備（Ⅱ.2.4 参照）により臨界を防止する。 

＜５・６号機＞ 

○ 原子炉格納容器，原子炉格納容器バウンダリを構成する機器（Ⅱ.2.20参照），格納施設雰囲気を

制御する系統設備（Ⅱ.2.26，Ⅱ.2.29，Ⅱ.2.34参照）を健全な状態に維持・管理する。 

 

1.3 原子炉格納施設雰囲気の監視等 

＜１～４号機＞ 

○ １～３号機の原子炉格納容器内の気体を原子炉格納容器ガス管理設備（Ⅱ.2.8 参照）にて抽気・ろ

過等を行い，放射線管理関係設備（Ⅱ.2.15 参照）により放射性物質濃度及び量を監視するととも

に，環境へ放出される放射性物質を達成できる限り低減する。 

○ １～３号機の原子炉格納容器内の気体を原子炉格納容器ガス管理設備（Ⅱ.2.8 参照）にて抽気し，

原子炉圧力容器内・原子炉格納容器内監視計測器（Ⅱ.2.9 参照）にて短半減期核種の放射能濃度を

監視することで，未臨界状態の監視を行う。また，臨界の可能性は極めて低いと考えられるが，原

子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備（Ⅱ.2.4 参照）により臨界を防止する。 

＜５・６号機＞ 

○ 原子炉格納容器，原子炉格納容器バウンダリを構成する機器（Ⅱ.2.20 参照）を健全な状態に維持・

管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

4 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

1.5 燃料取出し及び取り出した燃料の適切な貯蔵・管理 

＜１～４号機＞ 

○ 使用済燃料貯蔵設備からの燃料の取出しにあたっては，確実に臨界未満に維持し，落下防止，落下

時の影響緩和措置及び適切な遮へいを行い，取り出した燃料は適切に冷却及び貯蔵する設計とす

る。（Ⅱ.2.11，Ⅱ.2.12，Ⅱ.2.13 参照） 

＜５・６号機＞ 

○ 原子炉（Ⅱ.2.19参照）及び使用済燃料プール（Ⅱ.2.28参照）からの燃料の取出し（Ⅱ.2.20，

Ⅱ.2.25，Ⅱ.2.26，Ⅱ.2.27，Ⅱ.2.28，Ⅱ.2.29，Ⅱ.2.30，Ⅱ.2.31参照）にあたっては，確実に

臨界未満に維持（Ⅱ.2.21，Ⅱ.2.34参照）し，落下防止及び遮へい（Ⅱ.2.28参照）を行い，適切

に冷却及び貯蔵（Ⅱ.2.12，Ⅱ.2.27，Ⅱ.2.28参照）を行うために必要な設備を健全な状態に維

持・管理する。 

 

1.5 燃料取出し及び取り出した燃料の適切な貯蔵・管理 

＜１～４号機＞ 

○ 使用済燃料貯蔵設備からの燃料の取出しにあたっては，確実に臨界未満に維持し，落下防止，落下

時の影響緩和措置及び適切な遮へいを行い，取り出した燃料は適切に冷却及び貯蔵する設計とする。

（Ⅱ.2.11，Ⅱ.2.12，Ⅱ.2.13 参照） 

＜５・６号機＞ 

○ 使用済燃料プール（Ⅱ.2.28 参照）からの燃料の取出し（Ⅱ.2.27，Ⅱ.2.28，Ⅱ.2.31 参照）にあた

っては，落下防止及び遮へい（Ⅱ.2.28 参照）を行い，適切に冷却及び貯蔵（Ⅱ.2.12，Ⅱ.2.27，

Ⅱ.2.28 参照）を行うために必要な設備を健全な状態に維持・管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

5 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

1.7 電源喪失に対する設計上の考慮 

○ 原子炉圧力容器・格納容器注水設備（Ⅱ.2.1 参照）は，代替電源として電源車（Ⅱ.2.7参照）及

び発電機を備えるとともに，代替給水設備として消防車を備え，全交流電源喪失に対して冷却を確

保し，かつ復旧できる設計とする。 

○ 使用済燃料プール設備（Ⅱ.2.3 参照）は，代替電源として発電機を備えるとともに，代替給水設

備として消防車を備え，全交流電源喪失に対して冷却を確保し，かつ復旧できる設計とする。 

○ 使用済燃料共用プール設備（Ⅱ.2.12 参照）は，代替電源として電源車（Ⅱ.2.7 参照）を備える

とともに，代替給水設備として消防車を備え，全交流電源喪失に対して冷却を確保し，かつ復旧で

きる設計とする。 

○ ５・６号機については，冷温停止の維持・継続に必要な設備の代替電源として電源車(Ⅱ.2.32 参

照)を備えるとともに，代替給水設備として消防車を備え，全交流電源喪失に対して冷却を確保し，

かつ復旧できる設計とする。 

 

1.7 電源喪失に対する設計上の考慮 

○ 原子炉圧力容器・格納容器注水設備（Ⅱ.2.1 参照）は，代替電源として電源車（Ⅱ.2.7参照）及

び発電機を備えるとともに，代替給水設備として消防車を備え，全交流電源喪失に対して冷却を確

保し，かつ復旧できる設計とする。 

○ 使用済燃料プール設備（Ⅱ.2.3 参照）は，代替電源として発電機を備えるとともに，代替給水設

備として消防車を備え，全交流電源喪失に対して冷却を確保し，かつ復旧できる設計とする。 

○ 使用済燃料共用プール設備（Ⅱ.2.12 参照）は，代替電源として電源車（Ⅱ.2.7 参照）を備える

とともに，代替給水設備として消防車を備え，全交流電源喪失に対して冷却を確保し，かつ復旧で

きる設計とする。 

○ ５・６号機については，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備の代替電

源として電源車(Ⅱ.2.32 参照)を備えるとともに，代替給水設備として消防車を備え，全交流電源喪

失に対して冷却を確保し，かつ復旧できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

6 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 
1.10 放射性気体廃棄物の処理・管理 

＜１～４号機＞ 
○ 気体廃棄物の放出量の抑制 

   気体廃棄物については，放射性物質を内包する建屋等の閉じ込め機能を回復することを目指し，

内包する放射性物質のレベルや想定される放出の程度に応じて，放出抑制を図る。 

○ 適切な処理・管理 

各建屋において原子炉格納容器ガス管理設備において処理を行い，放出される放射性物質の低減

を図る。気体廃棄物の環境中への放出にあたっては各建屋で放出監視を行い，厳重に管理するが，

更に発電所全体として異常がないことを確認するため，周辺監視区域境界及び周辺地域において空

間放射線量率及び環境試料の放射能の監視を行う。 

○ 敷地周辺の線量を達成できる限り低減 

 上記を実施し，継続的に改善することにより，放射性気体廃棄物からの敷地周辺の線量を達成で

きる限り低減する。 

 

  詳細は，下記の項目を参照。 

Ⅲ.3.2.1 

 

＜５・６号機＞ 

○ 放射性気体廃棄物の放出量の抑制，適切な処理 

５・６号機の原子炉建屋常用換気系は，建屋の給排気ケーシング内に設置された高性能フィルタ

により放射性物質を除去すると共に，建屋の負圧を維持することで放射性物質の系外放出を防止す

る。  

また，原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，非常用ガス処理系が自動起

動することで放射性物質を高性能フィルタ及びチャコールフィルタで除去する。 

○ 適切な管理 

放射性気体廃棄物の環境中への放出にあたっては主排気筒放射線モニタまたは非常用ガス処理

系放射線モニタで放出監視を行い，厳重に管理するが，更に発電所全体として異常がないことを確

認するため，周辺監視区域境界及び周辺地域において空間放射線量率及び環境試料の放射能の監視

を行う。 

○ 敷地周辺の線量を達成できる限り低減 

 上記を継続的に実施し，放射性気体廃棄物からの敷地周辺の線量を達成できる限り低減する。 

 

  詳細は，下記の項目を参照。 

Ⅱ.2.26，Ⅱ.2.29，Ⅲ.3.2.1 

 

 
1.10 放射性気体廃棄物の処理・管理 

＜１～４号機＞ 
○ 気体廃棄物の放出量の抑制 

   気体廃棄物については，放射性物質を内包する建屋等の閉じ込め機能を回復することを目指し，

内包する放射性物質のレベルや想定される放出の程度に応じて，放出抑制を図る。 

○ 適切な処理・管理 

各建屋において原子炉格納容器ガス管理設備において処理を行い，放出される放射性物質の低減

を図る。気体廃棄物の環境中への放出にあたっては各建屋で放出監視を行い，厳重に管理するが，

更に発電所全体として異常がないことを確認するため，周辺監視区域境界及び周辺地域において空

間放射線量率及び環境試料の放射能の監視を行う。 

○ 敷地周辺の線量を達成できる限り低減 

 上記を実施し，継続的に改善することにより，放射性気体廃棄物からの敷地周辺の線量を達成で

きる限り低減する。 

 

  詳細は，下記の項目を参照。 

Ⅲ.3.2.1 

 

＜５・６号機＞ 

○ 放射性気体廃棄物の放出量の抑制，適切な処理 

５・６号機の原子炉建屋常用換気系は，建屋の給排気ケーシング内に設置された高性能フィルタ

により放射性物質を除去する。  

 

 

 

○ 適切な管理 

放射性気体廃棄物の環境中への放出にあたっては主排気筒放射線モニタで放出監視を行い，厳重

に管理するが，更に発電所全体として異常がないことを確認するため，周辺監視区域境界及び周辺

地域において空間放射線量率及び環境試料の放射能の監視を行う。 

 

○ 敷地周辺の線量を達成できる限り低減 

 上記を継続的に実施し，放射性気体廃棄物からの敷地周辺の線量を達成できる限り低減する。 

 

  詳細は，下記の項目を参照。 

Ⅱ.2.26，Ⅲ.3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

7 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.18 ５・６号機に関する共通事項 

2.18.1 設備の維持・管理について 

５・６号機は，平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災したものの，その被

害の大半は津波による海水系設備の損傷であった。 

その後，海水系設備の復旧ならびに冷温停止維持に関する設備の健全性確認を進め，現在では，

震災前と同等の設備により安定的な冷温停止を維持している状況である。また，冷温停止維持に関

する設備と比較し緊急性は少ないものの，冷温停止維持に属さない設備については，状態確認を進

めていく予定である。 

したがって，５・６号機の設備に関しては，本実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」を遵守し

つつ，福島第一原子力発電所第５号機保全計画及び福島第一原子力発電所第６号機保全計画に基づ

く計画的な機器の保全活動を実施していくと共に，設置変更許可等の許認可の内容に従って，設備

を維持・管理していくこととする。 

 

2.18.2 要求される機能について 

  本実施計画に記載のある５・６号機の設備に要求される機能とは，工程(Ⅰ.1.2 参照)に示す冷温

停止において維持・管理する機能である。 

 

2.18.3 異常時の対応 

自然災害（津波）により，冷温停止維持に必要な設備（全交流電源及び海水系設備）のすべてが機

能喪失した場合，その状態が継続すると燃料損傷に至る可能性があるため，復旧余裕時間＊１である2.7

日以内（平成 24年 10 月 1 日時点の崩壊熱）に電源車による既設設備の復旧(電源復旧対応)，消防車

による原子炉及び使用済燃料プールへの機動的な注水対応（代替設備対応）を行い，燃料損傷を回避

する。（図－１ 参照）なお,全ての燃料を使用済燃料プールへ移動し使用済燃料プールゲートを閉し

た後は使用済燃料プールのみ注水となる。 
＊１：崩壊熱により，冷却材の温度が上昇し 100℃（使用済燃料プールの水は 65℃）に到達する時間。 

復旧余裕時間は平成 24年 10 月 1日時点の崩壊熱にて算出し，最も短いのは５号機の原子炉である。 

詳細については以下の通り。 

【原子炉及び使用済燃料プールに燃料を保管している場合（平成 24 年 10 月 1日時点の崩壊熱）】 

＜原子炉＞ 

５号機原子炉（初期温度 40℃）の崩壊熱より算出した復旧余裕時間は 2.7 日であり，同様に６号機の復旧余裕時間は 3.8

日である。 

＜使用済燃料プール＞ 

５号機使用済燃料プール（初期温度 30℃）の崩壊熱より算出した復旧余裕時間は 4.6 日であり，同様に６号機の復旧余

裕時間は 4.6 日である。 

【使用済燃料プールに全ての燃料を保管している場合（平成 26年 4月 1日時点の崩壊熱）】 

＜使用済燃料プール＞ 

５号機使用済燃料プール（初期温度 30℃）の崩壊熱より算出した復旧余裕時間は 4.2 日であり，同様に６号機の復旧余

裕時間は 3.9 日である。 

 

 

2.18 ５・６号機に関する共通事項 

2.18.1 設備の維持・管理について 

５・６号機は，2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災したものの，その被害

の大半は津波による海水系設備の損傷であった。 

その後，海水系設備の復旧ならびに冷温停止維持に関する設備の健全性確認を進めると共に，原

子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，現在では，震災前と同等の設備により使用済燃

料プールに貯蔵されている燃料の冷却を維持している状況である。 

したがって，５・６号機の設備に関しては，本実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安」を遵守し

つつ，福島第一原子力発電所第５号機保全計画及び福島第一原子力発電所第６号機保全計画に基づ

く計画的な機器の保全活動を実施していくと共に，設置変更許可等の許認可の内容に従って，設備

を維持・管理していくこととする。 

 

2.18.2 要求される機能について 

  本実施計画に記載のある５・６号機の設備に要求される機能とは，使用済燃料プールに貯蔵されて

いる燃料の冷却を維持・管理する機能である(Ⅰ.1.2 参照)。 

 

2.18.3 異常時の対応 

自然災害（津波）により，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却維持に必要な設備（全交

流電源及び海水系設備）のすべてが機能喪失した場合，その状態が継続すると燃料損傷に至る可能性

があるため，復旧余裕時間＊１である 6.1 日以内（2018 年 10 月 1日時点の崩壊熱）に電源車による既

設設備の復旧(電源復旧対応)，消防車による使用済燃料プールへの機動的な注水対応（代替設備対応）

を行い，燃料損傷を回避する。なお,現在は全ての燃料を使用済燃料プールへ移動し使用済燃料プール

ゲートを閉しており，使用済燃料プールのみへの注水である。 
＊１：崩壊熱により，冷却材の温度が上昇し使用済燃料プールの水が 65℃に到達する時間。 

復旧余裕時間は 2018 年 10 月 1 日時点の崩壊熱にて算出し，最も短いのは６号機の使用済燃料プールである。 

詳細については以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用済燃料プールに全ての燃料を保管している場合（2018 年 10月 1 日時点の崩壊熱）】 

＜使用済燃料プール＞ 

５号機使用済燃料プール（初期温度 30℃）の崩壊熱より算出した復旧余裕時間は 6.4 日であり，同様に６号機の復旧余

裕時間は 6.1 日である。 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

8 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

電源車（５・６号機用として 2台以上）は T.P.約 28m 以上の場所に配備されており，５号機タービ

ン建屋 2 階に設置されている所内低圧母線へ供給可能なケーブルが接続済である。 

復旧時に必要な消防車＊2）（５・６号機用として 2台以上，消防車用のホースも原子炉建屋内に配備

済）は T.P.約 28m 以上の場所に配備されているが，震災の場合は移動し注水可能な位置に消防車を配

置する。消防車の規格放水圧は 0.55ＭPa 以上あり（流量は 30m3/h 以上），原子炉建屋最上階（オペ

レーティングフロア）の高さは，消防車の位置からそれぞれ５号機が約 30m，６号機が約 39m である。

圧力損失を考慮しても，原子炉及び使用済燃料プールに注水するのに十分な能力を有している。（添

付資料－２ 別添－１ 参照） 

また，電源車及び消防車の運転訓練等を実施しており，手順書（体制含む）の整備もされているた

め復旧余裕時間内に十分対応できるものであると評価している。（注水開始までの所要時間：約 42時

間（1.8 日程度）） 
＊２）消防車：【原子炉及び使用済燃料プールに燃料を保管している場合】 

消防車による５号機原子炉及び使用済燃料プールへ注水に必要な水量は，平成 24年 10月 1日の崩壊熱より 9t/h

と評価されている。６号機についても同様に 9t/h と評価されており，注水の水源となる純水タンクの最低限の

保有水量は 263ｔであることから，５・６号機それぞれ注水可能時間は 14 時間程度である。なお，上記に加え電

源車により既設設備が復旧されれば既設のポンプを用いた注水や，消防車を用いた海水による注水が可能であ

る。 

【使用済燃料プールに全ての燃料を保管している場合（使用済燃料プールゲートは閉）】 

消防車による使用済燃料プールへ注水に必要な水量（全ての燃料を使用済燃料プールへ移動し使用済燃料プール

ゲートを閉した場合）は，平成 26 年 4 月 1 日時点の崩壊熱より５号機で 10t/h であり，６号機についても同様

に 10t/h と評価される。５・６号機あわせた注水可能時間は 13 時間程度であり既設のポンプを用いた注水や，

消防車を用いた海水による注水が可能である。 
 
 

 

 

2.18.4 添付資料 

  添付資料－１ ５・６号機 冷温停止維持に関する設備の復旧状況等について 

  添付資料－２ ５・６号機の耐震性について 

電源車（５・６号機用として 2台以上）は T.P.約 28m 以上の場所に配備されており，５号機タービ

ン建屋 2 階に設置されている所内低圧母線へ供給可能なケーブルが接続済である。 

復旧時に必要な消防車＊2）（５・６号機用として 2 台以上，消防車用のホースも原子炉建屋内に配備

済）は T.P.約 28m 以上の場所に配備されているが，震災の場合は移動し注水可能な位置に消防車を配

置する。消防車の規格放水圧は 0.55ＭPa 以上あり（流量は 30m3/h 以上），原子炉建屋最上階（オペ

レーティングフロア）の高さは，消防車の位置からそれぞれ５号機が約 30m，６号機が約 39m である。

圧力損失を考慮しても，使用済燃料プールに注水するのに十分な能力を有している。（添付資料－１ 

別添－１ 参照） 

また，電源車及び消防車の運転訓練等を実施しており，手順書（体制含む）の整備もされているた

め復旧余裕時間内に十分対応できるものであると評価している。（注水開始までの所要時間：約 42時

間（1.8 日程度）） 
＊２）消防車：【使用済燃料プールに全ての燃料を保管している場合（使用済燃料プールゲートは閉）】 

消防車による使用済燃料プールへ注水に必要な水量（全ての燃料を使用済燃料プールへ移動し使用済燃料プール

ゲートを閉した場合）は，2018 年 10 月 1 日時点の崩壊熱より５号機で 6t/h，６号機で 7t/h と評価される。５・

６号機あわせた注水可能時間は 13 時間程度であり既設のポンプを用いた注水や，消防車を用いた海水による注

水が可能である。 
 

 

 

 

 

 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18.4 添付資料 

添付資料－１ ５・６号機の耐震性について 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

9 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－１ 

 

（記載の削除） 現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号
機

分
類

注
１
）

ウ
ォ
ー
ク
ダ
ウ
ン
＊
）

の
結
果
（被
害
状
況
）

復
旧
プ
ロ
セ
ス

復
旧
状
況

使
用
環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

5
③

異
常
な
し

－
一
部
未
復
旧
※
１
）

○
※
１
）
主
蒸
気
隔
離
弁
及
び
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
等
の
動
作
確
認
が
未
実
施
。

　
　
　
（
上
記
各
弁
は
全
閉
状
態
で
あ
り
，
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
は
維
持
さ
れ
て
い
る
）

6
③

異
常
な
し

－
一
部
未
復
旧
※
１
）

○
※
１
）
主
蒸
気
隔
離
弁
及
び
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
等
の
動
作
確
認
が
未
実
施
。

　
　
　
（
上
記
各
弁
は
全
閉
状
態
で
あ
り
，
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
は
維
持
さ
れ
て
い
る
）

原
子
炉
格
納
容
器

①
異
常
な
し

→
復
旧
済

○

原
子
炉
建
屋

①
大
物
搬
入
口
が
津
波
に

よ
り
損
傷

修
理

復
旧
済

○

原
子
炉
格
納
容
器

①
異
常
な
し

→
復
旧
済

○

原
子
炉
建
屋

①
大
物
搬
入
口
が
津
波
に

よ
り
損
傷

修
理

復
旧
済

○

5
③

異
常
な
し

ポ
ン
プ
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

一
部
未
復
旧
※
２
）

○
※
２
）
水
圧
制
御
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
制
御
棒
駆
動
機
構
の
動
作
確
認
が
未
実
施
。

　
　
　
（
燃
料
移
動
時
に
復
旧
す
る
）

6
③

異
常
な
し

ポ
ン
プ
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

一
部
未
復
旧
※
２
）

○
※
２
）
水
圧
制
御
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
制
御
棒
駆
動
機
構
の
動
作
確
認
が
未
実
施
。

　
　
　
（
燃
料
移
動
時
に
復
旧
す
る
）

残
留
熱
除
去
系

①
異
常
な
し

ポ
ン
プ
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

残
留
熱
除
去
海
水
系

②
全
て
の
ポ
ン
プ
が
津
波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分
解
点
検

復
旧
済

△
（
配
管
が
一
部

没
水
※
３
）

※
３
）
設
備
の
健
全
性
は
各
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
確
認
で
き
る
も
の
の
，
長
期
的

に
は
設
備
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没
水
配
管
に
お
け
る
健
全

性
評
価
及
び
漏
え
い
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
た
諸
方
策
の
検
討
を
実
施
し
て
い
る
。

残
留
熱
除
去
系

①
異
常
な
し

ポ
ン
プ
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

残
留
熱
除
去
海
水
系

②
全
て
の
ポ
ン
プ
が
津
波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分
解
点
検

復
旧
済

△
（
配
管
が
一
部

没
水
※
３
）

※
３
）
設
備
の
健
全
性
は
各
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
確
認
で
き
る
も
の
の
，
長
期
的

に
は
設
備
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没
水
配
管
に
お
け
る
健
全

性
評
価
及
び
漏
え
い
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
た
諸
方
策
の
検
討
を
実
施
し
て
い
る
。

炉
心
ス
プ
レ
イ
系

①
異
常
な
し

ポ
ン
プ
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

低
圧
注
水
系

①
異
常
な
し

ポ
ン
プ
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

①
異
常
な
し

ポ
ン
プ
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

低
圧
注
水
系

①
異
常
な
し

ポ
ン
プ
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

③
異
常
な
し

ポ
ン
プ
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

未
復
旧
※
４
）

○

※
４
）
制
御
棒
が
全
挿
入
，
か
つ
燃
料
の
冷
却
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
原
子
炉
圧
力

容
器
の
圧
力
は
高
圧
に
な
る
こ
と
は
な
く
，
他
の
非
常
用
炉
心
冷
却
系
及
び
復
水
補
給
水
系

に
て
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
は
十
分
可
能
で
あ
る
た
め
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
を
復

旧
し
て
い
な
い
。
今
後
は
必
要
に
応
じ
て
動
作
可
能
で
あ
る
状
態
に
復
旧
す
る
。

＊
）
ウ
ォ
ー
ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①
：既
設
設
備
を
復
旧
し
設
計
上
想
定
内
の
環
境
で
使
用

注
２
）
○
：
設
計
上
想
定
内
の
環
境
で
使
用

設
備
に
触
れ
ず
に
あ
り
の
ま
ま
を
観
察
し
，

②
：既
設
設
備
を
復
旧
し
て
い
る
が
設
計
上
想
定
外
の
環
境
で
使
用

△
：
設
計
上
想
定
外
の
環
境
で
使
用

被
害
当
初
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
。

③
：未
復
旧
（
復
旧
中
）の
既
設
設
備

④
：仮
設
設
備

制
御
棒
及
び
制
御
棒
駆
動
系

制
御
棒
及
び
制
御
棒
駆
動
系

2
.2
3

6

非
常
用

炉
心
冷
却
系

2
.2
1

2
.1
9

設
　
　
　
備

原
子
炉
圧
力
容
器

（
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
）

原
子
炉
圧
力
容
器

（
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
）

6

2
.2
0

55

2
.2
2

残
留
熱
除
去
系

表
－
１
　
５
・
６
号
機
　
冷
温
停
止
維
持
に
関
す
る
設
備
の
復
旧
状
況
等
に
つ
い
て

5

原
子
炉

格
納
施
設

6

●
復
旧
済
の
定
義

　
以
下
の
復
旧
（
健
全
性
確
認
）
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
，
機
器
が
使
用
中
（ま
た
は

使
用
可
能
）と
な
っ
て
い
る
状
態
の
こ
と
。

　
・震
災
に
て
損
傷
し
た
機
器
の
修
理
が
完
了
し
て
い
る
。

　
・ウ
ォ
ー
ク
ダ
ウ
ン
に
て
健
全
性
を
確
認
し
て
い
る
。

　
　
（主
に
，
静
的
機
器
）

　
・ウ
ォ
ー
ク
ダ
ウ
ン
の
健
全
性
確
認
に
加
え
，
復
旧
プ
ロ
セ
ス
記
載
の
健
全
性

　
　
確
認
を
実
施
し
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

　
　
（主
に
，
動
的
機
器
，
電
気
品
）

15



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 （記載の削除） 現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号
機

分
類

注
１
）

ウ
ォ
ー
ク
ダ
ウ
ン
＊
）

の
結
果
（被
害
状
況
）

復
旧
プ
ロ
セ
ス

復
旧
状
況

使
用
環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

5
①

異
常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

6
①

異
常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

5
③

異
常
な
し

ポ
ン
プ
：
分
解
点
検

一
部
未
復
旧
※
５
）

○
※
５
）循
環
ポ
ン
プ
２
台
の
う
ち
１
台
が
未
復
旧
で
あ
り
，
未
復
旧
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
点
検

を
行
っ
た
後
，
運
転
状
態
を
確
認
し
復
旧
す
る
。

6
①

異
常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

5
①

異
常
な
し

送
排
風
機
，
排
気
フ
ァ
ン
：

ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

6
①

異
常
な
し

送
排
風
機
，
排
気
フ
ァ
ン
：

ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系

①
異
常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

原
子
炉
補
機
冷
却
系

①
異
常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

補
機
冷
却
海
水
系

②
全
て
の
ポ
ン
プ
が
津
波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：
分
解
点
検

復
旧
済

△
（配
管
が
一
部

没
水
※
３
）

※
３
）設
備
の
健
全
性
は
各
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
確
認
で
き
る
も
の
の
，
長
期
的

に
は
設
備
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没
水
配
管
に
お
け
る
健
全

性
評
価
及
び
漏
え
い
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
た
諸
方
策
の
検
討
を
実
施
し
て
い
る
。

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系

①
異
常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

原
子
炉
補
機
冷
却
系

①
異
常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

補
機
冷
却
海
水
系

②
全
て
の
ポ
ン
プ
が
津
波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：
分
解
点
検

復
旧
済

△
（配
管
が
一
部

没
水
※
３
）

※
３
）設
備
の
健
全
性
は
各
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
確
認
で
き
る
も
の
の
，
長
期
的

に
は
設
備
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没
水
配
管
に
お
け
る
健
全

性
評
価
及
び
漏
え
い
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
た
諸
方
策
の
検
討
を
実
施
し
て
い
る
。

燃
料
交
換
機

①
修
理

復
旧
済

○

原
子
炉
建
屋
天
井
ク
レ
ー
ン

①
修
理

復
旧
済

○

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

①
異
常
な
し

→
復
旧
済

○

＊
）
ウ
ォ
ー
ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①
：
既
設
設
備
を
復
旧
し
設
計
上
想
定
内
の
環
境
で
使
用

注
２
）
○
：
設
計
上
想
定
内
の
環
境
で
使
用

設
備
に
触
れ
ず
に
あ
り
の
ま
ま
を
観
察
し
，

②
：
既
設
設
備
を
復
旧
し
て
い
る
が
設
計
上
想
定
外
の
環
境
で
使
用

△
：
設
計
上
想
定
外
の
環
境
で
使
用

被
害
当
初
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
。

③
：
未
復
旧
（復
旧
中
）の
既
設
設
備

④
：
仮
設
設
備

オ
ペ
フ
ロ
の
高
湿
度
環
境

に
よ
り
電
気
設
備
の
絶
縁

低
下
や
機
械
設
備
の
発

錆
に
至
る
（
震
災
時
の
燃

料
プ
ー
ル
冷
却
機
能
喪

失
に
よ
り
，
プ
ー
ル
水
温

度
が
上
昇
し
水
蒸
気
が

発
生
）

5
2
.2
8

燃
料
取
扱
系

及
び

燃
料
貯
蔵
設
備

原
子
炉
建
屋
常
用
換
気
系

5

2
.2
7

燃
料
プ
ー
ル

冷
却
浄
化
系

6

表
－
２
　
５
・
６
号
機
　
冷
温
停
止
維
持
に
関
す
る
設
備
の
復
旧
状
況
等
に
つ
い
て

設
　
　
　
備

復
水
補
給
水
系

復
水
補
給
水
系

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系

2
.2
6

原
子
炉
建
屋
常
用
換
気
系

2
.2
5

2
.2
4

16
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 （記載の削除） 現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号
機

分
類

注
１
）

ウ
ォ
ー
ク
ダ
ウ
ン
＊
）

の
結
果
（被
害
状
況
）

復
旧
プ
ロ
セ
ス

復
旧
状
況

使
用
環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

燃
料
交
換
機

①
修
理

復
旧
済

○

原
子
炉
建
屋
天
井
ク
レ
ー
ン

①
修
理

復
旧
済

○

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

①
異
常
な
し

→
復
旧
済

○

5
①

異
常
な
し

排
風
機
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

6
①

異
常
な
し

排
風
機
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

5
①

異
常
な
し

送
排
風
機
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

6
①

異
常
な
し

送
排
風
機
：ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

復
旧
済

○

外
部
電
源

①
異
常
な
し

→
復
旧
済

○

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

①
異
常
な
し

運
転
確
認

復
旧
済

○

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

冷
却
海
水
系

②
全
て
の
ポ
ン
プ
が
津
波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分
解
点
検

復
旧
済

△
（配
管
が
一
部

没
水
※
３
）

※
３
）
設
備
の
健
全
性
は
各
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
確
認
で
き
る
も
の
の
，
長
期
的

に
は
設
備
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没
水
配
管
に
お
け
る
健
全

性
評
価
及
び
漏
え
い
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
た
諸
方
策
の
検
討
を
実
施
し
て
い
る
。

直
流
電
源
装
置

①
異
常
な
し

蓄
電
池
：
比
重
・電
圧
測
定

復
旧
済

○

電
源
ケ
ー
ブ
ル

②
ケ
ー
ブ
ル
が
一
部
没
水

（そ
の
他
は
異
常
な
し
）

絶
縁
抵
抗
測
定

復
旧
済

△
（ｹ
ｰ
ﾌ
ﾞﾙ
が
一

部
没
水
※
７
）

※
７
）海
水
系
ポ
ン
プ
（残
留
熱
除
去
海
水
系
，
補
機
冷
却
海
水
系
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

冷
却
海
水
系
）に
電
力
を
供
給
し
て
い
る
ケ
ー
ブ
ル
が
一
部
没
水
。
時
間
の
経
過
に
よ
り
絶
縁
性
能

の
低
下
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
，
予
備
の
ケ
ー
ブ
ル
を
敷
設
し
信
頼
性
向
上
を
図
っ
て
い
る
。

外
部
電
源

①
異
常
な
し

→
復
旧
済

○

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

③
異
常
な
し

運
転
確
認

復
旧
済

（高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

は
未
復
旧
※
８
）

○
※
８
）
復
旧
さ
れ
て
い
る
５
・
６
号
機
全
て
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
含
め
て
考
え
れ

ば
，
非
常
用
高
圧
母
線
に
接
続
す
る
動
作
可
能
な
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
は
十
分
確

保
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
必
要
に
応
じ
て
動
作
可
能
で
あ
る
状
態
に
復
旧
す
る
。

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

冷
却
海
水
系

③
全
て
の
ポ
ン
プ
が
津
波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分
解
点
検

復
旧
済

（高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

は
未
復
旧
※
９
）

△
（配
管
が
一
部

没
水
※
３
）

※
３
）
設
備
の
健
全
性
は
各
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
り
確
認
で
き
る
も
の
の
，
長
期
的

に
は
設
備
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没
水
配
管
に
お
け
る
健
全

性
評
価
及
び
漏
え
い
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
た
諸
方
策
の
検
討
を
実
施
し
て
い
る
。

※
９
）
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
み
に
冷
却
水
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
り
，
今
後
は
必
要
に
応
じ

て
動
作
可
能
で
あ
る
状
態
に
復
旧
す
る
。

直
流
電
源
装
置

③
異
常
な
し

蓄
電
池
：
比
重
・電
圧
測
定

復
旧
済

（高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

は
未
復
旧
※
１
０
）

○
※
１
０
）
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
制
御
電
源
の
み
に
電
力
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
り
，
今
後
は

必
要
に
応
じ
て
動
作
可
能
で
あ
る
状
態
に
復
旧
す
る
。

電
源
ケ
ー
ブ
ル

②
ケ
ー
ブ
ル
が
一
部
没
水

（そ
の
他
は
異
常
な
し
）

絶
縁
抵
抗
測
定

復
旧
済

△
（ｹ
ｰ
ﾌ
ﾞﾙ
が
一

部
没
水
※
７
）

※
７
）海
水
系
ポ
ン
プ
（残
留
熱
除
去
海
水
系
，
補
機
冷
却
海
水
系
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

冷
却
海
水
系
）に
電
力
を
供
給
し
て
い
る
ケ
ー
ブ
ル
が
一
部
没
水
。
時
間
の
経
過
に
よ
り
絶
縁
性
能

の
低
下
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
，
予
備
の
ケ
ー
ブ
ル
を
敷
設
し
信
頼
性
向
上
を
図
っ
て
い
る
。

＊
）
ウ
ォ
ー
ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①
：既
設
設
備
を
復
旧
し
設
計
上
想
定
内
の
環
境
で
使
用

注
２
）
○
：設
計
上
想
定
内
の
環
境
で
使
用

設
備
に
触
れ
ず
に
あ
り
の
ま
ま
を
観
察
し
，

②
：既
設
設
備
を
復
旧
し
て
い
る
が
設
計
上
想
定
外
の
環
境
で
使
用

△
：設
計
上
想
定
外
の
環
境
で
使
用

被
害
当
初
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
。

③
：未
復
旧
（復
旧
中
）の
既
設
設
備

④
：仮
設
設
備

5

2
.3
2

電
源
系
統

設
備

2
.2
8

燃
料
取
扱
系

及
び

燃
料
貯
蔵
設
備

2
.3
0

表
－
３
　
５
・
６
号
機
　
冷
温
停
止
維
持
に
関
す
る
設
備
の
復
旧
状
況
等
に
つ
い
て

設
　
　
　
備

6

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

6

オ
ペ
フ
ロ
の
高
湿
度
環
境

に
よ
り
電
気
設
備
の
絶
縁

低
下
や
機
械
設
備
の
発

錆
に
至
る
（
震
災
時
の
燃

料
プ
ー
ル
冷
却
機
能
喪

失
に
よ
り
，
プ
ー
ル
水
温

度
が
上
昇
し
水
蒸
気
が

発
生
）

2
.2
9

中
央
制
御
室
換
気
系

中
央
制
御
室
換
気
系

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

（記載の削除） 現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号
機

分
類

注
１
）

ウ
ォ
ー
ク
ダ
ウ
ン
＊
）

の
結
果
（
被
害
状
況
）

復
旧
プ
ロ
セ
ス

復
旧
状
況

使
用
環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

5
③

異
常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転
確
認

一
部
未
復
旧
※
１
１
）

○
※
１
１
）
未
復
旧
機
器
は
，
添
付
資
料
－
４
　
系
統
概
要
図
に
記
載
。
（
Ⅱ
.2
.3
3
　
参
照
）

設
備
の
一
部
が
未
復
旧
で
あ
る
が
，
発
生
す
る
廃
液
は
，
機
器
ド
レ
ン
系
に
て
処
理
可
能
。

6
③

設
備
が
一
部
没
水

（
そ
の
他
は
異
常
な
し
）

－
未
復
旧
※
１
２
）

△
（
設
備
が
一
部

没
水
※
１
２
）

※
１
２
）
未
復
旧
機
器
及
び
没
水
機
器
は
，
添
付
資
料
－
４
　
系
統
概
要
図
に
記
載
。

（
Ⅱ
.2
.3
3
　
参
照
）

発
生
す
る
廃
液
は
，
５
号
機
の
機
器
ド
レ
ン
系
に
て
処
理
可
能
。

5
・
6

④
○

5
①

異
常
な
し

計
器
：
点
検
・
校
正

復
旧
済

○

6
①

異
常
な
し

計
器
：
点
検
・
校
正

復
旧
済

○

＊
）
ウ
ォ
ー
ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①
：
既
設
設
備
を
復
旧
し
設
計
上
想
定
内
の
環
境
で
使
用

注
２
）
○
：
設
計
上
想
定
内
の
環
境
で
使
用

設
備
に
触
れ
ず
に
あ
り
の
ま
ま
を
観
察
し
，

②
：
既
設
設
備
を
復
旧
し
て
い
る
が
設
計
上
想
定
外
の
環
境
で
使
用

△
：
設
計
上
想
定
外
の
環
境
で
使
用

被
害
当
初
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
。

③
：
未
復
旧
（
復
旧
中
）
の
既
設
設
備

④
：
仮
設
設
備

放
射
性
液
体
廃
棄
物
処
理
系

計
測
制
御
設
備

計
測
制
御
設
備

2
.3
4

仮
設
設
備
（
滞
留
水
貯
留
設
備
）

表
－
４
　
５
・６
号
機
　
冷
温
停
止
維
持
に
関
す
る
設
備
の
復
旧
状
況
等
に
つ
い
て

設
　
　
　
備

2
.3
3

仮
設
設
備
を
設
置
し
，
建
屋
内
滞
留
水
の
処
理
を
行
っ
て
い
る
。

放
射
性
液
体
廃
棄
物
処
理
系
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－２ 

５・６号機の耐震性について 

 

1.はじめに 

  ５・６号機の使用済燃料については，使用済燃料共用プールへ搬出する計画であるが，燃料管理

の一元化を図り５・６号機全体の安全性を高めることを目的として，準備（燃料交換機等の復旧）

が整い次第，炉内の燃料を使用済燃料プールに移動させることとする。（別添－１ 参照）  

燃料移動にあたっては，使用する設備の本震＊）後点検評価ならびに必要に応じた補修を実施し，

健全性確認を行うものとする。また，消防車による機動的対応と併せることで，自然災害（津波）

に対する安全性確保を図る。 

   ＊）本震：平成 23 年 3月 11 日に発生した三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震を示す。 

 

2.耐震性評価について 

使用済燃料共用プールへの燃料搬出においては，１～４号機の燃料搬出に影響を与えない範囲で

燃料搬出を行うため，使用済燃料プールでの燃料保管が一定期間継続することが想定される。その

ため，燃料貯蔵に必要な部分の耐震性評価を行っていく。表－１に対象範囲及び評価項目を示す。

（Ⅰ.1.2 参照） 

なお，冷温停止維持に必要な設備の安全性については，これまでの各設備の耐震性評価結果なら

びに点検結果等を踏まえて総合的に確認していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.現状の耐震性について 

以下に，これまでの５・６号機の耐震性評価状況を示す。これらを総合的に勘案し，現状，基準

地震動レベルの地震を受けたとしても，５・６号機の安全機能が直ちに損なわれることはないと判

断している。（別添－２ 参照） 

(1)平成１８年耐震設計審査指針改訂への対応状況  

   ５・６号機については，主要な７施設の基準地震動Ｓｓに対する耐震性評価を行い，「止め

る」「冷やす」「閉じこめる」に係る耐震安全性を確認した。それらは，取りまとめて中間報告書

として原子力安全・保安院へ提出し，その内，５号機の中間報告書は，原子力安全・保安院およ

び原子力安全委員会の審査が完了した。 

 

対象範囲 評価項目 備考 

原子炉建屋 

天井クレーン 
・ 地震を受けても落下しないことの確認 

燃料移動作業開始前に

点検・補修を行う。 

燃料交換機 ・ 地震を受けても落下しないことの確認 
燃料移動作業開始前に

点検・補修を行う。 

燃料貯蔵設備 

・ 使用済燃料プールの構造強度評価 

・ 使用済燃料ラックの構造強度評価に基

づく貯蔵燃料の未臨界評価 

 

添付資料－１ 

５・６号機の耐震性について 

 

1.はじめに 

  ５・６号機の使用済燃料については，使用済燃料共用プールへ搬出する計画であり，炉内の燃料

の使用済燃料プールへの移動を完了し，プールゲートを閉止している（２０１６年１月）。  

 

 

 

 

 

 

2.耐震性評価について 

使用済燃料共用プールへの燃料搬出においては，１～４号機の燃料搬出に影響を与えない範囲で

燃料搬出を行うため，使用済燃料プールでの燃料保管が一定期間継続することが想定される。その

ため，燃料貯蔵に必要な部分の耐震性評価を行っていく。表－１に対象範囲及び評価項目を示す。

（Ⅰ.1.2 参照） 

なお，冷温停止維持に必要な設備の安全性については，これまでの各設備の耐震性評価結果なら

びに点検結果等を踏まえて総合的に確認していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.現状の耐震性について 

以下に，これまでの５・６号機の耐震性評価状況を示す。これらを総合的に勘案し，現状，基準

地震動レベルの地震を受けたとしても，５・６号機の安全機能が直ちに損なわれることはないと判

断している。（別添－１ 参照） 

(1)平成１８年耐震設計審査指針改訂への対応状況  

   ５・６号機については，主要な７施設の基準地震動Ｓｓに対する耐震性評価を行い，「止め

る」「冷やす」「閉じこめる」に係る耐震安全性を確認した。それらは，取りまとめて中間報告書

として原子力安全・保安院へ提出し，その内，５号機の中間報告書は，原子力安全・保安院およ

び原子力安全委員会の審査が完了した。 

 

対象範囲 評価項目 備考 

原子炉建屋 

天井クレーン 
・ 地震を受けても落下しないことの確認 

燃料移動作業開始前に

点検・補修を行う。 

燃料交換機 ・ 地震を受けても落下しないことの確認 
燃料移動作業開始前に

点検・補修を行う。 

燃料貯蔵設備 

・ 使用済燃料プールの構造強度評価 

・ 使用済燃料ラックの構造強度評価に基

づく貯蔵燃料の未臨界評価 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－１ 耐震性評価の対象範囲と評価項目 表－１ 耐震性評価の対象範囲と評価項目 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

(2)本震の影響評価 

   ５号機については，耐震Ｓクラス設備全般について，本震観測記録を用いた地震応答解析を実

施し，評価対象設備の機能維持を確認した。６号機については，「止める」「冷やす」「閉じこめ

る」に係る主要な設備について本震観測記録を用いた地震応答解析を実施し，評価対象設備の機

能維持を確認した。また，５・６号機そのものは，現在に至るまで，安定的に冷温停止を維持し

ており，耐震安全性を確保できているものと判断する。 

 

(3)設計条件 

    ５・６号機は，既往地震波（エルセントロ等）の最大加速度振幅を 180Gal に基準化した地震

動を建設時建屋モデルに直接入力することで耐震設計が行われていた。この耐震設計条件は，今

回の本震や基準地震動と比較しても，同等以上の条件である。それに加え，建設時設計当時は，

配管の減衰定数に関するデータが少なかったことから，設計に用いる減衰定数を保守的に一律

0.5%に設定しており，建設時の設定の方が保守的であった。（現在は，サポートや保温材の施工

状況に応じて 0.5%～3.0%が用いられている） 

 

4.別添 

別添－１ 使用済燃料プールでの燃料集中管理の安全性について 

別添－２ ５・６号機 現状設備の耐震安全性について 

 

(2)本震の影響評価 

   ５号機については，耐震Ｓクラス設備全般について，本震観測記録を用いた地震応答解析を実

施し，評価対象設備の機能維持を確認した。６号機については，「止める」「冷やす」「閉じこめ

る」に係る主要な設備について本震観測記録を用いた地震応答解析を実施し，評価対象設備の機

能維持を確認した。また，５・６号機そのものは，現在に至るまで，安定的に冷温停止を維持し

ており，耐震安全性を確保できているものと判断する。 

 

(3)設計条件 

    ５・６号機は，既往地震波（エルセントロ等）の最大加速度振幅を 180Gal に基準化した地震

動を建設時建屋モデルに直接入力することで耐震設計が行われていた。この耐震設計条件は，今

回の本震や基準地震動と比較しても，同等以上の条件である。それに加え，建設時設計当時は，

配管の減衰定数に関するデータが少なかったことから，設計に用いる減衰定数を保守的に一律

0.5%に設定しており，建設時の設定の方が保守的であった。（現在は，サポートや保温材の施工

状況に応じて 0.5%～3.0%が用いられている） 

 

4.別添 

別添－１ ５・６号機 現状設備の耐震安全性について 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

別添－１ 

 

使用済燃料プールでの燃料集中管理の安全性について 

 

５・６号機において燃料を使用済燃料プールに集中管理することに対する安全性について，原子炉及

び使用済燃料プールの冷却機能喪失を想定し，炉内燃料を現状のまま保管継続した場合と使用済燃料プ

ールに移動した場合における有効燃料頂部に至るまでの時間的余裕の比較に基づき説明する。 

1.条件 

・初期温度：原子炉 40℃，使用済燃料プール 30℃。 

・崩壊熱：原子炉は炉内燃料分，使用済燃料プールは炉内燃料を全て使用済燃料プールに移動した後

の状態である炉内燃料分＋使用済燃料分の崩壊熱を考慮する。 

・使用済燃料プールゲートは閉。 

2.原子炉及び使用済燃料プールの冷却機能喪失時の有効燃料頂部に至るまでの時間的余裕 

原子炉及び使用済燃料プールの冷却機能喪失時の有効燃料頂部に至るまでの時間的余裕は表－１

のとおり。 

 

 

【平成 24年 10 月 1日時点の崩壊熱による評価】 

 ５号機 ６号機 

原子炉 13 日程度 16 日程度 

使用済燃料プール 35 日程度 34 日程度 

【平成 26年 4月 1日時点の崩壊熱による評価】 

 ５号機 ６号機 

使用済燃料プール 54 日程度 52 日程度 

 

3.まとめ 

冷却機能喪失時の有効燃料頂部に至るまでの時間的余裕は，炉内燃料を全て使用済燃料プールに移

動したとしても，使用済燃料プールの方が長いため，使用済燃料プールでの集中管理は安全性向上に

資するものである。 

また，万が一，自然災害（津波）を受け冷却機能が喪失した場合は，消防車による機動的な対応を

行うこととなるが，使用済燃料プールへの注水は，使用済燃料プールが大気開放されていることから，

原子炉建屋最上階（オペレーティングフロア）に消防車用のホースを引き回すことにより，容易に注

水することが可能である。 

この注水の容易性からみても，使用済燃料プールでの集中管理は安全性向上に資するものといえ

る。 

 

（記載の削除） 
現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－１ 原子炉及び使用済燃料プールの水位が有効燃料頂部 

に至るまでの時間的余裕 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

別添－２ 

 

５・６号機 現状設備の耐震安全性について 

 

1.５号機 

  耐震設計審査指針改訂に伴う耐震安全性評価の一環で，「止める」「冷やす」「閉じこめる」に係る

主要な７施設に関して基準地震動Ｓｓに対して耐震安全性を確保していることを確認した＊１。ま

た，本震の観測記録が基準地震動Ｓｓをわずかに上回ったことに鑑み，耐震Ｓクラス設備全般につ

いて，本震の観測記録を用いた耐震性評価を行い，本震に対する耐震安全性を確認した＊２。さら

に，本震後の設備状態把握を目的としたウォークダウンを実施した結果，地震に起因すると考えら

れる損傷事例は認められなかった。 

機器の固有周期帯（概ね 0.05～0.20 秒程度）の範囲では，建設時の耐震設計に用いられた応答ス

ペクトル，または，本震の応答スペクトルが，現在の技術水準による減衰定数を設定すれば，基準

地震動Ｓｓのスペクトルを上回っている。 

なお，0.07～0.08 秒近辺で基準地震動Ｓｓのスペクトルが，建設時の耐震設計に用いられた応答

スペクトル及び本震の応答スペクトルをわずかに上回る＊３が，建設時の耐震裕度や本震後のウォー

クダウンで確認した健全な設備の状態を考慮すると，プラントの耐震安全性に影響がないものと考

える。以上のことから，現状の５号機の冷温停止に関する設備は，基準地震動Ｓｓに対しても耐震

安全性を確保できるものと判断する。（図－１ 参照） 

 

＊１：「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う耐震安全性評価に関する原子力事業者等からの報告等に

ついて（原子力安全・保安院 平成 20 年 3月 31 日 別添２ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子

力発電所 中間報告概要） 

＊２：平成 23 年東北地方太平洋沖地震の知見を考慮した原子力発電所の地震・津波の評価及び福島第一及び福島第二原子力発

電所の原子炉建屋等への影響・評価に関する中間取りまとめについて 添付２（原子力安全・保安院 平成 24年 2月 16

日） 

＊３：基準地震動Ｓｓが設計条件もしくは本震を上回るのは 10％程度であるが，概ね，設計の際には許容応力が計算応力に対し

て 20～30％の余裕を持っているため，安全上の問題とはならないと判断する。 

 

2.６号機 

  ５号機と同様，耐震設計審査指針改訂に伴う耐震性評価の一環で，「止める」「冷やす」「閉じこめ

る」に係る主要な７施設に関して基準地震動Ｓｓに対して耐震安全性を確保していることを確認し

た＊４。 

＊４：「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う耐震安全性評価に関する原子力事業者からの報告につい

て（原子力安全・保安院 平成 21 年 6月 19 日） 

   福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所 耐震安全性評価結果中間報告書（改訂版）等の一部修正の概要（東

京電力株式会社 平成 22 年 4月 19 日） 

別添－１ 

 

５・６号機 現状設備の耐震安全性について 

 

1.５号機 

  耐震設計審査指針改訂に伴う耐震安全性評価の一環で，「止める」「冷やす」「閉じこめる」に係る

主要な７施設に関して基準地震動Ｓｓに対して耐震安全性を確保していることを確認した＊１。ま

た，本震の観測記録が基準地震動Ｓｓをわずかに上回ったことに鑑み，耐震Ｓクラス設備全般につ

いて，本震の観測記録を用いた耐震性評価を行い，本震に対する耐震安全性を確認した＊２。さら

に，本震後の設備状態把握を目的としたウォークダウンを実施した結果，地震に起因すると考えら

れる損傷事例は認められなかった。 

機器の固有周期帯（概ね 0.05～0.20 秒程度）の範囲では，建設時の耐震設計に用いられた応答ス

ペクトル，または，本震の応答スペクトルが，現在の技術水準による減衰定数を設定すれば，基準

地震動Ｓｓのスペクトルを上回っている。 

なお，0.07～0.08 秒近辺で基準地震動Ｓｓのスペクトルが，建設時の耐震設計に用いられた応答

スペクトル及び本震の応答スペクトルをわずかに上回る＊３が，建設時の耐震裕度や本震後のウォー

クダウンで確認した健全な設備の状態を考慮すると，プラントの耐震安全性に影響がないものと考

える。以上のことから，現状の５号機の冷温停止に関する設備は，基準地震動Ｓｓに対しても耐震

安全性を確保できるものと判断する。（図－１ 参照） 

 

＊１：「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う耐震安全性評価に関する原子力事業者等からの報告等に

ついて（原子力安全・保安院 平成 20 年 3月 31 日 別添２ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子

力発電所 中間報告概要） 

＊２：平成 23 年東北地方太平洋沖地震の知見を考慮した原子力発電所の地震・津波の評価及び福島第一及び福島第二原子力発

電所の原子炉建屋等への影響・評価に関する中間取りまとめについて 添付２（原子力安全・保安院 平成 24年 2月 16

日） 

＊３：基準地震動Ｓｓが設計条件もしくは本震を上回るのは 10％程度であるが，概ね，設計の際には許容応力が計算応力に対し

て 20～30％の余裕を持っているため，安全上の問題とはならないと判断する。 

 

2.６号機 

  ５号機と同様，耐震設計審査指針改訂に伴う耐震性評価の一環で，「止める」「冷やす」「閉じこめ

る」に係る主要な７施設に関して基準地震動Ｓｓに対して耐震安全性を確保していることを確認し

た＊４。 

＊４：「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う耐震安全性評価に関する原子力事業者からの報告につい

て（原子力安全・保安院 平成 21 年 6月 19 日） 

福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所 耐震安全性評価結果中間報告書（改訂版）等の一部修正の概要（東

京電力株式会社 平成 22 年 4月 19 日） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

さらに，本震の観測記録が得られたことに鑑み，同じく主要な７施設の本震の観測記録を用いた

耐震性評価を行い，本震に対する安全性を確認した＊５。また，本震後の設備状態把握を目的とした

プラントウォークダウンを実施した結果，地震に起因すると考えられる損傷事例は認められなかっ

た。 

機器の固有周期帯（概ね 0.05～0.20 秒程度）の範囲では，建設時の耐震設計に用いられた応答ス

ペクトルが，現在の技術水準による減衰定数を設定すれば，基準地震動Ｓｓのスペクトルを上回っ

ており，６号機については，個別に設備の評価を行わなくても，現状の冷温停止に関連する設備

は，基準地震動Ｓｓに対して耐震安全性を確保できるものと判断する。（図－１ 参照） 

 
＊５：平成23年東北地方太平洋沖地震の知見を考慮した原子力発電所の地震・津波の評価及び福島第一及び福島第二原子力発電所

の原子炉建屋等への影響・評価に関する中間取りまとめについて 添付２（原子力安全・保安院 平成24年2月16日） 

さらに，本震の観測記録が得られたことに鑑み，同じく主要な７施設の本震の観測記録を用いた

耐震性評価を行い，本震に対する安全性を確認した＊５。また，本震後の設備状態把握を目的とした

プラントウォークダウンを実施した結果，地震に起因すると考えられる損傷事例は認められなかっ

た。 

機器の固有周期帯（概ね 0.05～0.20 秒程度）の範囲では，建設時の耐震設計に用いられた応答ス

ペクトルが，現在の技術水準による減衰定数を設定すれば，基準地震動Ｓｓのスペクトルを上回っ

ており，６号機については，個別に設備の評価を行わなくても，現状の冷温停止に関連する設備

は，基準地震動Ｓｓに対して耐震安全性を確保できるものと判断する。（図－１ 参照） 

 
＊５：平成23年東北地方太平洋沖地震の知見を考慮した原子力発電所の地震・津波の評価及び福島第一及び福島第二原子力発電所

の原子炉建屋等への影響・評価に関する中間取りまとめについて 添付２（原子力安全・保安院 平成24年2月16日） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.19 ５・６号機 原子炉圧力容器 

2.19.1 系統の概要 

原子炉圧力容器は，通常運転時の温度及び圧力に十分耐えるよう設計されており，原子炉冷却系

統設備の故障等により，万が一，冷温停止が維持できなくなった場合においても，冷却材圧力バウ

ンダリを形成し，燃料棒の温度上昇を緩和することができる。 

 

［系統の現況］ 

５・６号機の原子炉圧力容器は，ベント弁が全開状態にあり大気開放状態となっているもの

の，ベント弁を除く冷却材圧力バウンダリは，構成されている。また，主蒸気隔離弁及び主蒸気

逃がし安全弁等の動作確認を実施していないが，全閉状態であり，震災後の外観点検にて，異常

がないこと及び原子炉水位の低下が発生していないことから冷却材圧力バウンダリは維持されて

いると考える。（添付資料－１，２ 参照） 

なお，冷温停止中は冷却材の温度及び原子炉圧力容器の圧力上昇は考えにくいが，万が一，自然

災害（津波）により冷温停止が維持できなくなった場合においても，ベント弁を全閉状態にするこ

とは可能であり, 消防車による機動的な対応により，燃料損傷を回避することが可能である。

（Ⅱ.2.18 参照） 

 

2.19.2 要求される機能 

原子炉圧力容器を含む冷却材圧力バウンダリからの放射性物質を含む冷却材の漏えいが無く，冷

温停止を維持することが可能であること。 

 

（中略） 

 

2.19.5 添付資料 

添付資料－１ 冷却材圧力バウンダリを構成する機器 

添付資料－２ 冷却材圧力バウンダリ概要図 

 

 

2.19 ５・６号機 原子炉圧力容器 

2.19.1 系統の概要 

原子炉圧力容器は，通常運転時の温度及び圧力に十分耐えるよう設計されており，原子炉冷却系

統設備の故障等により，万が一，冷温停止が維持できなくなった場合においても，冷却材圧力バウ

ンダリを形成し，燃料棒の温度上昇を緩和することができる。 

 

［系統の現況］ 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻すこと

はないため，冷却の必要はなく圧力上昇は考慮する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19.2 要求される機能 

なし。 

 

 

（中略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１ 

 

冷却材圧力バウンダリを構成する機器 

 

1.５号機 

(1)残留熱除去系 

残留熱除去系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認している。

(Ⅱ.2.22 参照) 

 

(2)炉心スプレイ系 

炉心スプレイ系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認している。

(Ⅱ.2.23 参照) 

 

(3)原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認してい

る。(Ⅱ.2.25 参照) 

 

(4)原子炉再循環系 

原子炉再循環系の主配管・主要弁については，工事計画届出書等により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 8第 562 号 平成 9年 1月 13 日届出) 

工事計画届出書(総官発 11 第 239 号 平成 11年 9月 30 日届出) 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第 33号 昭和 49年 4月 6日届出) 

 

(5)主蒸気系 

主蒸気系の主配管・主蒸気逃がし安全弁・主要弁については，工事計画認可申請書等により確

認している。 

建設時第９回工事計画認可申請書(48 資庁第 2745 号 昭和 48年 11 月 19 日認可) 

工事計画認可申請書(平成 20･10･24 原第 21号 平成 20年 11 月 20 日認可) 

建設時第１１回工事計画変更認可申請書(49 資庁第 21842 号 昭和 50年 3月 4 日認可) 

 

(6)給水系 

給水系の主配管・主要弁については，工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49 資庁第 1067 号 昭和 49年 4月 26 日認可) 

 

(7)高圧注水系 

高圧注水系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(平成16･10･22原第7号 平成16年12月1日認可) 

建設時第１２回工事計画変更認可申請書(50 資庁第 2959 号 昭和 50年 5月 31 日認可) 

 

(8)原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系の主配管・主要弁については，工事計画変更認可申請書等により確認して

いる。 

建設時第１２回工事計画変更認可申請書(50 資庁第 2959 号 昭和 50年 5月 31 日認可) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第 237 号 昭和 50年 6月 20 日届出) 

 

(9)制御棒駆動系 

制御棒駆動系の主配管については，工事計画軽微変更届出書により確認している。 

(Ⅱ.2.21 参照) 

 

 

（記載の削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.６号機 

(1)残留熱除去系 

残留熱除去系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認している。

（Ⅱ.2.22 参照） 

 

(2)低圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認してい

る。（Ⅱ.2.23 参照) 

 

(3)原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認してい

る。（Ⅱ.2.25 参照) 

 

(4)原子炉再循環系 

原子炉再循環系の主配管・主要弁については，工事計画変更認可申請書等により確認してい

る。 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 1730 号 昭和 53年 3月 28 日認可) 

建設時第１２回工事計画軽微変更届出書(総官第 263 号 昭和 52年 5月 25 日届出) 

 

(5)主蒸気系 

主蒸気系の主配管・主蒸気逃がし安全弁・主要弁については，工事計画変更認可申請書等によ

り確認している。 

建設時第１０回工事計画変更認可申請書(51 資庁第 14364 号 昭和 52年 1月 24 日認可) 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 1730 号 昭和 53年 3月 28 日認可) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第 1268 号 昭和 52年 12 月 12 日届出) 

 
(6)給水系 

給水系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50 資庁第 11083 号 昭和 50 年 10 月 23 日認可) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第 1268 号 昭和 52年 12 月 12 日届出) 

 
(7)高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系の主配管・主要弁については，工事計画軽微変更届出書により確認してい

る。 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第 446 号 昭和 52年 6月 30 日届出) 

 

(8)原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(平成 21･01･07 原第 6号平成 21年 3月 4日認可) 

工事計画届出書(総官発 15 第 230 号 平成 15年 9月 29 日届出) 

工事計画届出書(総官発 20 第 254 号 平成 21年 1月 7 日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第 1268 号 昭和 52年 12 月 12 日届出) 

 

 

（記載の削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－２ 

 

 

（記載の削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

（記載の削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.20 ５・６号機 原子炉格納施設 

2.20.1 系統の概要 

原子炉格納施設は，工学的安全施設の一つであり，原子炉格納容器設計用の想定事象時に発生する

放射性物質を原子炉格納容器で隔離し，所定の漏えい量以下に抑えることによりその放射性物質の大

気への放出を十分低い量に抑制する機能をもつ。原子炉格納施設は，原子炉格納容器（一次格納施設）

ならびに原子炉建屋（二次格納施設）で構成されている。 

 

(1)原子炉格納容器（一次格納施設） 

原子炉格納容器は，冷却材喪失事故のなかで，もっとも過酷な原子炉再循環配管 1本の完全破断

がおこり，破断両端口から冷却材が最大流量で放出されることを仮定して設計されている。その

際ドライウェル圧力の上昇が抑制され，放出された放射性物質は原子炉格納容器内に保留される。 

 

(2)原子炉建屋（二次格納施設） 

原子炉建屋の大物搬入口及び所員エアロックは，電気的にインターロックされた二重扉になっ

ており，その他すべての貫通部も十分シールされているので原子炉建屋は気密性が高い。事故時

には，原子炉建屋は非常用ガス処理系によって負圧に保たれるので，原子炉格納容器から放射性

物質の漏えいがあってもこれが発電所周辺にフィルタを通らずに直接放出されることはない。（添

付資料－１ 参照） 

 

［系統の現況］ 

現状，原子炉格納容器のハッチ類は開放されており，原子炉格納容器内の機器において不具合が

発生した場合，早期発見ならびに目視による確認が可能である。 

さらに，機器の点検や巡視点検の際，原子炉格納容器内へのアクセスも可能となり，ハッチ類を

閉鎖するより原子炉格納容器内機器の状況の的確な把握及び不適合が発生した場合における対応

が迅速に図られることから，ハッチ類は現状の通り開放状態を維持する。 

また，原子炉の冷温停止では，ジルコニウム－水反応による水素の大量発生は考えられないこと

から，原子炉格納容器のバウンダリを形成し窒素（窒素ガス供給系）を封入する必要はなく，可燃

性ガス濃度制御系についても必要としない。 

 

 

 

 

 

 

2.20.2 要求される機能 

原子炉建屋は，大物搬入口及び所員エアロックを閉鎖した状態で，原子炉建屋常用換気系または非

常用ガス処理系により，負圧に維持することが可能であること。 

なお，原子炉格納容器に対するバウンダリ機能については必要としない。 

 

（以下，省略） 

 

2.20 ５・６号機 原子炉格納施設 

2.20.1 系統の概要 

原子炉格納施設は，工学的安全施設の一つであり，原子炉格納容器設計用の想定事象時に発生する

放射性物質を原子炉格納容器で隔離し，所定の漏えい量以下に抑えることによりその放射性物質の大

気への放出を十分低い量に抑制する機能をもつ。原子炉格納施設は，原子炉格納容器（一次格納施設）

ならびに原子炉建屋（二次格納施設）で構成されている。 

 

(1)原子炉格納容器（一次格納施設） 

原子炉格納容器は，冷却材喪失事故のなかで，もっとも過酷な原子炉再循環配管 1本の完全破断

がおこり，破断両端口から冷却材が最大流量で放出されることを仮定して設計されている。その

際ドライウェル圧力の上昇が抑制され，放出された放射性物質は原子炉格納容器内に保留される。 

 

(2)原子炉建屋（二次格納施設） 

原子炉建屋の大物搬入口及び所員エアロックは，電気的にインターロックされた二重扉になっ

ており，その他すべての貫通部も十分シールされているので原子炉建屋は気密性が高い。事故時

には，原子炉建屋は非常用ガス処理系によって負圧に保たれるので，原子炉格納容器から放射性

物質の漏えいがあってもこれが発電所周辺にフィルタを通らずに直接放出されることはない。（添

付資料－１ 参照） 

 

［系統の現況］ 

現状，原子炉格納容器のハッチ類は開放されており，原子炉格納容器内の機器において不具合が

発生した場合，早期発見ならびに目視による確認が可能である。 

さらに，機器の点検や巡視点検の際，原子炉格納容器内へのアクセスも可能となり，ハッチ類を

閉鎖するより原子炉格納容器内機器の状況の的確な把握及び不適合が発生した場合における対応

が迅速に図られることから，ハッチ類は現状の通り開放状態を維持する。 

また，５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻

すことはなく，ジルコニウム－水反応による水素の大量発生は考えられないことから，原子炉格納

容器のバウンダリを形成し窒素（窒素ガス供給系）を封入する必要はなく，可燃性ガス濃度制御系

についても必要としない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放射能は減衰し

ている。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落下」と同様の燃料集合体落下事

故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えないことから原子炉建屋の

負圧を維持する必要はない。 

 

2.20.2 要求される機能 

なし。 

 

 

 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.21 ５・６号機 制御棒及び制御棒駆動系 

2.21.1 系統の概要 

制御棒及び制御棒駆動系は，原子炉の出力制御及び反応度補償として制御棒の位置調整，原子炉ス

クラムとして制御棒を炉心内に急速に挿入する機能をもつ。 

制御棒は，炉心の最大過剰反応度を十分制御出来るよう５号機で137本，６号機で185本設置され

ている。 

制御棒駆動系は，制御棒駆動機構，制御棒駆動水圧系，水圧制御ユニット及びスクラム排出容器

等にて構成され，通常の運転操作に必要な速度で制御棒を炉心に挿入（あるいは引抜き）すると共

に，緊急時は急速に制御棒を原子炉内に挿入するスクラム動作を行う。 

 

［系統の現況］ 

５・６号機は制御棒の全数が全挿入状態，水圧制御ユニットの弁（手動弁）は全数が全閉であり，

制御棒は動作できない状態（原子炉の臨界未満の維持）となっている。 

また，５・６号機の制御棒駆動水ポンプは復旧済みであるが，冷温停止を維持するために必要な

系統ではないこと及び水圧制御ユニットの弁（手動弁）は全数が全閉であることから，系統機能と

しては復旧していない。なお，燃料移動時には健全性を確認しながら制御棒駆動系の系統機能を復

旧する。（添付資料－１ 参照） 

 

2.21.2 要求される機能 

制御棒を全挿入位置で保持し，原子炉を臨界未満に維持できること。 

 

2.21.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.制御棒 

制御棒については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(平成13･09･17原第4号 平成13年11月13日認可) 

 

（中略） 

 

2.21.5 添付資料 

添付資料－１ ５・６号機 制御棒駆動系の一部未復旧期間における臨界未満の維持について 
添付資料－２ 系統概要図 

 

 

2.21 ５・６号機 制御棒及び制御棒駆動系 

2.21.1 系統の概要 

制御棒及び制御棒駆動系は，原子炉の出力制御及び反応度補償として制御棒の位置調整，原子炉ス

クラムとして制御棒を炉心内に急速に挿入する機能をもつ。 

制御棒は，炉心の最大過剰反応度を十分制御出来るよう５号機で137本，６号機で185本設置され

ている。 

制御棒駆動系は，制御棒駆動機構，制御棒駆動水圧系，水圧制御ユニット及びスクラム排出容器

等にて構成され，通常の運転操作に必要な速度で制御棒を炉心に挿入（あるいは引抜き）すると共

に，緊急時は急速に制御棒を原子炉内に挿入するスクラム動作を行う。 

 

［系統の現況］ 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻すこと

はないため，制御棒を炉心内に挿入する必要がない。 

 

 

 

 

 

2.21.2 要求される機能 

なし。 

 

2.21.3 主要な機器 

 

(1)５号機 

a.制御棒 

制御棒については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(平成13･09･17原第4号 平成13年11月13日認可) 

 

（中略） 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１ 

 

５・６号機 制御棒駆動系の一部未復旧期間における臨界未満の維持について 
 

５・６号機は制御棒の全数が全挿入状態，水圧制御ユニットの弁（手動弁）は全数が全閉，かつ意図

せず操作できない管理となっている。これに加え，制御棒駆動機構は一度挿入動作をしない限り，機械

的に引抜き動作ができない構造であることから，制御棒が引抜かれることはない。 
 

また，この状態において，最大価値を有する制御棒 1本が引抜かれた場合でも，下記により，原子炉

が臨界にならない。 
 

・震災当時は定期検査期間中であり，原子炉停止余裕検査にて最大価値を有する制御棒 
1 本を引抜き，原子炉が臨界にならないことを確認していること。 

 
・震災後から現在に至るまで炉心変更（炉内燃料の配置変更）を行っていないことから，上記の停止

余裕は有効であると判断できること。 
 

 

（記載の削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

（記載の削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

（記載の削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.22 ５・６号機 残留熱除去系 

2.22.1 系統の概要 

残留熱除去系は，原子炉停止後の炉心の崩壊熱及び原子炉圧力容器・配管・冷却材中の保有熱を除

去，原子炉冷却材喪失時等の炉心冷却等を行う。 

残留熱除去系は，2系列（６号機は 3 系列）からなり，2基の熱交換器，4台のポンプ（６号機は 3

台）及び 4台の海水ポンプ等から構成されている。 

この系は，その運転方法により，原子炉停止時冷却モード，低圧注水モード，格納容器冷却モード

（６号機は格納容器スプレイ冷却モード）ならびに使用済燃料プール水の冷却及び補給の各機能を有

する。（Ⅱ.2.27 参照） 

 

［系統の現況］ 

残留熱除去系の系統機能は復旧済みであり，残留熱除去海水系ポンプ（５号機：4台，６号機：4

台）は５・６号機各 1台（予備は各 3台）の運転により，原子炉の安定的な冷温停止を維持してい

る。また，運転中に当該ポンプが故障した場合は，予備のポンプ 1台を起動する（切り替える）こ

とによって原子炉の冷却は維持可能である。 

しかしながら，震災の津波により取水路内に流入した瓦礫類を完全に除去出来ていない可能性が

あることから，取水口の点検中（当該ポンプの半数である 2台が使用できない状況）において，運

転中のポンプに何らかの不適合が発生した場合は，予備ポンプがない状態となる。 

このため，冷温停止の維持に影響を及ぼす当該ポンプに不適合が発生した場合に備え，震災時に

実績のある仮設水中ポンプを配備し，残留熱除去海水系の信頼性向上を図っている。 

また，残留熱除去海水系配管の一部には，トレンチ内で津波による没水部位があり，設備の健全

性は系統流量や温度監視により確認できるものの，長期的には設備に支障をきたす可能性は否定で

きないことから，没水配管における健全性評価及び漏えいが発生した場合に備えた諸方策の検討を

実施している。（添付資料－１ 参照） 

 

2.22.2 要求される機能 

残留熱除去系は原子炉停止時に崩壊熱の除去機能（原子炉停止時冷却モード）を有し，冷温停止

を維持出来ること。また，使用済燃料プール内の崩壊熱を除去できること。 

なお，冷温停止においては格納容器冷却モード（６号機は格納容器スプレイ冷却モード）の機能

は必要としておらず，低圧注水モードについては，Ⅱ.2.23 参照。 

 

（以下，省略） 

 

2.22 ５・６号機 残留熱除去系 

2.22.1 系統の概要 

残留熱除去系は，原子炉停止後の炉心の崩壊熱及び原子炉圧力容器・配管・冷却材中の保有熱を除

去，原子炉冷却材喪失時等の炉心冷却等を行う。 

残留熱除去系は，2系列（６号機は 3系列）からなり，2基の熱交換器，4台のポンプ（６号機は 3

台）及び 4台の海水ポンプ等から構成されている。 

この系は，その運転方法により，原子炉停止時冷却モード，低圧注水モード，格納容器冷却モード

（６号機は格納容器スプレイ冷却モード）ならびに使用済燃料プール水の冷却及び補給の各機能を有

する。（Ⅱ.2.27 参照） 

 

［系統の現況］ 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻すこと

はないため，炉心の冷却の必要はない。なお，燃料プール冷却浄化系が停止した際に使用済燃料プ

ール水を冷却し，使用済燃料から崩壊熱を除去する。 

残留熱除去海水系は，震災の津波により取水路内に流入した瓦礫類を完全に除去出来ていない可

能性があることから，取水口の点検中（当該ポンプの半数である 2台が使用できない状況）におい

て，運転中のポンプに何らかの不適合が発生した場合は，予備ポンプがない状態となる。 

このため，震災時に実績のある仮設水中ポンプを配備し，残留熱除去海水系の信頼性向上を図っ

ている。 

また，残留熱除去海水系配管の一部には，トレンチ内で津波による没水部位があり，設備の健全

性は系統流量や温度監視により確認できるものの，長期的には設備に支障をきたす可能性は否定で

きないことから，没水配管における健全性評価及び漏えいが発生した場合に備えた諸方策の検討を

実施している。（添付資料－１ 参照） 

 

 

2.22.2 要求される機能 

残留熱除去系は使用済燃料プール内の崩壊熱を除去できること及び使用済燃料プールへの補給が

できること。 

 

 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.23 ５・６号機 非常用炉心冷却系 

2.23.1 系統の概要 

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失時の燃料の重大な損傷を防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑

え，崩壊熱を長期に亘って除去する機能を持ち，炉心スプレイ系（６号機は低圧炉心スプレイ系），低

圧注水系等で構成されている。 

 

（中略） 

 

［系統の現況］ 

非常用炉心冷却系の系統機能は復旧済みである。（下記を除く） 

現在，５・６号機は制御棒が全挿入，かつ燃料の冷却が維持されていることから，原子炉圧力容

器の圧力は高圧になることはなく，５号機の高圧注水系（高圧注水機能），６号機の高圧炉心スプレ

イ系（高圧炉心スプレイ機能），自動減圧系（原子炉減圧機能）については必要としない。これらの

設備については復旧していないが，外観点検上問題がないことは確認しており，今後は必要に応じ

て動作可能である状態に復旧していくこととする。 

なお，６号機の高圧炉心スプレイ系については注水機能に期待できるが，原子炉圧力容器の圧力

が低圧であれば，他の非常用炉心冷却系及び復水補給水系にて原子炉圧力容器への注水は十分可能

である。（添付資料－１ 参照） 

また，非常用炉心冷却系のポンプ冷却は，残留熱除去海水系により供給される海水によって行

われる。（Ⅱ.2.22 参照） 

 

2.23.2 要求される機能 

冷却材の流出に対する低圧注水機能として，次に示す非常用炉心冷却系のうち，５・６号機それぞ

れ最大 2系列が動作可能であること。 

５号機：炉心スプレイ系（2系列），低圧注水系（4系列） 

６号機：低圧炉心スプレイ系（1系列），低圧注水系（3系列） 

 

2.23.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.炉心スプレイ系 

(a)ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

      建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

（中略） 

 

2.23.5 添付資料 

添付資料－１ ６号機 高圧炉心スプレイ系（ポンプ，非常用ディーゼル発電機，直流電源装置を

含む）の未復旧期間における注水機能の維持について 

添付資料－２ 系統概要図 

 

 

2.23 ５・６号機 非常用炉心冷却系 

2.23.1 系統の概要 

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失時の燃料の重大な損傷を防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑

え，崩壊熱を長期に亘って除去する機能を持ち，炉心スプレイ系（６号機は低圧炉心スプレイ系），低

圧注水系等で構成されている。 

 

（中略） 

 

［系統の現況］ 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻すこと

はないため，炉心への注水の必要がないことから，非常用炉心冷却系の機能を維持する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23.2 要求される機能 

なし。 

 

 

 

 

2.23.3 主要な機器 

 

(1)５号機 

a.炉心スプレイ系 

(a)ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

      建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

（中略） 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

 

 

 

37



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

32 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１ 

 

６号機 高圧炉心スプレイ系（ポンプ，非常用ディーゼル発電機，直流電源装置を含む）の未復旧期間

における注水機能の維持について 
 

万が一，冷却材圧力バウンダリが高圧状態となり，冷却材圧力バウンダリを構成する配管あるいはこ

れに付随する機器等が破損した場合には，冷却材が系外に流出する。この場合，冷却水が補給できない

と炉心冷却能力が低下し，燃料損傷に至る可能性がある。 

しかしながら，６号機については，以下の措置を講じていることから，冷却材圧力バウンダリが高圧

状態に至ることはなく，万が一，冷却材の大規模な流出に際して，高圧炉心スプレイ系が未復旧であっ

ても，他の非常用炉心冷却系（自動減圧系を除く）2 系列，または，他の非常用炉心冷却系（自動減圧

系を除く）1 系列及び復水補給水系 1 系列のどちらかにより注水機能は十分確保されているため，燃料

損傷に至るリスクは小さい。 

 

・制御棒の全数が全挿入状態，水圧制御ユニットの弁（手動弁）は全数が全閉，かつ意図せず操作で

きない管理となっている。これに加え，制御棒駆動機構は一度挿入動作をしない限り，機械的に引

抜き動作ができない構造であることから，制御棒が引抜かれることはない。 
 

・自然災害（津波）により残留熱除去海水系ポンプが機能喪失し，全交流電源が喪失した場合におい

ても，高台に配備している電源車及び消防車により，原子炉注水機能を維持できる。（Ⅱ.2.18 参

照） 

 

 

（記載の削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

（記載の削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

34 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

（記載の削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

（記載の削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

（記載の削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.25 ５・６号機 原子炉冷却材浄化系 

2.25.1 系統の概要 

原子炉冷却材浄化系は，冷却材の純度を高く維持するためのものであって，この系統は，原子炉再

循環系から冷却材の一部を抜き出し，連続的に冷却材の浄化を行うものである。 

原子炉冷却材浄化系は，熱交換器（再生・非再生），循環ポンプ及びろ過脱塩器等から構成されてい

る。 

なお，循環ポンプを運転するには制御棒駆動水ポンプからのパージ水が必要であり，このパージ水

は原子炉内へ戻される。 

 

［系統の現況］ 

５号機は，原子炉冷却材浄化系による冷却材の浄化は可能であるが，循環ポンプは， 

2 台のうち 1 台が未復旧である。未復旧のポンプは，震災時の電源喪失により停止したものの，ポ

ンプ内部へクラッドが混入している可能性があるため，点検を行った後，運転状態を確認し復旧す

る。（添付資料－１ 参照） 

６号機は，系統機能が復旧され運転可能な状態となっている。 

なお，５・６号機共に，ポンプの運転による余剰水の増加が懸念されることから，冷却材の水質

の状況に応じて運転する。 

 

2.25.2 要求される機能 

冷却材を浄化する機能を有すること。 

 

2.25.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.再生熱交換器 

再生熱交換器については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官4第351号 平成4年7月27日届出) 

 

（中略） 

 

2.25.5 添付資料 

  添付資料－１ ５号機 原子炉冷却材浄化系の一部未復旧期間における冷却材の水質維持につい

て 

添付資料－２ 系統概要図 
 

 

2.25 ５・６号機 原子炉冷却材浄化系 

2.25.1 系統の概要 

原子炉冷却材浄化系は，冷却材の純度を高く維持するためのものであって，この系統は，原子炉再

循環系から冷却材の一部を抜き出し，連続的に冷却材の浄化を行うものである。 

原子炉冷却材浄化系は，熱交換器（再生・非再生），循環ポンプ及びろ過脱塩器等から構成されてい

る。 

なお，循環ポンプを運転するには制御棒駆動水ポンプからのパージ水が必要であり，このパージ水

は原子炉内へ戻される。 

 

［系統の現況］ 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻すこと

はないため，冷却材の浄化は必要としない。 

 

 

 

 

 

 

2.25.2 要求される機能 

なし。 

 

2.25.3 主要な機器 

 

(1)５号機 

a.再生熱交換器 

再生熱交換器については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官4第351号 平成4年7月27日届出) 

 

（中略） 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１ 

 

５号機 原子炉冷却材浄化系の一部未復旧期間における冷却材の水質維持について 

 

震災以降，冷却材の導電率は概ね 4～5μS/cm 程度で推移しており，水質は有意な変化のない状態を

維持しているため，今後短期間で水質が急速に悪化することは考えにくい。また，原子炉冷却材浄化系

の循環ポンプ 1 台が未復旧であっても，復旧しているポンプ 1 台による冷却材の浄化ができることか

ら，水質の維持は可能である。 

なお，現在の復水補給水系にて原子炉への注水（冷却材の希釈）を行うことによる水質の改善も可能

である。 

 

 

（記載の削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

（添付資料－２削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

（記載の削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.26 ５・６号機 原子炉建屋常用換気系 

2.26.1 系統の概要 

原子炉建屋常用換気系は，建屋内に加熱あるいは冷却した清浄な空気を供給し建屋内の雰囲気温

度を調整すると共に，これら供給空気の流れを適切に保ち，建屋内の清浄区域汚染を防止する。 

原子炉建屋常用換気系は，他の換気系とは独立になっており，空気供給系と排気系を備え，それぞ

れ 100％容量のファン 2台（1台は予備）をもっている。また，差圧制御器により，出口弁を調整し，

原子炉建屋内はわずかに負圧に保たれている。排気空気は，フィルタを通じて主排気筒から大気中へ

放出される。（添付資料－１ 参照） 

換気用の原子炉建屋入口及び出口ダクトには，それぞれ2個の空気作動隔離弁があり，原子炉建屋

放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，非常用ガス処理系が自動起動することで放射性

物質の系外放出を防ぐ。 

 

［系統の現況］ 

原子炉建屋常用換気系は，建屋内の作業環境維持や機器類保護のため，現在換気運転をしている。

また，建屋の負圧を維持しつつ放射性物質の系外放出を防止しなくてはならないことから，震災後，

建屋の給排気ケーシング内に高性能フィルタを設置している。（高性能フィルタは放射性物質の捕

集効率が高いが，その能力を発揮するために当該系統の風量を定格値の 70％程度で運転する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26.2 要求される機能 

原子炉建屋の負圧を維持しつつ，機器類保護等のために建屋の換気を行えること。 

 

（以下，省略） 

 

 

2.26 ５・６号機 原子炉建屋常用換気系 

2.26.1 系統の概要 

原子炉建屋常用換気系は，建屋内に加熱あるいは冷却した清浄な空気を供給し建屋内の雰囲気温

度を調整すると共に，これら供給空気の流れを適切に保ち，建屋内の清浄区域汚染を防止する。 

原子炉建屋常用換気系は，他の換気系とは独立になっており，空気供給系と排気系を備え，それぞ

れ 100％容量のファン 2台（1台は予備）をもっている。また，差圧制御器により，出口弁を調整し，

原子炉建屋内はわずかに負圧に保たれている。排気空気は，フィルタを通じて主排気筒から大気中へ

放出される。（添付資料－１ 参照） 

換気用の原子炉建屋入口及び出口ダクトには，それぞれ2個の空気作動隔離弁があり，原子炉建屋

放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，非常用ガス処理系が自動起動することで放射性

物質の系外放出を防ぐ。 

 

［系統の現況］ 

原子炉建屋常用換気系は，建屋内の作業環境維持や機器類保護のため，現在換気運転をしている。 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻すこと

はない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放射能は減衰し

ている。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落下」と同様の燃料集合体落下事

故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えないことから原子炉建屋の

負圧を維持する必要はない。 

また，原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系の隔離及び非常用ガス処理系の自動起

動は必要としない。 

なお，震災後に建屋の給排気ケーシング内に高性能フィルタを設置し，放射性気体廃棄物の放出

量の抑制，適切な処理を行っている。（高性能フィルタは放射性物質の捕集効率が高いが，その能力

を発揮するために当該系統の風量を定格値の 70％程度で運転する） 

 

2.26.2 要求される機能 

機器類保護等のために建屋の換気を行えること。 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.28 ５・６号機 燃料取扱系及び燃料貯蔵設備 

 

（中略） 

 

添付資料－３ 
 

４号機から６号機への新燃料受入について 

 

６号機の使用済燃料プールに４号機の新燃料を受入れる計画としている。福島第一原子力発電所に

おいては使用済燃料共用プール以外の燃料貯蔵設備は原子炉設置許可上共用化されていないことか

ら，４号機の新燃料を受入れるにあたって以下の点を評価し，影響がないことを確認した。（Ⅰ．1.2.3 

参照） 

 

 1.構内用輸送容器について 

４号機の新燃料を６号機に運搬する容器は，現在４号機から使用済燃料共用プールへの運搬に用

いているＮＦＴ－２２Ｂ型を使用する。６号機で実入りＮＦＴ－２２Ｂ型を受入れるにあたって安

全機能及び構造強度について確認を行い，影響がないことを確認した。（Ⅱ．2.11 添付資料－２

－１－１ 参照） 

 

2.燃料の取扱い・耐震性について 

 ４号機の燃料は６号機の燃料と燃料体設計が異なることから，その取扱いを検討した。その結

果，燃料集合体の総質量，全長，断面寸法が同一であり，６号機において４号機の燃料体を取扱

うことに影響がないことを確認した。 

・福島第一原子力発電所２号機 福島第一原子力発電所３号機 福島第一原子力発電所４号機 

福島第一原子力発電所５号機 燃料体設計認可申請書(平成20・06・09原第10号 平成20年6月

20日認可 原子燃料工業株式会社) 

・福島第一原子力発電所６号機 福島第二原子力発電所１号機 福島第二原子力発電所２号機 

燃料体設計認可申請書(平成21・06・04原第31号 平成21年7月29日認可 原子燃料工業株式会

社) 

 

3.遮へい・除熱について 

   ６号機に受入れる４号機の燃料は一部ガレキが混入していること等により表面線量が高い可能

性がある。ただし，平成24年7月の４号機新燃料先行取出しにおいて燃料表面で最大5.5mSv/hだっ

たことから使用済燃料と比較すれば十分小さい。使用済燃料プールに貯蔵する場合遮へいについ

て影響は生じない。また，新燃料は崩壊熱を無視できることから，使用済燃料プールの除熱性能

に影響はない。 

 

4.未臨界維持について 

  ４号機と６号機の使用済燃料プールの未臨界性について，燃料貯蔵上の未臨界性を評価するた

めの燃料条件である無限増倍率k∞（中性子漏えいがない状態を仮定した場合の燃料集合体配置に

おける中性子増倍率）が両号機のどちらの貯蔵設備も1.30を仮定している。よって，４号機の燃

料を６号機使用済燃料プールに貯蔵する場合でも実効増倍率の評価結果に影響を与えず，未臨界

は維持される。 

・福島第一原子力発電所４号機 建設時第１１回工事計画認可申請書(49資庁第18004号 昭和49

年11月14日認可） 

・福島第一原子力発電所４号機 第１７回工事計画認可申請書(54資庁第3390号 昭和54年5月29

日認可） 

   ・福島第一原子力発電所６号機 建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51

年4月8日認可） 

   ・福島第一原子力発電所６号機 建設時第２３回工事計画変更認可申請書(53資庁第7314号 昭

和53年7月11日認可） 

 

2.28 ５・６号機 燃料取扱系及び燃料貯蔵設備 

 

（中略） 

 

添付資料－３ 
 

４号機から６号機への新燃料受入について 

 

６号機の使用済燃料プールに４号機の新燃料を受入れる計画を立て，実施した。福島第一原子力発

電所においては使用済燃料共用プール以外の燃料貯蔵設備は原子炉設置許可上共用化されていない

ことから，４号機の新燃料を受入れるにあたって以下の点を評価し，影響がないことを確認した。（Ⅰ．

1.2.3 参照） 

 

 1.構内用輸送容器について 

４号機の新燃料を６号機に運搬する容器は，現在４号機から使用済燃料共用プールへの運搬に用

いているＮＦＴ－２２Ｂ型を使用する。６号機で実入りＮＦＴ－２２Ｂ型を受入れるにあたって安

全機能及び構造強度について確認を行い，影響がないことを確認した。（Ⅱ．2.11 添付資料－２

－１－１ 参照） 

 

2.燃料の取扱い・耐震性について 

 ４号機の燃料は６号機の燃料と燃料体設計が異なることから，その取扱いを検討した。その結

果，燃料集合体の総質量，全長，断面寸法が同一であり，６号機において４号機の燃料体を取扱

うことに影響がないことを確認した。 

・福島第一原子力発電所２号機 福島第一原子力発電所３号機 福島第一原子力発電所４号機 

福島第一原子力発電所５号機 燃料体設計認可申請書(平成20・06・09原第10号 平成20年6月

20日認可 原子燃料工業株式会社) 

・福島第一原子力発電所６号機 福島第二原子力発電所１号機 福島第二原子力発電所２号機 

燃料体設計認可申請書(平成21・06・04原第31号 平成21年7月29日認可 原子燃料工業株式会

社) 

 

3.遮へい・除熱について 

   ６号機に受入れる４号機の燃料は一部ガレキが混入していること等により表面線量が高い可能

性がある。ただし，2012年7月の４号機新燃料先行取出しにおいて燃料表面で最大5.5mSv/hだった

ことから使用済燃料と比較すれば十分小さい。使用済燃料プールに貯蔵する場合遮へいについて

影響は生じない。また，新燃料は崩壊熱を無視できることから，使用済燃料プールの除熱性能に

影響はない。 

 

4.未臨界維持について 

  ４号機と６号機の使用済燃料プールの未臨界性について，燃料貯蔵上の未臨界性を評価するた

めの燃料条件である無限増倍率k∞（中性子漏えいがない状態を仮定した場合の燃料集合体配置に

おける中性子増倍率）が両号機のどちらの貯蔵設備も1.30を仮定している。よって，４号機の燃

料を６号機使用済燃料プールに貯蔵する場合でも実効増倍率の評価結果に影響を与えず，未臨界

は維持される。 

・福島第一原子力発電所４号機 建設時第１１回工事計画認可申請書(49資庁第18004号 昭和49

年11月14日認可） 

・福島第一原子力発電所４号機 第１７回工事計画認可申請書(54資庁第3390号 昭和54年5月29

日認可） 

   ・福島第一原子力発電所６号機 建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51

年4月8日認可） 

   ・福島第一原子力発電所６号機 建設時第２３回工事計画変更認可申請書(53資庁第7314号 昭

和53年7月11日認可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

5.汚染の影響について 

４号機の燃料は一部ガレキが混入していること，また燃料移送時に構内用輸送容器（ＮＦＴ－

２２Ｂ型）内の４号機使用済燃料プールの水が既存の貯蔵燃料・使用済燃料プール床ライナー・

燃料プール冷却浄化系に影響を与える可能性がある。 

４号機の燃料に一部ガレキが混入していることに対しては，６号機使用済燃料プールにおける

４号機新燃料の移動経路は既存の燃料貯蔵エリアの上を通過させないことで，既存燃料へのガレ

キ混入を防止する。 

構内用輸送容器内の水に対しては，４号機使用済燃料プール水は塩素濃度が十分低くなってい

る（平成26年7月7日現在約15 ppm）ことを確認しており，現在の６号機燃料プール冷却浄化系で

十分対応ができるが，４号機から６号機に運搬する前に構内用輸送容器内の水を補給水系により

置換することで，４号機の使用済燃料プールの水を６号機の使用済燃料プールに可能な限り持ち

込まない様にする。また，６号機使用済燃料プールの水質が悪化した場合は６号機燃料プール冷

却浄化系で回復する措置を講じるが，６号機燃料プール冷却浄化系による対応が困難な場合は，

汚染拡散防止対策として６号機使用済燃料プールに移送した新燃料を１体ずつ洗浄することとす

る。上記作業に際しては作業員の過度の被ばくを避けるために必要な措置を講じる。 

 

5.汚染の影響について 

４号機の燃料は一部ガレキが混入していること，また燃料移送時に構内用輸送容器（ＮＦＴ－

２２Ｂ型）内の４号機使用済燃料プールの水が既存の貯蔵燃料・使用済燃料プール床ライナー・

燃料プール冷却浄化系に影響を与える可能性がある。 

４号機の燃料に一部ガレキが混入していることに対しては，６号機使用済燃料プールにおける

４号機新燃料の移動経路は既存の燃料貯蔵エリアの上を通過させないことで，既存燃料へのガレ

キ混入を防止する。 

構内用輸送容器内の水に対しては，４号機使用済燃料プール水は塩素濃度が十分低くなってい

る（2014年7月7日現在約15 ppm）ことを確認しており，現在の６号機燃料プール冷却浄化系で十

分対応ができるが，４号機から６号機に運搬する前に構内用輸送容器内の水を補給水系により置

換することで，４号機の使用済燃料プールの水を６号機の使用済燃料プールに可能な限り持ち込

まない様にする。また，６号機使用済燃料プールの水質が悪化した場合は６号機燃料プール冷却

浄化系で回復する措置を講じるが，６号機燃料プール冷却浄化系による対応が困難な場合は，汚

染拡散防止対策として６号機使用済燃料プールに移送した新燃料を１体ずつ洗浄することとす

る。上記作業に際しては作業員の過度の被ばくを避けるために必要な措置を講じる。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 
 

添付資料－４ 
 

６号機使用済燃料プールに貯蔵中の新燃料気中引き上げ及び 

新燃料貯蔵設備における貯蔵について 

 

４号機の新燃料を６号機の使用済燃料プールに受け入れる場合，使用済燃料プールの貯蔵空き容量

が不足していることから（貯蔵容量 1,770 体に対し平成 26年 8月現在の貯蔵量 1,704 体），使用済燃

料プールに現在貯蔵中の新燃料を予め使用済燃料プールから取り出し，新燃料貯蔵設備に移す必要が

ある。水中に一旦貯蔵した新燃料を気中に引き上げることから，以下の通り検討を行った。 

 

 1.燃料集合体の汚染・放射化及び取扱いについて 

炉心及び使用済燃料プールに貯蔵していた新燃料は，臨界に達していないが隣接する照射燃料

の影響でわずかながら放射化されていると考えられる。また，炉水・使用済燃料プール中に含ま

れているクラッドが燃料表面に付着することで汚染されていることが予想される。このため引き

上げ時に表面線量を測定し，散水除染することで表面汚染を除去する。引き上げ後は，原子炉建

屋天井クレーンで1体ずつ運び新燃料貯蔵庫に収納する。この時，新燃料貯蔵庫から新燃料を取り

出して使用済燃料プールに移す通常の経路を逆に運ぶことで通常と同様に取扱いができる。原子

炉建屋天井クレーンは燃料取扱設備として落下防止措置が施されており取扱い時に落下させる恐

れはない。万が一新燃料を落下させて破損した場合を仮定しても新燃料ペレットの放射能は極め

て小さいため，平成24年7月の４号機新燃料先行取出しの時の評価と同様に敷地境界線量への影響

は無視できる。また，新燃料は1体ずつビニール養生を施すことで汚染拡大防止に努める。（Ⅱ．

2.28 添付資料－２ 参照） 

 

2.新燃料貯蔵設備における未臨界維持について 

使用済燃料プールから引き上げた新燃料とともに表面に付着した水分が新燃料貯蔵設備に持ち

込まれる。しかしながら新燃料貯蔵設備は冠水でも未臨界が維持される設計となっており，未臨界

維持に影響はない。 

・福島第一原子力発電所６号機 建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和

51年4月8日認可) 

・福島第一原子力発電所６号機 建設時第２３回工事計画変更認可申請書(53資庁第  7314号 

昭和53年7月11日認可) 

 

3.新燃料貯蔵設備保管中の取扱いについて 

新燃料貯蔵設備に貯蔵後，コンクリートハッチ周辺で特別な措置が必要な線量である1mSv/hを

上回っていないことを確認する。仮に上回る場合は1mSv/h以下となるよう鉛マットで遮へいを実施

する。（Ⅲ章第２編第９４条の２，１０１条，１０６条 参照） 

 

 
 

添付資料－４ 
 

６号機使用済燃料プールに貯蔵中の新燃料気中引き上げ及び 

新燃料貯蔵設備における貯蔵について 

 

４号機の新燃料を６号機の使用済燃料プールに受け入れる場合，使用済燃料プールの貯蔵空き容量

が不足していることから（貯蔵容量 1,770 体に対し 2014 年 8 月現在の貯蔵量 1,704 体），使用済燃料

プールに現在貯蔵中の新燃料を予め使用済燃料プールから取り出し，新燃料貯蔵設備に移す必要があ

る。水中に一旦貯蔵した新燃料を気中に引き上げることから，以下の通り検討を行った。 

 

 1.燃料集合体の汚染・放射化及び取扱いについて 

炉心及び使用済燃料プールに貯蔵していた新燃料は，臨界に達していないが隣接する照射燃料

の影響でわずかながら放射化されていると考えられる。また，炉水・使用済燃料プール中に含ま

れているクラッドが燃料表面に付着することで汚染されていることが予想される。このため引き

上げ時に表面線量を測定し，散水除染することで表面汚染を除去する。引き上げ後は，原子炉建

屋天井クレーンで1体ずつ運び新燃料貯蔵庫に収納する。この時，新燃料貯蔵庫から新燃料を取り

出して使用済燃料プールに移す通常の経路を逆に運ぶことで通常と同様に取扱いができる。原子

炉建屋天井クレーンは燃料取扱設備として落下防止措置が施されており取扱い時に落下させる恐

れはない。万が一新燃料を落下させて破損した場合を仮定しても新燃料ペレットの放射能は極め

て小さいため，2012年7月の４号機新燃料先行取出しの時の評価と同様に敷地境界線量への影響は

無視できる。また，新燃料は1体ずつビニール養生を施すことで汚染拡大防止に努める。（Ⅱ．

2.28 添付資料－２ 参照） 

 

2.新燃料貯蔵設備における未臨界維持について 

使用済燃料プールから引き上げた新燃料とともに表面に付着した水分が新燃料貯蔵設備に持ち

込まれる。しかしながら新燃料貯蔵設備は冠水でも未臨界が維持される設計となっており，未臨界

維持に影響はない。 

・福島第一原子力発電所６号機 建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和

51年4月8日認可) 

・福島第一原子力発電所６号機 建設時第２３回工事計画変更認可申請書(53資庁第  7314号 

昭和53年7月11日認可) 

 

3.新燃料貯蔵設備保管中の取扱いについて 

新燃料貯蔵設備に貯蔵後，コンクリートハッチ周辺で特別な措置が必要な線量である1mSv/hを

上回っていないことを確認する。仮に上回る場合は1mSv/h以下となるよう鉛マットで遮へいを実施

する。（Ⅲ章第２編第９４条の２，１０１条，１０６条 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.29 ５・６号機 非常用ガス処理系 

2.29.1 系統の概要 

非常用ガス処理系は，原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，自動起動する。

非常用ガス処理系が起動することで原子炉建屋を負圧に保ち，原子炉格納容器等から漏えいしてきた

放射性物質をフィルタで除去する機能を有する。 

非常用ガス処理系は 100％容量の 2 系列からなり，各系列は，排風機，高性能フィルタ及びチャコ

ールフィルタ等から構成されている。この系により処理されたガスは，主排気筒に沿って設けている

配管を通して主排気筒排気口から放出される。 

 

［系統の現況］ 

非常用ガス処理系の系統機能は,復旧済みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.29.2 要求される機能 

原子炉水位低，原子炉建屋放射能高のいずれかの信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，非常用ガ

ス処理系が自動起動することで原子炉建屋を負圧に保つこと。また，原子炉格納容器等から漏えいし

てきた放射性物質をフィルタで除去し主排気筒から放出する機能を有すること。（添付資料－１参照） 

ただし，冷温停止では原子炉水位低での自動起動は必要としない。 

 

2.29.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

（中略） 

 

2.29.5 添付資料 

  添付資料－１ 非常用ガス処理系の放射性物質除去機能について 

添付資料－２ 系統概要図 

 

2.29 ５・６号機 非常用ガス処理系 

2.29.1 系統の概要 

非常用ガス処理系は，原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，自動起動する。

非常用ガス処理系が起動することで原子炉建屋を負圧に保ち，原子炉格納容器等から漏えいしてきた

放射性物質をフィルタで除去する機能を有する。 

非常用ガス処理系は 100％容量の 2 系列からなり，各系列は，排風機，高性能フィルタ及びチャコ

ールフィルタ等から構成されている。この系により処理されたガスは，主排気筒に沿って設けている

配管を通して主排気筒排気口から放出される。 

 

［系統の現況］ 

非常用ガス処理系の系統機能は,復旧済みである。 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻すこと

はない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放射能は減衰し

ている。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落下」と同様の燃料集合体落下事

故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えないことから非常用ガス処

理系の機能を維持する必要はない。 

また，原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系の隔離及び非常用ガス処理系の自動起

動は必要としない。 

 

2.29.2 要求される機能 

なし。 

 

 

 

 

2.29.3 主要な機器 

 

(1)５号機 

a.排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

（中略） 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

46 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１ 

 

非常用ガス処理系の放射性物質除去機能について 

 

非常用ガス処理系については，原子炉格納容器等から漏えいしてきた放射性物質をフィルタで除去し

た後，主排気筒から放出する機能を有しており，その設計・機能に変わりないことを福島第一原子力発

電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類八により確認している。 

 

 

 

（記載の削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

（記載の削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

（記載の削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.30 ５・６号機 中央制御室換気系 

2.30.1 系統の概要 

  中央制御室換気系（５・６号機共用）は，中央制御室へ一部外気を取り入れる再循環方式により空

気調節を行うが，事故時には，必要な運転操作を汚染の可能性がなく継続することができるように他

系統と分離されており，チャコールフィルタを通して再循環できる構成である。 

 

［系統の現況］ 

  中央制御室換気系の系統機能は，復旧済みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.30.2 要求される機能 

燃料移動（炉心変更）時，中央制御室換気系が 2系列（排風機 2台，フィルタユニット 1基）動作

可能であること。 

 

2.30.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－１に示す。 

(1)送風機 

送風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

（中略） 

 

2.30.5 添付資料 

添付資料－１ 系統概要図 

 

 

2.30 ５・６号機 中央制御室換気系 

2.30.1 系統の概要 

  中央制御室換気系（５・６号機共用）は，中央制御室へ一部外気を取り入れる再循環方式により空

気調節を行うが，事故時には，必要な運転操作を汚染の可能性がなく継続することができるように他

系統と分離されており，チャコールフィルタを通して再循環できる構成である。 

 

［系統の現況］ 

  中央制御室換気系の系統機能は，復旧済みである。 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻すこと

はない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放射能は減衰し

ている。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落下」と同様の燃料集合体落下事

故を想定しても，運転員の放射線被ばくの影響は小さいことから中央制御室換気系の機能を維持す

る必要はない。 

なお，中央制御室換気系は，中央制御室の環境維持のため，現在換気運転をしている。 

 

2.30.2 要求される機能 

なし。 

 

 

2.30.3 主要な機器 

 

(1)送風機 

送風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

（中略） 

 

（記載の削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

（記載の削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.31 ５・６号機 構内用輸送容器 

2.31.1 設備の概要 

構内用輸送容器（使用済燃料輸送容器）は，福島第一原子力発電所第５，６号機使用済燃料プー

ルに貯蔵されている使用済燃料及び炉内燃料（以下，「燃料」という。）を共用プールへ構内輸送す

る際に使用する容器である。 

なお，ＮＦＴ－１２Ｂ型及びＮＦＴ－３２Ｂ型の構内用輸送容器は，８×８燃料，新型８×８燃料，

新型８×８ジルコニウムライナ燃料及び高燃焼度８×８燃料の構内輸送に使用することとし，ＮＦＴ

－２２Ｂ型の構内用輸送容器は，８×８燃料，新型８×８燃料，新型８×８ジルコニウムライナ燃料，

高燃焼度８×８燃料及び９×９燃料の構内輸送に使用することとする。ここで，使用済燃料プール又

は炉内で１９ヶ月以上冷却した燃料を構内用輸送容器で輸送する。 

 

（以下，省略） 

 

2.31 ５・６号機 構内用輸送容器 

2.31.1 設備の概要 

構内用輸送容器（使用済燃料輸送容器）は，福島第一原子力発電所第５，６号機使用済燃料プー

ルに貯蔵されている使用済燃料（以下，「燃料」という。）を共用プールへ構内輸送する際に使用す

る容器である。 

なお，ＮＦＴ－１２Ｂ型及びＮＦＴ－３２Ｂ型の構内用輸送容器は，８×８燃料，新型８×８燃料，

新型８×８ジルコニウムライナ燃料及び高燃焼度８×８燃料の構内輸送に使用することとし，ＮＦＴ

－２２Ｂ型の構内用輸送容器は，８×８燃料，新型８×８燃料，新型８×８ジルコニウムライナ燃料，

高燃焼度８×８燃料及び９×９燃料の構内輸送に使用することとする。ここで，使用済燃料プール又

は炉内で１９ヶ月以上冷却した燃料を構内用輸送容器で輸送する。 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.32 ５・６号機 電源系統設備 

2.32.1 系統の概要 

通常電力供給を 66kV 送電線 2回線（双葉線１号，２号）及び非常用ディーゼル発電機（５号機 2台

，６号機 3台設置）で構成し，多重化・多様化を図っており外部電源が喪失した場合でも安定した電

力供給が可能である。 

各機器への電力供給は，既設の 66kV 開閉所，起動変圧器，6.9kV 所内高圧母線及び 480V 所内低圧

母線を通じて行っており，主要な計測用電源や制御用電源については，蓄電池からも供給することが

可能である。 

なお，中央制御室にて送電線電圧及び所内高圧母線電圧を監視できる装置を備えており，故障が発

生した場合には，異常を検知し，その拡大及び伝播を防止するため異常箇所を自動的に切り離す保護

装置を備えている。（添付資料－１ 参照） 

 

［系統の現況］ 

  ＜外部電源＞ 

福島第一原子力発電所５・６号機の特定原子力施設に電力供給する送電線は，66kV送電線5回

線（双葉線１号，２号，大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線）で構成されてい

る。（大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線から所内高圧母線を通じて受電すること

も可能） 

  ＜非常用ディーゼル発電機＞ 

非常用ディーゼル発電機は復旧済みである。（高圧炉心スプレイ系を除く） 

６号機の高圧炉心スプレイ系と同様に，６号機の高圧炉心スプレイ系の非常用ディーゼル発電

機については復旧していないものの，外観点検上は問題がないことは確認しており，今後は必要

に応じて動作可能である状態に復旧＊していくこととする。（Ⅱ.2.23 参照） 

 

当該発電機は高圧炉心スプレイ系のみに電力を供給する設備であり，他の復旧されている５・

６号機全ての非常用ディーゼル発電機を含めて考えれば，万が一，外部電源（双葉線１号，２号）

が喪失した場合には，電力供給を必要とする負荷に対して，非常用高圧母線に接続する動作可能

な非常用ディーゼル発電機は十分確保されている。（添付資料－２ 参照） 
＊：高圧炉心スプレイ系のみに冷却水を供給する非常用ディーゼル発電機冷却海水系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系の制

御電源のみに電力を供給する直流電源装置は，高圧炉心スプレイ系の復旧に合わせて動作可能である状態に復旧してい

くこととする。 

 

＜所内高圧母線＞ 

    所内電源構成は震災前と同等であり，冷温停止に必要な設備に電力を供給している。 

 

震災時，所内高圧母線が津波により被水し電源が喪失したことから，現状の設備に加え津波

対策のため，津波による影響がない場所を想定し所内高圧母線（電源喪失時に使用）を設置し

ている。 

所内高圧母線が津波により被水し電源が喪失した場合，切替操作を行い６号機非常用ディー

ゼル発電機または電源車から，津波による影響がない場所を想定し設置している所内高圧母線

（電源喪失時に使用）を通じて，原子炉注水及び使用済燃料プール注水機能を有する機器等に

電力を供給する。 

なお，平成26年度下期を目途に信頼性向上のため所内高圧母線の増強を計画している。（添付

資料－３ 参照） 

  ＜仮設設備＞ 

震災以降，仮設設備を設置しており電力を供給している。（添付資料－４ 参照） 

  ＜代替電源＞ 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機が使用できない場合は，電源車を代替電源として配備

しており，原子炉注水及び使用済燃料プール注水機能を有する機器等に電力を供給する。（添

付資料－５ 参照） 

 

2.32 ５・６号機 電源系統設備 

2.32.1 系統の概要 

通常電力供給を 66kV 送電線 2回線（双葉線１号，２号）及び非常用ディーゼル発電機（５号機 2台

，６号機 2台設置）で構成し，多重化・多様化を図っており外部電源が喪失した場合でも安定した電

力供給が可能である。 

各機器への電力供給は，既設の 66kV 開閉所，起動変圧器，6.9kV 所内高圧母線及び 480V 所内低圧

母線を通じて行っており，主要な計測用電源や制御用電源については，蓄電池からも供給することが

可能である。 

なお，中央制御室にて送電線電圧及び所内高圧母線電圧を監視できる装置を備えており，故障が発

生した場合には，異常を検知し，その拡大及び伝播を防止するため異常箇所を自動的に切り離す保護

装置を備えている。（添付資料－１ 参照） 

 

［系統の現況］ 

  ＜外部電源＞ 

福島第一原子力発電所５・６号機の特定原子力施設に電力供給する送電線は，66kV送電線5回

線（双葉線１号，２号，大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線）で構成されてい

る。（大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線から所内高圧母線を通じて受電すること

も可能） 

  ＜非常用ディーゼル発電機＞ 

非常用ディーゼル発電機は復旧済みである。（高圧炉心スプレイ系を除く） 

高圧炉心スプレイ系を使用しないことから，６号機の高圧炉心スプレイ系の非常用ディーゼル

発電機については，使用しないこととする。 

 

 

万が一，外部電源（双葉線１号，２号）が喪失した場合には，電力供給を必要とする負荷に対

して，非常用高圧母線に接続する動作可能な非常用ディーゼル発電機は十分確保されている。（添

付資料－２ 参照） 
 

 

 

 

 

＜所内高圧母線＞ 

    所内電源構成は震災前と同等であり，使用済燃料プール注水機能を有する機器に電力を供給

している。 

震災時，所内高圧母線が津波により被水し電源が喪失したことから，現状の設備に加え津波

対策のため，津波による影響がない場所を想定し所内高圧母線（電源喪失時に使用）を設置し

ている。 

所内高圧母線が津波により被水し電源が喪失した場合，切替操作を行い６号機非常用ディー

ゼル発電機または電源車から，津波による影響がない場所を想定し設置している所内高圧母線

（電源喪失時に使用）を通じて，使用済燃料プール注水機能を有する機器等に電力を供給す

る。 

なお，信頼性向上のため所内高圧母線の増強している。（添付資料－３ 参照） 

 

  ＜仮設設備＞ 

震災以降，仮設設備を設置しており電力を供給している。（添付資料－４ 参照） 

  ＜代替電源＞ 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機が使用できない場合は，電源車を代替電源として配備

しており，使用済燃料プール注水機能を有する機器等に電力を供給する。（添付資料－５ 参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

＜ケーブル・海水配管＞ 

５・６号機の海水系ポンプ（残留熱除去海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機冷却海水系ポ

ンプ，補機冷却海水系ポンプ）に電力を供給するケーブルは，一部が没水しており，時間の経過

により絶縁性能の低下が懸念される。このため，予備のケーブルを敷設することで設備の信頼性

向上を図っている。 

また，非常用ディーゼル発電機冷却海水系の冷却水配管は，トレンチ内で一部に津波による没

水部位がある。このため，設備の健全性は系統圧力や温度監視により確認できるものの，長期的

には設備に支障をきたす可能性は否定できないことから，没水配管における健全性評価及び漏え

いが発生した場合に備えた諸方策の検討を実施している。（添付資料－６ 参照） 

 

2.32.2 要求される機能 

(1)冷温停止維持に関する設備に対し，外部電源及び非常用所内電源のいずれからも電力の供給を受

けられること。 

(2)原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において,外部電源が1系列動作可能であること。 

(3)非常用所内電源が使用できない場合は，代替となる電源を有すること。 

 

2.32.3 主要な機器 

 

（中略） 

 

(2)６号機 

a.非常用電源設備（Ａ） 

(a)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

 

(b)非常用ディーゼル発電機冷却海水系 

①ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官8第112号 平成8年7月16日届出) 

 

②ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可)  

 

③主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出)  

 

b.非常用電源設備（Ｂ） 

(a)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出)  

 

(b)非常用ディーゼル発電機補機冷却系 

非常用ディーゼル発電機補機冷却系（空気冷却器・ポンプ・主配管）については，以下の

工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出) 

 

＜ケーブル・海水配管＞ 

５・６号機の海水系ポンプ（残留熱除去海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機冷却海水系ポ

ンプ，補機冷却海水系ポンプ）に電力を供給するケーブルは，一部が没水しており，時間の経過

により絶縁性能の低下が懸念される。このため，予備のケーブルを敷設することで設備の信頼性

向上を図っている。 

また，非常用ディーゼル発電機冷却海水系の冷却水配管は，トレンチ内で一部に津波による没

水部位がある。このため，設備の健全性は系統圧力や温度監視により確認できるものの，長期的

には設備に支障をきたす可能性は否定できないことから，没水配管における健全性評価及び漏え

いが発生した場合に備えた諸方策の検討を実施している。（添付資料－６ 参照） 

 

2.32.2 要求される機能 

 

 

(1)燃料交換において,外部電源が1系列動作可能であること。 

(2)非常用所内電源が使用できない場合は，代替となる電源を有すること。 

 

2.32.3 主要な機器 

 

（中略） 

 

(2)６号機 

a.非常用電源設備（Ａ） 

(a)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

 

(b)非常用ディーゼル発電機冷却海水系 

①ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官8第112号 平成8年7月16日届出) 

 

②ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可)  

 

③主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出)  

 

b.非常用電源設備（Ｂ） 

(a)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出)  

 

(b)非常用ディーゼル発電機補機冷却系 

非常用ディーゼル発電機補機冷却系（空気冷却器・ポンプ・主配管）については，以下の

工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出) 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

c.直流電源装置（添付資料－２ 参照） 

(a)所内蓄電池 

所内蓄電池については，福島第一原子力発電所６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書

類八により確認している。 

 

(b)中性子モニタ用蓄電池 

中性子モニタ用蓄電池については，福島第一原子力発電所６号炉原子炉設置変更許可申請

書 添付書類八により確認している。 

 

（以下，省略） 

 

c.直流電源装置（添付資料－２ 参照） 

(a)所内蓄電池 

所内蓄電池については，福島第一原子力発電所６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書

類八により確認している。 

 

 

 

 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

60



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

55 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

添付資料－２ 

 

非常用ディーゼル発電機及び直流電源装置の容量について 

 

現状，高圧炉心スプレイ系の直流電源装置は未復旧状態であるが，他の復旧している設備については

震災前と同等であることを以下の様に確認している。 

 

1.非常用ディーゼル発電機 

５・６号機の非常用ディーゼル発電機（５Ａ，５Ｂ，６Ａ，６Ｂ）は外部電源が喪失した場合にお

いても，各号機 1台で冷温停止維持に関する設備を運転するのに十分な容量を有している。そのため，

点検等で 1台が停止した場合においても，十分な容量を確保している。 

非常用ディーゼル発電機の容量については，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許

可申請書 添付書類八により確認している。 

 

2.直流電源装置 

  直流電源装置の容量については，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添

付書類八により確認している。 

 

 

添付資料－２ 

 

非常用ディーゼル発電機及び直流電源装置の容量について 

 

現状，復旧している設備については震災前と同等であることを以下の様に確認している。 

 

1.非常用ディーゼル発電機 

 

 

 

 

非常用ディーゼル発電機の容量については，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許

可申請書 添付書類八により確認している。 

 

2.直流電源装置 

  直流電源装置の容量については，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添

付書類八により確認している。 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－３ 

別添－１ 

 

所内高圧母線（M/C5E）の設計方針について 

 

1.規格・基準等 

  所内高圧母線（M/C5E）の設計，材料の選定，製作及び検査にあたっては，電気設備に関する技

術基準を定める省令に従うほか，電気学会電気規格調査会標準規格（JEC 規格），日本工業規格

（JIS 規格）等の基準に準拠する。 

 

2.火災防護 

所内ケーブル，電源盤等の材料は，不燃性又は難燃性のものを使用することを基本とし，電源盤に

て火災が発生した場合は，その火災を検知し５・６号中央操作室へ警報を出力させる。また，電源盤

の近傍に消火器を設置し，初期消火の対応ができるようにする。 

 

3.監視等 

所内高圧母線（M/C5E）の故障が発生した場合には，異常を検知し５・６号中央操作室にて，警報を

確認できることとする。また，その拡大及び伝播を防止するため,異常箇所を自動的に切り離す保護

装置を備える。 

 

4.構造強度及び耐震性 

(1)所内高圧母線（M/C5E）は，耐震設計審査指針上の Cクラス設備と位置づけられており，原子力発

電所耐震設計技術規程（JEAC4601）を準拠し Cクラス設備として設計する。 

(2)ケーブル及び電線路については，フレキシビリティを持たせた構造を基本とする。 

 

5.小動物侵入防止対策 

電源盤内への小動物の侵入による短絡・地絡事故を防止するため，小動物の侵入する恐れのある電

源盤については，貫通孔等の侵入路の閉塞を行う。 

 

6.耐雷対策 

所内高圧母線（M/C5E）の電路は，管路布設となる。従って，高圧の架空電線路がないことか

ら，耐雷対策は考慮しない。 

添付資料－３ 

別添－１ 

 

所内高圧母線（M/C5E）の設計方針について 

 

1.規格・基準等 

  所内高圧母線（M/C5E）の設計，材料の選定，製作及び検査にあたっては，電気設備に関する技

術基準を定める省令に従うほか，電気学会電気規格調査会標準規格（JEC 規格），日本産業規格

（JIS 規格）等の基準に準拠する。 

 

2.火災防護 

所内ケーブル，電源盤等の材料は，不燃性又は難燃性のものを使用することを基本とし，電源盤に

て火災が発生した場合は，その火災を検知し５・６号中央操作室へ警報を出力させる。また，電源盤

の近傍に消火器を設置し，初期消火の対応ができるようにする。 

 

3.監視等 

所内高圧母線（M/C5E）の故障が発生した場合には，異常を検知し５・６号中央操作室にて，警報を

確認できることとする。また，その拡大及び伝播を防止するため,異常箇所を自動的に切り離す保護装

置を備える。 

 

4.構造強度及び耐震性 

(1)所内高圧母線（M/C5E）は，耐震設計審査指針上の Cクラス設備と位置づけられており，原子力発

電所耐震設計技術規程（JEAC4601）を準拠し Cクラス設備として設計する。 

(2)ケーブル及び電線路については，フレキシビリティを持たせた構造を基本とする。 

 

5.小動物侵入防止対策 

電源盤内への小動物の侵入による短絡・地絡事故を防止するため，小動物の侵入する恐れのある電

源盤については，貫通孔等の侵入路の閉塞を行う。 

 

6.耐雷対策 

所内高圧母線（M/C5E）の電路は，管路布設となる。従って，高圧の架空電線路がないこ

とから，耐雷対策は考慮しない。 

 

 

 

 

 

 

規格名称の変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

  

 

添付資料－５ 

 

電源車負荷リスト 

 

 原子炉注水及び使用済燃料プール注水機能を有する機器等に対して，以下のように使用する負荷を

選定している。５・６号機の対象負荷へそれぞれ電源車（500kVA）から，所内低圧母線を通じて電力

を供給する。 

 

５号機 

対象負荷 負荷容量 

復水移送ポンプ＊１ 
30kW 

(約36kVA) 

非常用ガス処理系排風機 
5.5kW 

(約6.5kVA) 

中央制御室換気系(送・排風機) 
30kW 

(約36kVA) 

直流125V充電器盤 33kVA 

直流250V充電器盤 86kVA 

No.1通信用充電器盤 22kVA 

照明用分電盤 35kVA 

 合計：約255kVA 

 

６号機 

対象負荷 負荷容量 

復水移送ポンプ＊１ 
45kW 

(約60kVA) 

非常用ガス処理系排風機 
15kW 

(約20kVA) 

直流125V充電器盤 75.5kVA 

直流250V充電器盤 98.5kVA 

ＰＨＳ分電盤 15kVA 

照明用分電盤 50kVA 

交流120/240V計測用電源 50kVA 

交流120/240V計測用電源（５号機）＊２ 50kVA 

 合計：約419kVA 

＊１：注水機能を有する機器 

＊２：６号機所内低圧母線から電力を供給する。 

 

 

 

 

添付資料－５ 

 

電源車負荷リスト 

 

 使用済燃料プール注水機能を有する機器等に対して，以下のように使用する負荷を選定している。

５・６号機の対象負荷へそれぞれ電源車（500kVA）から，所内低圧母線を通じて電力を供給する。 
 

 

５号機 

対象負荷 負荷容量 

復水移送ポンプ＊１ 
30kW 

(約36kVA) 

直流125V充電器盤 33kVA 

直流250V充電器盤 86kVA 

No.1通信用充電器盤 22kVA 

照明用分電盤 35kVA 

交流120/240V計測用電源 50kVA 

 合計：約262kVA 

 

６号機 

対象負荷 負荷容量 

復水移送ポンプ＊１ 
45kW 

(約60kVA) 

直流125V充電器盤 75.5kVA 

直流250V充電器盤 98.5kVA 

ＰＨＳ分電盤 15kVA 

照明用分電盤 50kVA 

交流120/240V計測用電源 50kVA 

 合計：約349kVA 

＊１：注水機能を有する機器 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系 

2.33.1 ５・６号機 既設設備 

2.33.1.1 系統の概要 

    放射性液体廃棄物処理系は，機器ドレン系，床ドレン系等で構成し，原子炉施設で発生する放射

性廃液及び潜在的に放射性物質による汚染の可能性のある廃液を，その性状により分離収集し，処

理する。 

 

［系統の現況］ 

５・６号機タービン建屋等には津波により流入した大量の海水と地下水が，震災前から建屋内

で管理されていた低濃度の放射性物質と共に滞留した。（以下，これを  「滞留水」という） 

地下水については止水処置を実施しているが，流入を完全に抑制できないことから建屋内水位

が上昇した場合，冷温停止維持に必要な設備への影響が懸念される。 

滞留水の発生抑制については，地下水の水位を低下させることが必要であるが，地下水を汲み

上げて水位を下げる設備として建屋周辺に設置されているサブドレン設備は，震災により被災し

たことから，設備の浄化等を行いサブドレン設備の使用に向けた準備を実施する。 

放射性液体廃棄物処理系については，一部未復旧の設備があるが，５・６号機で発生する廃液

については，５号機にてろ過器，脱塩器による処理後，復水貯蔵タンクに回収することができ

る。しかし，大量の滞留水を処理することができないため，サブドレン設備及び放射性液体廃棄

物処理系が復旧するまで，仮設の滞留水貯留設備にて処理している。（添付資料－１，２，３ 

参照） 

 

 

（中略） 

 

 

2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系 

2.33.1 ５・６号機 既設設備 

2.33.1.1 系統の概要 

    放射性液体廃棄物処理系は，機器ドレン系，床ドレン系等で構成し，原子炉施設で発生する放射

性廃液及び潜在的に放射性物質による汚染の可能性のある廃液を，その性状により分離収集し，処

理する。 

 

［系統の現況］ 

５・６号機タービン建屋等には津波により流入した大量の海水と地下水が，震災前から建屋内

で管理されていた低濃度の放射性物質と共に滞留した。（以下，これを  「滞留水」という） 

地下水については止水処置を実施しているが，流入を完全に抑制できないことから建屋内水位

が上昇した場合，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備への影響が

懸念される。 

滞留水の発生抑制については，地下水の水位を低下させることが必要であるが，地下水を汲み

上げて水位を下げる設備として建屋周辺に設置されているサブドレン設備は，震災により被災し

たことから，設備の浄化等を行いサブドレン設備の使用に向けた準備を実施する。 

放射性液体廃棄物処理系については，一部未復旧の設備があるが，５・６号機で発生する廃液

については，５号機にてろ過器，脱塩器による処理後，復水貯蔵タンクに回収することができ

る。しかし，大量の滞留水を処理することができないため，サブドレン設備及び放射性液体廃棄

物処理系が復旧するまで，仮設の滞留水貯留設備にて処理している。（添付資料－１，２，３ 

参照） 

 

（中略） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2.33.2 ５・６号機 仮設設備（滞留水貯留設備） 

 

（中略） 

 

2.33.2.1.5 主要な機器 

系統概要図 添付資料－４に示す。 

滞留水は，６号機タービン建屋から移送設備により貯留設備に移送され，貯留する。 

貯留設備に貯留された滞留水の一部は，浄化装置，浄化ユニット及び淡水化装置により放射性核

種を除去した後，構内散水に使用し，滞留水を低減する。 

滞留水は，これまでの実績より地下水の流入により約30m3/日で増加しており，構内散水により約

25m3/日（実績）で増加を抑制している。なお，平成24年11月末現在，貯留タンクの設備容量約

10,000m3に対し約70％貯留している。今後，滞留水は平衡状態にあるものの，地下水流入量の変動が

予想されるため，貯留タンク全体の空き容量＊約2,000m3を目安に，貯留能力増強について計画する。 

滞留水漏えい時の汚染拡大を防止し信頼性向上を図るため，受入タンク・油分分離装置エリア，

受入タンクエリア，貯留タンクエリアの各エリアについて，堰（地面の防水処置含む）を設置す

る。（添付資料－５ 参照） 

震災以降緊急対応的に（平成25年8月14日より前に）設置した淡水化装置（以下，旧淡水化装置）

については，新たに浄化ユニットを設置することに伴い廃止する。 

＊：空き容量は，水位警報設定値の水位高までの容量とする。 

 

（中略） 

 

2.33.2.1.7 構造強度 

滞留水貯留設備を構成する機器は，発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令上，廃棄物

処理設備に相当するクラス3 機器と位置付けられる。この適用規格は，「JSME S NC-1 発電用原子

力設備規格 設計・建設規格」（以下，「設計・建設規格」という。）で規定されるものである

が，各機器については，以下のとおり個別に評価する。 

 

(1)貯留設備 

a. 震災以降緊急対応的に設置又は既に（平成25年8月14日より前に）設計に着手したタンクは，

「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足するものではないが，漏えい試験を行

い，有意な漏えいがないことを確認する。 

また，これらは全て大気開放のため，水頭圧以上の内圧が作用することはない。 

以上のことから，震災以降緊急対応的に設置又は既に（平成25年8月14日より前に）設計に着

手したタンクは，必要な構造強度を有するものと評価する。（添付資料－７ 参照） 

 

 

2.33.2 ５・６号機 仮設設備（滞留水貯留設備） 

 

（中略） 

 

2.33.2.1.5 主要な機器 

系統概要図 添付資料－４に示す。 

滞留水は，６号機タービン建屋から移送設備により貯留設備に移送され，貯留する。 

貯留設備に貯留された滞留水の一部は，浄化装置，浄化ユニット及び淡水化装置により放射性核

種を除去した後，構内散水に使用し，滞留水を低減する。 

滞留水は，これまでの実績より地下水の流入により約30m3/日で増加しており，構内散水により約

25m3/日（実績）で増加を抑制している。なお，2012年11月末現在，貯留タンクの設備容量約

10,000m3に対し約70％貯留している。今後，滞留水は平衡状態にあるものの，地下水流入量の変動が

予想されるため，貯留タンク全体の空き容量＊約2,000m3を目安に，貯留能力増強について計画する。 

滞留水漏えい時の汚染拡大を防止し信頼性向上を図るため，受入タンク・油分分離装置エリア，

受入タンクエリア，貯留タンクエリアの各エリアについて，堰（地面の防水処置含む）を設置す

る。（添付資料－５ 参照） 

震災以降緊急対応的に（2013年8月14日より前に）設置した淡水化装置（以下，旧淡水化装置）に

ついては，新たに浄化ユニットを設置することに伴い廃止する。 

＊：空き容量は，水位警報設定値の水位高までの容量とする。 

 

（中略） 

 

2.33.2.1.7 構造強度 

滞留水貯留設備を構成する機器は，発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令上，廃棄物

処理設備に相当するクラス3 機器と位置付けられる。この適用規格は，「JSME S NC-1 発電用原子

力設備規格 設計・建設規格」（以下，「設計・建設規格」という。）で規定されるものである

が，各機器については，以下のとおり個別に評価する。 

 

(1)貯留設備 

a. 震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013年8月14日より前に）設計に着手したタンクは，

「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足するものではないが，漏えい試験を行

い，有意な漏えいがないことを確認する。 

また，これらは全て大気開放のため，水頭圧以上の内圧が作用することはない。 

以上のことから，震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013年8月14日より前に）設計に着手

したタンクは，必要な構造強度を有するものと評価する。（添付資料－７ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

65



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章） 

60 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

b.平成25年8月14日以降に設計するタンク 

平成25年8月14日以降に設計するタンクは，「実用発電用原子炉及びその付属設備の技術基準

に関する規則」において，廃棄物処理設備に相当するクラス3 機器の規定を適用することを基

本とする。クラス3機器の適用規格は，「設計・建設規格」で規定される。 

以上のことから，平成25年8月14日以降に設計するタンクは，必要な構造強度を有するものと

評価する。（添付資料－７ 参照） 

 

（中略） 

 

2.33.2.1.9 機器の故障への対応 

 

（中略） 

 

(4)異常時の評価 

滞留水貯留設備への移送が長期に停止した場合，地下水の流入により建屋内の水位が上昇し，冷

温停止維持に必要な設備に電力を供給している所内高圧母線が被水する可能性がある。 

移送停止後，建屋内水位が冷温停止維持に必要な設備に電力を供給している所内高圧母線が被

水する可能性がある水位に達するまでの水量の余裕は，約 4,500m3と想定しているため，地下水が

約 30m3/日で流入することを考慮しても約 5ヶ月の余裕がある。 

したがって，滞留水貯留設備の機器が故障した場合，長くても 2ヶ月程度で機能を回復（受入タ

ンク・貯留タンク等からの漏えい時）できるため，建屋内水位が電源設備に影響するまでの期間内

（約 5ヶ月）に十分復旧可能である。 

 

 

 

（以下，省略） 

b. 2013年8月14日以降に設計するタンク 

2013年8月14日以降に設計するタンクは，「実用発電用原子炉及びその付属設備の技術基準に

関する規則」において，廃棄物処理設備に相当するクラス3 機器の規定を適用することを基本

とする。クラス3機器の適用規格は，「設計・建設規格」で規定される。 

以上のことから，2013年8月14日以降に設計するタンクは，必要な構造強度を有するものと評

価する。（添付資料－７ 参照） 

 

（中略） 

 

2.33.2.1.9 機器の故障への対応 

 

（中略） 

 

(4)異常時の評価 

滞留水貯留設備への移送が長期に停止した場合，地下水の流入により建屋内の水位が上昇し，使

用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備に電力を供給している所内高圧

母線が被水する可能性がある。 

移送停止後，建屋内水位が使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備

に電力を供給している所内高圧母線が被水する可能性がある水位に達するまでの水量の余裕は，

約 4,500m3と想定しているため，地下水が約 30m3/日で流入することを考慮しても約 5 ヶ月の余裕

がある。 

したがって，滞留水貯留設備の機器が故障した場合，長くても 2ヶ月程度で機能を回復（受入タ

ンク・貯留タンク等からの漏えい時）できるため，建屋内水位が電源設備に影響するまでの期間内

（約 5ヶ月）に十分復旧可能である。 

 

（以下，省略） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

添付資料－１ 

 

建屋内の滞留水による影響について 

 

 滞留水は５号機タービン建屋地下階・６号機タービン建屋地下階及び６号機原子炉建屋付属棟地下階

の 3箇所に滞留しており，冷温停止維持に必要な設備への影響及び建屋外への漏えいを考慮し，定期的

に水位の計測を実施している。（Ⅲ.3.1.5 参照） 
＊：平成 25 年 7月 1日時点で，各建屋内滞留水の水量の合計は約 5,600m3，放射能濃度は Cs-134 が約 0.02Bq/cm3， 

Cs-137 が約 0.08Bq/cm3である。 

 

1.冷温停止維持に必要な設備への影響 

前述の各建屋に隣接するコントロール建屋等（冷温停止維持に必要な設備の電源室）へ滞留水が流

入する可能性のある水位は，各建屋の床面から約 2m であるが，仮設の滞留水貯留設備による処理に

より，水位はその半分以下で推移しているため，問題ないと考える。 

 

2.建屋外への漏えい 

５・６号機の各建屋内滞留水は，床面＋約 2m以下で管理しており，現状のサブドレン水位は低い

場所でも，５号機は床面＋約 2.3m 上，６号機は床面＋約 4m上であることから，建屋外への漏えいは

ないと考える。 

 

 

 

添付資料－１ 

 

建屋内の滞留水による影響について 

 

 滞留水は５号機タービン建屋地下階・６号機タービン建屋地下階及び６号機原子炉建屋付属棟地下階

の 3箇所に滞留しており，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備への影響

及び建屋外への漏えいを考慮し，定期的に水位の計測を実施している。（Ⅲ.3.1.5 参照） 
＊：2013 年 7 月 1日時点で，各建屋内滞留水の水量の合計は約 5,600m3，放射能濃度は Cs-134 が約 0.02Bq/cm3， 

Cs-137 が約 0.08Bq/cm3である。 

 

1. 使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備への影響 

前述の各建屋に隣接するコントロール建屋等（使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の

維持に必要な設備の電源室）へ滞留水が流入する可能性のある水位は，各建屋の床面から約 2m であ

るが，仮設の滞留水貯留設備による処理により，水位はその半分以下で推移しているため，問題ない

と考える。 

 

2.建屋外への漏えい 

５・６号機の各建屋内滞留水は，床面＋約 2m 以下で管理しており，現状のサブドレン水位は低い

場所でも，５号機は床面＋約 2.3m 上，６号機は床面＋約 4m上であることから，建屋外への漏えいは

ないと考える。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

添付資料－３ 

 

６号機 原子炉建屋付属棟の一部没水機器について 

 

 原子炉建屋付属棟の地下階は，大量の滞留水により没水している。 

 滞留水により没水している設備＊１のうち，放射性廃液を貯蔵しているタンクは，機器ドレン収集タン

ク，廃液サンプルタンク，床ドレン化学廃液収集タンク，蒸留水サンプルタンク，蒸留水タンクがある。

また，タンクの付属配管についても一部没水している。 

タンク及び付属配管の材質は，ステンレス鋼または炭素鋼である。 
  ＊１：放射性固体廃棄物処理系のうち，機器ドレンフィルタスラッジ貯蔵タンク，原子炉浄化系フィルタスラッジ貯蔵タンク，使

用済樹脂貯蔵タンク，濃縮廃液貯蔵タンク及び各付属配管（使用済樹脂貯蔵タンクを除く）についても一部没水している。

（Ⅱ.2.10 参照） 

 

（中略） 

 

(2)炭素鋼製タンク付属配管 

付属配管の外面は防食塗装が施工されているため，急速な腐食の進展は少ないと考えられるが，

タンク同様に外面よりの腐食速度を 0.3mm/年とした結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕

は約 6年以上となると予測される。 

付属配管の内面については，内部流体が常時停滞しており温度も低い等の使用環境から減肉の

可能性は低いが，定期的に肉厚の測定を実施し，減肉評価を実施する。（初回は，平成 25年度に計

画する） 

一部没水している炭素鋼製タンク付属配管の評価結果を表－３に示す。 

 

（以下，省略） 

 

 

添付資料－３ 

 

６号機 原子炉建屋付属棟の一部没水機器について 

 

 原子炉建屋付属棟の地下階は，大量の滞留水により没水している。 

 滞留水により没水している設備＊１のうち，放射性廃液を貯蔵しているタンクは，機器ドレン収集タン

ク，廃液サンプルタンク，床ドレン化学廃液収集タンク，蒸留水サンプルタンク，蒸留水タンクがある。

また，タンクの付属配管についても一部没水している。 

タンク及び付属配管の材質は，ステンレス鋼または炭素鋼である。 
  ＊１：放射性固体廃棄物処理系のうち，機器ドレンフィルタスラッジ貯蔵タンク，原子炉浄化系フィルタスラッジ貯蔵タンク，使

用済樹脂貯蔵タンク，濃縮廃液貯蔵タンク及び各付属配管（使用済樹脂貯蔵タンクを除く）についても一部没水している。

（Ⅱ.2.10 参照） 

 

（中略） 

 

(2)炭素鋼製タンク付属配管 

付属配管の外面は防食塗装が施工されているため，急速な腐食の進展は少ないと考えられるが，

タンク同様に外面よりの腐食速度を 0.3mm/年とした結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕

は約 6年以上となると予測される。 

付属配管の内面については，内部流体が常時停滞しており温度も低い等の使用環境から減肉の

可能性は低いが，定期的に肉厚の測定を実施し，減肉評価を実施する。（初回は，2013 年度に実施

している） 

一部没水している炭素鋼製タンク付属配管の評価結果を表－３に示す。 

 

（以下，省略） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－５ 

滞留水貯留設備の増設について 

 

（中略） 

 

別添－１ 

 

滞留水貯留設備の貯留タンク増設計画について 

 

５・６号機の滞留水貯留設備は，貯留能力増強のため 600m3タンク 9 基（フランジ型）の移設を計

画していたが，１～４号機汚染水処理設備で発生したフランジ型タンクの漏えい事象に鑑み，移設す

るタンクが同型であったことからタンクの移設を中止した。 

このため，貯留タンクの仕様をフランジ型から溶接型へ見直すと共に，１～４号機汚染水処理設備

のタンク増設計画に影響を与えない範囲でタンクの増設を計画する。併せて，更なる信頼性向上を目

的とした基礎外周堰の設置を計画する。 

 

貯留タンク増設の方針は，以下のとおり。 

(1)貯留タンク  溶接型 

(2)適合規格   JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 

(3)工  程   平成 26 年度下期以降実施 

 

なお，過去 1 年間の実績から建屋内への地下水流入量（約 20m3/日）と構内散水量は平衡状態にあ

り，平成 26年 6月現在，貯留タンクの設備容量約 16,000 m3に対し約 1,000 m3の余裕があるため，当

面，地下水の流入による冷温停止維持に必要な設備への影響はない。 

 

添付資料－５ 

滞留水貯留設備の増設について 

 

（中略） 

 

別添－１ 

 

滞留水貯留設備の貯留タンク増設計画について 

 

５・６号機の滞留水貯留設備は，貯留能力増強のため 600m3タンク 9 基（フランジ型）の移設を計

画していたが，１～４号機汚染水処理設備で発生したフランジ型タンクの漏えい事象に鑑み，移設す

るタンクが同型であったことからタンクの移設を中止した。 

このため，貯留タンクの仕様をフランジ型から溶接型へ見直すと共に，１～４号機汚染水処理設備

のタンク増設計画に影響を与えない範囲でタンクの増設を計画する。併せて，更なる信頼性向上を目

的とした基礎外周堰の設置を計画する。 

 

貯留タンク増設の方針は，以下のとおり。 

(1)貯留タンク  溶接型 

(2)適合規格   JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 

(3)工  程   2018 年 7 月より実施 

 

なお，実績から建屋内への地下水流入量（約 30m3/日）と構内散水量は平衡状態にあり，2018 年 10

月現在，貯留タンクの設備容量約 16,000 m3に対し約 1,000 m3の余裕があるため，当面，地下水の流

入による使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備への影響はない。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－７ 

 

タンク等の構造強度及び耐震性に関する評価結果について 

 

1.構造強度及び耐震性 

滞留水貯留設備を構成する機器の構造強度及び耐震性についての評価を行う。 

 

2.構造強度 
(1)震災以降緊急対応的に設置又は既に（平成 25年 8月 14 日より前に）設計に着手したタンク 

円筒形タンクの板厚評価を実施した結果，水頭圧に耐えられることを確認した。 
（表－１ 参照） 

 

（中略） 

 

(2) 平成 25 年 8 月 14 日以降に設計するタンク 

a. 中間タンクの胴の厚さ評価  

設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施した。評価の結果，水頭圧に耐えられることを確認

した。（表－２－１ 参照） 

 

（中略） 

 

3.耐震性 

(1)震災以降緊急対応的に設置又は既に（平成 25年 8月 14 日より前に）設計に着手したタンク 
a.転倒評価 

地震時の水平荷重による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較

することにより転倒評価を行った。評価の結果，「①地震時の水平荷重による転倒モーメント＜②

自重による安定モーメント」となることから，転倒しないことを確認した。（表－３，４ 参照） 

 

（中略） 

 

(2) 平成25年8月14日以降に設計するタンク 

a.転倒評価 

地震時の水平荷重による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較

することにより転倒評価を行った。評価の結果，「①地震時の水平荷重による転倒モーメント＜②

自重による安定モーメント」となることから，転倒しないことを確認した。（表－５，６ 参照） 

 

（以下，省略） 

 

添付資料－７ 

 

タンク等の構造強度及び耐震性に関する評価結果について 

 

1.構造強度及び耐震性 

滞留水貯留設備を構成する機器の構造強度及び耐震性についての評価を行う。 

 

2.構造強度 
(1)震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013 年 8月 14 日より前に）設計に着手したタンク 

円筒形タンクの板厚評価を実施した結果，水頭圧に耐えられることを確認した。 
（表－１ 参照） 

 

（中略） 

 

(2) 2013 年 8月 14 日以降に設計するタンク 

a. 中間タンクの胴の厚さ評価  

設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施した。評価の結果，水頭圧に耐えられることを確認し

た。（表－２－１ 参照） 

 

（中略） 

 

3.耐震性 

(1)震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013 年 8月 14 日より前に）設計に着手したタンク 
a.転倒評価 

地震時の水平荷重による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較

することにより転倒評価を行った。評価の結果，「①地震時の水平荷重による転倒モーメント＜②

自重による安定モーメント」となることから，転倒しないことを確認した。（表－３，４ 参照） 

 

（中略） 

 

(2) 2013年8月14日以降に設計するタンク 

a.転倒評価 

地震時の水平荷重による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較

することにより転倒評価を行った。評価の結果，「①地震時の水平荷重による転倒モーメント＜②

自重による安定モーメント」となることから，転倒しないことを確認した。（表－５，６ 参照） 

 

（以下，省略） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.34 ５・６号機 計測制御設備 

2.34.1 系統の概要 

計測制御設備は，通常運転時に起こり得る運転条件の変化，負荷の変化及び外乱に対して，監視

及び制御を行うためのものである。 

さらに，これらの設備からの情報を基にプラントの主要な系統の運転に必要なパラメータの監視

及び機器の操作を集中して管理するための計測制御設備を中央制御室に設ける。 

 

[系統の現況] 

冷温停止を維持・管理するための主要な系統の監視及び臨界未満に維持されていることを監視す

るための主要な機器は復旧済みである。 

 

2.34.2 要求される機能 

(1)冷温停止を維持・管理するために監視ができること。 

(2)炉心，冷却材圧力バウンダリの健全性を確認するために監視ができること。 

(3)臨界未満であることを確認するために監視ができること。 

  

2.34.3 主要な機器 

(1)冷温停止を維持・管理するための監視機器 

冷温停止時の運転上の制限（設定値）については，「Ⅲ 特定原子力施設の保安 第２編（５号

炉及び６号炉に係る保安措置）第２７条」に示す。 

a.原子炉系計測制御設備 

水位計，温度計，圧力計，導電率計 

 

 

b.残留熱除去系計測制御設備 

圧力計，温度計，流量計 

c.燃料プール冷却浄化系計測制御設備 

圧力計，温度計，水位計，流量計 

d.非常用炉心冷却系計測制御設備 

圧力計，流量計 

 

 

e.復水補給水系計測制御設備 

圧力計，水位計 

f.原子炉冷却材浄化系計測制御設備 

圧力計，温度計，流量計 

 

 

g.原子炉補機冷却系計測制御設備 

水位計，温度計，圧力計 

h.制御棒駆動系計測制御設備 

圧力計，流量計，水位計 

 

 

i.非常用予備電源装置関連計測制御設備 

圧力計，温度計 

j.核計測装置 

起動領域モニタ，出力領域モニタ（６号機のみ） 

 

 

 

2.34 ５・６号機 計測制御設備 

2.34.1 系統の概要 

計測制御設備は，通常運転時に起こり得る運転条件の変化，負荷の変化及び外乱に対して，監視

及び制御を行うためのものである。 

さらに，これらの設備からの情報を基にプラントの主要な系統の運転に必要なパラメータの監視

及び機器の操作を集中して管理するための計測制御設備を中央制御室に設ける。 

 

[系統の現況] 

使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却を維持・管理するための主要な系統を監視する主

要な機器は復旧済みである。 

 

2.34.2 要求される機能 

(1)使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却を維持・管理するために監視ができること。 

 

 

 

2.34.3 主要な機器 

(1)使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却を維持・管理するための監視機器 

 

 

a.原子炉系計測制御設備 

水位計，温度計，圧力計，導電率計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻す

ことはないため，監視の必要はない。 

b.残留熱除去系計測制御設備 

圧力計，温度計，流量計 

c.燃料プール冷却浄化系計測制御設備 

圧力計，温度計，水位計，流量計 

d.非常用炉心冷却系計測制御設備 

圧力計，流量計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻す

ことはないため，監視の必要はない。 

e.復水補給水系計測制御設備 

圧力計，水位計 

f.原子炉冷却材浄化系計測制御設備 

圧力計，温度計，流量計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻す

ことはないため，監視の必要はない。 

g.原子炉補機冷却系計測制御設備 

水位計，温度計，圧力計 

h.制御棒駆動系計測制御設備 

圧力計，流量計，水位計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻す

ことはないため，監視の必要はない。 

i.非常用予備電源装置関連計測制御設備 

圧力計，温度計 

j.核計測装置 

起動領域モニタ，出力領域モニタ（６号機のみ） 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻す

ことはないため，監視の必要はない。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

k.安全保護系計測制御設備 

地震計 

 

 

l.制御棒駆動機構関連計測制御設備 

原子炉手動制御系，制御棒位置指示系 

 

 

m.非常用ガス処理系計測制御設備 

流量計，差圧計 

 

 

 

 

 

 

n.原子炉建屋常用換気系及び中央制御室換気系計測制御設備 

流量計，差圧計 

 

 

 

 

 

 

 

o.放射線モニタ関連計測制御設備 

エリア放射線モニタ，プロセス放射線モニタ＊１ 
＊1：放射性気体廃棄物の放出管理は，主排気筒放射線モニタまたは非常用ガス処理系放射線モニタである。 

 

(2)炉心，冷却材圧力バウンダリの健全性を確認するための監視機器 

５・６号機の原子炉格納容器に関しては，現状の開放状態を維持・継続することから除外す

る。(Ⅱ.2.20 参照) 

a.原子炉系計測制御設備 

水位計，温度計 

 

(3)臨界未満であることを確認するための監視機器 

a.核計測装置 

起動領域モニタ 

 

 

 

また，上記監視機器において，既に工事計画軽微変更届出書等により確認している，原子炉水

位，原子炉圧力，残留熱除去系熱交換器入口温度（原子炉水温度），残留熱除去系流量，炉心スプ

レイ系圧力・流量（５号機），低圧炉心スプレイ系流量（６号機），起動領域モニタ，出力領域モ

ニタ（６号機），非常用ガス処理系放射線モニタ，エリア放射線モニタ，主排気筒放射線モニタ

（５・６号機共用）のパラメータについては，添付資料－１に示す。 

 

2.34.4 添付資料 

添付資料－１ パラメータ一覧 

 

k.安全保護系計測制御設備 

地震計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻す

ことはないため，監視の必要はない。 

l.制御棒駆動機構関連計測制御設備 

原子炉手動制御系，制御棒位置指示系 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻す

ことはないため，監視の必要はない。 

m.非常用ガス処理系計測制御設備 

流量計，差圧計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻す

ことはない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放射能は減衰

している。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落下」と同様の燃料集合体

落下事故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えないことから非常

用ガス処理系の監視の必要はない。 

n.原子炉建屋常用換気系及び中央制御室換気系計測制御設備 

流量計，差圧計 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻すこ

とはない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放射能は減衰

している。Ⅱ.2.11 添付資料－３－３「移送操作中の燃料集合体の落下」と同様の燃料集合体

落下事故を想定しても，周辺公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと及び運転

員の放射線被ばくの影響は小さいことから原子炉建屋常用換気系及び中央制御室換気系の監視

の必要はない。 

o.放射線モニタ関連計測制御設備 

エリア放射線モニタ，プロセス放射線モニタ＊１ 
＊1：放射性気体廃棄物の放出管理は，主排気筒放射線モニタである。 

 

(2)炉心，冷却材圧力バウンダリの健全性を確認するための監視機器 

５・６号機の原子炉格納容器に関しては，現状の開放状態を維持・継続することから除外す

る。(Ⅱ.2.20 参照) 

a.原子炉系計測制御設備 

水位計，温度計 

 

(3)臨界未満であることを確認するための監視機器 

a.核計測装置 

起動領域モニタ 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料を戻す

ことはないため，監視の必要はない。 

 

また，上記監視機器において，既に工事計画軽微変更届出書等により確認している，原子炉水

位，原子炉圧力，残留熱除去系熱交換器入口温度（原子炉水温度），残留熱除去系流量，炉心スプ

レイ系圧力・流量（５号機），低圧炉心スプレイ系流量（６号機），起動領域モニタ，出力領域モ

ニタ（６号機），エリア放射線モニタ，主排気筒放射線モニタ（５・６号機共用）のパラメータに

ついては，添付資料－１に示す。 

 

2.34.4 添付資料 

添付資料－１ パラメータ一覧 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－１ 
 

パラメータ一覧 
 

1.５号機 

(1)原子炉水位 

原子炉水位を計測する装置については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第 1102 号 昭和 51年 3月 17 日届出) 

 

(2)原子炉圧力 

原子炉圧力を計測する装置については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第 1102 号 昭和 51年 3月 17 日届出) 

 

(3)残留熱除去系熱交換器入口温度(原子炉水温度） 

残留熱除去系熱交換器入口温度を計測する装置については，以下の工事計画軽微変更届出書に

より確認している。 

建設時第２４回工事計画軽微変更届出書(総官第 1230 号 昭和 52年 1月 25 日届出) 

 

(4)残留熱除去系流量 

残留熱除去系流量を計測する装置については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認して

いる。 

建設時第２４回工事計画軽微変更届出書(総官第 1230 号 昭和 52年 1月 25 日届出) 

 

(5)炉心スプレイ系圧力 

炉心スプレイ系圧力を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により確認してい

る。 

建設時第８回工事計画認可申請書(48 公第 8194 号 昭和 49年 1月 7 日認可) 

 

(6)炉心スプレイ系流量 

炉心スプレイ系流量を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により確認してい

る。 

建設時第８回工事計画認可申請書(48 公第 8194 号 昭和 49年 1月 7 日認可) 

 

(7)起動領域モニタ 

起動領域モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 4第 679 号 平成 4年 11 月 5日届出) 

 

(8)非常用ガス処理系放射線モニタ 

非常用ガス処理系放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 62第 319 号 昭和 62年 6月 29 日届出) 

 

(9)エリア放射線モニタ 

エリア放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 6第 18号 平成 6年 4月 19 日届出) 

 

2.６号機 

(1)原子炉水位 

原子炉水位を計測する装置については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 1730 号 昭和 53年 3月 28 日認可) 

 

(2)原子炉圧力 

原子炉圧力を計測する装置については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 1730 号 昭和 53年 3月 28 日認可) 

添付資料－１ 
 

パラメータ一覧 
 

1.５号機 

(1)原子炉水位 

原子炉水位を計測する装置については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第 1102 号 昭和 51年 3月 17 日届出) 

 

(2)原子炉圧力 

原子炉圧力を計測する装置については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第 1102 号 昭和 51年 3月 17 日届出) 

 

(3)残留熱除去系熱交換器入口温度(原子炉水温度） 

残留熱除去系熱交換器入口温度を計測する装置については，以下の工事計画軽微変更届出書に

より確認している。 

建設時第２４回工事計画軽微変更届出書(総官第 1230 号 昭和 52年 1月 25 日届出) 

 

(4)残留熱除去系流量 

残留熱除去系流量を計測する装置については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認して

いる。 

建設時第２４回工事計画軽微変更届出書(総官第 1230 号 昭和 52年 1月 25 日届出) 

 

(5)炉心スプレイ系圧力 

炉心スプレイ系圧力を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により確認してい

る。 

建設時第８回工事計画認可申請書(48 公第 8194 号 昭和 49年 1月 7 日認可) 

 

(6)炉心スプレイ系流量 

炉心スプレイ系流量を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により確認してい

る。 

建設時第８回工事計画認可申請書(48 公第 8194 号 昭和 49年 1月 7 日認可) 

 

(7)起動領域モニタ 

起動領域モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 4第 679 号 平成 4年 11 月 5日届出) 

 

 

 

 

 

(8)エリア放射線モニタ 

エリア放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 6第 18号 平成 6年 4月 19 日届出) 

 

2.６号機 

(1)原子炉水位 

原子炉水位を計測する装置については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 1730 号 昭和 53年 3月 28 日認可) 

 

(2)原子炉圧力 

原子炉圧力を計測する装置については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 1730 号 昭和 53年 3月 28 日認可) 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

(3)残留熱除去系熱交換器入口温度(原子炉水温度） 

残留熱除去系熱交換器入口温度を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により

確認している。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50 資庁第 14354 号 昭和 51年 4月 8日認可) 

 

(4)残留熱除去系流量 

残留熱除去系流量を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50 資庁第 14354 号 昭和 51年 4月 8日認可) 

 

(5)低圧炉心スプレイ系流量 

低圧炉心スプレイ系流量を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により確認し

ている。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50 資庁第 14354 号 昭和 51年 4月 8日認可) 

 

(6)起動領域モニタ 

起動領域モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 5第 182 号 平成 5年 5月 26 日届出) 

 

(7)出力領域モニタ 
出力領域モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 5第 182 号 平成 5年 5月 26 日届出) 

 

(8)非常用ガス処理系放射線モニタ 

非常用ガス処理系放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 61第 697 号 昭和 61年 9月 30 日届出) 

 

(9)エリア放射線モニタ 

エリア放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 5第 245 号 平成 5年 7月 8日届出) 

 
3.５・６号機共用 

(1)主排気筒放射線モニタ 

主排気筒放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

５号機：工事計画届出書(総文発官 62 第 319 号 昭和 62年 6月 29 日届出) 

 

 

(3)残留熱除去系熱交換器入口温度(原子炉水温度） 

残留熱除去系熱交換器入口温度を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により

確認している。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50 資庁第 14354 号 昭和 51年 4月 8日認可) 

 

(4)残留熱除去系流量 

残留熱除去系流量を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50 資庁第 14354 号 昭和 51年 4月 8日認可) 

 

(5)低圧炉心スプレイ系流量 

低圧炉心スプレイ系流量を計測する装置については，以下の工事計画認可申請書により確認し

ている。 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50 資庁第 14354 号 昭和 51年 4月 8日認可) 

 

(6)起動領域モニタ 

起動領域モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 5第 182 号 平成 5年 5月 26 日届出) 

 

(7)出力領域モニタ 
出力領域モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 5第 182 号 平成 5年 5月 26 日届出) 

 

 

 

 

 

(8)エリア放射線モニタ 

エリア放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 5第 245 号 平成 5年 7月 8日届出) 

 
3.５・６号機共用 

(1)主排気筒放射線モニタ 

主排気筒放射線モニタについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

５号機：工事計画届出書(総文発官 62 第 319 号 昭和 62年 6月 29 日届出) 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（品質保証計画） 

第３条 

第２条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下のとおり品質保証計画を定め

る。 

 

（中略） 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 組織は，次の事項のために必要となる監視，測定，分析及び改善のプロセスを計画し，実施する。 

a) 業務・特定原子力施設に対する要求事項への適合を実証する。 

b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

 

（中略） 

 

8.3 不適合管理 

(1) 組織は，業務・特定原子力施設に対する要求事項に適合しない状況が放置されることを防ぐために，

それらを識別し，管理することを確実にする。 

(2) 不適合の処理に関する管理及びそれに関連する責任及び権限を「NI-31 不適合管理及び是正処置・

予防処置基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニー）」に規定する。 

(3) 該当する場合には，組織は，次の一つ又はそれ以上の方法で，不適合を処理する。 

a) 検出された不適合を除去するための処置をとる。 

b) 当該の権限をもつ者が，特別採用によって，その使用，リリース，又は合格と判定することを正

式に許可する。 

c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には，その不適合による影響又は

起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(4) 不適合に修正を施した場合には，要求事項への適合を実証するための再検証を行う。 

(5) 不適合の性質の記録，及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持する（4.2.4

参照）。 

(6) 組織は，原子炉施設の保安の向上を図る観点から，「QI-51-11 トラブル等の報告マニュアル」に定

める公開基準に従い，不適合の内容をニューシアへ登録することにより，情報の公開を行う。 

 

（省略） 

 

 

（品質保証計画） 

第３条 

第２条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下のとおり品質保証計画を定め

る。 

 

（中略） 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 組織は，次の事項のために必要となる監視，測定，分析及び改善のプロセスを計画し，実施する。 

a) 業務・特定原子力施設に対する要求事項への適合を実証する。 

b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

 

（中略） 

 

8.3 不適合管理 

(1) 組織は，業務・特定原子力施設に対する要求事項に適合しない状況が放置されることを防ぐために，

それらを識別し，管理することを確実にする。 

(2) 不適合の処理に関する管理及びそれに関連する責任及び権限を「NI-31 不適合管理及び是正処置・

予防処置基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニー）」に規定する。 

(3) 該当する場合には，組織は，次の一つ又はそれ以上の方法で，不適合を処理する。 

a) 検出された不適合を除去するための処置をとる。 

b) 当該の権限をもつ者が，特別採用によって，その使用，リリース，又は合格と判定することを正

式に許可する。 

c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には，その不適合による影響又は

起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(4) 不適合に修正を施した場合には，要求事項への適合を実証するための再検証を行う。 

(5) 不適合の性質の記録，及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持する（4.2.4

参照）。 

(6) 組織は，原子炉施設の保安の向上を図る観点から，「DF-51-11 トラブル等の報告マニュアル」に定

める公開基準に従い，不適合の内容をニューシアへ登録することにより，情報の公開を行う。 

 

（省略） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（保安に関する職務） 

第５条 

保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの構築，

実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識

を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安に関する組織（原子

炉主任技術者を含む。）から適宜報告を求め，｢QI-51-11 トラブル等の報告マニュアル｣に基づき，

原子力安全を最優先し必要な指示を行う。 

 

（省略） 

 

 

（保安に関する職務） 

第５条 

保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの構築，

実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識

を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安に関する組織（原子

炉主任技術者を含む。）から適宜報告を求め，｢DF-51-11 トラブル等の報告マニュアル｣に基づき，

原子力安全を最優先し必要な指示を行う。 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記訂正 
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3 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（報告） 

第８２条 

各プログラム部長，運用部長又は各ＧＭは，次のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある

と判断した場合は，直ちに所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合（第３１条） 

（２）気体廃棄物について放出管理の目標値を超えて放出した場合（第４２条） 

（３）外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合（第６０条） 

（４）福島第一炉規則第18条第2号，第3号，第5号から第8号，第10号から第12号，第14号，第15号及び

第17号に定める報告事象が生じた場合 

２．所長は，前項に基づく報告を受けた場合，社長に報告する。 

３．第１項又は第２項に基づく報告が，不在で遂行できない場合及び夜間休祭日の報告方法は，

「QI-51-11 トラブル等の報告マニュアル」による。 

４．第１項（１）に該当する場合は，「QI-51-11 トラブル等の報告マニュアル」に基づき，直ちに原子

力規制委員会に報告する。 

 

 

（報告） 

第８２条 

各プログラム部長，運用部長又は各ＧＭは，次のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある

と判断した場合は，直ちに所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合（第３１条） 

（２）気体廃棄物について放出管理の目標値を超えて放出した場合（第４２条） 

（３）外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合（第６０条） 

（４）福島第一炉規則第18条第2号，第3号，第5号から第8号，第10号から第12号，第14号，第15号及び

第17号に定める報告事象が生じた場合 

２．所長は，前項に基づく報告を受けた場合，社長に報告する。 

３．第１項又は第２項に基づく報告が，不在で遂行できない場合及び夜間休祭日の報告方法は，

「DF-51-11 トラブル等の報告マニュアル」による。 

４．第１項（１）に該当する場合は，「DF-51-11 トラブル等の報告マニュアル」に基づき，直ちに原子

力規制委員会に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記訂正 
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4 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

附  則 
 

 

 

 

 

 

附則（令和２年２月１９日 原規規発第 2002199号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

 

附則（令和２年２月１３日 原規規発第 2002134号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和２年２月２１日から施行する。 

２．第５条，第３８条，第３９条及び第４２条の２の表４２の２－１における増設焼却炉建屋排気筒か

ら放出される放射性気体廃棄物の管理については，増設雑固体廃棄物焼却設備の運用を開始した時点

から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．第５７条の図５７，添付１（管理区域図）の全体図における周辺監視区域境界及び添付２（管理対

象区域図）の全体図における周辺監視区域境界については，増設雑固体廃棄物焼却設備の設置に伴う

周辺監視区域柵の設置工事が終了した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

４．添付１（管理区域図）の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理区域図面並びに

添付２（管理対象区域図）の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理対象区域図面

の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例に

よる。 

 

（省略） 

 

 

附  則 
 

附則（                        ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

 
附則（令和２年２月１９日 原規規発第 2002199号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

 

附則（令和２年２月１３日 原規規発第 2002134号） 

（施行期日） 

第１条 

 

２．第５条，第３８条，第３９条及び第４２条の２の表４２の２－１における増設焼却炉建屋排気筒か

ら放出される放射性気体廃棄物の管理については，増設雑固体廃棄物焼却設備の運用を開始した時点

から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．第５７条の図５７，添付１（管理区域図）の全体図における周辺監視区域境界及び添付２（管理対

象区域図）の全体図における周辺監視区域境界については，増設雑固体廃棄物焼却設備の設置に伴う

周辺監視区域柵の設置工事が終了した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

４．添付１（管理区域図）の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理区域図面並びに

添付２（管理対象区域図）の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理対象区域図面

の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例に

よる。 

 

（省略） 
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1 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（品質保証計画） 

第３条 

第２条に係る保安活動のための品質保証活動を実施するにあたり，以下のとおり品質保証計画を定める。 

 

（中略） 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 第４条（保安に関する組織）に定める組織（以下「組織」という。）は，本品質保証計画に従って，

品質マネジメントシステムを確立し，文書化し，実施し，かつ，維持する。また，その品質マネジメ

ントシステムの有効性を継続的に改善する。 

 

（中略） 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

 品質マネジメントシステムの文書として以下の事項を含める。また，これらの文書体系を図２に，各

マニュアルと各条文の関連を c)及び d)の表に示す。なお，記録は適正に作成する。 

a) 文書化した，品質方針及び品質目標の表明 

b) 原子力品質保証規程（Z-21） 

c) JEAC4111が要求する“文書化された手順” である以下の文書及び記録 

第3条の 

関連条項 

原子力品質

保証規程の

関連条項 

名  称 文書番号 管理箇所 

4.2，7.2.2 4.2，7.2.2 
文書及び記録管理基本マニュアル（福島

第一廃炉推進カンパニー） 
NI-32 原子力安全・統括部 

8.2.2，8.5.1 8.2.2，8.5.1 原子力品質監査基本マニュアル AM-19 内部監査室 

8.3，8.5.1, 

8.5.2，8.5.3 

8.3，8.5.1, 

8.5.2，8.5.3 

不適合管理及び是正処置・予防処置基本

マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニ

ー） 

NI-31 原子力安全・統括部 

 

 

（変更なし） 
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2 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

d) 組織内のプロセスの効果的な計画，運用及び管理を確実に実施するために，必要と決定した記録

を含む文書 

   ①以下の文書 

第3条の 

関連条項 

原子力品質 

保証規程の 

関連条項 

名  称 
文書 

番号 
管理箇所 

第3条以外の 

関連条文 

5.4.1，8.2.3, 

8.4，8.5.1 

5.4.1，8.2.3, 

8.4，8.5.1 

セルフアセスメント実施

基本マニュアル（福島第

一廃炉推進カンパニー） 

NI-37 
原子力安全・統

括部 
第 10条 

 

（中略） 

 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

運転管理基本マニュアル QI-51 
建設・運用・保

守センター 

第7条，第11条の2，第12条

～第78条，第84条，第87条， 

第94条，第95条，第120条，

第121条 

燃料管理基本マニュアル QD-52 

プール燃料取

り出しプログ

ラム部 

第19条～第23条，第25条～ 

第27条，第55条，第56条， 

第69条，第72条，第79条～ 

第86条，第103条，第104条，

第120条 

放射性廃棄物管理基本マ

ニュアル 
QJ-54 

防災・放射線セ

ンター 
第87条～第90条，第120条 

 

（中略） 

 

7.4 7.4 

調達管理基本マニュアル QH-14 
計画・設計セン

ター 
－ 

原子燃料調達基本マニュ

アル 
QD-15 

プール燃料取

り出しプログ

ラム部 

－ 

8.2.4 8.2.4 
検査及び試験基本マニュ

アル 
DG-13 

廃炉安全・品質

室 

第 19条，第 22条，第 24条，

第 27条，第 30条，第 32条，

第 39条，第 41条～第 44条，

第 47条，第 49条～第 54条，

第 57条，第 60条，第 63条，

第 81 条，第 84 条，第 107

条,第 107条の 3,第 120条 

8.2.4 8.2.4 運転管理基本マニュアル QI-51 
建設・運用・保

守センター 

第 21条，第 24条，第 27条，

第 39条，第 41条，第 51条

～第 54 条，第 58 条，第 60

条，第 61 条，第 67 条，第

84条，第 120条 

 

（中略） 

 

 

d) 組織内のプロセスの効果的な計画，運用及び管理を確実に実施するために，必要と決定した記録

を含む文書 

   ①以下の文書 

第3条の 

関連条項 

原子力品質 

保証規程の 

関連条項 

名  称 
文書 

番号 
管理箇所 

第3条以外の 

関連条文 

5.4.1，8.2.3, 

8.4，8.5.1 

5.4.1，8.2.3, 

8.4，8.5.1 

セルフアセスメント実施

基本マニュアル（福島第

一廃炉推進カンパニー） 

NI-37 
原子力安全・統

括部 
第 10条 

 

（中略） 

 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

6.3，6.4, 

7.1，7.2.1, 

7.5，7.6 

運転管理基本マニュアル QI-51 
建設・運用・保

守センター 

第7条，第11条の3，第12条

～第15条，第17条，第17条

の2，第55条，第59条，第61

条，第62条，第64条，第66

条，第72条～第77条，第87

条， 

第94条，第95条，第120条，

第121条 

燃料管理基本マニュアル QD-52 

プール燃料取

り出しプログ

ラム部 

第55条，第72条，第79条，

第80条，第85条，第86条，

第103条，第104条，第120条 

放射性廃棄物管理基本マ

ニュアル 
QJ-54 

防災・放射線セ

ンター 
第87条～第90条，第120条 

 

（中略） 

 

7.4 7.4 

調達管理基本マニュアル QH-14 
計画・設計セン

ター 
－ 

原子燃料調達基本マニュ

アル 
QD-15 

プール燃料取

り出しプログ

ラム部 

－ 

8.2.4 8.2.4 
検査及び試験基本マニュ

アル 
DG-13 

廃炉安全・品質

室 

第 107 条,第 107 条の 3,第

120条 

8.2.4 8.2.4 運転管理基本マニュアル QI-51 
建設・運用・保

守センター 
第 61条，第 120条 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 組織は，次の事項のために必要となる監視，測定，分析及び改善のプロセスを計画し，実施する。 

a) 業務・特定原子力施設に対する要求事項への適合を実証する。 

b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

 

（中略） 

 

8.3 不適合管理 

(1) 組織は，業務・特定原子力施設に対する要求事項に適合しない状況が放置されることを防ぐために，

それらを識別し，管理することを確実にする。 

(2) 不適合の処理に関する管理及びそれに関連する責任及び権限を「NI-31 不適合管理及び是正処置・

予防処置基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニー）」に規定する。 

(3) 該当する場合には，組織は，次の一つ又はそれ以上の方法で，不適合を処理する。 

a) 検出された不適合を除去するための処置をとる。 

b) 当該の権限をもつ者が，特別採用によって，その使用，リリース，又は合格と判定することを正

式に許可する。 

c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には，その不適合による影響又は

起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(4) 不適合に修正を施した場合には，要求事項への適合を実証するための再検証を行う。 

(5) 不適合の性質の記録，及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持する（4.2.4

参照）。 

(6) 組織は，原子炉施設の保安の向上を図る観点から，｢QI-51-11 トラブル等の報告マニュアル｣に定

める公開基準に従い，不適合の内容をニューシアへ登録することにより，情報の公開を行う。 

 

（省略） 

 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 組織は，次の事項のために必要となる監視，測定，分析及び改善のプロセスを計画し，実施する。 

a) 業務・特定原子力施設に対する要求事項への適合を実証する。 

b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

 

（中略） 

 

8.3 不適合管理 

(1) 組織は，業務・特定原子力施設に対する要求事項に適合しない状況が放置されることを防ぐために，

それらを識別し，管理することを確実にする。 

(2) 不適合の処理に関する管理及びそれに関連する責任及び権限を「NI-31 不適合管理及び是正処置・

予防処置基本マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニー）」に規定する。 

(3) 該当する場合には，組織は，次の一つ又はそれ以上の方法で，不適合を処理する。 

a) 検出された不適合を除去するための処置をとる。 

b) 当該の権限をもつ者が，特別採用によって，その使用，リリース，又は合格と判定することを正

式に許可する。 

c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には，その不適合による影響又は

起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(4) 不適合に修正を施した場合には，要求事項への適合を実証するための再検証を行う。 

(5) 不適合の性質の記録，及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持する（4.2.4

参照）。 

(6) 組織は，原子炉施設の保安の向上を図る観点から，｢DF-51-11 トラブル等の報告マニュアル｣に定

める公開基準に従い，不適合の内容をニューシアへ登録することにより，情報の公開を行う。 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記訂正 
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4 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（保安に関する職務） 

第５条 

保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの構築，

実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識

を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安に関する組織（原子

炉主任技術者を含む。）から適宜報告を求め，｢QI-51-11 トラブル等の報告マニュアル｣に基づき，

原子力安全を最優先し必要な指示を行う。 

 

（省略） 

 

 

（保安に関する職務） 

第５条 

保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとおり。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質マネジメントシステムの構築，

実施，維持，改善に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識

を定着させるための活動並びに安全文化の醸成活動を統轄する。また，保安に関する組織（原子

炉主任技術者を含む。）から適宜報告を求め，｢DF-51-11 トラブル等の報告マニュアル｣に基づき，

原子力安全を最優先し必要な指示を行う。 

 

（省略） 
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5 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉主任技術者の職務等） 

第９条 

原子炉主任技術者は，原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実に行うことを任務とし，「DG-24-1 原

子炉主任技術者職務運用マニュアル」に基づき，次の職務を遂行する。 

（１）原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は，運転に従事する者へ指示する。 

（２）表９－１に定める事項のうち，第１１８条及び第１１９条については，廃炉・汚染水対策最高責

任者の承認に先立ち確認し，その他の事項については，所長の承認に先立ち確認する。 

（３）表９－２に定める各職位からの報告内容等を確認する。 

（４）表９－３に定める記録の内容を確認する。 

（５）第１２１条第１項の報告を受けた場合は，自らの責任で確認した正確な情報に基づき，社長に直

接報告する。 

（６）保安の監督状況について，定期的に及び必要に応じて社長に直接報告する。 

（７）保安委員会及び運営委員会に少なくとも１名が必ず出席する。 

（８）その他，原子炉施設の運転に関する保安の監督に必要な職務を行う。  

２．原子炉施設の運転に従事する者は，原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従う。 

 

表９－１ 

条  文 内  容 

第３７条（原子炉冷却材温度及び原子

炉冷却材温度変化率） 
原子炉冷却材温度制限値 

第７８条（異常収束後の措置） 原子炉の再起動 

第８２条（燃料取替実施計画） 燃料取替実施計画 

第９２条（管理対象区域の設定及び解

除） 

第５項に定める建物等の内部における一時的な

管理対象区域の設定及び解除 

第７項に定める管理対象区域の設定及び解除 

第９２条の２（管理区域の設定及び解

除） 

第５項に定める一時的な管理区域の設定及び解

除 

第７項に定める管理区域の設定及び解除 

第１１８条（所員への保安教育） 所員の保安教育実施計画 

第１１９条（協力企業従業員への保安

教育） 
協力企業従業員の保安教育実施計画 

 

 

（原子炉主任技術者の職務等） 

第９条 

原子炉主任技術者は，原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実に行うことを任務とし，「DG-24-1 原

子炉主任技術者職務運用マニュアル」に基づき，次の職務を遂行する。 

（１）原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は，運転に従事する者へ指示する。 

（２）表９－１に定める事項のうち，第１１８条及び第１１９条については，廃炉・汚染水対策最高責

任者の承認に先立ち確認し，その他の事項については，所長の承認に先立ち確認する。 

（３）表９－２に定める各職位からの報告内容等を確認する。 

（４）表９－３に定める記録の内容を確認する。 

（５）第１２１条第１項の報告を受けた場合は，自らの責任で確認した正確な情報に基づき，社長に直

接報告する。 

（６）保安の監督状況について，定期的に及び必要に応じて社長に直接報告する。 

（７）保安委員会及び運営委員会に少なくとも１名が必ず出席する。 

（８）その他，原子炉施設の運転に関する保安の監督に必要な職務を行う。  

２．原子炉施設の運転に従事する者は，原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従う。 

 

表９－１ 

条  文 内  容 

第９２条（管理対象区域の設定及び解

除） 

第５項に定める建物等の内部における一時的な

管理対象区域の設定及び解除 

第７項に定める管理対象区域の設定及び解除 

第９２条の２（管理区域の設定及び解

除） 

第５項に定める一時的な管理区域の設定及び解

除 

第７項に定める管理区域の設定及び解除 

第１１８条（所員への保安教育） 所員の保安教育実施計画 

第１１９条（協力企業従業員への保安

教育） 
協力企業従業員の保安教育実施計画 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表９－２ 

条  文 内  容 

第１７条（地震・火災等発生時の対応） 
地震・火災が発生した場合に講じた措置

の結果 

第２３条（制御棒の操作） 制御棒操作手順 

第３５条（原子炉停止時冷却系その２） 
原子炉停止時冷却系以外の手段で崩壊熱

除去できる期間 

第６９条（複数の制御棒引き抜きを伴う検査） 制御棒操作手順 

第７３条（運転上の制限を満足しない場合） 

運転上の制限を満足していないと判断し

た場合 

運転上の制限を満足していると判断した

場合 

運転上の制限を満足していないと判断し

た時点の前の原子炉の状態への移行又は

原子炉熱出力の復帰 

第７４条（予防保全を目的とした保全作業を 

実施する場合） 

必要な安全措置 

運転上の制限外から復帰していると判断

した場合 

第７６条（異常発生時の基本的な対応） 
異常が発生した場合の原因調査及び対応

措置 

第７７条（異常時の措置） 異常の収束 

第８２条（燃料取替実施計画） 
第３項に定める取替炉心の安全性の評価

結果 

 運転上の制限を満足していないと判断し

た場合 

 放射性液体廃棄物又は放射性気体廃棄物

について放出管理目標値を超えて放出し

た場合 

第１２１条（報告） 外部放射線に係る線量当量率等に異常が

認められた場合 

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所

原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の

防護に関する規則（以下「福島第一炉規

則」という。）第 18条第 3号から第 7号

及び第9号から第17号に定める報告事象

が生じた場合 

 

 

 

表９－２ 

条  文 内  容 

第１７条（地震・火災等発生時の対応） 
地震・火災が発生した場合に講じた措置

の結果 

第７３条（運転上の制限を満足しない場合） 

運転上の制限を満足していないと判断し

た場合 

運転上の制限を満足していると判断した

場合 

第７４条（保全作業を実施する場合） 

必要な安全措置 

運転上の制限外から復帰していると判断

した場合 

第７６条（異常発生時の基本的な対応） 
異常が発生した場合の原因調査及び対応

措置 

第１２１条（報告） 

運転上の制限を満足していないと判断し

た場合 

放射性液体廃棄物又は放射性気体廃棄物

について放出管理目標値を超えて放出し

た場合 

外部放射線に係る線量当量率等に異常が

認められた場合 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所

原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の

防護に関する規則（以下「福島第一炉規

則」という。）第 18条第 3 号から第 7号

及び第9号から第17号に定める報告事象

が生じた場合 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表９－３ 

記  録  項  目 

１．運転日誌 

  ・熱出力 

  ・炉心の中性子束密度 

  ・炉心の温度 

  ・冷却材入口温度 

  ・冷却材出口温度 

  ・冷却材圧力 

  ・冷却材流量 

  ・制御棒位置 

  ・再結合装置内の温度 

  ・原子炉に使用している冷却材及び減速材の純度並びにこれらの毎日の補給量 

２．燃料に係る記録 

    ・原子炉内における燃料体の配置 

    ・使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 

    ・使用済燃料の払出し時における放射能の量 

    ・燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 

３．点検報告書 

    ・運転開始前の点検結果 

    ・運転停止後の点検結果 

４．引継日誌 

５．放射線管理に係る記録 

・原子炉本体，使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線しゃへい

物の側壁における線量当量率 

・管理区域における外部放射線に係る１週間の線量当量，空気中の放射性物質の１週

間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質

の密度 

・放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行った場合には，その状況 

 

記  録  項  目 

６．放射性廃棄物管理に係る記録 

   ・放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射

性物質の１日間及び３月間についての平均濃度 

   ・廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質

の数量，当該放射性廃棄物を容器に封入し，又は容器と一体的に固型化した場合に

は当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の場所及び方法 

   ・放射性廃棄物を容器に封入し，又は容器に固型化した場合には，その方法 

   ・発電所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量，その運搬に使用した容

器の種類並びにその運搬の経路 

７．原子炉施設の巡視又は点検の結果 

８．保安教育の実施報告書 
 

 

表９－３ 

記  録  項  目 

１．運転日誌 

  ・原子炉に使用している冷却材及び減速材の毎日の補給量 

２．燃料に係る記録 

    ・使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 

    ・使用済燃料の払出し時における放射能の量 

    ・燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 

３．引継日誌 

４．放射線管理に係る記録 

・使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線しゃへい物の側壁にお

ける線量当量率 

・管理区域における外部放射線に係る１週間の線量当量，空気中の放射性物質の１週

間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質

の密度 

・放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行った場合には，その状況 

５．放射性廃棄物管理に係る記録 

   ・放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射

性物質の１日間及び３月間についての平均濃度 

   ・廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質

の数量，当該放射性廃棄物を容器に封入し，又は容器と一体的に固型化した場合に

は当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の場所及び方法 

   ・放射性廃棄物を容器に封入し，又は容器に固型化した場合には，その方法 

   ・発電所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量，その運搬に使用した容

器の種類並びにその運搬の経路 

６．原子炉施設の巡視又は点検の結果 

７．保安教育の実施報告書 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（構成及び定義） 

第 11条 

本章における原子炉の状態の定義は，表 11のとおりとする。 

２．第３節（第 72条～第 75条を除く。）における条文の基本的な構成は次のとおりとする。 

（１）第１項：運転上の制限 

（２）第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項 

（３）第３項：運転上の制限を満足していないと判断した場合※１に要求される措置 

 

※１：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは，次のいずれかをいう。 

（１）第２項の確認を行ったところ，運転上の制限を満足していないと各プログラム部長及び各Ｇ

Ｍが判断した場合 

（２）第２項の確認を行うことができなかった場合 

（３）第２項にかかわらず運転上の制限を満足していないと各プログラム部長及び各ＧＭが判断し

た場合 

 

 

表 11※２ 

原子炉の状態 運転 起動 高温停止 冷温停止 燃料交換 

原子炉モード 

スイッチの位置 
運転 起動 

燃料取替 

又は 

停止 

燃料取替 

又は 

停止 

燃料取替 

又は 

停止 

原子炉圧力容器 

締付ボルトの状態 

全ボルト 

締付 

全ボルト 

締付 

全ボルト 

締付 

全ボルト 

締付 

１本以上ボ

ルトが緩め

られている 

原子炉冷却材温度  

 

 

 

100℃ 

以上 

100℃ 

未満 
 

※２：第 69条，第 70条及び第 71条の適用時は当該条文による。 

 

３．用語の定義は，各条に特に定めがない場合は，次のとおりとする。 

管理的手段に

よる確認 

系統・設備に対する確認事項を実際に直接的に確認するのではなく，次

の事項から１つないし複数を適切に組み合わせて間接的に確認すること

をいう。ただし，実際に直接的に確認することを妨げるものではない。 

（１）当該系統・設備において，その機能に影響を及ぼす警報が発生し

ていないこと。 

（２）当該系統・設備の必要な機器に電源が供給されていること。 

（３）当該系統・設備が機能することを示す至近の記録を確認すること。 

（４）当該系統・設備に対して施錠又は区域管理等が実施されているこ

と。 

原子炉圧力 原子炉圧力容器ドーム部の圧力をいう。 

原子炉建屋内

で照射された

燃料に係る作

業 

原子炉建屋内で照射された燃料の移動作業及び新燃料又は制御棒の移動

の際に照射された燃料上を通過する作業をいう。なお，照射された燃料

に係る作業の中止の措置が要求された場合であって，進行中の作業を安

全な状態で終了させる場合を除く。 

スタック 通常の制御棒挿入・引抜操作を行った際に，制御棒が挿入又は引き抜き

ができない状況が発生し，動作不能と判断できない状態をいう。なお，

所定の位置で制御棒の位置を固定できない場合を含む。 
 

 

（構成及び定義） 

第 11条 

本章における原子炉の状態は，原子炉に燃料が装荷されていない状態とする。 

２．第３節（第 72条～第 75条を除く。）における条文の基本的な構成は次のとおりとする。 

（１）第１項：運転上の制限 

（２）第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項 

（３）第３項：運転上の制限を満足していないと判断した場合※１に要求される措置 

 

※１：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは，次のいずれかをいう。 

（１）第２項の確認を行ったところ，運転上の制限を満足していないと各ＧＭ※２が判断した場合 

 

（２）第２項の確認を行うことができなかった場合 

（３）第２項にかかわらず運転上の制限を満足していないと各ＧＭ※２が判断した場合 

 

※２：各ＧＭが不在で運転上の制限を満足していないと判断できない場合は，当直長が運転上の制限を

満足していないと判断し，要求される措置を開始させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．用語の定義は，各条に特に定めがない場合は，次のとおりとする。 

管理的手段に

よる確認 

系統・設備に対する確認事項を実際に直接的に確認するのではなく，次

の事項から１つないし複数を適切に組み合わせて間接的に確認すること

をいう。ただし，実際に直接的に確認することを妨げるものではない。 

（１）当該系統・設備において，その機能に影響を及ぼす警報が発生し

ていないこと。 

（２）当該系統・設備の必要な機器に電源が供給されていること。 

（３）当該系統・設備が機能することを示す至近の記録を確認すること。 

（４）当該系統・設備に対して施錠又は区域管理等が実施されているこ

と。 

原子炉建屋内

で照射された

燃料に係る作

業 

原子炉建屋内で照射された燃料の移動作業及び新燃料又は制御棒の移動

の際に照射された燃料上を通過する作業をいう。なお，照射された燃料

に係る作業の中止の措置が要求された場合であって，進行中の作業を安

全な状態で終了させる場合を除く。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

速やかに 第３節運転管理において「速やかに」とは，可能な限り短時間で実施す

るものであるが，一義的に時間を決められないものであり，意図的に遅

延させることなく行うことを意味する。なお，要求される措置を実施す

る場合には，上記の主旨を踏まえた上で，組織的に実施する※３準備が整

い次第行う活動を意味する。また，複数の「速やかに」実施することが

要求される措置に規定されている場合は，いずれか一つの要求される措

置を「速やかに」実施し，引き続き遅滞なく，残りの要求される措置を

実施する。 

制御棒が全挿

入かつ除外 

制御棒が全挿入された状態で，制御棒駆動機構を除外した状態をいう。 

制御棒駆動機

構を除外 

制御棒駆動水圧系の駆動水及び排出水の元弁を閉鎖することをいう。 

挿入可能な制

御棒 

制御棒駆動機構を除外していない制御棒をいう。 

定検停止後の

原子炉起動 

施設定期検査（以下「定期検査」という。）のために原子炉を停止した後

の原子炉起動をいう。 

定検停止時 定期検査のために原子炉が停止している期間をいう。 

炉心変更 原子炉の状態が燃料交換において，原子炉圧力容器内における燃料の移

動，制御棒の挿入・引抜及び中性子源の移動をいう。ただし，炉心変更

には，中性子検出器の移動，空セル（制御棒周辺の燃料４体が全て取り

出されている状態）における制御棒の挿入・引抜及び取付け・取外しは

含まない。なお，炉心変更の中止の措置が要求された場合でも，進行中

の移動操作を安全な状態で終了させること及び制御棒の挿入は除外され

る。 

安全確保設備

等 

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される特定原子力施設

に対する『措置を講ずべき事項』に基づく『実施計画』の提出について」

において提出した実施計画に係る以下の設備等をいう。 

 

（１）原子炉等の監視 

（２）残留熱の除去 

（３）原子炉格納施設雰囲気の監視等 

（４）燃料取出し及び取り出した燃料の適切な貯蔵・管理 

（５）電源の確保 

（６）電源喪失に対する設計上の考慮 

（７）放射性固体廃棄物の処理・保管・管理 

（８）放射性液体廃棄物の処理・保管・管理 

（９）放射性気体廃棄物の処理・管理 

（10）放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射線防護等 

（11）作業者の被ばく線量の管理等 

（12）緊急時対策 

 

※３：関係者への連絡，各運転員への指示，手順の準備・確認等を行うこと。 

 

４．本編における「当直長」とは，５／６号炉の当直長をいう。 

 

 

速やかに 第３節運転管理において「速やかに」とは，可能な限り短時間で実施す

るものであるが，一義的に時間を決められないものであり，意図的に遅

延させることなく行うことを意味する。なお，要求される措置を実施す

る場合には，上記の主旨を踏まえた上で，組織的に実施する※３準備が整

い次第行う活動を意味する。また，複数の「速やかに」実施することが

要求される措置に規定されている場合は，いずれか一つの要求される措

置を「速やかに」実施し，引き続き遅滞なく，残りの要求される措置を

実施する。 

定検停止時 施設定期検査（以下「定期検査」という。）のために原子炉が停止してい

る期間をいう。 

安全確保設備

等 

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置される特定原子力施設

に対する『措置を講ずべき事項』に基づく『実施計画』の提出について」

において提出した実施計画に係る以下の設備等をいう。 

 

（１）原子炉等の監視 

（２）残留熱の除去 

（３）原子炉格納施設雰囲気の監視等 

（４）燃料取出し及び取り出した燃料の適切な貯蔵・管理 

（５）電源の確保 

（６）電源喪失に対する設計上の考慮 

（７）放射性固体廃棄物の処理・保管・管理 

（８）放射性液体廃棄物の処理・保管・管理 

（９）放射性気体廃棄物の処理・管理 

（10）放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射線防護等 

（11）作業者の被ばく線量の管理等 

（12）緊急時対策 

 

※３：関係者への連絡，各運転員への指示，手順の準備・確認等を行うこと。 

 

４．本編における「当直長」とは，５／６号炉の当直長をいう。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉の運転期間） 

第１１条の２ 

所長は，表１１の２に定める原子炉の運転期間※１の範囲内で運転を行う。なお，実用発電用原子炉の

設置，運転等に関する規則第４９条第１項第２号に基づき，原子力規制委員会が定期検査を受けるべき

時期を定めて承認している場合は，その承認を受けた時期の範囲内で運転を行う。 

 

表１１の２ 

 ５号炉 ６号炉 

原子炉の運転期間 13ヶ月 13ヶ月 

※１：原子炉の運転期間とは，定期検査が終了した日から，次回定期検査を開始するために原子炉を停

止するまでの期間をいう。なお，「原子炉を停止する」とは，当該原子炉の主発電機の解列をい

う。以下，本条において同じ。 

 

 

 

第１１条の２ 

 削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（記載なし） 

 

（原子炉の運転停止に関する恒久的な措置） 

第１１条の３ 

当直長は，次の事項を遵守する。 

（１）原子炉内に燃料を装荷しないこと。 

（２）原子炉モードスイッチを「停止」位置から他の位置に切り替えないこと。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉の運転員の確保） 

第 12条 

運用部長は，原子炉の運転に必要な知識を有する者を確保する。なお，原子炉の運転に必要な知識を

有する者とは，原子炉の運転に関する実務の研修を受けた者をいう。 

２．運用部長は，原子炉の運転にあたって前項で定める者の中から，１班あたり表 12－１に定める人数

の者をそろえ，５班以上編成した上で２交替勤務を行わせる。なお，特別な事情がある場合を除き，

運転員は連続して 24 時間を超える勤務を行ってはならない。また，表 12－１に定める人数のうち，

１名は当直長とし，運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任され

た者とする。 

３．運用部長は，表 12－１に定める人数のうち，表 12－２に定める人数の者を主機操作員以上の職位

にある運転員の中から常時中央制御室に確保する。なお，表 12－２に定める人数のうち，原子炉の状

態が運転，起動及び高温停止の場合においては，１名は当直長又は当直副長とする。 

 

 表 12－１ 

         中央制御室名 

 

原子炉の状態 

５／６号炉 

運転，起動，高温停止の場合※１ ５名以上 

冷温停止，燃料交換の場合※２ ３名以上 

 

 表 12－２ 

         中央制御室名 

 

原子炉の状態 

５／６号炉 

運転，起動，高温停止の場合※１ ３名以上 

冷温停止，燃料交換の場合※２ ２名以上 

 

 ※１：原子炉１基以上が該当する場合 

 ※２：原子炉が２基とも該当する場合 
 

 

（原子炉施設の運転員の確保） 

第 12条 

運用部長は，原子炉施設の運転に必要な知識を有する者を確保する。なお，原子炉施設の運転に必要

な知識を有する者とは，原子炉施設の運転に関する実務の研修を受けた者をいう。 

２．運用部長は，原子炉施設の運転にあたって前項で定める者の中から，１班あたり表 12 に定める人

数の者をそろえ，５班以上編成した上で２交替勤務を行わせる。なお，特別な事情がある場合を除き，

運転員は連続して 24時間を超える勤務を行ってはならない。また，表 12に定める人数のうち，１名

は当直長とし，運転責任者として原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任された者

とする。 

３．運用部長は，表 12 に定める人数のうち，２名以上を主機操作員以上の職位にある運転員の中から

常時中央制御室に確保する。 

 

 

 表 12 

          

 

 

当直 

１班あたりの人数 ３名以上 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（マニュアルの作成） 

第 14条 

運用支援ＧＭは，次の各号に掲げる当直長又は運用支援ＧＭが実施する原子炉施設の運転管理に関す

る事項のマニュアルを作成し，制定・改定にあたっては，第７条第２項に基づき運営委員会の確認を得

る。 

（１）原子炉の起動及び停止操作に関する事項 

（２）巡視点検に関する事項 

（３）異常時の操作に関する事項 

（４）警報発生時の措置に関する事項 

（５）原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

（６）定例試験に関する事項 

 

 

（マニュアルの作成） 

第 14条 

運用支援ＧＭは，次の各号に掲げる当直長又は運用支援ＧＭが実施する原子炉施設の運転管理に関す

る事項のマニュアルを作成し，制定・改定にあたっては，第７条第２項に基づき運営委員会の確認を得

る。 

 

（１）巡視点検に関する事項 

（２）異常時の操作に関する事項 

（３）警報発生時の措置に関する事項 

（４）原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

（５）定例試験に関する事項 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉起動前の確認事項） 

第 16条 

当直長は，原子炉起動前に，次の施設及び設備を点検し，異常の有無を確認する。 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水及び排気施設 

２．当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，第３節で定める定検停止時に実施する検査の結果を確認

する。 

 

 

 

第 16条 

 削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（地震・火災等発生時の対応） 

第 17条 

各プログラム部長及び各ＧＭは，地震・火災が発生した場合は次の措置を講じるとともに，その結果

を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（１）震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後原子炉施設の損傷の有無を確認する。 

（２）原子炉施設に火災が発生した場合は，早期消火及び延焼の防止に努め，鎮火後原子炉施設の損傷

の有無を確認する。 

２．初期消火活動のための体制の整備として，次の措置を講じる。 

（１）労働安全・防火ＧＭは，発電所から消防機関へ通報するため，専用回線を使用した通報設備を免

震重要棟緊急時対策所及び新事務本館緊急時対策室に設置する※２｡ 

（２）労働安全・防火ＧＭは，初期消火活動を行う要員として，１０名以上を常駐させるとともに，こ

の要員に対する火災発生時の通報連絡体制を定める。 

（３）労働安全・防火ＧＭは，初期消火活動を行うため，表１７に示す化学消防自動車及び泡消火薬剤

を配備する。また，初期消火活動に必要なその他資機材を定め，配備する。 

（４）当直長は，第１３条に定める巡視により，火災発生の有無を確認する。 

（５）各プログラム部長及び各ＧＭは，震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後発電所

内※３の火災発生の有無を確認するとともに，その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（６）労働安全・防火ＧＭは，前各号に定める初期消火活動のための体制について，総合的な訓練及び

初期消火活動の結果を１年に１回以上評価するとともに，評価結果に基づき，より適切な体制とな

るよう必要な見直しを行う。 

 

表１７ 

設備 数量 

化学消防自動車※４ １台※５ 

泡消火薬剤 

(化学消防自動車保有分を含む) 

１５００リットル以上 

 

３．当直長は，山火事，台風，津波等の影響により，原子炉施設に重大な影響を及ぼす可能性があると

判断した場合は,運用部長に報告する。運用部長は，所長，原子炉主任技術者及び各プログラム部長

及び各ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

 

※１：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等の震度をいう。 

※２：専用回線，通報設備が点検又は故障により使用不能となった場合を除く。ただし，点検後又は

修復後は遅滞なく復旧させる。 

※３：重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有する構築物，系統及び機器とする。 

※４：４００リットル毎分の泡放射を同時に２口行うことが可能な能力を有すること。 

※５：化学消防自動車が，点検又は故障の場合には，※４に示す能力を有する水槽付消防ポンプ自動

車等をもって代用することができる。 

 

 

（地震・火災等発生時の対応） 

第 17条 

各プログラム部長及び各ＧＭは，地震・火災が発生した場合は次の措置を講じるとともに，その結果

を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（１）震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後原子炉施設の損傷の有無を確認する。 

（２）原子炉施設に火災が発生した場合は，早期消火及び延焼の防止に努め，鎮火後原子炉施設の損傷

の有無を確認する。 

２．初期消火活動のための体制の整備として，次の措置を講じる。 

（１）労働安全・防火ＧＭは，発電所から消防機関へ通報するため，専用回線を使用した通報設備を免

震重要棟緊急時対策所及び新事務本館緊急時対策室に設置する※２｡ 

（２）労働安全・防火ＧＭは，初期消火活動を行う要員として，１０名以上を常駐させるとともに，こ

の要員に対する火災発生時の通報連絡体制を定める。 

（３）労働安全・防火ＧＭは，初期消火活動を行うため，表１７に示す化学消防自動車及び泡消火薬剤

を配備する。また，初期消火活動に必要なその他資機材を定め，配備する。 

（４）当直長は，第１３条に定める巡視により，火災発生の有無を確認する。 

（５）各プログラム部長及び各ＧＭは，震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地震終了後発電所

内※３の火災発生の有無を確認するとともに，その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（６）労働安全・防火ＧＭは，前各号に定める初期消火活動のための体制について，総合的な訓練及び

初期消火活動の結果を１年に１回以上評価するとともに，評価結果に基づき，より適切な体制とな

るよう必要な見直しを行う。 

 

表１７ 

設備 数量 

化学消防自動車※４ １台※５ 

泡消火薬剤 

(化学消防自動車保有分を含む) 

１５００リットル以上 

 

３．各プログラム部長及び各ＧＭは，山火事，台風，津波等の影響により，原子炉施設に重大な影響を

及ぼす可能性があると判断した場合は,運用部長に報告する。運用部長は，所長，原子炉主任技術者

及び各プログラム部長及び各ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて原子炉施設の健全性を維持する

ための措置について協議する。 

 

※１：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等の震度をいう。 

※２：専用回線，通報設備が点検又は故障により使用不能となった場合を除く。ただし，点検後又は

修復後は遅滞なく復旧させる。 

※３：重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有する構築物，系統及び機器とする。 

※４：４００リットル毎分の泡放射を同時に２口行うことが可能な能力を有すること。 

※５：化学消防自動車が，点検又は故障の場合には，※４に示す能力を有する水槽付消防ポンプ自動

車等をもって代用することができる。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

93



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第２編） 

16 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（水質管理） 

第 18条 

分析評価ＧＭは，原子炉起動時の出力上昇期間と原子炉停止時の出力降下期間を除く原子炉運転中の

原子炉冷却材の塩素イオンを１ヶ月に１回測定し，その結果を当直長に通知する。 

 

２．当直長は，原子炉起動時の出力上昇期間と原子炉停止時の出力降下期間を除く原子炉運転中の原子

炉冷却材の導電率及びｐＨを１ヶ月に１回確認する。 

 

３．当直長は，原子炉冷却材の水質が表 18 に定める基準値の範囲にない場合は，基準値の範囲内に回

復するよう努める。 

 

 表 18 

項  目 基 準 値 

原子炉冷却材 

（原子炉水） 

導電率 １μＳ/ｃｍ以下 

（25℃において） 

ｐＨ 5.6～8.6 

（25℃において） 

塩素イオン 0.1ｐｐｍ以下 
 

 

 

第 18条 

 削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（停止余裕） 

第 19条 

原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温停止及び燃料交換において，停止余裕は，表 19－１で定

める事項を運転上の制限とする。 

 

２．停止余裕が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。燃料

取替終了後，次号に定める停止余裕の検査を行うまでは制御棒の引き抜きを行ってはならない。 

（１）プール燃料取り出しプログラム部長は，燃料取替終了後，停止余裕の検査を 0.38％Δｋ/ｋ※１

の反応度補正をした状態で実施し，その結果を当直長に通知する。 

 

３．当直長は，停止余裕が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 19－２の

措置を講じる。 

 

 ※１：制御棒及び燃料の製作公差並びに計算誤差を考慮した値。 

 

 表 19－１ 

項  目 運転上の制限 

停止余裕 
挿入可能な制御棒のうち最大反応度価値の制御棒１本が挿入されな

い場合でも，原子炉を常に冷温で臨界未満にできること 

 

 

 

 

第 19条 

 削除 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

95



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第２編） 

18 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 表 19－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉の状態が運

転及び起動におい

て停止余裕を満足

しない場合 

A1.停止余裕を満足させる措置を実施する。 ６時間 

B.条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.高温停止にする。 24時間 

C.原子炉の状態が高

温停止において停

止余裕を満足しな

い場合 

C1.挿入可能な全制御棒の全挿入操作を開始する。 速やかに 

D.原子炉の状態が冷

温停止において停

止余裕を満足しな

い場合 

D1.挿入可能な全制御棒の全挿入操作を開始する。 

及び 

D2.原子炉建屋大物機器搬入口及び原子炉建屋の二

重扉の各々において，少なくとも１つの閉鎖状

態を確保するための措置を開始する。 

及び 

D3.原子炉建屋給排気隔離弁機能を確保するための

措置を開始する。 

及び 

D4.非常用ガス処理系１系列を動作可能な状態とす

るための措置を開始する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

E.原子炉の状態が燃

料交換において停

止余裕を満足しな

い場合 

E1.炉心変更を中止する。 

及び 

E2.１体以上の燃料が装荷されているセルに挿入可

能な全制御棒の全挿入操作を開始する。 

及び 

E3.原子炉建屋大物機器搬入口及び原子炉建屋の二

重扉の各々において，少なくとも１つの閉鎖状

態を確保するための措置を開始する。 

及び 

E4.原子炉建屋給排気隔離弁機能を確保するための

措置を開始する。 

及び 

E5.非常用ガス処理系１系列を動作可能な状態とす

るための措置を開始する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（反応度監視） 

第 20条 

原子炉の状態が運転において，反応度の予測値と監視値の差※１は，表 20－１で定める事項を運転上

の制限とする。 

 

２．反応度の予測値と監視値の差が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次

の各号を実施する。 

（１）プール燃料取り出しプログラム部長は，燃料取替後の原子炉起動操作※２終了から３日間以内に１

回反応度の予測値と監視値の差を評価する。 

（２）プール燃料取り出しプログラム部長は，原子炉の状態が運転において，燃焼度の増分が 1,000Ｍ

Ｗｄ/ｔに１回反応度の予測値と監視値の差を評価する。 

 

３．プール燃料取り出しプログラム部長が，反応度の予測値と監視値の差が第１項で定める運転上の制

限を満足していないと判断した場合，プール燃料取り出しプログラム部長及び当直長は，表 20－２の

措置を講じる。 

 

 ※１：反応度の予測値と監視値の差を評価する手段としては，制御棒密度の予測値と監視値の差を用

いる。このとき，制御棒密度には 24ポジション以上に引き抜かれている制御棒は含まない。 

 ※２：原子炉起動操作とは，原子炉起動に関係する制御棒操作及び出力変化を伴う炉心流量操作のこ

とをいう。 

 

 表 20－１ 

項  目 運転上の制限 

反応度の予測値と監視値の差 ±１％Δｋ/ｋ以内 

 

 表 20－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.プール燃料取り出しプログラム

部長が，反応度の予測値と監視

値の差が運転上の制限を満足し

ていないと判断した場合 

A1. プール燃料取り出しプログラム部長

は，反応度差を生じた原因の調査及び

対応措置を行い，運転継続を許容でき

るか判断し，その結果を当直長に通知

する。 

３日間 

B.条件Ａで要求される措置を完了

時間内に達成できない場合 

又は 

プール燃料取り出しプログラム

部長が運転継続を許容できない

と判断した場合 

B1.当直長は，高温停止にする。 24時間 

 

 

 

第 20条 

 削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（制御棒の動作確認） 

第 21条 

原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒は表 21－１で定める事項を運転上の制限とする。ただ

し，全挿入位置の制御棒及び引抜制御棒１本だけが動作不能※１の場合を除く。 

 

２．制御棒が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，全制御棒の位置を 24時間に１回確認する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，１ノッチの挿入・引抜が可能であることを１

ヶ月に１回確認する。ただし，全挿入位置の制御棒，動作不能となった制御棒及びスタックした制

御棒を除く。また，他の条文で制御棒の操作を禁止された場合も除く。 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒を全引抜位置にする毎に，制御棒と制

御棒駆動機構が結合していることを確認する。 

 

３．当直長は，制御棒が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，当該制御棒が

スタック又は動作不能かを速やかに判断し，表 21－２－１又は表 21－２－２の措置を講じる。 

 

 ※１：動作不能とは，次のいずれかの条件に該当し，かつスクラム挿入は可能と判断された状態※２

をいう。 

    ①制御棒の位置が確認できない。 

    ②通常駆動による制御棒の挿入ができない又は引き抜きができない。ただし，原子炉手動操作

系又は制御棒駆動水圧系の不具合として特定される場合は，制御棒操作が必要となるまでは

動作不能とはみなさない。 

    ③制御棒と制御棒駆動機構が結合していることを確認できない。 

 ※２：スクラム挿入が可能と判断された状態とは，当該制御棒の制御棒スクラムアキュムレータの圧

力が表 22－２で定める値であること及び原子炉保護系計装の［スクラム回路（自動）］要素が

動作不能でないことが確認された状態をいう。 

 

 表 21－１ 

項  目 運転上の制限 

制御棒 
（１） 制御棒がスタックしていないこと 

（２） 制御棒が動作不能でないこと 
 

 

 

第 21条 

 削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 21－２－１（制御棒がスタックした場合） 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.引抜制御棒が１本スタッ

クした場合 

 

A1.当該制御棒駆動機構を除外する。 

及び 

A2.プール燃料取り出しプログラム部長は停止

余裕を評価し，その結果を当直長に通知す

る。 

及び 

A3.当該制御棒以外の引抜制御棒に対して１ノ

ッチの挿入・引抜が可能であることを確認す

る。 

２時間 

 

３日間 

 

 

24時間 

B.引抜制御棒が２本以上ス

タックした場合 

B1.当該制御棒駆動機構を除外する。 

及び 

B2.高温停止にする。 

２時間 

 

24時間 

C.条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

C1.高温停止にする。 24時間 

 

表 21－２－２（制御棒が動作不能の場合） 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.引抜制御棒が２本以上動

作不能となった場合 

A1.当該制御棒の操作を行わない。 

及び 

A2.動作不能となった制御棒を２本未満にする。 

速やかに 

 

24時間 

B.条件Ａで要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合（該当制御棒が８

本以下の場合） 

B1.当該制御棒を全挿入する。（要求される措置

A1 は適用除外とする） 

及び 

B2.当該制御棒駆動機構を除外する。 

３時間 

 

 

４時間 

C.条件Ａ（該当制御棒が９本

以上の場合）又はＢで要求

される措置を完了時間内

に達成できない場合 

C1.高温停止にする。（要求される措置 A1 は適

用除外とする） 

24時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（制御棒のスクラム機能） 

第 22条 

原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒のスクラム機能は，表 22－１で定める事項を運転上の

制限とする。ただし，制御棒駆動機構を除外した制御棒を除く。 

 

２．制御棒のスクラム機能が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号

を実施する。 

（１）プール燃料取り出しプログラム部長は，定検停止時に制御棒駆動水圧系の検査で，スクラム時間

が表 22－２に定める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒駆動機構を除外した制御棒を除き，制

御棒スクラムアキュムレータの圧力が表 22－２に定める値であることを１週間に１回確認する。ま

た，当直長は，必要に応じて制御棒スクラムアキュムレータの充填を行う。 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒駆動機構を除外した制御棒が発生した

場合は，他の制御棒のスクラム時間の平均値が表 22－２に定める値であることを管理的手段により

確認する。 

 

３．当直長は，制御棒のスクラム機能が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表 22－３の措置を講じる。 

 

 表 22－１ 

項  目 運転上の制限 

制御棒のスクラム機能 動作可能であること 

 

 表 22－２ 

項  目 判 定 値 

 
全制御棒のスクラム時間の平均値 

（90％挿入） 
3.5秒以下 

 制御棒スクラムアキュムレータの圧力 6.5ＭＰａ[gage]以上 

 

 表 22－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.制御棒スクラムアキュムレ

ータ１基の圧力が表 22－２

を満足しない場合 

A1.当該制御棒スクラムアキュムレータの

圧力を表 22－２に定める値に復旧する。 

又は 

A2.当該制御棒を全挿入する。 

８時間 

 

 

８時間 

B.制御棒スクラムアキュムレ

ータ２基以上の圧力が表 22

－２を満足しない場合 

B1.当該制御棒スクラムアキュムレータの

圧力を表 22－２に定める値に復旧する。 

又は 

B2.当該制御棒を全挿入する。 

１時間 

 

 

１時間 

C.条件Ａ又はＢで要求される

措置を完了時間内に達成で

きない場合 

C1.当該制御棒がスタックしたとみなす。 １時間 

 

 

 

第 22条 

 削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（制御棒の操作） 

第 23条 

原子炉の状態が運転及び起動において，かつ原子炉熱出力 10％相当以下の場合，制御棒の操作は，表

23－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．制御棒の操作が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施す

る。 

（１）プール燃料取り出しプログラム部長は，原子炉の状態が運転及び起動において，かつ原子炉熱出

力 10％相当以下の場合における制御棒操作に先立ち，制御棒操作手順を作成し，原子炉主任技術者

の確認を得て当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，かつ原子炉熱出力 10％相当以下の場合，制御

棒価値ミニマイザを使用して，制御棒の操作を行う。なお，制御棒価値ミニマイザが使用不可能な

場合は，制御棒操作手順に従って操作されていることを確認するため，制御棒の操作を行う運転員

の他に少なくとも１名の運転員を配置して，制御棒の操作を行う。さらに，制御棒の操作の都度，

制御棒操作手順に定める位置に適合させるように制御棒の操作を行うが，制御棒操作手順に定める

位置にないことを確認した場合は，速やかに当該制御棒を制御棒操作手順に定める位置に適合させ

る。 

 

３．当直長は，制御棒の操作が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 23

－２の措置を講じる。 

 

 表 23－１ 

項  目 運転上の制限 

制御棒の操作 あらかじめ定められた制御棒操作手順に従って実施すること 

 

 表 23－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.１本以上８本以下の制御棒を

制御棒操作手順で定めた位置

に適合させることができない

場合 

A1.制御棒を制御棒操作手順で定めた位

置に適合させる。※１ 

８時間 

B.条件Ａで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

B1.当該制御棒を全挿入する。 

及び 

B2.当該制御棒駆動機構を除外する。 

３時間 

 

４時間 

C.条件Ｂで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

C1.高温停止にする。 24時間 

D.９本以上の制御棒を制御棒操

作手順で定めた位置に適合さ

せることができない場合 

D1.制御棒を制御棒操作手順で定めた位

置に適合させる。※２ 

１時間 

E.条件Ｄで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

E1.原子炉をスクラムさせる。 速やかに 

 

 ※１：制御棒操作手順で定めた位置に適合させる操作にあたっては，制御棒操作手順で定めた位置に

適合させるための操作を除いて，制御棒の引き抜きを行ってはならない。 

 ※２：制御棒操作手順で定めた位置に適合させる操作にあたっては，制御棒操作手順で定めた位置に

適合させるための操作を含めて，制御棒の引き抜きを行ってはならない。 

 

 

 

第 23条 

 削除 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

101



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第２編） 

24 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（ほう酸水注入系） 

第 24条 

原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水注入系は，表 24－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

 

２．ほう酸水注入系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施

する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，ほう酸水注入系の機能を確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前にほう酸水注入系の主要な手動弁と電動弁※１（６号炉のみ）

が原子炉の状態に応じた開閉状態であることを確認する。 

（３）分析評価ＧＭは，原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水濃度を１ヶ月に１回測定し，

その結果を当直長に通知する。 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水貯蔵タンクの水位及び温度が図 24

－１，２の範囲内にあることを毎日１回確認する。 

（５）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，ほう酸水注入ポンプの吐出圧力が表 24－２に

定める値であることを１ヶ月に１回確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際

し使用した弁が待機状態にあることを確認する。 

 

３．当直長は，ほう酸水注入系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 24

－３の措置を講じる。 

 

 ※１：主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電動弁（６号炉のみ）並びにこれらの配

管に接続する配管上の手動弁のうち一次弁をいう。ここでいう主要配管とは，ほう酸水注入系

に期待されている機能を達成するためのほう酸水貯蔵タンクからほう酸水注入ポンプまでの

吸込配管及びほう酸水注入ポンプから原子炉圧力容器までの注入配管をいう。 

 

 表 24－１ 

項  目 運転上の制限 

ほう酸水注入系 

（１）１系列※２が動作可能であること 

（２）原子炉を冷温停止にするのに必要なほう酸

水の量が確保されていること 

※２：１系列とは，ポンプ１台及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

 

表 24－２ 

項  目 

(ほう酸水注入ポンプ吐出圧力) 
判 定 値 

５号炉 9.14ＭＰａ[gage]以上 

６号炉 8.43ＭＰａ[gage]以上 

 

表 24－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.ほう酸水貯蔵タンクの水位及び温

度が図 24－１，図 24－２の範囲内

にない場合 

A1.ほう酸水貯蔵タンクの水位及び

温度を図 24－１，図 24－２の範

囲内に復旧する。 

３日間 

B.ほう酸水注入系が動作不能の場合 B1.ほう酸水注入系を復旧する。 ８時間 

C.条件Ａ又はＢで要求される措置を

完了時間内に達成できない場合 

C1.高温停止にする。 24時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 図 24－１ 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

タ
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　　　ほ　う　酸　水　濃　度　　［Ｗｔ　％］
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 図 24－２ 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

温
 
度
 
 
(℃

) 

　　　ほ　う　酸　水　溶　解　度　　［Ｗｔ　％］
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉熱的制限値） 

第 25条 

原子炉熱出力が 30％以上において，最小限界出力比及び燃料棒最大線出力密度は，表 25－１で定め

る事項を運転上の制限とする。 

 

２．最小限界出力比及び燃料棒最大線出力密度が，前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉熱出力 30％以上において，最小限界出力比及び燃料棒最大線出力密度を 24時

間に１回確認する。 

 

３．当直長は，最小限界出力比又は燃料棒最大線出力密度が第１項で定める運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合，表 25－２の措置を講じる。 

 

表 25－1 

１． ５号炉 

項  目 運転上の制限 

１．最小限界出力比 

サイクル初期から，サイクル末期よりさかのぼって炉心平均燃焼度で

2,000ＭＷｄ／ｔ手前までの期間 

高燃焼度８×８燃料 

９×９燃料（Ａ型） 

９×９燃料（Ｂ型） 

上記以外の期間 

９×９燃料のみが装荷されている場合以外 

高燃焼度８×８燃料 

９×９燃料（Ａ型） 

９×９燃料（Ｂ型） 

９×９燃料のみが装荷されている場合 

９×９燃料（Ａ型） 

９×９燃料（Ｂ型） 

９×９燃料（Ｂ型）のみが装荷されている場合 

９×９燃料（Ｂ型）のみが装荷されている場合以外 

 

 

 

1.26以上 

1.26以上 

1.25以上 

 

 

1.34以上 

1.36以上 

1.35以上 

 

1.34以上 

 

1.28以上 

1.32以上 

２．燃料棒最大線出力密度 44.0ｋＷ／ｍ 

以下 

２． ６号炉 

項  目 運転上の制限 

１．最小限界出力比 

サイクル初期から，サイクル末期よりさかのぼって炉心平均燃焼度で

2,000ＭＷｄ／ｔ手前までの期間 

高燃焼度８×８燃料 

９×９燃料（Ａ型） 

９×９燃料（Ｂ型） 

上記以外の期間 

高燃焼度８×８燃料 

９×９燃料（Ａ型） 

９×９燃料（Ｂ型） 

９×９燃料（Ｂ型）のみが装荷されている場合 

９×９燃料（Ｂ型）のみが装荷されている場合以外 

 

 

 

1.24以上 

1.23以上 

1.22以上 

 

1.33以上 

1.35以上 

 

1.27以上 

1.33以上 

２．燃料棒最大線出力密度 44.0ｋＷ／ｍ 

以下 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 25－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足していない

と判断した場合 

A1.制限値以内に復旧する措置※１を開始

する。 

速やかに 

 

 ※１：原子炉熱出力を 30％未満にすることを含む。 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉熱出力及び炉心流量） 

第 26条 

原子炉熱出力が 30％以上において，原子炉熱出力及び炉心流量は，表 26－１で定める事項を運転上

の制限とする。 

 

２．原子炉熱出力及び炉心流量が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の

各号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉熱出力 30％以上において，原子炉熱出力及び炉心流量が図２６に定める運転範

囲にあることを 24時間に１回確認する。 

（２）プール燃料取り出しプログラム部長は，定格熱出力一定運転にあたり，原子炉熱出力について運

転管理目標を定め，当直長に通知する。当直長は，定格熱出力一定運転において，原子炉熱出力の

瞬時値※１及び１時間平均値※２が原子炉熱出力１００％以下であることを１時間に１回確認する。 

 

３．当直長は，原子炉熱出力及び炉心流量が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した

場合，表 26－２の措置を講じる。 

 

 表 26－１ 

項 目 運転上の制限 

原子炉熱出力 

及び炉心流量 

図 26に定める運転範囲にあること 

 

 表 26－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足していな

いと判断した場合 

A1.運転範囲内に復旧する措置※３を開始

する。 

速やかに 

 

 ※１：瞬時値とは，計算機により算出される１分値をいう。ただし，計算機により確認ができない場合は，

平均出力領域モニタで確認する値をいう。瞬時値は原子炉熱出力のゆらぎを考慮し，原子炉熱出力

１００％に対して１％未満の超過の場合は，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

 ※２：１時間平均値とは，計算機により算出される当該１時間の瞬時値の平均値をいう。ただし，計算機

により確認ができない場合は，平均出力領域モニタで確認する値をいう。 

 ※３：原子炉熱出力を 30％未満にすることを含む。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

図 26 

１．５号炉 

 

 
 

２． ６号炉 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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原子炉熱出力 100％  2,381ＭＷ 

炉心流量 100％  33,300ｔ/ｈ 

(29,30) 

(41,65) 

(105,100) 

(112,30) 

(85,100) 

(45,71) 
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(29,30) 

(39,55) 

(55,79) 

(85,100) (105,100) 

(115,30) 

原子炉熱出力 100％  3,293ＭＷ 

炉心流量 100％  48,300ｔ/ｈ 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（計測及び制御設備） 

第 27条 

原子炉の状態に応じて，次の計測及び制御設備※１は，表 27－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

［５号炉］ 

（１）原子炉保護系計装 

（２）起動領域モニタ計装 

（３）非常用炉心冷却系計装 

（炉心スプレイ系計装，低圧注水系計装，高圧注水系計装，自動減圧系計装） 

（４）格納容器隔離系計装 

（主蒸気隔離弁計装，格納容器隔離系計装，原子炉建屋隔離系計装） 

（５）その他の計装 

（非常用ディーゼル発電機計装，原子炉隔離時冷却系計装，原子炉再循環ポンプトリップ計装，制

御棒引抜監視装置計装，タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装，中央制御室非

常用換気空調系計装，事故時計装） 

 

［６号炉］ 

（１）原子炉保護系計装 

（２）起動領域モニタ計装 

（３）非常用炉心冷却系計装 

（低圧炉心スプレイ系計装，低圧注水系計装，高圧炉心スプレイ系計装，自動減圧系計装） 

（４）格納容器隔離系計装 

（主蒸気隔離弁計装，格納容器隔離系計装，原子炉建屋隔離系計装） 

（５）その他の計装 

（非常用ディーゼル発電機計装，原子炉隔離時冷却系計装，原子炉再循環ポンプトリップ計装，制

御棒引抜監視装置計装，タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装，中央制御室外

原子炉停止装置計装，中央制御室非常用換気空調系計装，事故時計装） 

 

２．計測及び制御設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認する為，次号を実施する。 

（１）各ＧＭは，原子炉の状態に応じて表 27－２の各項目を実施し，その結果を当直長に通知する。な

お，各ＧＭは前項で定める計測及び制御設備に関係する事象を発見した場合には，誤動作※２又は

誤不動作※３等の観点から，運転上の制限を満足するかどうかを判断する。 

 

３．当直長は，計測及び制御設備が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表

27－３の措置を講じる。なお，同時に複数の要素の動作不能が発生した場合には，個々の要素に対し

て表 27－３の措置を講じる。 

 

 

 

 

第 27条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 27－１ 

項  目 運転上の制限 

計測及び制御設備 

動作可能※４であること 
 

なお，適用される原子炉の状態及び動作可能であるべきチャン

ネル数については，表 27－３にて定める。 

※１：適用範囲は，センサから論理回路の出力段までとし，アクチュエータは含まない。また，トリップ系の

定義の例は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：本条における誤動作とは，計測及び制御設備が，トリップ信号を出力すべきでない状態にもかかわらず，

誤ってトリップ信号を出力する状態をいう。 

※３：本条における誤不動作とは，計測及び制御設備が，トリップ信号を出力すべき事態が発生したと判断さ

れる場合にもかかわらず，トリップ信号を出力しない状態又はそのような状態が発生すると推定される

状態をいう。 

※４：本条における動作可能とは，当該計測及び制御設備に期待されている機能が達成されている状態をいう。

また，動作不能とは，点検・修理のために当該チャンネル又は論理回路をバイパスして動作可能である

べきチャンネル数を満足していない場合及び誤不動作が発見された場合で，当該計測及び制御設備に期

待されている機能を達成できない状態をいう。トリップ信号を出力している状態は，誤動作であっても

動作不能とはみなさない。 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

トリップ信号 アクチュエータ 

センサ１ 

センサ２ 

センサ３ 

センサ４ 

出力段 

チャンネル 

片トリップ系 

片トリップ系 

両トリップ系 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 27－２ 

１．原子炉保護系計装 

[５号炉] 

表 27－２－１ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．起動領域モニタ 

 ａ．原子炉周期 

（ペリオド）短 

原子炉周期 10 秒

以上（中間領域） 

当直長は，原子炉の状態が起動，高温停止
※１，冷温停止※１及び燃料交換※１において，

動作不能でないことを指示により確認す

る。※２ 

毎日１回 

当直長は，原子炉の状態が起動から運転へ

入る時，起動領域モニタと出力領域モニタ

のオーバラップを確認する。 

原子炉起動時 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正※３

（検出器を除く）を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査※4を実施する。 

定検停止時 

 ｂ．中性子束高 最終レンジフル

スケールの

120/125％以下 

当直長は，原子炉の状態が起動，高温停止
※１，冷温停止※１及び燃料交換※１において，

動作不能でないことを指示により確認す

る。 

毎日１回 

当直長は，原子炉の状態が起動から運転へ

入る時，起動領域モニタと出力領域モニタ

のオーバラップを確認する。 

原子炉起動時 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正（検

出器を除く）を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

 ｃ．機器動作不能 － 品質向上ＧＭは，論理回路機能検査を実施

する。 

定検停止時 

２．出力領域モニタ 

 ａ．中性子束高 

 

120％以下 

 

当直長は，原子炉の状態が運転において，

動作不能でないことを指示により確認す

る。 

毎日１回 

当直長は，原子炉の状態が運転において，

出力領域モニタのゲインを確認し，必要に

応じて，燃料計装設備ＧＭは，校正を実施

する。 

１週間に１回 

燃料計装設備ＧＭは，動作可能な局部出力

領域モニタの校正を実施する。 

燃焼度の増分が 

1,000ＭＷｄ／

ｔに１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正（検

出器を除く）を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

 ｂ．中性子束低 2％以上 

（原子炉モード

スイッチが「運

転」の時） 

当直長は，原子炉の状態が運転において，

動作不能でないことを指示により確認す

る。 

毎日１回 

当直長は，原子炉の状態が運転において，

出力領域モニタのゲインを確認し，必要に

応じて，燃料計装設備ＧＭは，校正を実施

する。 

１週間に１回 

燃料計装設備ＧＭは，動作可能な局部出力

領域モニタの校正を実施する。 

燃焼度の増分が 

1,000ＭＷｄ／

ｔに１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正（検

出器を除く）を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

 ｃ．機器動作不能 － 品質向上ＧＭは，論理回路機能検査を実施

する。 

定検停止時 

３．原子炉圧力高 7.27ＭＰａ

[gage]以下 

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

４．原子炉水位低 

（レベル３） 

1,340ｃｍ以上 

（圧力容器零レ

ベルより） 

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

５．主蒸気隔離弁閉 全開状態より 

10％閉以下 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

６．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ

[gage]以下 

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

７．スクラム・ディ

スチャージボリュ

ーム水位高 

68ｌ以下 

（スクラム排出

容器１個あたり） 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

８．タービン主蒸気

止め弁閉 

全開状態より 

10％閉以下※5 

当直長は，原子炉熱出力 30％相当以上でバ

イパス状態でないことを確認する。 

起動時 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

９．タービン蒸気加

減弁急速閉 

 ａ．油圧 

 ｂ．電磁弁励磁位

置 

油圧※5 

5.50ＭＰａ

[gage]以上 

励磁位置※5 

当直長は，原子炉熱出力 30％相当以上でバ

イパス状態でないことを確認する。 

起動時 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

10．主蒸気管放射能

高 

10×（通常運転

時のバックグラ

ンド）以下 

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

11．復水器真空度低 23.4ｋＰａ

[abs]以下 

当直長は，原子炉の状態が運転において，

動作不能でないことを指示により確認す

る。 

毎日１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

12．地震加速度大 

 ａ．原子炉建屋地

下１階床水平 

 ｂ．原子炉建屋地

下１階床鉛直 

地下 1階床水平 

135 Ｇａｌ以下 

地下 1階床鉛直 

100 Ｇａｌ以下 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

13．原子炉モードス

イッチ「停止」位

置 

－ 品質向上ＧＭは，論理回路機能検査を実施

する｡ 

定検停止時 

14．スクラム回路 

 

－ 当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，自動スクラム論理回路が動作可能

であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

品質向上ＧＭは，手動スクラム論理回路機

能検査を実施する｡ 

定検停止時 

※１：１体以上の燃料が装荷されているセルの制御棒が全挿入かつ除外されている場合又は全燃料が取

り出されている場合を除く。 

※２：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャンネルの指示値に異常な変動がな

いことを確認すること，また可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がないことを確

認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャンネルについては，該当しない。以下，本条

において同じ。 

※３：本条におけるチャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた時，許容範囲内で出

力信号を発生又は指示値を示すよう調整することをいう。 

※４：本条における論理回路機能検査とは，センサからの出力信号にて，論理回路の出力段に信号が発

生することにより，その機能の健全性を確認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み

重ねることにより，適用範囲を確認したとみなすことができる。 

※５：タービン入口蒸気第１段圧力が約 1.27ＭＰａ[gage]（原子炉熱出力の約 30％相当）以上で運転

している時。以下，本条［５号炉］において同じ。 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

表 27－２－１ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．起動領域モニタ 

 ａ．原子炉周期 

（ペリオド）短 

原子炉周期10秒

以上（中間領域） 

当直長は，原子炉の状態が起動，高温停止
※１，冷温停止※１及び燃料交換※１において，

動作不能でないことを指示により確認す

る。※２ 

毎日１回 

当直長は，原子炉の状態が起動から運転へ

入る時，起動領域モニタと出力領域モニタ

のオーバラップを確認する。 

原子炉起動時 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正※３

（検出器を除く）を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査※４を実施する。 

定検停止時 

 ｂ．機器動作不能 － 品質向上ＧＭは，論理回路機能検査を実施

する。 

定検停止時 

２．出力領域モニタ 

 ａ．中性子束高 

  (a)中性子束 

15％以下 

（原子炉モード

スイッチが「燃

料取替」，「起

動」の時） 

当直長は，原子炉の状態が起動において，

動作不能でないことを指示により確認す

る。 

毎日１回 

当直長は，原子炉の状態が起動から運転へ

入る時，起動領域モニタと出力領域モニタ

のオーバラップを確認する。 

原子炉起動時 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正（検

出器を除く）を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

120％以下 

（原子炉モード

スイッチが「運

転」の時） 

当直長は，原子炉の状態が運転において，

動作不能でないことを指示により確認す

る。 

毎日１回 

当直長は，原子炉の状態が運転において，

出力領域モニタのゲインを確認し，必要に

応じて，燃料計装設備ＧＭは，校正を実施

する。 

１週間に１回 

燃料計装設備ＧＭは，動作可能な局部出力

領域モニタの校正を実施する。 

燃焼度の増分

が 1,000ＭＷｄ

／ｔに１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正（検

出器を除く）を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

  (b)熱流束相当 自動可変設定以

下 

（図27に示す設

定値以下） 

当直長は，原子炉の状態が運転において，

出力領域モニタのゲインを確認し，必要に

応じて，燃料計装設備ＧＭは，校正を実施

する。 

１週間に１回 

燃料計装設備ＧＭは，動作可能な局部出力

領域モニタの校正を実施する。 

燃焼度の増分

が 1,000ＭＷｄ

／ｔに１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正（検

出器を除く）を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する｡ 

定検停止時 

燃料計装設備ＧＭは，フローユニットのチ

ャンネル校正を実施する。 

定検停止時 

 ｂ．機器動作不能 － 品質向上ＧＭは，論理回路機能検査を実施

する。 

定検停止時 

３．原子炉圧力高 7.21ＭＰａ 

[gage]以下 

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

４．原子炉水位低 

(レベル３） 

1,372ｃｍ以上 

（圧力容器零レ

ベルより） 

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

５．主蒸気隔離弁閉 全開状態より 

10％閉以下 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

６．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ 

[gage]以下 

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

７．スクラム・ディス

チャージボリュー

ム水位高 

94.5ｌ以下 

（スクラム排出

容器１個あた

り） 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

８．タービン主蒸気

止め弁閉 

全開状態より 

10％閉以下※５ 

 

当直長は，原子炉熱出力 30％相当以上で

バイパス状態でないことを確認する。 

起動時 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

９．タービン蒸気加減

弁急速閉 

ａ．油圧 

ｂ．電磁弁励磁位

置 

油圧※５ 

4.14ＭＰａ

[gage]以上 

励磁位置※５ 

当直長は，原子炉熱出力 30％相当以上で

バイパス状態でないことを確認する。 

起動時 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

10．主蒸気管放射能高 10×（通常運転

時のバックグラ

ンド）以下 

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを指示により

確認する。 

毎日１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

11．地震加速度大 

 ａ．原子炉建屋地下

２階床水平 

 ｂ．原子炉建屋地下

２階床鉛直 

地下２階床水平 

135 Ｇａｌ以下 

地下２階床鉛直 

100 Ｇａｌ以下 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

12．原子炉モードスイ

ッチ「停止」位置 

－ 品質向上ＧＭは，論理回路機能検査を実施

する｡ 

定検停止時 

13．スクラム回路 － 当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，自動スクラム論理回路が動作可能

であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

品質向上ＧＭは，手動スクラム論理回路機

能検査を実施する｡ 

定検停止時 

※１：１体以上の燃料が装荷されているセルの制御棒が全挿入かつ除外されている場合又は全燃料が取り出され

ている場合を除く。 

※２：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャンネルの指示値に異常な変動がないことを

確認すること，また可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がないことを確認するこ

とをいう。なお，トリップ状態にあるチャンネルについては，該当しない。以下，本条において

同じ。 

※３：本条におけるチャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた時，許容範囲内で出

力信号を発生又は指示値を示すよう調整することをいう。 

※４：本条における論理回路機能検査とは，センサからの出力信号にて，論理回路の出力段に信号が発生する

ことにより，その機能の健全性を確認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み重ねる

ことにより，適用範囲を確認したとみなすことができる。 

※５：タービン入口蒸気第１段圧力が約 1.27ＭＰａ[gage]（原子炉熱出力の約 30％相当）以上で運転

している時。以下，本条［６号炉］において同じ。 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

116



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第２編） 

39 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

２．起動領域モニタ計装 

[５号炉] 

表 27－２－２ 

要  素 項  目 頻  度 

１．起動領域モニタ 

 

当直長は，計数率が３ｓ－１以上であ

ることの確認を行う。 

原子炉の状態が起動※１，高温停止，冷

温停止及び燃料交換※２の場合毎日１

回，炉心変更中※２の場合 12時間に１回 

当直長は，原子炉の状態が起動※１，

高温停止，冷温停止及び燃料交換※２

において，動作不能でないことを指

示により確認する。 

毎日１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校

正（検出器を除く）を実施する｡ 

定検停止時 

※１：中性子源領域である場合。 

※２：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合を除く。 

 

[６号炉] 

表 27－２－２ 

要  素 項  目 頻  度 

１．起動領域モニタ 

 

当直長は，計数率が３ｃｐｓ以上で

あることの確認を行う。 

原子炉の状態が起動※１，高温停止，冷

温停止及び燃料交換※２の場合毎日１

回，炉心変更中※２の場合 12時間に１回 

当直長は，原子炉の状態が起動※１，

高温停止，冷温停止及び燃料交換※２

において，動作不能でないことを指

示により確認する。 

毎日１回 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校

正（検出器を除く）を実施する｡ 

定検停止時 

※１：中性子源領域である場合。 

※２：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合を除く。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

３．非常用炉心冷却系計装 

[５号炉] 

（１）炉心スプレイ系計装 

表 27－２－３－１ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常

低(レベル１) 

940ｃｍ以上 

（圧力容器零レベ

ルより） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確認

する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

２．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

３．原子炉圧力低

（注入可） 

3.11ＭＰａ[gage]※

１ 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確認

する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

※１：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，運転上の制限を満足していないと

はみなさない。 

 

（２）低圧注水系計装 

表 27－２－３－２ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常

低（レベル１） 

940ｃｍ以上 

（圧力容器零レベ

ルより） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確認

する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 

２．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

３．原子炉圧力低

（注入可） 

3.11ＭＰａ[gage]※

１ 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確認

する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

※１：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，運転上の制限を満足していないと

はみなさない。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（３）高圧注水系計装 

表 27－２－３－３ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常

低（レベル２） 

1,189ｃｍ以上 

（圧力容器零レベ

ルより） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動※１及び高温停止※１において，

動作不能でないことを指示により

確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

２．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

※１：原子炉圧力が，1.04ＭＰａ[gage]以上の時。 

 

（４）自動減圧系計装 

表 27－２－３－４ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常

低（レベル１） 

940ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動※１及び高温停止※１において，

動作不能でないことを指示により

確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 
２．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

３．自動減圧系始動

タイマ 

120秒以下 電気設備保守ＧＭは，チャンネル校正

を実施し，品質向上ＧＭは，論理回路

機能検査を実施する。 

定検停止時 

４．炉心スプレイ系

ポンプ吐出圧力高 

689ｋＰａ[gage]※２ （１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動※１及び高温停止※１において，

動作不能でないことを指示により

確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭは，

論理回路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

５．残留熱除去系ポ

ンプ吐出圧力高 

343ｋＰａ[gage]※２ 

※１：原子炉圧力が，0.78ＭＰａ[gage]以上の時。 

※２：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，運転上の制限を満足していないと

はみなさない。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（１）低圧炉心スプレイ系計装 

表 27－２－３－１ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常

低（レベル１） 

961ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確

認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

２．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

３．注入弁両側差圧

低（注入可） 

4.91ＭＰａ※１ （１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確

認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

※１：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，運転上の制限を満足していないと

はみなさない。 

 

（２）低圧注水系計装 

表 27－２－３－２ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常

低（レベル１） 

961ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確

認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 

２．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

３．注入弁両側差圧

低（注入可） 

4.81ＭＰａ※１ （１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確

認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

※１：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，運転上の制限を満足していないと

はみなさない。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（３）高圧炉心スプレイ系計装 

表 27－２－３－３ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常

低（レベル２） 

1,243ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確

認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

２．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage]  

以下 

 

（４）自動減圧系計装 

表 27－２－３－４ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常

低（レベル１） 

961ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動※１及び高温停止※１において，

動作不能でないことを指示によ

り確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

２．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

３．自動減圧系始動

タイマ 

120秒以下 電気設備保守ＧＭは，チャンネル校正

を実施し，品質向上ＧＭは，論理回路

機能検査を実施する。 

定検停止時 

４．低圧炉心スプレ

イ系ポンプ吐出

圧力高 

1.03ＭＰａ[gage]※２ （１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動※１及び高温停止※１において，

動作不能でないことを指示によ

り確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

５．残留熱除去系ポ

ンプ吐出圧力高 

0.490ＭＰａ[gage]※

２ 

※１：原子炉圧力が，0.84ＭＰａ[gage]以上の時。 

※２：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，運転上の制限を満足していないと

はみなさない。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

４．格納容器隔離系計装 

[５号炉] 

（１）主蒸気隔離弁計装 

表 27－２－４－１ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常低

（レベル２） 

1,189ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止※１において，

動作不能でないことを指示によ

り確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

２．主蒸気管放射能高 10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

３．主蒸気管流量大 定 格 蒸 気 流 量 の

140％以下 

４．主蒸気管トンネル

温度高 

93℃以下 

５．主蒸気管圧力低 5.86ＭＰａ[gage]  

以上 

※１：主蒸気管圧力低については，起動及び高温停止を除く。 
 
（２）格納容器隔離系計装 

表 27－２－４－２ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．主蒸気管ドレン系 

 ａ．原子炉水位異常

低（レベル２） 

1,189ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止※１において，

動作不能でないことを指示によ

り確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 ｂ．主蒸気管放射能

高 

10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

 ｃ．主蒸気管流量大 定格蒸気流量の

140％以下 

 ｄ．主蒸気管トンネ

ル温度高 

93℃以下 

 ｅ．主蒸気管圧力低 5.86ＭＰａ[gage] 

以上 

２．炉水サンプル系 

 ａ．原子炉水位異常

低（レベル２） 

1,189ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止※１において，

動作不能でないことを指示によ

り確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 ｂ．主蒸気管放射能

高 

10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

 ｃ．主蒸気管流量大 定格蒸気流量の

140％以下 

 ｄ．主蒸気管トンネ

ル温度高 

93℃以下 

 ｅ．主蒸気管圧力低 5.86ＭＰａ[gage]  

以上 

※１：主蒸気管圧力低については，起動及び高温停止を除く。 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

３．原子炉冷却材浄化系 

 ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

1,340ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確

認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

４．不活性ガス系 

 ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

1,340ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確

認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 ｂ．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

 ｃ．原子炉建屋放射

能高 

10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

５．残留熱除去系 

 ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

1,340ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確

認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 ｂ．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

６． 廃棄物処理系  

 ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

1,340ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確

認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 ｂ．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（３）原子炉建屋隔離系計装  

表 27－２－４－３ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位低 

（レベル３） 

1,340ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確

認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 

 

２．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

３．原子炉建屋放射能

高 

10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動，高温停止及び炉心変更時※

１又は原子炉建屋内で照射された

燃料に係る作業時に動作不能で

ないことを指示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

 

定検停止時 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

[６号炉] 

（１）主蒸気隔離弁計装 

表 27－２－４－１ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常低 

（レベル２） 

1,243ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止※１において，

動作不能でないことを指示によ

り確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施し，品質向上ＧＭ

は，論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

２．主蒸気管放射能高 10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

３．主蒸気管流量大 定 格 蒸 気 流 量 の

140％以下 

４．主蒸気管トンネル

温度高 

93℃以下 

５．主蒸気管圧力低 5.86ＭＰａ[gage]  

以上 

６．復水器真空度低 72.5ｋＰａ[abs]以下 

※１：主蒸気管圧力低については，起動及び高温停止を除く。 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（２）格納容器隔離系計装 

表 27－２－４－２ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１． 主蒸気管ドレン系 

 ａ．原子炉水位異常低 

（レベル２） 

1,243ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が

運転，起動及び高温停止※１に

おいて，動作不能でないこと

を指示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャ

ンネル校正を実施し，品質向

上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 ｂ．主蒸気管放射能高 10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

 ｃ．主蒸気管流量大 定格蒸気流量の140％

以下 

 ｄ．主蒸気管トンネル

温度高 

93℃以下 

 ｅ．主蒸気管圧力低 5.86ＭＰａ[gage] 

以上 

 ｆ．復水器真空度低 72.5ｋＰａ[abs] 

以下 

２．炉水サンプル系 

 ａ．原子炉水位異常低 

  （レベル２） 

1,243ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が

運転，起動及び高温停止※１に

おいて，動作不能でないこと

を指示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャ

ンネル校正を実施し，品質向

上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 ｂ．主蒸気管放射能高 10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

 ｃ．主蒸気管流量大 定格蒸気流量の140％

以下 

 ｄ．主蒸気管トンネル

温度高 

93℃以下 

 ｅ．主蒸気管圧力低 5.86ＭＰａ[gage] 

以上 

 ｆ．復水器真空度低 72.5ｋＰａ[abs]以下 

３．原子炉冷却材浄化系 

 ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

1,372ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が

運転，起動及び高温停止にお

いて，動作不能でないことを

指示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャ

ンネル校正を実施し，品質向

上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

４．不活性ガス系 

 ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

1,372ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が

運転，起動及び高温停止にお

いて，動作不能でないことを

指示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャ

ンネル校正を実施し，品質向

上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 ｂ．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

 ｃ．原子炉建屋放射能

高 

（原子炉建屋換気系

排気口プレナム） 

10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

 ｄ．原子炉建屋放射能

高 

（燃料取替エリアダ

クト）※２ 

10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

５．残留熱除去系 

 ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

1,372ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が

運転，起動及び高温停止にお

いて，動作不能でないことを

指示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャ

ンネル校正を実施し，品質向

上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

 ｂ．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

６．廃棄物処理系 

 ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

1,372ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が

運転，起動及び高温停止にお

いて，動作不能でないことを

指示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャ

ンネル校正を実施し，品質向

上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 
 ｂ．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

※１：主蒸気管圧力低については，起動及び高温停止を除く。 

※２：高線量当量率物品の移動時を除く。 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（３）原子炉建屋隔離系計装  

表 27－２－４－３ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位低 

（レベル３） 

1,372ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が

運転，起動及び高温停止にお

いて，動作不能でないことを

指示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャ

ンネル校正を実施し，品質向

上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

２．格納容器圧力高 13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

３．原子炉建屋放射能高 

(原子炉建屋換気系排

気口プレナム) 

10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

（１）当直長は，原子炉の状態が

運転，起動，高温停止及び炉

心変更時※１又は原子炉建屋内

で照射された燃料に係る作業

時に動作不能でないことを指

示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャ

ンネル校正を実施し，品質向

上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

 

 

定検停止時 

４．原子炉建屋放射能高 

（燃料取替エリアダク

ト）※２ 

10×（通常運転時のバ

ックグランド）以下 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

※２：高線量当量率物品の移動時を除く。 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

５．その他の計装 

[５号炉] 

（１）非常用ディーゼル発電機計装 

表 27－２－５－１ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．非常用交流高圧

電源母線低電圧 

－ （１）当直長は，原子炉の状態が運転，起

動及び高温停止において，動作不能で

ないことを指示により確認する。ただ

し，非常用交流高圧電源母線低電圧を

除く。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校

正を実施する。ただし，非常用交流高

圧電源母線低電圧を除く。 

（３）品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

 

定検停止時 

 

 

 

定検停止時 

 

２．原子炉水位異常

低（レベル１） 

 

940ｃｍ以上 

（圧力容器零レベ

ルより） 

３．格納容器圧力高  13.7ｋＰａ[gage] 

以下 

 

（２）原子炉隔離時冷却系計装 

表 27－２－５－２ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常

低（レベル２） 

1,189ｃｍ以上 

（圧力容器零レベ

ルより） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起

動※１及び高温停止※１において，動作

不能でないことを指示により確認す

る。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校

正を実施し，品質向上ＧＭは，論理回

路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

※１：原子炉圧力が 1.04ＭＰａ[gage]以上の時。 

 

（３）原子炉再循環ポンプトリップ計装 

表 27－２－５－３ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．タービン主蒸

気止め弁閉 

全開状態より 10％

閉以下※１ 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

２．タービン蒸気加

減弁急速閉 

 ａ．油圧 

 ｂ．電磁弁励磁位

置 

油圧※１ 

5.50ＭＰａ[gage] 

以上 

励磁位置※１ 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を実

施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

※１：タービン入口蒸気第１段圧力が約 1.27ＭＰａ[gage]（原子炉熱出力の約 30％相当）以上で運転している

時。 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（４）制御棒引抜監視装置計装 

表 27－２－５－４ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．制御棒引抜阻

止 

 ａ．中性子束高 

105％以下 

（再循環流量 Wd

（ ％ ） に 対 し ，

（0.62Wd＋52）％の

式により設定す

る。） 

（１）当直長は，原子炉熱出力 30％相当以

上でバイパス状態でないことを確認

する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校

正及び論理回路機能検査を実施する。 

起動時 

 

 

定検停止時 

 ｂ．機器動作不

能 

－ 燃料計装設備ＧＭは，論理回路機能検査を

実施する。 

定検停止時 

 ｃ．中性子束低 ５％※１ 燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正及び

論理回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

※１：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，運転上の制限を満足していないと

はみなさない。 

 

（５）タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装 

表 27－２－５－５ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位高

（レベル８） 

1,461ｃｍ以下 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉熱出力 30％相当

以上において，動作不能でないことを

指示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校

正及び論理回路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

定検停止時 

 

（６）中央制御室非常用換気空調系計装 

表 27－２－５－６ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉建屋放

射能高 

 

 

10×（通常運転時の

バックグランド）以

下 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起

動，高温停止及び炉心変更時※１又は

原子炉建屋内で照射された燃料に係

る作業時に動作不能でないことを指

示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校

正を実施し，品質向上ＧＭは，論理回

路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

 

定検停止時 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（７）事故時計装 

表 27－２－５－７ 

要  素 項  目 頻  度 

１．原子炉圧力 

２．原子炉水位 

（広帯域） 

３．原子炉水位 

（燃料域） 

４．格納容器圧力 

５．格納容器雰囲気線量当量率 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動

において，動作不能でないことを指示によ

り確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を

実施する。 

毎日１回 

 

 

定検停止時 

 

[６号炉] 

（１）非常用ディーゼル発電機計装 

表 27－２－５－１ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．非常用ディーゼル発

電機計装 

 ａ．非常用交流高圧電

源母線低電圧 

－ （１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確認

する。ただし，非常用交流高圧電

源母線低電圧を除く。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施する。ただし，非常

用交流高圧電源母線低電圧を除

く。 

（３）品質向上ＧＭは，論理回路機能

検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

 

定検停止時 

 

 

 

定検停止時 

 ｂ．原子炉水位異常低 

（レベル１） 

961ｃｍ以上 

（圧力容器零レベ

ルより） 

 ｃ．格納容器圧力高   13.7kPa[gage] 

以下 

２．高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機計

装 

 ａ．非常用交流 

高圧電源母線低電

圧 

－ （１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止において，動作

不能でないことを指示により確認

する。ただし，非常用交流高圧電

源母線低電圧を除く。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネ

ル校正を実施する。ただし，非常

用交流高圧電源母線低電圧を除

く。 

（３）品質向上ＧＭは，論理回路機能

検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

 

定検停止時 

 

 

 

定検停止時 

 ｂ．原子炉水位異常低

（レベル２） 

1,243ｃｍ以上 

（圧力容器零レベ

ルより） 

 ｃ．格納容器圧力高 13.7kPa[gage] 

以下 

 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（２）原子炉隔離時冷却系計装 

表 27－２－５－２ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位異常

低（レベル２） 

1,243ｃｍ以上 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動※１及び高温停止※１において，動

作不能でないことを指示により確認

する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネル

校正を実施し，品質向上ＧＭは，論

理回路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

定検停止時 

※１：原子炉圧力が 1.04ＭＰａ[gage]以上の時。 

 

（３）原子炉再循環ポンプトリップ計装 

表 27－２－５－３ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．タービン主蒸気

止め弁閉 

全開状態より 10％

閉以下※１ 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を

実施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能

検査を実施する。 

定検停止時 

２．タービン蒸気加

減弁急速閉 

 ａ．油圧 

 ｂ．電磁弁励磁位

置 

油圧※１ 

4.14ＭＰａ[gage] 

以上 

励磁位置※１ 

燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を

実施し，品質向上ＧＭは，論理回路機能

検査を実施する。 

定検停止時 

※１：タービン入口蒸気第１段圧力が，約 1.27ＭＰａ[gage]（原子炉熱出力の約 30％相当）以上で運転し

ている時。 

 

（４）制御棒引抜監視装置計装 

表 27－２－５－４ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．制御棒引抜阻止 

 ａ．中性子束高 

105％以下 

（再循環流量 Wd

（ ％ ） に 対 し ，

（0.62Wd＋52）％の

式により設定する。） 

（１）当直長は，原子炉熱出力 30％相当

以上でバイパス状態でないことを確

認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネル

校正及び論理回路機能検査を実施す

る。 

起動時 

 

 

定検停止時 

 

 ｂ．機器動作不能 － 燃料計装設備ＧＭは，論理回路機能検査

を実施する。 

定検停止時 

 ｃ．中性子束低 ５％※１ 燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正及

び論理回路機能検査を実施する。 

定検停止時 

※１：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，運転上の制限を満足していないと

はみなさない。 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（５）タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装 

表 27－２－５－５ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉水位高 

（レベル８） 

1,480ｃｍ以下 

（圧力容器零レベル

より） 

（１）当直長は，原子炉熱出力 30％相当

以上において，動作不能でないこと

を指示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネル

校正及び論理回路機能検査を実施す

る。 

毎日１回 

 

 

定検停止時 

 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

表 27－２－５－６ 

要  素 項    目 頻   度 

１．原子炉圧力 燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路

切替スイッチの機能検査を実施する。 

定検停止時 

２．原子炉隔離時冷却系流量 燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路

切替スイッチの機能検査を実施する。 

定検停止時 

３．原子炉隔離時冷却系制御 燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路

切替スイッチの機能検査を実施する。 

定検停止時 

 当直長は，原子炉隔離時冷却系の流量制御について

は，中央制御室外原子炉停止装置からの原子炉隔離

時冷却系ポンプ手動起動により確認を行う。 

定検停止後の 

原子炉起動時 

４．残留熱除去系流量 燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正及び制御回路

切替スイッチの機能検査を実施する。 

定検停止時 

 

 

（７）中央制御室非常用換気空調系計装 

表 27－２－５－７ 

要  素 設定値 項  目 頻  度 

１．原子炉建屋放射

能高（原子炉建屋

換気系排気口プ

レナム） 

 

２．原子炉建屋放射

能高（燃料取替エ

リアダクト）※２ 

10×（通常運転時の

バックグランド）以

下 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，

起動，高温停止及び炉心変更時※１又

は原子炉建屋内で照射された燃料

に係る作業時に動作不能でないこ

とを指示により確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネル

校正を実施し，品質向上ＧＭは，論

理回路機能検査を実施する。 

毎日１回 

 

 

 

 

定検停止時 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

※２：高線量当量率物品の移動時を除く。 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（８）事故時計装 

表 27－２－５－８ 

要  素 項  目 頻  度 

１．原子炉圧力 

２．原子炉水位 

（広帯域） 

３．原子炉水位 

（燃料域） 

４．格納容器圧力 

５．格納容器雰囲気線量当量率 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動

において，動作不能でないことを指示によ

り確認する。 

（２）燃料計装設備ＧＭは，チャンネル校正を

実施する。 

毎日１回 

 

 

定検停止時 

 

      図 27中性子束高（熱流束相当）のスクラム設定（表 27-2関係） 

115

100

50

熱 

流 

束 

相 

当 

信 

号
（％
）

0

500 100

再循環流量（％）
 

（注）熱流束相当信号は，再循環流量 Ｗｄ（％）に対して，（0.72Ｗｄ＋54）％ 

   の式により設定する。 

   ただし，最大値は 115とする。 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 27－３ 

１．原子炉保護系計装 

原子炉保護系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できな

い場合は，その状態に応じて次の措置を講じる。なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，片トリ

ップ系毎の全てのチャンネル数をいう。 

（１）片トリップ系に，動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は，12時間以内に動作可能な状態に復

旧し，復旧できなければ動作不能なチャンネルをトリップするか又は当該トリップ系をトリップす

る。 

（２）両トリップ系に，動作不能チャンネルがそれぞれ１つ以上ある場合は，６時間以内に動作可能な

状態に復旧し，復旧できなければ，いずれかの片トリップ系における動作不能チャンネルをトリッ

プするか又はいずれかの片トリップ系をトリップする。 

（３）片トリップ系に，同一要素によるトリップ機能が維持できない場合又は当該トリップ系が動作不

能の場合は，１時間以内に当該トリップ系を復旧するかトリップする。 

（４）上記（１），（２）又は（３）の措置を達成できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内

に講じる。 

 

[５号炉] 

表 27－３－１ 

要  素 適用される原

子炉の状態 

動作可能であるべ

きチャンネル数

（片トリップ系） 

要求される措置 完了時間 

１．起動領域モニタ 

 ａ．原子炉周期 

（ペリオド)短 

 

起動 ４※２ A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

 ｂ．中性子束高 

 

 

起動 ４※２ A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

 ｃ．機器動作不能 起動 ４※２ A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要  素 適用される原

子炉の状態 

動作可能であるべ

きチャンネル数

（片トリップ系） 

要求される措置 完了時間 

２．出力領域モニタ 

 ａ．中性子束高 

起動  ３※３ A1.高温停止にする。 24時間 

運転 A1.起動にする。 12時間 

 ｂ．中性子束低 運転  ３※３ A1.起動にする。 12時間 

 ｃ．機器動作不能 運転，起動  ３※３ A1.高温停止にする。 24時間 

３．原子炉圧力高 運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 24時間 

４．原子炉水位低 

(レベル３) 

運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 24時間 

５．主蒸気隔離弁閉 運転 ８ A1.起動にする。 12時間 

６．格納容器圧力高 運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 24時間 

７．スクラム・ディ

スチャージボリ

ューム水位高 

運転，起動 ４ A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

８．タービン主蒸気

止め弁閉 

原子炉熱出力

30％相当以上※

４ 

４ A1.原子炉熱出力 30％相

当未満にする。 

８時間 

９．タービン蒸気加

減弁急速閉 

 ａ．油圧 

 ｂ．電磁弁励磁位

置 

原子炉熱出力

30％相当以上※

４ 

４ A1.原子炉熱出力 30％相

当未満にする。 

８時間 

10．主蒸気管放射能

高 

運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 24時間 

11．復水器真空度低 運転 ２ A1.起動にする。 12時間 

12．地震加速度大 

 ａ．原子炉建屋地

下１階床水平 

 ｂ．原子炉建屋地

下１階床鉛直 

運転，起動 ４ A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

13．原子炉モードス

イッチ「停止」位

置 

運転，起動  １※５ A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

14．スクラム回路 運転，起動 ２ 

（自動スクラム） 

１ 

（手動スクラム） 

A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

※１：１体以上の燃料が装荷されているセルの制御棒が全挿入かつ除外されている場合又は全燃料が取

り出されている場合を除く。 

※２：片系４チャンネルのうち，１チャンネルバイパス可能設備のため，１チャンネルバイパスしてい

る状態では動作可能であるべきチャンネル数（片トリップ系）は３とする。 

※３：片系３チャンネルのうち，１チャンネルバイパス可能設備のため，１チャンネルバイパスしてい

る状態では動作可能であるべきチャンネル数（片トリップ系）は２とする。 

※４：タービン入口蒸気第１段圧力が約 1.27ＭＰａ[gage]（原子炉熱出力の約 30％相当）以上で運転

している時。 

※５：原子炉モードスイッチは１つであり，その接点を両トリップ系で１チャンネルずつ使用している。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

表 27－３－１ 

要  素 適用される原

子炉の状態 

動作可能であるべ

きチャンネル数

（片トリップ系） 

要求される措置 完了時間 

１．起動領域モニタ 

 ａ．原子炉周期 

（ペリオド）短 

起動  ４※２ A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

 ｂ．機器動作不能 起動  ４※２ A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

２．出力領域モニタ 

 ａ．中性子束高 

   (a) 中性子束 

起動   ３※３ A1.高温停止にする。 24時間 

運転  ３※３ A1.起動にする。 12時間 

   (b)熱流束相当 運転   ３※３ A1.起動にする。 12時間 

 ｂ．機器動作不能 運転，起動   ３※３ A1.高温停止にする。 24時間 

３．原子炉圧力高 運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 24時間 

４．原子炉水位低 

(レベル３) 

運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 24時間 

５．主蒸気隔離弁閉 運転 ８ A1.起動にする。 12時間 

６．格納容器圧力高 運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 24時間 

７．スクラム・ディ

スチャージボリ

ューム水位高 

運転，起動 ４ A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

８．タービン主蒸気

止め弁閉 

原子炉熱出力

30％相当以上※

４ 

４ A1.原子炉熱出力 30％相

当未満にする｡ 

８時間 

９．タービン蒸気加

減弁急速閉 

 ａ．油圧 

 ｂ．電磁弁励磁位

置 

原子炉熱出力

30％相当以上※

４ 

４ A1.原子炉熱出力 30％相

当未満にする｡ 

８時間 

10．主蒸気管放射能

高 

運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 24時間 

11．地震加速度大 

 ａ．原子炉建屋地

下２階床水平 

 ｂ．原子炉建屋地

下２階床鉛直 

運転，起動 ４ A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 適用される原

子炉の状態 

動作可能であるべ

きチャンネル数

（片トリップ系） 

要求される措置 完了時間 

12．原子炉モードス

イッチ「停止」位

置 

運転，起動  １※５ A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

13．スクラム回路 運転，起動 ２ 

（自動スクラム） 

１ 

（手動スクラム） 

A1.高温停止にする。 24時間 

高温停止※１ 

冷温停止※１ 

燃料交換※１ 

A1.１体以上の燃料が装荷

されているセルに挿

入可能な制御棒の全

挿入操作を開始する。 

速やかに 

※１：１体以上の燃料が装荷されているセルの制御棒が全挿入かつ除外されている場合又は全燃料が取

り出されている場合を除く。 

※２：片系４チャンネルのうち，１チャンネルバイパス可能設備のため，１チャンネルバイパスしてい

る状態では動作可能であるべきチャンネル数（片トリップ系）は３とする。 

※３：片系３チャンネルのうち，１チャンネルバイパス可能設備のため，１チャンネルバイパスしてい

る状態では動作可能であるべきチャンネル数（片トリップ系）は２とする。 

※４：タービン入口蒸気第１段圧力が約 1.27ＭＰａ[gage]（原子炉熱出力の約 30％相当）以上で運転

している時。 

※５：原子炉モードスイッチは１つであり，その接点を両トリップ系で１チャンネルずつ使用している。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

２．起動領域モニタ計装 

起動領域モニタ計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足でき

ない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

 

[５号炉] 

表 27－３－２ 

要

素 

適用される状態 動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条  件 

 

要求される措置 完了時間 

起
動
領
域
モ
ニ
タ 

中性子源領域で

かつ原子炉の状

態が「起動」 

８※１ 

 

 

 

A.動作不能チャンネルが

１つ以上の場合 

A1.起動領域モニタを動

作可能な状態に復帰

させる。 

又は 

A2.制御棒引抜操作を中

止する。 

4時間 

 

 

 

速やかに 

B.動作不能チャンネルが

6つの場合 

B1.制御棒引抜操作を中

止する。 

速やかに 

C.条件Ａ又はＢで要求さ

れる措置を完了時間内

に達成できない場合 

C1.高温停止にする。 24時間 

原子炉の状態が 

「高温停止」 

又は 

「冷温停止」 

２※２ A.動作不能チャンネルが

１つ以上の場合 

A1.挿入可能な制御棒を

全挿入する。 

及び 

A2.制御棒引抜操作を行

ってはならない。 

1時間 

 

 

1時間 

原
子
炉
の
状
態
が
「
燃
料
交
換
」 

炉心変更が

実施されて

いない場合 

２※２※３ A.動作不能チャンネルが

１つ以上の場合 

A1.１体以上の燃料が装

荷されているセルに

制御棒が全挿入され

ていることの確認を

開始する。 

速やかに 

炉心変更が

実施されて

いる場合 

２※３※４ 

 

A.動作不能チャンネルが

１つ以上の場合 

A1.制御棒挿入及び燃料

取出以外の炉心変更

を中止する。 

及び 

A2.１体以上の燃料が装

荷されているセルに

制御棒が全挿入され

ていることの確認を

開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※１：８チャンネルのうち，２チャンネルバイパス（片トリップ系で１チャンネル）可能設備のため，

２チャンネルバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は６とする。 

※２：異なる１／４炉心の２チャンネル。 

※３：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合，当該起動領域モニタが動作可能であることを要求

されない。 

※４：炉心変更が実施されている１／４炉心の１チャンネル及びそれに隣接するいずれかの１／４炉心

の１チャンネル。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

表 27－３－２ 

要

素 

適用される状態 動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条  件 

 

要求される措置 完了時間 

起
動
領
域
モ
ニ
タ 

中性子源領域で

かつ原子炉の状

態が「起動」 

８※１ 

 

A.動作不能チャンネルが

１つ以上の場合 

A1.起動領域モニタを動

作可能な状態に復帰

させる。 

又は 

A2.制御棒引抜操作を中

止する。 

4時間 

 

 

 

速やかに 

B.動作不能チャンネルが

6つの場合 

B1.制御棒引抜操作を中

止する。 

速やかに 

C.条件Ａ又はＢで要求さ

れる措置を完了時間内

に達成できない場合 

C1.高温停止にする。 24時間 

原子炉の状態が 

「高温停止」 

又は 

「冷温停止」 

２※２ A.動作不能チャンネルが

１つ以上の場合 

A1.挿入可能な制御棒を

全挿入する。 

及び 

A2.制御棒引抜操作を行

ってはならない。 

1時間 

 

 

1時間 

 

原
子
炉
の
状
態
が
「
燃
料
交
換
」 

炉心変更が

実施されて

いない場合 

２※２※３ A.動作不能チャンネルが

１つ以上の場合 

A1.１体以上の燃料が装

荷されているセルに

制御棒が全挿入され

ていることの確認を

開始する。 

速やかに 

炉心変更が

実施されて

いる場合 

２※３※４ 

 

A.動作不能チャンネルが

１つ以上の場合 

A1.制御棒挿入及び燃料

取出以外の炉心変更

を中止する。 

及び 

A2.１体以上の燃料が装

荷されているセルに

制御棒が全挿入され

ていることの確認を

開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

※１：８チャンネルのうち，２チャンネルバイパス（片トリップ系で１チャンネル）可能設備のため，

２チャンネルバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は６とする。 

※２：異なる１／４炉心の２チャンネル。 

※３：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合，当該起動領域モニタが動作可能であることを要求

されない。 

※４：炉心変更が実施されている１／４炉心の１チャンネル及びそれに隣接するいずれかの１／４炉心

の１チャンネル。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

３．非常用炉心冷却系計装 

[５号炉] 

（１）炉心スプレイ系計装 

炉心スプレイ系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足でき

ない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，炉心スプレイ系（炉心スプレイポンプＡ，Ｂ及び注入

弁）を作動させる為の全てのチャンネル数をいい，その半数が片トリップ系を構成する。 

 

表 27－３－３－１ 

要 素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能であ

るべきチャン

ネル数（両ト

リップ系） 

条  件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉水

位異常低 

（レベル１） 

運転 

起動 

高温停止 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

又は 

A3.炉心スプレイ系を動作不

能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャ

ンネルをトリップする。 

又は 

B3.炉心スプレイ系を動作不

能とみなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.炉心スプレイ系を動作不

能とみなす。 

１時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要  素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能であ

るべきチャン

ネル数（両ト

リップ系） 

条  件 要求される措置 完了時間 

２．格納容器

圧力高 

運転 

起動 

高温停止 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

又は 

A3.炉心スプレイ系を動作不

能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャ

ンネルをトリップする。 

又は 

B3.炉心スプレイ系を動作不

能とみなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.炉心スプレイ系を動作不

能とみなす。 

１時間 

３．原子炉圧

力低 

 （注入可） 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

又は 

A3.炉心スプレイ系を動作不

能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャ

ンネルをトリップする。 

又は 

B3.炉心スプレイ系を動作不

能とみなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.炉心スプレイ系を動作不

能とみなす。 

１時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（２）低圧注水系計装 

低圧注水系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できない

場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，低圧注水系（低圧注水ポンプＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及び注入

弁）を作動させる為の全てのチャンネル数をいい，その半数が片トリップ系を構成する。 

 

表 27－３－３－２ 

要 素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能であ

るべきチャン

ネル数（両ト

リップ系） 

条  件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉水

位異常低 

（レベル１） 

運転 

起動 

高温停止 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

又は 

A3.低圧注水系を動作不能と

みなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャ

ンネルをトリップする。 

又は 

B3.低圧注水系を動作不能と

みなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チャ

ンネルが２つの

場合 

C1.低圧注水系を動作不能と

みなす。 

１時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要 素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能であ

るべきチャン

ネル数（両ト

リップ系） 

条  件 要求される措置 完了時間 

２．格納容器

圧力高 

運転 

起動 

高温停止 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

又は 

A3.低圧注水系を動作不能と

みなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャ

ンネルをトリップする。 

又は 

B3.低圧注水系を動作不能と

みなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.低圧注水系を動作不能と

みなす。 

１時間 

３．原子炉圧

力低（注入

可） 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

又は 

A3.低圧注水系を動作不能と

みなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャ

ンネルをトリップする。 

又は 

B3.低圧注水系を動作不能と

みなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.低圧注水系を動作不能と

みなす。 

１時間 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（３）高圧注水系計装 

高圧注水系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できない

場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，高圧注水系を作動させるための全てのチャンネル数を

いい，その半数が片トリップ系を構成する。 

 

表 27－３－３－３ 

要  素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能であ

るべきチャン

ネル数（両ト

リップ系） 

条  件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉水

位異常低 

（レベル２） 

運転 

起動※１ 

高温停止
※１ 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

又は 

A3.高圧注水系を動作不能と

みなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャ

ンネルをトリップする。 

又は 

B3.高圧注水系を動作不能と

みなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.高圧注水系を動作不能と

みなす。 

１時間 

 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要  素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能であ

るべきチャン

ネル数（両ト

リップ系） 

条  件 要求される措置 完了時間 

２．格納容器

圧力高 

運転 

起動※１ 

高温停止
※１ 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルを

トリップする。 

又は 

A3.高圧注水系を動作不能

とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャ

ンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チ

ャンネルをトリップす

る。 

又は 

B3.高圧注水系を動作不能

とみなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.高圧注水系を動作不能

とみなす。 

１時間 

※１：原子炉圧力が 1.04ＭＰａ[gage]以上の時。 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（４）自動減圧系計装 

自動減圧系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できない

場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，論理※１毎の全てのチャンネル数をいう。 

 

表 27－３－３－４ 

要  素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（論理毎） 

条  件 要求される 

措置 

完了時間 

１．原子炉水

位異常低 

 （レベル１） 

運転 

起動※２ 

高温停止
※２ 

 

２ A.いずれかの論理に

動作不能チャンネ

ルが１つ以上の場

合 

A1.チャンネルを動

作可能な状態に

復旧する。 

 

又は 

 

A2.当該チャンネル

をトリップす

る。 

10日間 

ただし 

高圧注水系の動

作不能を発見し

た場合は４日間 

 

10日間 

ただし 

高圧注水系の動

作不能を発見し

た場合は４日間 

B.両方の論理が，そ

れぞれ動作不能の

場合，又は，条件

Ａで要求される措

置を完了時間内に

達成できない場合 

B1.自動減圧系を動

作不能とみな

す。 

１時間 

２．格納容器

圧力高 

２ A.いずれかの論理に

動作不能チャンネ

ルが１つ以上の場

合 

A1.チャンネルを動

作可能な状態に

復旧する。 

 

又は 

 

A2.当該チャンネル

をトリップす

る。 

10日間 

ただし 

高圧注水系の動

作不能を発見し

た場合は４日間 

 

10日間 

ただし 

高圧注水系の動

作不能を発見し

た場合は４日間 

B.両方の論理が，そ

れぞれ動作不能の

場合，又は，条件

Ａで要求される措

置を完了時間内に

達成できない場合 

B1.自動減圧系を動

作不能とみな

す。 

１時間 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要  素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

(論理毎) 

条  件 要求される 

措置 

完了時間 

３．自動減圧

系始動タイ

マ 

運転 

起動※２ 

高温停止
※２ 

１ A.いずれかの論理が

動作不能の場合 

A1.当該論理を動作

可能な状態に復

旧する。 

10日間 

ただし 

高圧注水系の動

作不能を発見し

た場合は４日間 

B.両方の論理が，そ

れぞれ動作不能の

場合，又は，条件

Ａで要求される措

置を完了時間内に

達成できない場合 

B1.自動減圧系を動

作不能とみな

す。 

１時間 

４．炉心スプ

レイ系ポン

プ吐出圧力

高又は残留

熱除去系ポ

ンプ吐出圧

力高※３ 

６※３ 

 

A.いずれかの論理が

動作不能の場合 

A1.当該論理を動作

可能な状態に復

旧する。 

10日間 

ただし 

高圧注水系の動

作不能を発見し

た場合は４日間 

B.両方の論理が，そ

れぞれ動作不能の

場合，又は，条件

Ａで要求される措

置を完了時間内に

達成できない場合 

B1.自動減圧系を動

作不能とみな

す。 

１時間 

 

※１：本条における論理とは，当該系統・設備を作動させる為のセンサから論理回路の出力段までの最

小単位の構成をいう。 

※２：原子炉圧力が 0.78ＭＰａ［gage］以上の時。 

※３：ポンプ吐出圧力高については，炉心スプレイ系２チャンネル及び残留熱除去系４チャンネルをい

う。 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（１）低圧炉心スプレイ系計装 

低圧炉心スプレイ系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足

できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，低圧炉心スプレイ系を作動させる為の全てのチャンネ

ル数をいう。 

 

表 27－３－３－１ 

要  素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条  件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉水

位異常低 

（レベル１） 

運転 

起動 

高温停止 

２ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルを

トリップする。 

又は 

A3.低圧炉心スプレイ系を

動作不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

 

B.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

B1.低圧炉心スプレイ系を

動作不能とみなす。 

１時間 

２．格納容器圧

力高 

２ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルを

トリップする。 

又は 

A3.低圧炉心スプレイ系を

動作不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

B1.低圧炉心スプレイ系を

動作不能とみなす。 

１時間 

３．注入弁両側

差圧低（注入

可） 

１ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.低圧炉心スプレイ系を

動作不能とみなす。 

１時間 

 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（２）低圧注水系計装 

低圧注水系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できない

場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，系列毎のポンプ及び弁を作動させる為の全てのチャン

ネル数をいう。 

 

表 27－３－３－２ 

要  素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（系列毎）※

１ 

条  件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉水

位異常低 

(レベル１) 

運転 

起動 

高温停止 

２ A.動作不能チ

ャンネルが

１つの場合 

A1.チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルを

トリップする。 

又は 

A3.当該低圧注水系を動作

不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.動作不能チ

ャンネルが

２つの場合 

B1.当該低圧注水系を動作

不能とみなす。 

１時間 

２．格納容器

圧力高 

２ A.動作不能チ

ャンネルが

１つの場合 

A1.チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルを

トリップする。 

又は 

A3.当該低圧注水系を動作

不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.動作不能チ

ャンネルが

２つの場合 

B1.当該低圧注水系を動作

不能とみなす。 

１時間 

３．注入弁両

側差圧低 

(注入可) 

1 A.動作不能チ

ャンネルが

１つの場合 

A1.当該低圧注水系を動作

不能とみなす。 

１時間 

※１：系列毎とは低圧注水系においてＡ系，Ｂ系，Ｃ系をいう。 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（３）高圧炉心スプレイ系計装 

高圧炉心スプレイ系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足

できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，高圧炉心スプレイ系を作動させる為の全てのチャンネ

ル数をいい，その半数が片トリップ系を構成する。 

 

表 27－３－３－３ 

要  素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（両トリッ

プ系） 

条  件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉水

位異常低 

(レベル２) 

運転 

起動 

高温停止 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルを

トリップする。 

又は 

A3.高圧炉心スプレイ系を

動作不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャ

ンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チ

ャンネルをトリップす

る。 

又は 

B3.高圧炉心スプレイ系を

動作不能とみなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.高圧炉心スプレイ系を

動作不能とみなす。 

１時間 

 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（両トリッ

プ系） 

条  件 要求される措置 完了時間 

２．格納容器

圧力高 

運転 

起動 

高温停止 

４ 

 

A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルを

トリップする。 

又は 

A3.高圧炉心スプレイ系を

動作不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャ

ンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チ

ャンネルをトリップす

る。 

又は 

B3.高圧炉心スプレイ系を

動作不能とみなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.高圧炉心スプレイ系を

動作不能とみなす。 

１時間 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（４）自動減圧系計装 

自動減圧系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できない

場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，論理※１毎の全てのチャンネル数をいう。 

 

表 27－３－３－４ 

要 素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

(論理毎) 

条  件 要求される 

措置 

完了時間 

１．原子炉水

位異常低 

(レベル１) 

運転 

起動※２ 

高温停止
※２ 

 

２ A.いずれかの論理に

動作不能チャンネ

ルが１つ以上の場

合 

A1.チャンネル

を動作可能

な状態に復

旧する。 

又は 

 

A2.当該チャン

ネルをトリ

ップする。 

10日間 

ただし 

高圧炉心スプレイ系

の動作不能を発見し

た場合は４日間 

 

10日間 

ただし 

高圧炉心スプレイ系

の動作不能を発見し

た場合は４日間 

B.両方の論理が,それ

ぞれ動作不能の場

合又は，条件Ａで要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B1.自動減圧系

を動作不能

とみなす。 

１時間 

２．格納容器

圧力高 

２ A.いずれかの論理に

動作不能チャンネ

ルが１つ以上の場

合 

A1.チャンネル

を動作可能

な状態に復

旧する。 

又は 

 

A2.当該チャン

ネルをトリ

ップする。 

10日間 

ただし 

高圧炉心スプレイ系

の動作不能を発見し

た場合は４日間 

 

10日間 

ただし 

高圧炉心スプレイ系

の動作不能を発見し

た場合は４日間 

B.両方の論理が,それ

ぞれ動作不能の場

合又は，条件Ａで要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B1.自動減圧系

を動作不能

とみなす。 

１時間 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要 素 適用され

る原子炉

の状態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

(論理毎) 

条  件 要求される 

措置 

完了時間 

３．自動減圧

系始動タ

イマ 

運転 

起動※２ 

高温停止
※２ 

１ A.いずれかの論理が

動作不能の場合 

A1.当該論理を

動作可能な

状態に復旧

する。 

 

10日間 

ただし 

高圧炉心スプレイ系

の動作不能を発見し

た場合は４日間 

B.両方の論理が,それ

ぞれ動作不能の場

合又は，条件Ａで要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B1.自動減圧系

を動作不能

とみなす。 

１時間 

４．低圧炉心

スプレイ

系ポンプ

吐出圧力

高 

  又は 

  残留熱除去

系ポンプ

吐出圧力

高※３ 

運転 

起動※２ 

高温停止
※２ 

４※３ A.いずれかの論理が

動作不能の場合 

A1.当該論理を

動作可能な

状態に復旧

する。 

10日間 

ただし 

高圧炉心スプレイ系

の動作不能を発見し

た場合は４日間 

B.両方の論理が,それ

ぞれ動作不能の場

合又は，条件Ａで要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B1.自動減圧系

を動作不能

とみなす。 

１時間 

 

※１：本条における論理とは，当該系統・設備を作動させる為のセンサから論理回路の出力段までの最

小単位の構成をいう。 

※２：原子炉圧力が 0.84ＭＰａ[gage]以上の時。 

※３：ポンプ吐出圧力高については，自動減圧系Ａ系は低圧炉心スプレイ系２チャンネル及び残留熱除

去系２チャンネル，自動減圧系Ｂ系は残留熱除去系４チャンネルをいう。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

４．格納容器隔離系計装 

[５号炉] 

（１）主蒸気隔離弁計装 

主蒸気隔離弁計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できな

い場合は，その状態に応じて次の措置を講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，主蒸気隔離弁を隔離させるための全てのチャンネル数

をいい，その半数が片トリップ系を構成する。 

（Ａ）片トリップ系に，動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は，24時間以内に動作可能な状態に復

旧し，復旧できなければ動作不能チャンネルをトリップするか又は当該トリップ系をトリップす

る。 

（Ｂ）両トリップ系に，動作不能チャンネルがそれぞれ１つ以上ある場合は，12時間以内に動作可能な

状態に復旧し，復旧できなければ，いずれかの片トリップ系における動作不能チャンネルをトリ

ップするか又はいずれかの片トリップ系をトリップする。 

（Ｃ）片トリップ系において同一要素によるトリップ機能が維持できない場合又は当該トリップ系が動

作不能の場合は，１時間以内に当該トリップ系を復旧するか，トリップする。 

（Ｄ）上記（Ａ），（Ｂ）又は（Ｃ）の措置を達成できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内

に講じる。 
 
表 27－３－４－１ 

要  素 適用される原

子炉の状態 

動作可能であるべ

きチャンネル数

（両トリップ系） 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常

低（レベル２） 

運転 

起動 

高温停止 

４ A1.高温停止にする。 

及び 

A2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

２．主蒸気管放射能

高 

運転 

起動 

高温停止 

４ A1.高温停止にする。 

及び 

A2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

３．主蒸気管流量大 運転 

起動 

高温停止 

16 A1.当該主蒸気ラインを

隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

 

24時間 

 

36時間 

４．主蒸気管トンネ

ル温度高 

運転 

起動 

高温停止 

16 A1.高温停止にする。 

及び 

A2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

５．主蒸気管圧力低 運転 ４ A1.起動にする。 12時間 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（２）格納容器隔離系計装 

Ａ．主蒸気管ドレン系及び炉水サンプル系 

主蒸気管ドレン系及び炉水サンプル系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチ

ャンネル数を満足できない場合は，その状態に応じて次の措置を講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，内側又は外側の隔離機能を作動させるための全てのチ

ャンネル数をいう。 

（Ａ）内側隔離論理又は外側隔離論理に，動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は，24時間以内に動

作可能な状態に復旧し，復旧できなければ動作不能チャンネルをトリップするか又は当該トリップ系

をトリップする。 

（Ｂ）内側隔離論理及び外側隔離論理のそれぞれに，同一要素の動作不能チャンネルが１つ以上ある場合

又は内側隔離論理及び外側隔離論理とも隔離機能を喪失している場合は，１時間以内に内側隔離論理

又は外側隔離論理の少なくとも１つの隔離機能を復旧する。 

（Ｃ）上記（Ａ）又は（Ｂ）の措置を達成できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内に講じる。 
 
表 27－３－４－２－Ａ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能であるべ

きチャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

１．主蒸気管ドレン系 

ａ．原子炉水位異常

低（レベル２） 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｂ．主蒸気管放射能

高 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｃ．主蒸気管流量大 運転 

起動 

高温停止 

８ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｄ．主蒸気管トンネ

ル温度高 

運転 

起動 

高温停止 

８ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｅ．主蒸気管圧力低 運転 ２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.起動にする。 

12時間 

 

12時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能であるべ

きチャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

２．炉水サンプル系 

ａ．原子炉水位異常

低（レベル２） 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｂ．主蒸気管放射能

高 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｃ．主蒸気管流量大 運転 

起動 

高温停止 

８ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｄ．主蒸気管トンネ

ル温度高 

運転 

起動 

高温停止 

８ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｅ．主蒸気管圧力低 運転 ２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.起動にする。 

12時間 

 

12時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

Ｂ．原子炉冷却材浄化系，不活性ガス系，残留熱除去系及び廃棄物処理系 

原子炉冷却材浄化系，不活性ガス系，残留熱除去系及び廃棄物処理系計装の要素に動作不能が発生し，

下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できない場合は，その状態に応じて「原子炉建屋放射能

高」の要素以外については，（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）又は（Ｆ）の措置を講じ，「原子炉建屋放射能高」の要

素については，（Ｄ），（Ｅ）又は（Ｆ）の措置を講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，内側及び外側の両方の隔離機能を作動させるための全

てのチャンネル数をいう。 

（Ａ）片トリップ系に，動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は，12時間以内に動作可能な状態に復

旧し復旧できなければ動作不能チャンネルをトリップするか又は当該トリップ系をトリップする。 

（Ｂ）両トリップ系に，動作不能チャンネルがそれぞれ１つ以上ある場合は，６時間以内に動作可能な

状態に復旧し，復旧できなければ，いずれかの片トリップ系における動作不能チャンネルをトリッ

プするか又はいずれかの片トリップ系をトリップする。 

（Ｃ）片トリップ系において同一要素によるトリップ機能が維持できない場合又は当該トリップ系が動

作不能の場合は，１時間以内に当該トリップ系を復旧するか，トリップする。 

（Ｄ）原子炉建屋放射能高に，動作不能チャンネルが１つある場合は，10日間以内に動作可能な状態に

復旧し，復旧できなければ動作不能チャンネルをトリップする。 

（Ｅ）原子炉建屋放射能高に，動作不能チャンネルが２つある場合は，１時間以内にいずれかのチャン

ネルを復旧するか，トリップする。 

（Ｆ）上記（Ａ），（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）又は（Ｅ）の措置を達成できない場合は，下表の要求される措置

を完了時間内に講じる。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

表 27－３－４－２－Ｂ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能であるべ

きチャンネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉冷却材浄化

系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運転 

起動 

高温停止 

４ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

２．不活性ガス系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運転 

起動 

高温停止 

４ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｂ．格納容器圧力高 運転 

起動 

高温停止 

４ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

 ｃ．原子炉建屋放射

能高 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

３．残留熱除去系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運転 

起動 

高温停止 

４ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｂ．格納容器圧力高 運転 

起動 

高温停止 

４ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

４．廃棄物処理系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運転 

起動 

高温停止 

４ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｂ．格納容器圧力高 運転 

起動 

高温停止 

４ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（３）原子炉建屋隔離系計装 

原子炉建屋隔離系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足で

きない場合は，その状態に応じて「原子炉建屋放射能高」の要素以外については，（Ａ），（Ｂ），（Ｃ），

（Ｆ），（Ｇ）又は（Ｈ）の措置を講じ，「原子炉建屋放射能高」の要素については，（Ｄ），（Ｅ），（Ｆ），

（Ｇ），（Ｈ）又は（Ｉ）の措置を講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，原子炉建屋隔離機能を作動させるための全てのチャン

ネル数をいう。 

（Ａ）片トリップ系に，動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は，12時間以内に動作可能な状態に復

旧し，復旧できなければ動作不能チャンネルをトリップするか又は当該トリップ系をトリップす

る。 

（Ｂ）両トリップ系に，それぞれ動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は，６時間以内に動作可能な

状態に復旧し，復旧できなければ，いずれかの片トリップ系における動作不能チャンネルをトリ

ップするか又はいずれかの片トリップ系をトリップする。 

（Ｃ）片トリップ系において同一要素によるトリップ機能が維持できない場合又は当該トリップ系が動

作不能の場合は，１時間以内に当該トリップ系を復旧するか，トリップする。 

（Ｄ）原子炉建屋放射能高に，動作不能チャンネルが１つある場合は，10日間以内に動作可能な状態に

復旧し，復旧できなければ動作不能チャンネルをトリップする。 

（Ｅ）原子炉建屋放射能高に，動作不能チャンネルが２つある場合は，１時間以内にいずれかのチャン

ネルを復旧するか，トリップする。 

（Ｆ）上記（Ａ），（Ｂ）又は（Ｄ）の措置を達成できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内

に講じる。 

（Ｇ）上記（Ｃ）又は（Ｅ）の措置を達成できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内に講じ，

かつ 10日間以内にトリップ機能を復旧する。 

（Ｈ）原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，（Ｆ）又は（Ｇ）の要求される措置を完了時

間内に達成できない場合は，24時間以内に高温停止かつ 36時間以内に冷温停止する。 

（Ｉ）炉心変更時※１又は原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業時において，（Ｆ）又は（Ｇ）の措

置を完了時間内に達成できない場合は，速やかに炉心変更※１及び原子炉建屋内で照射された燃料

に係る作業を中止する。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

表 27－３－４－３ 

要  素 適用される原

子炉の状態 

動作可能であ

るべきチャン

ネル数 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位低

（レベル３） 

運転 

起動 

高温停止 

４ A1.1.原子炉建屋給排気隔離弁の

動作確認を行い，手動にて

隔離できることを確認す

る。 

及び 

A1.2.非常用ガス処理系１系列を

動作可能な状態とする。 

又は  

A2.非常用ガス処理系を動作不能

とみなす。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

２．格納容器圧力

高 

運転 

起動 

高温停止 

４ 

 

A1.1.原子炉建屋給排気隔離弁の

動作確認を行い，手動にて

隔離できることを確認す

る。 

及び 

A1.2.非常用ガス処理系１系列を

動作可能な状態とする。 

又は  

A2.非常用ガス処理系を動作不能

とみなす。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

３．原子炉建屋放

射能高 
 

運転 

起動 

高温停止 

炉心変更時※１

又は原子炉建

屋内で照射さ

れた燃料に係

る作業時 

２ A1.1.原子炉建屋給排気隔離弁の

動作確認を行い，手動にて

隔離できることを確認す

る。 

及び 

A1.2.非常用ガス処理系１系列を

動作可能な状態とする。 

又は  

A2.非常用ガス処理系を動作不能

とみなす。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（１）主蒸気隔離弁計装 

主蒸気隔離弁計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できな

い場合は，その状態に応じて次の措置を講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，主蒸気隔離弁を隔離させるための全てのチャンネル数

をいい，その半数が片トリップ系を構成する。 

（Ａ）片トリップ系に，動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は，24 時間以内に動作可能な状態に復

旧し，復旧できなければ動作不能チャンネルをトリップするか又は当該トリップ系をトリップする。 

（Ｂ）両トリップ系に，動作不能チャンネルがそれぞれ１つ以上ある場合は，12 時間以内に動作可能な

状態に復旧し，復旧できなければ，いずれかの片トリップ系における動作不能チャンネルをトリップ

するか又はいずれかの片トリップ系をトリップする。 

（Ｃ）片トリップ系において同一要素によるトリップ機能が維持できない場合又は当該トリップ系が動作

不能の場合は，１時間以内に当該トリップ系を復旧するか，トリップする。 

（Ｄ）上記（Ａ），（Ｂ）又は（Ｃ）の措置を達成できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内に

講じる。 
 
表 27－３－４－１ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能であ

るべきチャン

ネル数（両トリ

ップ系） 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位異常低

（レベル２） 

運転 

起動 

高温停止 

４ A1.高温停止にする。 

及び 

A2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

２．主蒸気管放射能高 運転 

起動 

高温停止 

４ A1.高温停止にする。 

及び 

A2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

３．主蒸気管流量大 運転 

起動 

高温停止 

16 A1.当該主蒸気ラインを隔

離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

 

24時間 

 

36時間 

４．主蒸気管トンネル

温度高 

運転 

起動 

高温停止 

40 A1.高温停止にする。 

及び 

A2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

５．主蒸気管圧力低 運転 ４ A1.起動にする。 12時間 

６．復水器真空度低 運転 

起動 

高温停止 

４ A1.高温停止にする。 

及び 

A2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（２）格納容器隔離系計装 

格納容器隔離系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足でき

ない場合は，その状態に応じて「原子炉建屋放射能高（原子炉建屋換気系排気口プレナム）」及び「原

子炉建屋放射能高（燃料取替エリアダクト）」の要素以外については，（Ａ），（Ｂ）又は（Ｅ）の措置を

講じ，「原子炉建屋放射能高（原子炉建屋換気系排気口プレナム）」及び「原子炉建屋放射能高（燃料取

替エリアダクト）」の要素については，（Ｃ），（Ｄ）又は（Ｅ）の措置を講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，内側又は外側の隔離機能を作動させるための全てのチ

ャンネル数をいう。 

（Ａ）内側隔離論理又は外側隔離論理に，動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は，「原子炉水位低

（レベル３）」及び「格納容器圧力高」の要素については 12時間以内，それ以外の要素については

24時間以内に動作可能な状態に復旧し，復旧できなければ動作不能チャンネルをトリップするか又

は当該トリップ系をトリップする。 

（Ｂ）内側隔離論理及び外側隔離論理のそれぞれに，同一要素の動作不能チャンネルが１つ以上ある場

合又は内側隔離論理及び外側隔離論理とも隔離機能を喪失している場合は，１時間以内に内側隔離

論理又は外側隔離論理の少なくとも１つの隔離機能を復旧する。 

（Ｃ）内側隔離論理又は外側隔離論理に，動作不能チャンネルが１つある場合は，10日間以内に動作可

能な状態に復旧し，復旧できなければ動作不能チャンネルをトリップする。 

（Ｄ）内側隔離論理及び外側隔離論理のそれぞれに，動作不能チャンネルが２つある場合は，１時間以

内に内側隔離論理又は外側隔離論理の少なくとも１つのチャンネルを復旧するか，トリップする。 

（Ｅ）上記（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）又は（Ｄ）の措置を達成できない場合は，下表の要求される措置を完了

時間内に講じる。 

[６号炉] 

表 27－３－４－２ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

１．主蒸気管ドレン系 

ａ．原子炉水位異常低

（レベル２） 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

ｂ．主蒸気管放射能高 運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｃ．主蒸気管流量大 運転 

起動 

高温停止 

８ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｄ．主蒸気管トンネル

温度高 

運転 

起動 

高温停止 

20 A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｅ．主蒸気管圧力低 運転 ２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.起動にする。 

12時間 

 

12時間 

ｆ．復水器真空度低 運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

２．炉水サンプル系 

ａ．原子炉水位異常低

（レベル２） 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｂ．主蒸気管放射能高 運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｃ．主蒸気管流量大 運転 

起動 

高温停止 

８ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

ｄ．主蒸気管トンネル

温度高 

運転 

起動 

高温停止 

20 A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｅ．主蒸気管圧力低 運転 ２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.起動にする。 

12時間 

 

12時間 

ｆ．復水器真空度低 運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

３．原子炉冷却材浄化系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

４．不活性ガス系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｂ．格納容器圧力高 運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｃ．原子炉建屋放射能

高（原子炉建屋換気

系排気口プレナム） 

運転 

起動 

高温停止 

２※１ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｄ．原子炉建屋放射能

高（燃料取替エリア

ダクト）※３ 

運転 

起動 

高温停止 

２※２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

５．残留熱除去系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｂ．格納容器圧力高 運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

６．廃棄物処理系 

ａ．原子炉水位低 

（レベル３） 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

ｂ．格納容器圧力高 運転 

起動 

高温停止 

２ A1.当該ラインを隔離する。 

又は 

A2.1.高温停止にする。 

及び 

A2.2.冷温停止にする。 

12時間 

 

24時間 

 

36時間 

※１：２チャンネルは，内側隔離論理を動作させるべきチャンネル数 

※２：２チャンネルは，外側隔離論理を動作させるべきチャンネル数 

※３：高線量当量率物品の移動時を除く。 

 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（３）原子炉建屋隔離系計装 

原子炉建屋隔離系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足で

きない場合は，その状態に応じて「原子炉建屋放射能高（原子炉建屋換気系排気口プレナム）」及び「原

子炉建屋放射能高（燃料取替エリアダクト）」の要素以外については，（Ａ），（Ｂ），（Ｅ），（Ｆ）又は（Ｇ）

の措置を講じ，「原子炉建屋放射能高（原子炉建屋換気系排気口プレナム）」及び「原子炉建屋放射能高

（燃料取替エリアダクト）」の要素については，（Ｃ），（Ｄ），（Ｅ），（Ｆ），（Ｇ）又は（Ｈ）の措置を講

じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，Ａ系又はＢ系による原子炉建屋隔離機能を作動させる

ための全てのチャンネル数をいう。 

（Ａ）Ａ系隔離論理又はＢ系隔離論理に，動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は，12時間以内に動

作可能な状態に復旧し，復旧できなければ動作不能チャンネルをトリップするか又は当該トリッ

プ系をトリップする。 

（Ｂ）Ａ系隔離論理及びＢ系隔離論理のそれぞれに，同一要素の動作不能チャンネルが１つ以上ある場

合又はＡ系隔離論理及びＢ系隔離論理とも隔離機能を喪失している場合は，１時間以内にＡ系隔

離論理又はＢ系隔離論理の少なくとも１つの隔離機能を復旧する。 

（Ｃ）Ａ系隔離論理又はＢ系隔離論理に，動作不能チャンネルが１つある場合は，10日間以内に動作可

能な状態に復旧し，復旧できなければ動作不能チャンネルをトリップする。 

（Ｄ）Ａ系隔離論理及びＢ系隔離論理のそれぞれに，動作不能チャンネルが２つある場合は，１時間以

内にＡ系隔離論理又はＢ系隔離論理の少なくとも１つのチャンネルを復旧するか，トリップす

る。 

（Ｅ）上記（Ａ）又は（Ｃ）の措置を達成できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内に講じ

る。 

（Ｆ）上記（Ｂ）又は（Ｄ）の措置を達成できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内に講じ，

かつ 10日間以内にＡ系隔離論理又はＢ系隔離論理の少なくとも１つの隔離機能を復旧する。 

（Ｇ）原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，（Ｅ）又は（Ｆ）の要求される措置を完了時

間内に達成できない場合は，24時間以内に高温停止かつ 36時間以内に冷温停止にする。 

（Ｈ）炉心変更時※１又は原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業時において，（Ｅ）又は（Ｆ）の措

置を完了時間内に達成できない場合は，速やかに炉心変更※１及び原子炉建屋内で照射された燃

料に係る作業を中止する。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

表 27－３－４－３ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

１．原子炉水位低 

（レベル３） 

運転 

起動 

高温停止 

２ A1.1.原子炉建屋給排気隔離弁

の動作確認を行い，手動

にて隔離できることを確

認する。 

及び 

A1.2.非常用ガス処理系１系列

を動作可能な状態とす

る。 

又は  

A2.非常用ガス処理系を動作不

能とみなす。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

２．格納容器圧力高 運転 

起動 

高温停止 

２ A1.1.原子炉建屋給排気隔離弁

の動作確認を行い，手動

にて隔離できることを確

認する。 

及び 

A1.2.非常用ガス処理系１系列

を動作可能な状態とす

る。 

又は  

A2.非常用ガス処理系を動作不

能とみなす。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

３．原子炉建屋放射

能高 

（原子炉建屋換

気系排気口プレ

ナム） 

運転 

起動 

高温停止 

炉心変更時※

１又は 

原子炉建屋

内で照射さ

れた燃料に

係る作業時 

２※２ A1.1.原子炉建屋給排気隔離弁

の動作確認を行い，手動

にて隔離できることを確

認する。 

及び 

A1.2.非常用ガス処理系１系列

を動作可能な状態とす

る。 

又は  

A2.非常用ガス処理系を動作不

能とみなす。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（論理毎） 

要求される措置 完了時間 

４．原子炉建屋放射

能高 

（燃料取替エリ

アダクト）※３ 

運転 

起動 

高温停止 

炉心変更時※

１又は 

原子炉建屋

内で照射さ

れた燃料に

係る作業時 

２※４ A1.1.原子炉建屋給排気隔離弁

の動作確認を行い，手動

にて隔離できることを

確認する。 

及び 

A1.2.非常用ガス処理系１系列

を動作可能な状態とす

る。 

又は  

A2.非常用ガス処理系を動作不

能とみなす。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

※２：２チャンネルは，Ｂ系隔離論理を動作させるべきチャンネル数 

※３：高線量当量率物品の移動時を除く。 

※４：２チャンネルは，Ａ系隔離論理を動作させるべきチャンネル数 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

５．その他の計装 

[５号炉] 

（１）非常用ディーゼル発電機計装 

非常用ディーゼル発電機計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を

満足できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。なお，動作可能である

べきチャンネル数とは，系列毎の非常用ディーゼル発電機を作動させるための全てのチャンネル数をい

う。 
 
表 27－３－５－１ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（系列毎） 

条   件 要求される措置 完了時間 

１．非常用交

流高圧電源

母線低電圧 

運転 

起動 

高温停止 

及び 

第66条で要

求される非

常用交流高

圧電源母線

の要求があ

る期間 

３ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

以上の場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.チャンネルをトリップす

る。 

１時間 

 

 

１時間 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.当該非常用ディーゼル発

電機を動作不能とみなす。 

速やかに 

２．原子炉水

位異常低 

（レベル１） 

運転 

起動 

高温停止 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

又は 

A3.当該非常用ディーゼル発

電機を動作不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャ

ンネルをトリップする。 

又は 

B3.当該非常用ディーゼル発

電機を動作不能とみなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.当該非常用ディーゼル発

電機を動作不能とみなす。 

１時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（系列毎） 

条   件 要求される措置 完了時間 

３．格納容器

圧力高 

運転 

起動 

高温停止 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

又は 

A3.当該非常用ディーゼル発

電機を動作不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャ

ンネルをトリップする。 

又は 

B3.当該非常用ディーゼル発

電機を動作不能とみなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.当該非常用ディーゼル発

電機を動作不能とみなす。 

１時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（２）原子炉隔離時冷却系計装 

原子炉隔離時冷却系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足

できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，原子炉隔離時冷却系を作動させる為の全てのチャンネ

ル数をいい，その半数が片トリップ系を構成する。 

 

表 27－３－５－２ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（両トリッ

プ系） 

条   件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉水

位異常低 

（レベル２） 

運転 

起動※１ 

高温停止※１ 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

又は 

A3.原子炉隔離時冷却系を動

作不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャ

ンネルをトリップする。 

又は 

B3.原子炉隔離時冷却系を動

作不能とみなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.原子炉隔離時冷却系を動

作不能とみなす。 

１時間 

※１：原子炉圧力が 1.04ＭＰａ[gage]以上の時。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（３）原子炉再循環ポンプトリップ計装 

原子炉再循環ポンプトリップ計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル

数を満足できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，論理毎の全てのチャンネル数をいう。 

 

表 27－３－５－３ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数

（論理毎） 

条    件 要求される措置 完了時間 

１．タービン

主蒸気止め

弁閉 

原子炉熱出

力 30％相当

以上※１ 

４ A.いずれかの論

理に動作不能

チャンネルが

１つ以上の場

合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

10日間 

 

 

10日間 

B.両方の論理に

動作不能のチ

ャンネルがそ

れぞれ１つ以

上の場合 

B1.少なくとも片方の論理を

動作可能な状態に復旧す

る。 

２時間 

C.条件Ａ又はＢ

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

C1.原子炉熱出力を 30％相当

未満にする。 

８時間 

２．タービン

蒸気加減弁

急速閉 

ａ．油圧 

２ A.いずれかの論

理に動作不能

チャンネルが

１つ以上の場

合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

10日間 

 

 

10日間 

B.両方の論理に

動作不能のチ

ャンネルがそ

れぞれ１つ以

上の場合 

B1.少なくとも片方の論理を

動作可能な状態に復旧す

る。 

２時間 

C.条件Ａ又はＢ

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

C1.原子炉熱出力を 30％相当

未満にする。 

８時間 

 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

173



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第２編） 

96 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数

（論理毎） 

条    件 要求される措置 完了時間 

２．タービン

蒸気加減弁

急速閉 

  ｂ．電磁弁

励磁位置 

原子炉熱出

力 30％相当

以上※１ 

２ A.いずれかの論

理に動作不能

チャンネルが

１つ以上の場

合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

10日間 

 

 

10日間 

B.両方の論理に

動作不能のチ

ャンネルがそ

れぞれ１つ以

上の場合 

B1.少なくとも片方の論理を

動作可能な状態に復旧す

る。 

２時間 

C.条件Ａ又はＢ

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

C1.原子炉熱出力を 30％相当

未満にする。 

８時間 

※１：タービン入口蒸気第１段圧力が約 1.27ＭＰａ[gage]（原子炉熱出力の約 30％相当）以上で運転して

いる時。 

 

（４）制御棒引抜監視装置計装 

制御棒引抜監視装置計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足

できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

 

表 27－３－５－４ 

要 素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．制御棒引

抜阻止 

ａ．中性子束

高 

ｂ．機器動作

不能 

ｃ．中性子束

低 

原子炉熱出

力 30％相当

以上 

２※１ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.動作不能チャンネルをト

リップする。 

１時間 

 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.制御棒の引抜操作を行わ

ない。 

速やかに 

※１：２チャンネルのうち，１チャンネルバイパス可能設備のため，１チャンネルバイパスしている状

態では動作可能であるべきチャンネル数は１とする。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（５）タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装 

タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可

能であるべきチャンネル数を満足できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講

じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，タービン駆動給水ポンプ・主タービンをトリップさせ

る為の全てのチャンネル数をいう。 

 

表 27－３－５－５ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条    件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉水

位高 

（レベル８） 

原子炉熱出

力30％相当

以上 

３ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.チャンネルをトリップす

る。 

10日間 

 

 

10日間 

B.動作不能チャ

ンネルが２つ

以上の場合 

B1.高水位トリップ機能を動

作可能な状態に復旧する。 

２時間 

C.条件Ａ又はＢ

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

C1.原子炉熱出力を 30％相当

未満にする。 

８時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

［５号炉］ 

（６）中央制御室非常用換気空調系計装 

中央制御室非常用換気空調系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル

数を満足できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，当該原子炉※１の中央制御室非常用換気空調系を作動さ

せるための全てのチャンネル数をいう。 

 

表27－３－５－６ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条   件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉建

屋放射能高 

運転 

起動 

高温停止 

炉心変更時
※２又は 

原子炉建屋

内で照射さ

れた燃料に

係る作業時 

２ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.チャンネルをトリップす

る。 

又は 

A3.当該原子炉※１の中央制御

室非常用換気空調系を動

作不能とみなす。 

10日間 

 

 

10日間 

 

 

10日間 

B.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

B1.少なくとも１チャンネル

を動作可能な状態に復旧

する。 

又は 

B2.当該原子炉※１の中央制御

室非常用換気空調系を動

作不能とみなす。 

１時間 

 

 

 

１時間 

※１：５号炉及び６号炉の中央制御室非常用換気空調系をいう。 

※２：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

176



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第２編） 

99 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

（７）事故時計装 

事故時計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できない場合

は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

 

表 27－３－５－７ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条   件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉圧

力 

運転 

起動 

２ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

30日間 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.当該計器が動作不能状態

であることを明確にする

ような措置を開始する。 

速やかに 

C.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

C1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

10日間 

D.条件Ｃで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

D1.高温停止にする。 24時間 

２．原子炉水

位 

（広帯域） 

３．原子炉水

位 

（燃料域） 

２※１ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

30日間 

B. 条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.当該計器が動作不能状態

であることを明確にする

ような措置を開始する。 

速やかに 

C.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

C1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

10日間 

D.条件Ｃで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

D1.高温停止にする。 

 

24時間 

 

※１：１チャンネルは記録計，１チャンネルは指示計。 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[５号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条   件 要求される措置 完了時間 

４．格納容器

圧力 

運転 

起動 

１ A.チャンネルが

動作不能な場

合 

A1.チャンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

10日間 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.高温停止にする。 24時間 

５．格納容器

雰囲気線量

当量率 

２ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

30日間 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.当該計器が動作不能状態で

あることを明確にするよう

な措置を開始する。 

速やかに 

C.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

C1.少なくとも１つのチャンネ

ルを動作可能な状態に復旧

する。 

10日間 

D.条件Ｃで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

D1.動作不能チャンネルを動作

可能な状態に復旧する点検

計画を作成する。 

速やかに 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（１）非常用ディーゼル発電機計装 

非常用ディーゼル発電機計装又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機計装の要素に動作不能が発

生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できない場合は，その条件に応じて要求される措

置を完了時間内に講じる。なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，系列毎の非常用ディーゼル発

電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を作動させるための全てのチャンネル数をいう。 
 
表 27－３－５－１ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（系列毎） 

条   件 要求される措置 完了時間 

１．非常用デ

ィーゼル発

電機計装 

  ａ．非常用

交流高圧電

源母線低電

圧 

運転 

起動 

高温停止 

及び 

第 66 条で要

求される非

常用交流高

圧電源母線

の要求があ

る期間 

３ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

以上の場合 

A1.チャンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

A2.チャンネルをトリップす

る。 

１時間 

 

 

１時間 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.当該非常用ディーゼル発電

機を動作不能とみなす。 

速やかに 

  ｂ．原子炉

水位異常低 

 （レベル１） 

運転 

起動 

高温停止 

２ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

 

A1.チャンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをトリ

ップする。 

又は 

A3.当該非常用ディーゼル発電

機を動作不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

 

B.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

B1.当該非常用ディーゼル発電

機を動作不能とみなす。 

１時間 

  ｃ．格納容

器圧力高 

運転 

起動 

高温停止 

２ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをトリ

ップする。 

又は 

A3.当該非常用ディーゼル発電

機を動作不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

 

B.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

B1.当該非常用ディーゼル発電

機を動作不能とみなす。 

１時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（系列毎） 

条   件 要求される措置 完了時間 

２．高圧炉心

スプレイ系

ディーゼル

発電機計装 

  ａ．非常用

交流高圧電

源母線低電

圧 

運転 

起動 

高温停止 

及び 

第 66 条で要

求される非

常用交流高

圧電源母線

の要求があ

る期間 

３ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

以上の場合 

A1.チャンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

A2.チャンネルをトリップす

る。 

１時間 

 

 

１時間 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を動作不能と

みなす。 

速やかに 

  ｂ．原子炉

水位異常低 

 （レベル２） 

運転 

起動 

高温停止 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをトリ

ップする。 

又は 

A3.高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を動作不能と

みなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャンネ

ルを動作可能な状態に復

旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャン

ネルをトリップする。 

又は 

B3.高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を動作不能と

みなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を動作不能と

みなす。 

１時間 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（系列毎） 

条   件 要求される措置 完了時間 

  ｃ．格納容

器圧力高 

運転 

起動 

高温停止 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをトリ

ップする。 

又は 

A3. 高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を動作不能

とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャンネ

ルを動作可能な状態に復

旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャン

ネルをトリップする。 

又は 

B3.高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を動作不能と

みなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1. 高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を動作不能

とみなす。 

１時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（２）原子炉隔離時冷却系計装 

原子炉隔離時冷却系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足

できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，原子炉隔離時冷却系を作動させるための全てのチャン

ネル数をいい，その半数が片トリップ系を構成する。 

 

表 27－３－５－２ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（両トリッ

プ系） 

条   件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉水

位異常低 

 (レベル２) 

運転 

起動※１ 

高温停止※１ 

４ A.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが１

つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

又は 

A3.原子炉隔離時冷却系を動

作不能とみなす。 

24時間 

 

 

24時間 

 

 

24時間 

B.両トリップ系

にそれぞれ動

作不能チャン

ネルが１つの

場合 

B1.少なくとも１つのチャン

ネルを動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.いずれかの動作不能チャ

ンネルをトリップする。 

又は 

B3.原子炉隔離時冷却系を動

作不能とみなす。 

12時間 

 

 

 

12時間 

 

 

12時間 

C.片トリップ系

に動作不能チ

ャンネルが２

つの場合 

C1.原子炉隔離時冷却系を動

作不能とみなす。 

1時間 

※１：原子炉圧力が１.04ＭＰａ[gage]以上の時。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（３）原子炉再循環ポンプトリップ計装 

原子炉再循環ポンプトリップ計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル

数を満足できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，論理毎の全てのチャンネル数をいう。 

 

表 27－３－５－３ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数

（論理毎） 

条    件 要求される措置 完了時間 

１．タービン

主蒸気止め

弁閉 

原子炉熱出

力 30％相当

以上※１ 

４ A.いずれかの論

理に動作不能

チャンネルが

１つ以上の場

合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

10日間 

 

 

10日間 

B.両方の論理に

動作不能のチ

ャンネルがそ

れぞれ１つ以

上の場合 

B1.少なくとも片方の論理を

動作可能な状態に復旧す

る。 

２時間 

C.条件Ａ又はＢ

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

C1.原子炉熱出力を 30％相当

未満にする。 

８時間 

２．タービン

蒸気加減弁

急速閉 

  ａ.油圧 

 

２ A.いずれかの論

理に動作不能

チャンネルが

１つ以上の場

合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

10日間 

 

 

10日間 

B.両方の論理に

動作不能のチ

ャンネルがそ

れぞれ１つ以

上の場合 

B1.少なくとも片方の論理を

動作可能な状態に復旧す

る。 

２時間 

C.条件Ａ又はＢ

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

C1.原子炉熱出力を 30％相当

未満にする。 

８時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数

（論理毎） 

条    件 要求される措置 完了時間 

２．タービン

蒸気加減弁

急速閉 

 ｂ．電磁弁

励磁位置 

原子炉熱出

力 30％相当

以上※１ 

２ A.いずれかの論

理に動作不能

チャンネルが

１つ以上の場

合 

A1.チャンネルを動作可能な

状態に復旧する。 

又は 

A2.動作不能チャンネルをト

リップする。 

10日間 

 

 

10日間 

B.両方の論理に

動作不能のチ

ャンネルがそ

れぞれ１つ以

上の場合 

B1.少なくとも片方の論理を

動作可能な状態に復旧す

る。 

２時間 

C.条件Ａ又はＢ

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

C1.原子炉熱出力を 30％相当

未満にする。 

８時間 

※１：タービン入口蒸気第１段圧力が約 1.27ＭＰａ[gage]（原子炉熱出力の約 30％相当）以上で運転して

いる時。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（４）制御棒引抜監視装置計装 

制御棒引抜監視装置計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足

できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 
 
表 27－３－５－４ 

要 素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条 件 要求される措置 完了時間 

１．制御棒引

抜阻止 

 ａ．中性子

束高 

 ｂ．機器動

作不能 

 ｃ．中性子

束低 

原子炉熱出

力 30％相当

以上 

２※１ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.動作不能チャンネルをト

リップする。 

１時間 

 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.制御棒の引抜操作を行わ

ない。 

速やかに 

※１：２チャンネルのうち，１チャンネルバイパス可能設備のため，１チャンネルバイパスしている状

態では動作可能であるべきチャンネル数は１とする。 
 
（５）タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装 

タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可

能であるべきチャンネル数を満足できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講

じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，タービン駆動給水ポンプ・主タービンをトリップさせ

る為の全てのチャンネル数をいう。 
 
表 27－３－５－５ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条    件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉

水位高 

（レベル８） 

原子炉熱出

力 30％相当

以上 

３ A.動作不能チャンネ

ルが１つの場合 

A1.チャンネルを動作

可能な状態に復旧

する。 

又は 

A2.チャンネルをトリ

ップする。 

10日間 

 

 

 

10日間 

B.動作不能チャンネ

ルが２つ以上の場

合 

B1. 高水位トリップ

機能を動作可能な

状態に復旧する。 

２時間 

C.条件Ａ又はＢで要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

C1.原子炉熱出力を

30％相当未満にす

る。 

８時間 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

中央制御室外原子炉停止装置計装の要素に動作不能が発生した場合は，その条件に応じて要求される

措置を完了時間内に講じる。 

 

表 27－３－５－６ 

要  素 

 

適用される原子

炉の状態 

条    件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉圧力 

 

２．原子炉隔離時冷

却系流量 

 

３．原子炉隔離時冷

却系制御 

 

４．残留熱除去系流

量 

 

運転 

起動 

A.要素１つが動作

不能の場合 

A1.要素を動作可能な

状態に復旧する。 

30日間 

B.条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

B1.高温停止にする。 24時間 

 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

［６号炉］ 

（７）中央制御室非常用換気空調系計装 

中央制御室非常用換気空調系計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル

数を満足できない場合は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，５号炉及び６号炉の中央制御室非常用換気空調系の系

列毎の全てのチャンネル数をいう。 

 

表27－３－５－７ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

(系列毎) 

条   件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉

建屋放射

能高（原子

炉建屋換

気系排気

口プレナ

ム） 

 

運転 

起動 

高温停止 

炉心変更時
※１ 

又は 

原子炉建屋

内で照射さ

れた燃料に

係る作業時 

 

２ 

 

A.動作不能チ

ャンネルが

１つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

A2.チャンネルをトリップする。 

又は 

A3.５号炉及び６号炉の中央制

御室非常用換気空調系を動

作不能とみなす。 

10日間 

 

 

10日間 

 

10日間 

B.動作不能チ

ャンネルが

２つの場合 

B1.少なくとも１チャンネルを

動作可能な状態に復旧する。 

又は 

B2.５号炉及び６号炉の中央制

御室非常用換気空調系を動

作不能とみなす。 

１時間 

 

 

１時間 

２．原子炉

建屋放射

能高（燃料

取替エリ

アダクト）
※２ 

２ A.動作不能チ

ャンネルが

１つの場合 

A1.チャンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

A2.チャンネルをトリップする。 

又は 

A3.５号炉及び６号炉の中央制

御室非常用換気空調系を動

作不能とみなす。 

10日間 

 

 

10日間 

 

10日間 

B.動作不能チ

ャンネルが

２つの場合 

B1.少なくとも１チャンネルを

動作可能な状態に復旧する。 

又は 

B2.５号炉及び６号炉の中央制

御室非常用換気空調系を動

作不能とみなす。 

１時間 

 

 

１時間 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

※２：高線量当量率物品の移動時を除く。 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

（８）事故時計装 

事故時計装の要素に動作不能が発生し，下表の動作可能であるべきチャンネル数を満足できない場合

は，その条件に応じて要求される措置を完了時間内に講じる。 

 

表 27－３－５－８ 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条   件 要求される措置 完了時間 

１．原子炉

圧力 

２．原子炉

水位 

（広帯域） 

 

運転 

起動 

２ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

30日間 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.当該計器が動作不能状

態であることを明確に

するような措置を開始

する。 

速やかに 

C.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

C1.少なくとも１つのチャ

ンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

10日間 

D.条件Ｃで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

D1.高温停止にする。 24時間 

３．原子炉

水位 

（燃料域） 

 

２※１ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

30日間 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.当該計器が動作不能状

態であることを明確に

するような措置を開始

する。 

速やかに 

C.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

C1.少なくとも１つのチャ

ンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

10日間 

D.条件Ｃで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

D1.高温停止にする。 24時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

[６号炉] 

要  素 適用される

原子炉の状

態 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

条   件 要求される措置 完了時間 

４．格納容

器圧力 

運転 

起動 

２ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

30日間 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.当該計器が動作不能状

態であることを明確に

するような措置を開始

する。 

速やかに 

C.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

C1.少なくとも１つのチャ

ンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

10日間 

D.条件Ｃで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

D1. 高温停止にする。 24時間 

５．格納容

器雰囲気

線量当量

率 

２ A.動作不能チャ

ンネルが１つ

の場合 

A1.チャンネルを動作可能

な状態に復旧する。 

30日間 

B.条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.当該計器が動作不能状

態であることを明確に

するような措置を開始

する。 

速やかに 

C.動作不能チャ

ンネルが２つ

の場合 

C1.少なくとも１つのチャ

ンネルを動作可能な状

態に復旧する。 

10日間 

D.条件Ｃで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

D1.動作不能チャンネルを

動作可能な状態に復旧

する点検計画を作成す

る。 

速やかに 

※１：１チャンネルは記録計，１チャンネルは指示計。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉再循環ポンプ） 

第 28条 

原子炉の状態が運転及び起動において，原子炉再循環ポンプは表 28－１で定める事項を運転上の制限

とする。 

 

２．原子炉再循環ポンプが運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。１台停

止時には制御棒の引き抜き及び炉心流量の増加（停止した原子炉再循環ポンプの再起動時を除く）を

行ってはならない。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，原子炉再循環ポンプ２台運転時には２台の原

子炉再循環ポンプ速度が図 28に定める運転許容範囲内にあることを毎日１回確認する。 

 

３．当直長は，原子炉再循環ポンプが第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表 28－２の措置を講じる。 

 

 表 28－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉再循環ポンプ 原子炉再循環ポンプ速度が図 28に定める運転許容範囲内にあ

ること 

 

 表 28－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.２台の原子炉再循環ポンプ

速度が図 28の運転許容範囲

内であることが確認できな

い場合 

A1.図 28の運転許容範囲内に復旧する。 

又は 

A2.いずれかの原子炉再循環ポンプを停止

する。 

24時間 

 

24時間 

B.条件Ａで要求される措置を

完了時間内に達成できない

場合 

又は 

原子炉再循環ポンプ２台と

も運転状態にない場合 

B1.高温停止にする。 24時間 

 

 

 

第 28条 

 削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

図 28 

 

 １．５号炉 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 ２．６号炉 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（ジェットポンプ） 

第 29条 

原子炉熱出力が 30％以上において，ジェットポンプは，表 29－１で定める事項を運転上の制限とす

る。 

 

２．ジェットポンプが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。

ただし，原子炉再循環ポンプ１台運転の場合は②の事項で確認する。 

（１）当直長は，原子炉熱出力が 30％以上において次の状態が２つ以上発生していないことを毎日１回

確認する。 

①２つの原子炉再循環ポンプ速度の差が５％以内である場合に，２つの原子炉再循環ループ流量の

差が 15％を超えている。 

②個々のジェットポンプ差圧が，各々の系統に属するジェットポンプ差圧の平均値に対し，その差

が 20％を超えている。 

③原子炉再循環ループ流量から求めた炉心流量とジェットポンプ総流量の差が 10％を超えている。 

 

３．当直長は，ジェットポンプが第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 29

－２の措置を講じる。 

 

 表 29－１ 

項  目 運転上の制限 

ジェットポンプ 機能が健全であること 

 

 表 29－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.第２項で定める確認が実施出来ない場合（原

子炉再循環ポンプ１台運転の場合を除く） 

A1.第２項の確認を

実施する。 

24時間 

B.条件Ａで要求される措置を完了時間内に達

成できない場合 

又は 

A1.の措置の結果，運転上の制限を満足して

いないと判断した場合 

又は 

条件Ａを除いて運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合 

B1.高温停止にする。 24時間 

 

 

 

第 29条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（主蒸気逃がし安全弁） 

第 30条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，主蒸気逃がし安全弁は，表 30－１で定める事項を

運転上の制限とする。ただし，主蒸気逃がし安全弁排気管の温度上昇は主蒸気逃がし安全弁の動作不能

とはみなさない。 

 

２．主蒸気逃がし安全弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）１～６号機械設備ＧＭは，定検停止時に，主蒸気逃がし安全弁の安全弁機能の設定値が表 30－２

に定める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。※１ 

（２）燃料計装設備ＧＭは，定検停止時に，主蒸気逃がし安全弁の逃がし弁機能の設定値が表 30－２に

定める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

 

３．当直長は，主蒸気逃がし安全弁が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表 30－３の措置を講じる。 

 

※１：主蒸気逃がし安全弁の取替を実施する場合は，定期検査前に本検査を行うことができる。 

 

 表 30－１ 

項  目 運転上の制限 

主蒸気逃がし安全弁 動作可能であること 

 

 

 

 

 

第 30条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 30－２ 

１．５号炉 

項  目 設 定 値 

（１）主蒸気逃がし安全弁の安全弁

機能 

8.55ＭＰａ[gage]以下※２（3個） 

7.78ＭＰａ[gage]以下※２（3個） 

7.71ＭＰａ[gage]以下※２（3個） 

7.64ＭＰａ[gage]以下※２（2個） 

（２）主蒸気逃がし安全弁の逃がし

弁機能 

7.58ＭＰａ[gage]以下（4個） 

7.51ＭＰａ[gage]以下（3個） 

7.44ＭＰａ[gage]以下（1個） 

 

２．６号炉 

項  目 設 定 値 

（１）主蒸気逃がし安全弁の安全弁

機能 

8.30ＭＰａ[gage]以下※２（4個） 

8.23ＭＰａ[gage]以下※２（4個） 

8.16ＭＰａ[gage]以下※２（4個） 

8.10ＭＰａ[gage]以下※２（4個） 

7.78ＭＰａ[gage]以下※２（2個） 

（２）主蒸気逃がし安全弁の逃がし

弁機能 

7.64ＭＰａ[gage]以下（4個） 

7.58ＭＰａ[gage]以下（4個） 

7.51ＭＰａ[gage]以下（4個） 

7.44ＭＰａ[gage]以下（4個） 

7.37ＭＰａ[gage]以下（2個） 

※２：公称値 

 

表 30－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.１弁以上の主蒸気逃がし安全弁

が動作不能の場合 

A1.主蒸気逃がし安全弁を動作可能な

状態に復旧する。 

10日間 

B.条件Ａで要求される措置を完了

時間内に達成できない場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（格納容器内の原子炉冷却材漏えい率） 

第 31条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器内の原子炉冷却材漏えい率は，表 31－１

で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．格納容器内の原子炉冷却材漏えい率が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次の各号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器内の原子炉冷却材漏えい

率を 24時間に１回確認する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，原子炉冷却材の漏えいではないこ

とが確認されている漏えいが発生した場合には，原子炉冷却材の漏えいがないことを格納容器冷却

器ドレン流量計で 24 時間に１回及び格納容器内雰囲気微粒子モニタ又は雰囲気ガス監視装置で毎

日１回確認する。ただし，原子炉冷却材の漏えいと判断される有意な変化があった場合には，格納

容器床排水サンプ出口流量計によって測定される漏えい率の全量を不明確な箇所からの漏えい率

とみなす。 

（３）燃料計装設備ＧＭは，必要に応じて，格納容器床排水サンプ出口流量計及び格納容器機器排水サ

ンプ出口流量計の点検を行う。 

 

３．当直長は，格納容器内の原子炉冷却材漏えい率が第１項で定める運転上の制限を満足していないと

判断した場合，表 31－２の措置を講じる。また，格納容器床排水サンプ出口流量計又は格納容器機器

排水サンプ出口流量計の故障のために第２項で定める確認が実施できないと判断した場合は，表 31

－３の措置を講じる。 

 

表 31－１ 

項  目 運転上の制限 

格納容器内の原子炉冷却材

漏えい率 

（１）格納容器床排水サンプ出口流量計によって測定され

る漏えい率のうち，原子炉冷却材の漏えいではないこ

とが確認されていない漏えい率（以下「不明確な箇所

からの漏えい率」という。）が 0.23ｍ３/ｈ以下である

こと。 

（２）格納容器床排水サンプ出口流量計と格納容器機器排

水サンプ出口流量計によって測定される漏えい率の

合計（以下「総漏えい率」という。）が 5.93ｍ３/ｈ（１

日平均）以下であること。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 31－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.不明確な箇所からの漏えい率が制限

値を満足していないと判断した場合 

又は 

総漏えい率が制限値を満足していな

いと判断した場合 

A1.当該漏えい率を制限値以内に

復旧する。 

 

４時間 

B.条件Ａで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

 

表 31－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.格納容器機器排水サンプ

出口流量計による監視不

能の場合 

A1.不明確な箇所からの漏えい率が

0.23ｍ３／ｈを超えていないこ

とを確認する。 

及び 

A2.原子炉再循環ポンプの運転状態

を確認する。 

速やかに 

その後 24時間に１回 

 

 

速やかに 

その後毎日１回 

B.格納容器床排水サンプ出

口流量計による監視不能

の場合 

B1.格納容器冷却器ドレン流量計に

よる確認を行う。 

及び 

B2.格納容器内雰囲気微粒子モニタ

又は雰囲気ガス監視装置による

確認を行う。 

及び 

B3.格納容器機器排水サンプ出口流

量計によって測定される漏えい

率が 5.70ｍ3/ｈを超えていない

ことを確認する。 

速やかに 

その後 24時間に１回 

 

速やかに 

その後毎日１回 

 

 

速やかに 

その後 24時間に１回 

C.条件Ａ又はＢで要求され

る措置を完了時間内に達

成できない場合 

又は 

 条件Ａ又はＢで要求され

る措置を実施中に，原子炉

冷却材圧力バウンダリか

らの漏えいを示す有意な

変化がある場合 

C1.高温停止にする。 

及び 

C2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の系統圧力監視） 

第 32条 

原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に移行するまでの期間において，非常用炉心冷却系及び原

子炉隔離時冷却系の系統圧力は，表 32－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，非常用炉心冷

却系又は原子炉隔離時冷却系に関する確認時及び確認後４時間以内を除く。 

 

２．非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の系統圧力が前項で定める運転上の制限を満足している

ことを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）１～６号機械設備ＧＭは，定検停止時に，供用中の漏えい又は水圧検査を実施し，その結果を当

直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に移行するまでの期間において，非常用炉

心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の系統圧力に有意な変動がないことを１ヶ月に１回確認する。 

 

３．当直長は，非常用炉心冷却系又は原子炉隔離時冷却系の系統圧力が第１項で定める運転上の制限を

満足していないと判断した場合，表 32－２の措置を講じる。 

 

表 32－１ 

項  目 運転上の制限 

非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時

冷却系の系統圧力 

原子炉冷却材の漏えいにより過圧されていないこと 

 

表 32－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合 

A1.当該系統内への原子炉冷却材の漏えいを

停止させる措置を講じる。なお，講じた措

置に応じて当該系統を動作不能とみなす。 

４時間 

B.条件Ａで要求される措置を

完了時間内に達成できない

場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉冷却材中のよう素 131の濃度） 

第 33条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止であって主蒸気隔離弁が開の場合において，原子炉冷却材中

のよう素 131の濃度は，表 33－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．原子炉冷却材中のよう素 131の濃度が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次号を実施する。 

（１）分析評価ＧＭは，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止であって主蒸気隔離弁が開の場合にお

いて，原子炉冷却材中のよう素 131の濃度を１週間に１回測定し，その結果を当直長に通知する。 

 

３．当直長は，原子炉冷却材中のよう素 131の濃度が第１項で定める運転上の制限を満足していないと

判断した場合，表 33－２の措置を講じる。  

 

表 33－１ 

 １．５号炉 

項  目 運転上の制限 

原子炉冷却材中のよう素 131の濃度 7.7×10３Ｂｑ/ｇ以下 

 

 ２．６号炉 

項  目 運転上の制限 

原子炉冷却材中のよう素 131の濃度 4.6×10３Ｂｑ/ｇ以下 

 

表 33－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉冷却材中のよう素 131 の濃度

が制限値を満足していないと判断し

た場合 

A1.原子炉冷却材中のよう素 131の

濃度を制限値以内に復旧する。 

２日間 

B.条件Ａで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉停止時冷却系その１） 

第 34条 

原子炉の状態が高温停止であって原子炉圧力が付表 34 の条件において，原子炉停止時冷却系は，表

34－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉停止時冷却系起動準備のための操作期間中

は除く。 

 

２．原子炉停止時冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施

する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が高温停止であって，原子炉圧力が付表 34 の条件に適合したら，速や

かに原子炉停止時冷却系２系列が動作可能であることを管理的手段により確認する。 

 

３．当直長は，原子炉停止時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表 34－２の措置を講じる。 

 

 表 34－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却系 ２系列※１が動作可能であること 

※１：２系列とは，ポンプ２台，熱交換器１基（６号炉は２基）及び必要な弁並びに配管をいう。

以下，第 35条及び第 36条において同じ。 

 

 付表 34 

  １．５号炉 

項  目 条  件 

原子炉圧力 0.517ＭＰａ［gage］以下 

 

  ２．６号炉 

項  目 条  件 

原子炉圧力 0.93ＭＰａ［gage］以下 

 

表 34－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉停止時冷却系１系列

が動作不能の場合 

A1.原子炉停止時冷却系を動作可能な状態に

復旧させる措置を開始する。 

及び 

A2.冷温停止とする操作を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

B.原子炉停止時冷却系２系列

が動作不能の場合 

B1.原子炉停止時冷却系を動作可能な状態に

復旧させる措置を開始する。 

及び 

B2.原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持で

きる手段が確保されていることを確認す

る。 

速やかに 

 

 

速やかに 

その後 

毎日１回 
 

 

 

第 34条 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉停止時冷却系その２） 

第 35条 

原子炉の状態が冷温停止において，原子炉停止時冷却系は，表 35－１で定める事項を運転上の制限と

する。ただし，次の（１）又は（２）の場合は除く。 

（１）原子炉停止時冷却系起動準備時 

（２）原子炉の昇温を伴う検査時※１ 

 

２．原子炉停止時冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の（１）

又は（２）を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止において，原子炉停止時冷却系１系列が運転中であることを

12時間に１回確認する。また，原子炉で発生する崩壊熱が原子炉停止時冷却系以外の手段で除去で

きると判断するまで，さらに１系列の原子炉停止時冷却系が動作可能であることを毎日１回管理的

手段により確認する。 

（２）各ＧＭは，原子炉停止時冷却系の運転がすべて停止した場合，停止期間中の原子炉冷却材温度を

評価し，当直長に通知する。当直長は，100℃未満であることを 12時間に１回確認する。 

 

３．当直長は，原子炉停止時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表 35－２の措置を講じる。 

 

表 35－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却系 

（１）１系列が運転中であること及び原子炉で発生する崩壊熱が原子

炉停止時冷却系以外の手段で除去できると判断するまで※２，さら

に１系列の原子炉停止時冷却系が動作可能であること 

又は 

（２）原子炉停止時冷却系が停止した場合においても，原子炉冷却材

温度を 100℃未満に保つことができること 

 

表 35－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足

していないと判断し

た場合 

A1.原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持で

きる手段が確保されていることを確認す

る。 

速やかに 

その後毎日１回 

※１：原子炉の昇温を伴う検査時とは，原子炉冷却材の昇温開始から降温開始までの期間をいう。 

※２：安全・リスク管理ＧＭはあらかじめその期間を評価し，原子炉主任技術者の確認を得て，当

直長に通知する。 

 

 

第 35条 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉停止時冷却系その３） 

第 36条 

原子炉の状態が燃料交換において，原子炉停止時冷却系は，表 36－１で定める事項を運転上の制限と

する。ただし，原子炉内から全燃料が取出された場合を除く。 

 

２．原子炉停止時冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の（１）

又は（２）を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が燃料交換において，原子炉停止時冷却系１系列が運転中であることを

12時間に１回確認する。また，原子炉水位がオーバーフロー水位となるまでの期間は，さらに１系

列の原子炉停止時冷却系が動作可能であることを毎日１回管理的手段により確認する。 

（２）各ＧＭは，原子炉停止時冷却系の運転がすべて停止した場合，停止期間中の原子炉冷却材温度を

評価し，当直長に通知する。当直長は，65℃以下であることを 12時間に１回確認する。 

 

３．当直長は，原子炉停止時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表 36－２の措置を講じる。  

 

表 36－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉停止時冷却系 

（１）１系列が運転中であること及び原子炉水位がオーバーフロー

水位となるまでの期間は，さらに１系列の原子炉停止時冷却系

が動作可能であること 

又は 

（２）原子炉停止時冷却系が停止した場合においても，原子炉冷却

材温度を 65℃以下に保つことができること 

 

表 36－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A. 運転上の制限を

満足していない

と判断した場合 

A1.原子炉水位を維持するための注水手段が確保されている

ことを確認する。 

 

及び 

A2. 原子炉圧力容器への照射された燃料の装荷を中止する。

ただし，移動中の燃料は所定の場所に移動する。 

及び 

A3.原子炉建屋大物機器搬入口及び原子炉建屋の二重扉の

各々において，少なくとも１つの閉鎖状態を確保するた

めの措置を開始する。 

及び 

A4.原子炉建屋給排気隔離弁機能を確保するための措置を開

始する。 

及び 

A5.非常用ガス処理系１系列を動作可能な状態とするための

措置を開始する。 

速やかに 

その後 

毎日１回 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率） 

第 37条 

原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率は，表 37－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率が前項で定める運転上の制限を満足していることを

確認するため，次の各号を実施する。停止中の原子炉再循環ポンプ入口温度と原子炉冷却材温度の差

が 28℃以内及び原子炉圧力に対する原子炉水飽和温度※１と原子炉圧力容器ドレンライン温度の差が

80℃以内でなければ原子炉再循環ポンプを起動してはならない。 

（１）品質向上ＧＭは，原子炉圧力容器鋼材監視試験片の評価結果により，原子炉圧力容器のぜい性遷

移温度の推移を確認し，その結果に基づき，原子炉圧力容器の関連温度を求めて原子炉圧力容器非

延性破壊防止のための原子炉冷却材温度制限値を定め，原子炉主任技術者の確認を得たのち，所長

の承認を得て当直長に通知する。 

（２）当直長は，次の事項を確認する。 

①原子炉冷却材圧力バウンダリに対する供用中の漏えい又は水圧検査を実施する場合は，原子炉冷

却材温度が（１）に定める値以上であることを１時間に１回確認する。 

②原子炉の状態が起動，高温停止及び冷温停止（65℃以上）において，原子炉冷却材温度変化率が，

55℃/ｈ以下であることを１時間に１回確認する。ここで原子炉冷却材温度変化率とは，原子炉

冷却材温度の１時間毎の差分をいう。 

 

３．当直長は，原子炉冷却材温度又は原子炉冷却材温度変化率が第１項で定める運転上の制限を満足し

ていないと判断した場合，表 37－２の措置を講じる。 

 

※１：供用中の漏えい又は水圧検査時は，原子炉圧力容器温度とする。 

 

表 37－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉冷却材温度 
原子炉圧力容器の非延性破壊防止及び熱疲労低減の

ために必要な値以上で運用されていること 

原子炉冷却材温度変化率 55℃/ｈ以下 

 

表 37－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.供用中の漏えい又は水圧検査におい

て，原子炉冷却材温度が制限値を満足

していないと判断した場合 

A1.加圧を停止する。 

及び 

A2.温度を上昇する又は圧力を低下

する操作を開始する。 

速やかに 

 

速やかに 

B.原子炉の状態が起動，高温停止及び冷

温停止（65℃以上）において，原子炉

冷却材温度変化率が制限値を満足し

ていないと判断した場合  

B1.原子炉冷却材温度変化率を制限

値以内に復旧する。 

１時間 

 

 

C.条件Ｂで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

C1.高温停止にする。 

及び 

C2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉圧力） 

第 38条 

原子炉の状態が運転及び起動において，原子炉圧力は，表 38－１で定める事項を運転上の制限とする。

ただし，送電線事故等による瞬時の圧力変動を除く。 

 

２．原子炉圧力が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，原子炉圧力を 24時間に１回確認する。 

 

３．当直長は，原子炉圧力が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 38－２

の措置を講じる。 

 

表 38－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉圧力 7.03ＭＰａ[gage] 以下 

 

表 38－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉圧力が制限値を満足してい

ないと判断した場合 

A1.原子炉圧力を制限値以内に復旧する。  15分間 

B.条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

B1.高温停止にする。 24時間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（非常用炉心冷却系その１） 

第 39条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自動減圧系については，原子炉圧力が５号炉は 0.78ＭＰａ

[gage]以上，６号炉は 0.84ＭＰａ[gage]以上，高圧注水系については，原子炉圧力が５号炉は 1.04Ｍ

Ｐａ[gage]以上）において，非常用炉心冷却系は表 39－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，

原子炉停止時冷却系起動準備及び原子炉停止時冷却系の運転中は，当該低圧注水系（格納容器スプレイ

系）の動作不能とはみなさない。 

 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実

施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，炉心スプレイ系（６号炉は低圧炉心スプレイ系），低圧注水系

及び高圧炉心スプレイ系（６号炉）が模擬信号で作動すること並びに格納容器スプレイ系が手動で

作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。さらに，定検停止後の原子炉起動から定期

検査終了までの期間において，高圧注水系（５号炉）が模擬信号で作動することを確認し，その結

果を当直長に通知する。 

（２）品質向上ＧＭは，定検停止時に，自動減圧系が模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長

に通知する。 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に表 39－２（６号炉 項目７）に定める事項並びに炉心

スプレイ系（６号炉は低圧炉心スプレイ系），低圧注水系（格納容器スプレイ系），高圧注水系（５

号炉）及び高圧炉心スプレイ系（６号炉）の主要な手動弁と電動弁が原子炉の状態に応じた開閉状

態であること及び主要配管が満水であることを確認する※１。 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自動減圧系については，原子炉圧力が５号

炉は 0.78ＭＰａ[gage]以上，６号炉は 0.84ＭＰａ[gage]以上，高圧注水系については，原子炉圧

力が５号炉は 1.04ＭＰａ[gage]以上）において，表 39－２（６号炉 項目７を除く）に定める事

項を確認する。 

 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表

39－３－１又は表 39－３－２の措置を講じる。 

 

※１：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するための水源（サプレッションプール

又は復水貯蔵タンク）からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器（格納容器スプ

レイヘッダ）までの注入配管（格納容器スプレイ配管）並びにタービン駆動用蒸気配管及び排

気配管（高圧注水系のみ）を指し，小口径配管を含まない。また，主要な手動弁と電動弁とは，

主要配管上の手動弁及び電動弁並びに主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。

なお，主要配管（格納容器スプレイ配管を除く）の満水は，当該主要配管の圧力低の警報が継

続的に発生していないことで確認する。 

 

表 39－１ 

１．５号炉 

項  目 

運転上の制限 

(動作可能で 

あるべき系列数) 

非常用炉心冷

却系 

炉心スプレイ系 ２※２ 

低圧注水系（格納容器スプレイ系） ２※３（２※４） 

自動減圧系（原子炉圧力が 0.78ＭＰａ[gage]以上の

とき） 
６※６ 

高圧注水系 

（原子炉圧力が 1.04ＭＰａ[gage] 以上のとき） 
１※２ 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

２．６号炉 

項  目 

運転上の制限 

(動作可能で 

あるべき系列数) 

非常用炉心冷

却系 

低圧炉心スプレイ系 １※２ 

低圧注水系（格納容器スプレイ系） ３※２（２※５） 

自動減圧系（原子炉圧力が 0.84ＭＰａ[gage] 以上

のとき） 
７※６ 

高圧炉心スプレイ系 １※２ 

 

※２：１系列とは，ポンプ１台及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

※３：１系列とは，ポンプ２台及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

※４：１系列とは，ポンプ２台，熱交換器１基及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

※５：１系列とは，ポンプ１台，熱交換器１基及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

※６：自動減圧系の系列数は，１系列に相当する弁数をいう。 

 

表 39－２ 

１．５号炉 

項  目 頻 度 

１．炉心スプレイポンプの流量が 1,073ｔ/ｈ以上で，全揚程が 191ｍ以上であるこ

とを確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用し

た弁が待機状態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に 1回 

２．炉心スプレイ系における注入弁及び試験可能逆止弁が開することを確認する。

また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が満

水であることを確認する。 

１ヶ月に 1回 

３．残留熱除去系ポンプの流量が 3,500ｔ/ｈ以上※７で，全揚程が 121ｍ以上※７で

あることを確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して

使用した弁が待機状態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に 1回 

４．低圧注水系における注入弁及び試験可能逆止弁，格納容器スプレイ弁（外側弁），

サプレッションプールスプレイ弁及び残留熱除去系テストバイパス弁が開する

ことを確認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態

及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に 1回 

５．自動減圧系の窒素ガス供給圧力が 0.83ＭＰａ[gage] 以上であることを確認す

る。 

１ヶ月に 1回 

６．高圧注水系ポンプの流量が 965ｔ/ｈで，全揚程が運転確認時の原子炉圧力に

加えて 64ｍ以上であることを確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの

運転確認に際して使用した弁が待機状態にあること及び主要配管が満水である

ことを確認する。 

さらに注入弁及び試験可能逆止弁が開することを確認する。また，動作確認後，

動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が満水であることを

確認する。 

１ヶ月に 1回 

７．原子炉圧力が 1.04ＭＰａ[gage]相当※８において，高圧注水系ポンプの流量が

965ｔ/ｈで，全揚程が運転確認時の原子炉圧力に加えて 54ｍ以上であること

を確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した

弁が待機状態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

さらに注入弁及び試験可能逆止弁が開することを確認する。また，動作確認後，

動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が満水であることを

確認する。 

定検停止後の原

子炉起動中に１

回 
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２．６号炉 

項  目 頻 度 

１．低圧炉心スプレイポンプの流量が 401ｌ/ｓ以上で，全揚程が 195ｍ以上である

ことを確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用

した弁が待機状態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に 1回 

２．低圧炉心スプレイ系における注入弁及び試験可能逆止弁が開することを確認す

る。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管

が満水であることを確認する。 

１ヶ月に 1回 

３．残留熱除去系ポンプの流量が 446ｌ/ｓ以上で，全揚程が 85ｍ以上であること

を確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した

弁が待機状態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に 1回 

４．低圧注水系における注入弁及び試験可能逆止弁，格納容器スプレイ弁，サプレ

ッションプールスプレイ弁及び残留熱除去系テストバイパス弁が開することを

確認する。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主

要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に 1回 

５．自動減圧系の窒素ガス供給圧力が 0.86ＭＰａ[gage] 以上であることを確認す

る。 

１ヶ月に 1回 

６．高圧炉心スプレイポンプの流量が 401ｌ/ｓ以上で，全揚程が 255ｍ以上である

ことを確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用

した弁が待機状態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に 1回 

７．高圧炉心スプレイポンプの流量が 105ｌ/ｓ以上で，全揚程が 815ｍ以上である

ことを確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用

した弁が待機状態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

定検停止後の

原子炉起動前

に１回 

８．高圧炉心スプレイ系における注入弁及び試験可能逆止弁が開することを確認す

る。また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管

が満水であることを確認する。 

１ヶ月に 1回 

※７：ポンプ２台分の流量をいう。 

※８：主蒸気圧力設定を当該圧力とした場合の原子炉圧力をいう。 
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表 39－３－１ 

１．５号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.炉心スプレイ系１系列が動作不

能の場合 

A1.炉心スプレイ系を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

A2.残りの炉心スプレイ系１系列及び低圧注水系１系

列について，動作可能であることを確認する。 

10日間 

 

速やかに 

B.低圧注水系１系列が動作不能の

場合※９ 

B1.低圧注水系を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

B2.残りの低圧注水系１系列について，動作可能である

ことを確認する。 

10日間 

 

速やかに 

C.自動減圧系の弁１個が動作不能

の場合 

C1.自動減圧系の弁を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

C2.高圧注水系（原子炉圧力が 1.04ＭＰａ[gage]以上

の場合）及び原子炉隔離時冷却系（原子炉圧力が 1.04

ＭＰａ[gage]以上の場合）について，動作可能である

ことを確認する。 

10日間 

 

速やかに 

D.高圧注水系が動作不能の場合 D1.高圧注水系を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

D2.自動減圧系の窒素ガス供給圧力が 0.83ＭＰａ

[gage]以上であることを確認する。 

及び 

D3. 原子炉隔離時冷却系について動作可能であること

を確認する。 

10日間 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

E.非常用炉心冷却系（自動減圧系

を除く）２系列以上が動作不能

の場合 

又は 

非常用炉心冷却系（自動減圧系

を除く）１系列及び自動減圧系

の弁１個が動作不能の場合 

又は 

自動減圧系の弁２個以上が動

作不能の場合 

又は 

条件Ａ～Ｄのいずれかの要求さ

れる措置を完了時間内に達成で

きない場合 

E1.高温停止にする。 

及び 

E2.冷温停止にする。 

なお，高圧注水系が動作不能の場合は，原子炉圧力

を，1.04ＭＰａ[gage]未満にし，自動減圧系が動作

不能の場合は，原子炉圧力を 0.78ＭＰａ[gage]未

満にする。 

24時間 

 

36時間 
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２．６号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.低圧炉心スプレイ系が動

作不能の場合 

A1.低圧炉心スプレイ系を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

A2.低圧注水系３系列について，動作可能であることを確認

する。 

10日間 

 

速やかに 

B.低圧注水系１系列が動作

不能の場合※９ 

B1.低圧注水系を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

B2.残りの低圧注水系２系列について，動作可能であること

を確認する。 

10日間 

 

速やかに 

C.自動減圧系の弁１個が動

作不能の場合 

C1.自動減圧系の弁を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

C2.高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系（原子炉圧

力が 1.04ＭＰａ[gage] 以上の場合）について，動作可

能であることを確認する。 

10日間 

 

速やかに 

D.高圧炉心スプレイ系が動

作不能の場合 

D1.高圧炉心スプレイ系を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

D2.自動減圧系（原子炉圧力が 0.84ＭＰａ[gage]以上の場合）

の窒素ガス供給圧力が0.86ＭＰａ[gage]以上であること

を確認する。 

及び 

D3.原子炉隔離時冷却系（原子炉圧力が 1.04ＭＰａ[gage]以

上の場合）について動作可能であることを確認する。 

10日間 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

E.非常用炉心冷却系（自動

減圧系を除く）２系列以

上が動作不能の場合 

又は 

非常用炉心冷却系（自動

減圧系を除く）１系列及

び自動減圧系の弁１個が

動作不能の場合 

又は 

自動減圧系の弁２個以上

が動作不能の場合 

又は 

条件Ａ～Ｄのいずれか

の要求される措置を完

了時間内に達成できな

い場合 

E1.高温停止にする。 

及び 

E2.冷温停止にする。 

なお，自動減圧系が動作不能の場合は，原子炉圧力を

0.84ＭＰａ[gage]未満にする。 

24時間 

 

 

36時間 
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表 39－３－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.格納容器スプレ

イ系１系列が動

作不能の場合※９ 

A1.格納容器スプレイ系を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

A2.残りの格納容器スプレイ系について，動作可能であることを確

認する。 

10日間 

 

速やかに 

B.格納容器スプレ

イ系２系列が動

作不能の場合※９ 

又は 

条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

 

24時間 

 

36時間 

※９：残留熱除去系ポンプの故障等により，低圧注水系及び格納容器スプレイ系の動作不能となる場

合は，それぞれの要求される措置を実施する。 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（非常用炉心冷却系その２） 

第 40条 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，非常用炉心冷却系は表 40－１で定める事項を運転上

の制限とする。ただし，原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。また原子炉停止時冷却系起

動準備及び原子炉停止時冷却系の運転中は，低圧注水系の動作不能とはみなさない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施す

る。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，表 40－２に定める事項を確認する。ただ

し，原子炉が次に示す状態となった場合は適用されない。 

①原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合 

②原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表

40－３の措置を講じる。 

 

表 40－１ 

項  目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数）※１ 

非常用炉心冷却系 

（１）非常用炉心冷却系（自動減圧系及び高圧注水系を 

除く）２系列 

又は 

（２）非常用炉心冷却系（自動減圧系及び高圧注水系を 

除く）１系列 

及び復水補給水系１系列 

 

 ※１：本条における非常用炉心冷却系１系列とは，ポンプ１台及び必要な弁並びに主要配管をいい，

復水補給水系１系列とは，ポンプ１台及び注水に必要な弁並びに配管をいう。 

 

表 40－２ 

１．５号炉 

項  目 頻 度 

１．動作可能であるべき系統がサプレッションプールを水源とする場合は，サプレッ

ションプール水位が－156ｃｍ以上あることを確認する。 

又は 

動作可能であるべき系統が復水貯蔵タンクを水源とする場合は，復水貯蔵タンク

水位が炉心スプレイ系を確保する場合は22％（タンク底部から332ｃｍ）以上，

復水補給水系を確保する場合は37％（タンク底部から532ｃｍ）以上あることを

確認する。  

12時間に１回 

 

 

12時間に１回 

２．動作可能であるべき炉心スプレイ系及び低圧注水系について，主要配管が満水で

あることを確認する※２。ただし，第39条第２項（１）で定める確認時を除く。 

１ヶ月に１回 

３．動作可能であるべき炉心スプレイ系，低圧注水系及び復水補給水系について，注

水するための系統構成が可能となっていることを管理的手段により確認する。 

１ヶ月に１回 

４．動作可能であるべき炉心スプレイ系及び低圧注水系について動作可能であること

を管理的手段により確認する。 

待機状態となる

前に１回 

５．動作可能であるべき復水補給水系ポンプが運転中であることを確認する。 １ヶ月に１回 
 

 

 

第 40条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

２．６号炉 

項目 頻度 

１．動作可能であるべき系統がサプレッションプールを水源とする場合は，サプレッ

ションプール水位が －407ｃｍ以上あることを確認する。 

又は 

  動作可能であるべき系統が復水貯蔵タンクを水源とする場合は，高圧炉心スプレ

イ系を確保する場合は177ｃｍ（タンク底部から207ｃｍ）以上，復水補給水系を

確保する場合は437ｃｍ（タンク底部から467ｃｍ）以上あることを確認する。 

12時間に１回 

 

 

12時間に１回 

２．動作可能であるべき低圧炉心スプレイ系，低圧注水系及び高圧炉心スプレイ系に

ついて，主要配管が満水であることを確認する※２。ただし，第39条第２項（１）

で定める確認時を除く。 

１ヶ月に１回 

３．動作可能であるべき低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，高圧炉心スプレイ系及び

復水補給水系について，注水するための系統構成が可能となっていることを管理

的手段により確認する。 

１ヶ月に１回 

４．動作可能であるべき低圧炉心スプレイ系，低圧注水系及び高圧炉心スプレイ系に

ついて動作可能であることを管理的手段により確認する。 

待機状態となる

前に１回 

５．動作可能であるべき復水補給水系ポンプが運転中であることを確認する。 １ヶ月に１回 

 

※２：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するための水源（サプレッションプール

又は復水貯蔵タンク）からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器までの注入配管

を指し，小口径配管を含まない。なお，主要配管の満水は，当該主要配管の圧力低の警報が継

続的に発生していないことで確認する。 

 

表 40－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.１系列が動作不能の場合 A1.動作可能な状態に復旧する。 ４時間 

B.条件Ａで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

B1.有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接

続している配管について，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを構成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

C.２系列が動作不能の場合 C1.有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接

続している配管について，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを構成する隔離弁の開操作を禁止する。 

及び 

C2.１系列を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

４時間 

D.条件Ｃで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

D1.原子炉建屋大物機器搬入口及び原子炉建屋の二

重扉の各々において，少なくとも１つの閉鎖状態

を確保するための措置を開始する。 

及び 

D2.原子炉建屋給排気隔離弁機能を確保するための

措置を開始する。 

及び 

D3.非常用ガス処理系１系列を動作可能な状態とす

るための措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉隔離時冷却系） 

第 41条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉圧力が 1.04ＭＰａ[gage] 以上）において，原子炉隔

離時冷却系は表 41－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．原子炉隔離時冷却系が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を

実施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止後の原子炉起動から定期検査終了までの期間において，原子炉隔離時

冷却系が模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に原子炉隔離時冷却系の主要な手動弁と電動弁が原子炉の

状態に応じた開閉状態であること及び主要配管が満水であることを確認する※１。 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉圧力が 1.04ＭＰａ[gage] 以上）に

おいて，表 41－２に定める事項を確認する。 

 

３．当直長は，原子炉隔離時冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表 41－３の措置を講じる。 

 

※１：主要配管とは，原子炉隔離時冷却系に期待されている機能を達成するための水源（サプレッシ

ョンプール又は復水貯蔵タンク）からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器まで

の注入配管並びにタービン駆動用蒸気配管及び排気配管を指し，小口径配管を含まない。また，

主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁と電動弁及び主要配管の満水を維持するため

に必要な一次弁をいう。なお，主要配管であるポンプの吸込配管及び注入配管の満水は，当該

主要配管の圧力低の警報が継続的に発生していないことで確認する。 

 

表 41－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉隔離時冷却系 

（原子炉圧力が 1.04ＭＰａ[gage] 以上のとき） 
動作可能であること 

 

 

 

 

第 41条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 41－２ 

項  目 頻  度 

１．原子炉隔離時冷却系ポンプの流量が５号炉は90.8ｔ/ｈ及び６号炉は37.9ｌ/

ｓで，全揚程が運転確認時の原子炉圧力に加えて66ｍ以上であることを確認

する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した弁が

待機状態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

さらに注入弁及び試験可能逆止弁が開することを確認する。また，動作確認

後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

２．原子炉圧力が1.04ＭＰａ[gage]相当※２において，原子炉隔離時冷却系ポンプ

の流量が５号炉は90.8ｔ/ｈ及び６号炉は37.9ｌ/ｓで，全揚程が運転確認時

の原子炉圧力に加えて５号炉は54ｍ以上及び６号炉は80ｍ以上であることを

確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際して使用した

弁が待機状態にあること及び主要配管が満水であることを確認する。 

さらに注入弁及び試験可能逆止弁が開することを確認する。また，動作確認

後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

定検停止後の

原子炉起動中

に１回 

※２：主蒸気圧力設定を当該圧力とした場合の原子炉圧力をいう。 

 

表 41－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉隔離時冷却

系が動作不能の場

合 

A1.原子炉隔離時冷却系を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

A2.自動減圧系の窒素ガス供給圧力が５号炉は 0.83ＭＰａ

[gage] 以上及び６号炉は 0.86ＭＰａ[gage] 以上であるこ

とを確認する。 

及び 

A3.高圧注水系（６号炉は高圧炉心スプレイ系）について動作可

能であることを確認する。 

10日間 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

B.条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.原子炉圧力を 1.04ＭＰａ[gage]未満にする。 

24時間 

 

36時間 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（主蒸気隔離弁） 

第 42条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，主蒸気隔離弁は，表 42－１で定める事項を運転上

の制限とする。 

 

２．主蒸気隔離弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施す

る。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，主蒸気隔離弁が模擬信号により全閉すること及び全閉時間が表

42－２に定める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）１～６号機械設備ＧＭは，定検停止時に，主蒸気隔離弁の漏えい率が表 42－２に定める値である

ことを確認し，その結果を当直長に通知する。 

 

３．当直長は，主蒸気隔離弁が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 42

－３の措置を講じる。 

 

表 42－１ 

項  目 運転上の制限 

主蒸気隔離弁 動作可能であること 

 

表 42－２ 

項  目 判定値 

主蒸気隔離弁全閉時間 ３秒以上 4.5秒以下 

主蒸気隔離弁の漏えい率 
原子炉圧力容器蒸気相体積に対して 

10％／日／個以下 

 

表 42－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.主蒸気隔離弁が動作不能の場合 A1.動作不能な主蒸気隔離弁と同じ主蒸気

管上の主蒸気隔離弁を全閉する。 

８時間 

B.条件Ａで要求される措置を完了

時間内に達成できない場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

 

 

 

 

第 42条 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（格納容器及び格納容器隔離弁） 

第 43条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器及び格納容器隔離弁は，表 43－１で定め

る事項を運転上の制限とする。ただし，ドライウェル点検時は，速やかにエアロックを閉鎖できる措置

を講じた上でエアロック二重扉を開放したままとすることができるが，この場合は格納容器の機能喪失

とはみなさない。 

 

２．格納容器及び格納容器隔離弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次

の各号を実施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，格納容器漏えい率が表 43－２に定める値であることを確認し，

その結果を当直長に通知する。 

（２）品質向上ＧＭは，定検停止時に，表 43－３に定める格納容器隔離弁が模擬信号で全閉することを

確認し，その結果を当直長に通知する。 

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に格納容器バウンダリとなっている格納容器隔離弁が原子

炉の状態に応じた開閉状態であることを確認する。 

 

３．当直長は，格納容器又は格納容器隔離弁が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合，表 43－４の措置を講じる。なお，同時に複数の動作不能な格納容器隔離弁が発生した場合に

は，個々の弁に対して表 43－４の措置を講じる。 

 

表 43－１ 

項  目 運転上の制限 

格納容器 機能が健全であること 

格納容器隔離弁 動作可能であること 

 

表 43－２ 

項  目 判定値 

格納容器の漏えい率 
0.5％／日以下 

（常温，空気，設計圧力において） 

 

 

 

 

第 43条 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 43－３ 
１．５号炉 

項 目               

(1)主蒸気管ドレン系 

主蒸気管内側ドレン弁 

主蒸気管外側ドレン弁 

(2)原子炉水サンプリング系 

炉水サンプル内側隔離弁 

炉水サンプル外側隔離弁 

(3)計装用空気系 

計装用空気隔離弁 

(4)自動減圧装置窒素系 

自動減圧系用窒素系隔離弁 

(5)原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系ポンプ 

        吸込内側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系ポンプ 

        吸込外側隔離弁 

(6)残留熱除去系 

残留熱除去系廃棄物処理系第一隔離弁 

残留熱除去系廃棄物処理系第二隔離弁 

残留熱除去系熱交（Ａ） 

       出口電導度計用弁 

残留熱除去系熱交（Ｂ） 

       出口電導度計用弁 

ヘッドスプレイ内側隔離弁 

ヘッドスプレイ外側隔離弁 

残留熱除去系ポンプ吸込外側隔離弁 

残留熱除去系ポンプ吸込内側隔離弁 

(7)不活性ガス系 

ドライウェルパージ弁 

圧力抑制室パージ弁 

圧力抑制室ベント弁 

圧力抑制室ベントバイパス弁 

ドライウェルベント弁 

ドライウェルベントバイパス弁 

格納容器窒素供給弁 

ドライウェル窒素供給弁 

圧力抑制室窒素供給弁 

格納容器窒素パージ弁 

格納容器空気パージ弁 

格納容器パージ排気側ベント弁 

  格納容器非常用ガス処理系側ベント弁 

真空逃がし弁制御空気隔離弁 

格納容器ベント弁（ＰＣＶベント弁） 

(8)原子炉格納容器ドレン系 

格納容器床ドレン第一隔離弁 

格納容器床ドレン第二隔離弁 

格納容器機器ドレン第一隔離弁 

格納容器機器ドレン第二隔離弁 

(9)試料採取系 

酸素分析サンプル隔離弁（内側） 

酸素分析サンプル隔離弁（外側） 

酸素分析サンプル戻り弁（内側） 

酸素分析サンプル戻り弁（外側） 

原子炉水サンプリング第一止め弁 

原子炉水サンプリング第二止め弁 

液体サンプリング戻り第一止め弁 

液体サンプリング戻り第二止め弁 

残留熱除去系熱交換器出口 

     サンプリング第一止め弁 

残留熱除去系熱交換器出口 

     サンプリング第二止め弁 

(10)可燃性ガス濃度制御系 

可燃性ガス濃度制御系Ａ入口側隔離弁 

可燃性ガス濃度制御系Ｂ入口側隔離弁 

可燃性ガス濃度制御系Ａ出口側隔離弁 

可燃性ガス濃度制御系Ｂ出口側隔離弁 

(11)移動式炉心内計装系 

玉形弁 

(12)格納容器雰囲気モニタ系 

格納容器（ドライウェル）雰囲気 

   サンプリング入口第一止め弁 

格納容器（ドライウェル）雰囲気 

   サンプリング入口第二止め弁 

格納容器（サプレッションチェンバ） 

 雰囲気サンプリング入口第一止め弁 

格納容器（サプレッションチェンバ） 

 雰囲気サンプリング入口第二止め弁 

格納容器雰囲気サンプリング戻り 

           第一止め弁 

格納容器雰囲気サンプリング戻り 

           第二止め弁 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 
２．６号炉 

項 目               

(1) 主蒸気管ドレン系 
主蒸気管ドレン弁（内側） 
主蒸気管ドレン弁（外側） 

(2) 原子炉水サンプリング系 
原子炉水サンプル弁(内側) 
原子炉水サンプル弁(外側) 

(3)廃棄物処理系 
格納容器高電導度サンプ隔離弁（外側） 
格納容器低電導度サンプ隔離弁（外側） 
格納容器高電導度サンプ隔離弁（内側） 
格納容器低電導度サンプ隔離弁（内側） 

(4)残留熱除去系 
残留熱除去系Ａ系サンプリング弁 
             （外側） 
残留熱除去系Ｂ系サンプリング弁 
             （外側） 
残留熱除去系廃棄物処理系弁（内側） 
残留熱除去系入口隔離弁（外側） 
Ａ系シャットダウンクーリング注入弁 
             （外側） 
Ｂ系シャットダウンクーリング注入弁 
             （外側） 
残留熱除去系原子炉ヘッドスプレイ弁 
残留熱除去系Ａ系サンプリング弁 
             （内側） 
残留熱除去系Ｂ系サンプリング弁 
             （内側） 
残留熱除去系廃棄物処理系弁（外側） 
残留熱除去系入口隔離弁（内側） 
Ａ系テスタブルチェッキ弁バイパス弁 
Ｂ系テスタブルチェッキ弁バイパス弁 

(5)原子炉冷却材浄化系 
原子炉冷却材浄化系隔離弁（外側） 
原子炉冷却材浄化系隔離弁（内側） 

(6)移動式炉心内計装系 
玉形弁 

(7)不活性ガス系 
外側非常用ガス処理系ベント弁 
外側換気系ベント弁 
外側エアパージ供給入口弁 
外側窒素ガスパージ供給弁 
外側窒素ガス補給入口弁 
内側格納容器ベント弁 
内側サプレッションプールベント弁 
 

   内側サプレッションプール 
       ベントバイパス弁 
内側格納容器窒素ガス供給弁 
内側サプレッションプール 
        窒素ガス供給弁 
内側格納容器パージ弁 
内側サプレッションプールパージ弁 

  格納容器ベント弁（ＰＣＶベント弁） 
(8)漏洩検出系 

核分裂生成物サンプリング隔離弁 
              （外側） 
核分裂生成物サンプリング隔離弁 
              （内側） 

(9)試料採取系 
格納容器酸素サンプル隔離弁(外側) 
格納容器酸素サンプル戻り隔離弁 
              （外側） 
格納容器酸素サンプル隔離弁(内側) 
格納容器酸素サンプル戻り隔離弁 
              （内側） 
原子炉水サンプリング第一止め弁 
原子炉水サンプリング第二止め弁 
液体サンプリング戻り第一止め弁 
液体サンプリング戻り第二止め弁 
残留熱除去系熱交換器 
   出口サンプリング第一止め弁 
残留熱除去系熱交換器 
   出口サンプリング第二止め弁 

(10)格納容器雰囲気モニタ系 
格納容器雰囲気サンプリング入口 
          第一止め弁 
格納容器雰囲気サンプリング入口 
          第二止め弁 
格納容器雰囲気サンプリング戻り 
          第一止め弁 
格納容器雰囲気サンプリング戻り 
          第二止め弁 

(11)復水補給水系 
ペデスタル注入ライン流量調節弁 
ペデスタル注入ライン隔離弁 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 43－４ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.条件Ｂ，Ｃ又はＤ以外の場合

であって，格納容器の機能が

健全でない場合 

A1.格納容器の機能を健全な状態に復旧す

る。 

１時間 

B.  主蒸気隔離弁以外の格納

容器隔離弁２個を有する

配管に適用 

 

動作不能な格納容器隔離弁１

個を有する配管が１つ以上あ

る場合 

B1.動作不能な格納容器隔離弁を有する配

管を隔離する。※１ 

及び 

B2.動作不能な格納容器隔離弁を有する配

管が隔離されていることを確認する。 

ただし，第 94条の 2第１項に定める区

域については管理的手段により確認す

ることができる。 

４時間 

 

 

１ヶ月に１回 

C.  主蒸気隔離弁以外の格納

容器隔離弁２個を有する

配管に適用 

 

動作不能な格納容器隔離弁２

個を有する配管が１つ以上あ

る場合 

C1.動作不能な格納容器隔離弁を有する配

管を隔離する。※１ 

及び 

C2.動作不能な格納容器隔離弁を有する配

管が隔離されていることを確認する。 

ただし，第 94条の 2第１項に定める区

域については管理的手段により確認す

ることができる。 

１時間 

 

 

１ヶ月に１回 

D.  格納容器隔離弁１個を有

する配管に適用 

 

動作不能な格納容器隔離弁１

個を有する配管が１つ以上あ

る場合 

D1.動作不能な格納容器隔離弁を有する配

管を隔離する。※１ 

及び 

D2.動作不能な格納容器隔離弁を有する配

管が隔離されていることを確認する。 

ただし，第 94条の 2第１項に定める区

域については管理的手段により確認す

ることができる。 

４時間 

 

 

１ヶ月に１回 

E.条件Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤで要求

される措置を完了時間内に

達成できない場合 

E1.高温停止にする。 

及び 

E2.冷温停止にする｡ 

24時間 

 

36時間 

※１：動作不能な格納容器隔離弁を有する配管を隔離したことにより，当該系統の機能が喪失した場

合は，該当する条文を適用する。 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁） 

第 44条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッション・チェンバからドライウェルへの

真空破壊弁は，表 44－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，真空破壊弁１弁が全開不能の場

合を除く。 

 

２．サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁が前項で定める運転上の制限を満足している

ことを確認するため，次号を実施する。 

（１）１～６号機械設備ＧＭは，定検停止時に，サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空

破壊弁が全開及び全閉することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

 

３．当直長は，サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁が第１項で定める運転上の

制限を満足していないと判断した場合，表 44－２の措置を講じる。 

 

表 44－１ 

項  目 運転上の制限 

サプレッション・チェンバからドラ

イウェルへの真空破壊弁 

動作可能であること 

 

表 44－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.真空破壊弁２弁以上が全開不

能の場合 

A1.真空破壊弁を全開可能な状態に復旧する。 ３日間 

B.真空破壊弁１弁以上が全閉不

能の場合 

B1.開状態の真空破壊弁を全閉する。 ２時間 

C.条件Ａ又はＢで要求される措

置を完了時間内に達成できな

い場合 

C1.高温停止にする。 

及び 

C2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

 

 

 

 

 

第 44条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（サプレッションプールの平均水温） 

第 45条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッションプールの平均水温※１は，表 45－

１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉隔離時冷却系の運転確認等により，サプレッシ

ョンプールの水温が上昇するような時は，確認開始時から確認終了後 24時間までを除く。 

 

２．サプレッションプールの平均水温が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次号を実施する。なお，当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において原子炉隔離

時冷却系の運転確認等により，サプレッションプールの水温が上昇するような場合，サプレッション

プールの動作可能な局所水温計の最高温度が 47℃を超えた時には，５分毎に動作可能な局所水温計

の平均水温を計算し，平均水温が 47℃を超えていないことを確認する。さらに平均水温が 47℃を超

えた場合には，サプレッションプールの水温が上昇するような運転確認等を中止し，24時間以内に

平均水温を 32℃以下に復旧する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止においてサプレッションプールの動作可能な

局所水温計の平均水温を 24時間に１回確認する。 

 

３．当直長は，サプレッションプールの平均水温が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判

断した場合，表 45－２の措置を講じる。 

 

※１：平均水温は，動作可能な局所水温計の最高温度をもって，代えることができる。 

 

表 45－１ 

項  目 運転上の制限 

サプレッションプールの平均水温 32℃以下 

 

表 45－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.サプレッションプールの平均水温

が 32℃を超えている場合 

A1.32℃以下に復旧する。 24時間 

B.条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

C.サプレッションプールの平均水温

が 49℃を超えている場合 

C1.原子炉をスクラムする。 

及び 

C2.原子炉減圧を開始する。 

及び 

C3.冷温停止にする。 

速やかに 

 

1時間 

 

36時間 
 

 

 

第 45条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（サプレッションプールの水位） 

第 46条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッションプールの水位は，表 46－１（図

46）で定める事項を運転上の制限とする。ただし，地震時を除く。 

 

２．サプレッションプールの水位が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次

号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，サプレッションプールの水位を 24

時間に１回確認する。 

 

３．当直長は，サプレッションプールの水位が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合，表 46－２の措置を講じる。 

 

 表 46－１ 

項  目 

（サプレッションプール水位） 
運転上の制限 

５号炉 
＋16.6ｃｍ（上限値）以下 

－3.9ｃｍ（下限値）以上 

６号炉 
＋10.4ｃｍ（上限値）以下 

－10.7ｃｍ（下限値）以上 

 

 

 

 

 図 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表 46－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.サプレッションプールの水位が図 46

の領域Ａの場合 

A1.サプレッションプールの水

位を制限値以内に復旧する。 

24時間 

B.条件Ａで要求される措置を完了時間内

に達成できない場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

C.サプレッションプールの水位が図 46

の領域Ｂの場合 

C1.原子炉をスクラムする。 速やかに 

 

 

 

第 46条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

上限値 

下限値 

下限値－10ｃｍ 

上限値＋10ｃｍ 

通常運転範囲 

領域Ｂ 

領域Ａ 

領域Ａ 

領域Ｂ 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（可燃性ガス濃度制御系） 

第 47条 

原子炉の状態が運転及び起動において，可燃性ガス濃度制御系は，表 47－１で定める事項を運転上の

制限とする。 

 

２．可燃性ガス濃度制御系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実

施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，可燃性ガス濃度制御系の機能を確認し，その結果を当直長に通

知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，可燃性ガス濃度制御系ブロアが起動すること

及び可燃性ガス濃度制御系隔離弁が開することを１ヶ月に１回確認する。 

 

３．当直長は，可燃性ガス濃度制御系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表 47－２の措置を講じる。 

 

表 47－１ 

項  目 運転上の制限 

可燃性ガス濃度制御系 ２系列※１が動作可能であること 

 

表 47－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.可燃性ガス濃度制御系１系列が動

作不能の場合 

A1.当該系列を動作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

A2.他の１系列が動作可能であることを

確認する。 

30日間 

 

 

速やかに 

B.可燃性ガス濃度制御系２系列が動

作不能の場合 

B1.少なくとも１系列を動作可能な状態

に復旧する。 

速やかに 

C.条件Ａ又はＢで要求される措置を

完了時間内に達成できない場合 

C1.高温停止にする。 24時間 

※１：１系列とはブロア１台，再結合器１基（６号炉はブロア２台，再結合器２基）及び必要な弁

並びに配管をいう。 

 

 

 

第 47条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

223



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第２編） 

146 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（格納容器内の酸素濃度） 

第 48条 

原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度は，表 48－１で定める事項を運転上の制限とす

る。ただし，原子炉を起動する時の原子炉の状態が運転になってからの 24 時間及び原子炉を停止する

時の原子炉の状態が起動になる前の 24時間を除く。 

 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度を１週間に１回確認する。 

 

３．当直長は，格納容器内の酸素濃度が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，

表 48－２の措置を講じる。 

 

表 48－１ 

項  目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ４％以下 

 

表 48－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.格納容器内の酸素濃度が制限値を

満足していないと判断した場合 

A1.酸素濃度を制限値以内に復

旧する。 

24時間 

B.条件Ａで要求される措置を完了時

間内に達成できない場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 
 

 

 

第 48条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉建屋） 

第 49条 

原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋内で照射された燃料に係る作

業時において，原子炉建屋は，表 49－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．原子炉建屋が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，原子炉建屋を負圧に保ち得ることを確認し，その結果を当直長

に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋内で照射され

た燃料に係る作業時において，原子炉建屋を負圧に保つために原子炉建屋大物機器搬入口及び原子

炉建屋の二重扉の各々において，少なくとも１つが閉鎖状態にあることを１ヶ月に１回確認する。 

 

３．当直長は，原子炉建屋が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 49－２

の措置を講じる。 

 

表 49－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉建屋 機能が健全であること 

 

表 49－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉の状態が運転，起動及び高温

停止において，運転上の制限を満足

していないと判断した場合 

A1.原子炉建屋を負圧に保つための必

要な措置を講じる。 

４時間 

B.条件Ａで要求される措置を完了時間

内で達成できない場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

C.炉心変更時又は原子炉建屋内で照射

された燃料に係る作業時において，

運転上の制限を満足していないと判

断した場合 

C1.炉心変更を中止する。 

及び 

C2.原子炉建屋内で照射された燃料に

係る作業を中止する。 

速やかに 

 

速やかに 

 ※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

 

 

第 49条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉建屋給排気隔離弁） 

第 50条 

原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋内で照射された燃料に係る作

業時において，原子炉建屋給排気隔離弁は，表 50－１で定める事項を運転上の制限とする。 
 

２．原子炉建屋給排気隔離弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，原子炉建屋給排気隔離弁が模擬信号で全閉することを確認し，

その結果を当直長に通知する。 
 

３．当直長は，原子炉建屋給排気隔離弁が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表 50－２の措置を講じる。 
 

表 50－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉建屋給排気隔離弁 動作可能であること 

 

表 50－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.全閉不能な原子炉建屋給排気隔離

弁１個を有するラインが１つ以上

ある場合（ただし，当該ラインが

隔離されている場合を除く） 

A1.全閉不能な隔離弁を有するライン

の動作可能な原子炉建屋給排気隔

離弁の動作確認を行い，全閉可能

であることを確認する。 

及び 

A2.全閉不能な原子炉建屋給排気隔離

弁を動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

10日間 

B.原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止において，全閉不能な原子

炉建屋給排気隔離弁２個を有する

ラインが１つ以上ある場合 

又は 

原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止において，条件Ａで要求さ

れる措置を完了時間内に達成でき

ない場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

C.炉心変更時又は原子炉建屋内で照

射された燃料に係る作業時におい

て，全閉不能な原子炉建屋給排気

隔離弁２個を有するラインが１つ

以上ある場合 

又は 

炉心変更時又は原子炉建屋内で照

射された燃料に係る作業時におい

て，条件Ａで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

C1.炉心変更を中止する。 

及び 

C2.原子炉建屋内で照射された燃料に

係る作業を中止する。 

 

速やかに 

 

速やかに 

 ※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 
 

 

 

第 50条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（非常用ガス処理系） 

第 51条 

原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋内で照射された燃料に係る作

業時において，非常用ガス処理系は表 51－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．非常用ガス処理系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実

施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，非常用ガス処理系が模擬信号で作動することを確認し，その結

果を当直長に通知する。 

（２）分析評価ＧＭは，定検停止時に，非常用ガス処理系の総合除去効率が表 51－２に定める値である

ことを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋内で照射され

た燃料に係る作業時において，非常用ガス処理系排風機が起動すること及び非常用ガス処理系隔離

弁が開することを１ヶ月に１回確認する。 

 

３．当直長は，非常用ガス処理系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表

51－３の措置を講じる。 

 

 表 51－１ 

項  目 運転上の制限 

非常用ガス処理系 ２系列※２が動作可能であること 

 

 表 51－２ 

  １．５号炉 

項  目 判定値 

総合除去効率 97％以上 

 

  ２．６号炉 

項  目 判定値 

総合除去効率 99％以上 

 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

※２：１系列とは，排風機１台，フィルタ１基及び必要なダンパ，ダクトをいう。 

 

 

 

第 51条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 51－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.非常用ガス処理系１系列が動

作不能の場合 

A1.当該系列を動作可能な状態に

復旧する。 

及び 

A2.他の１系列について動作可能

であることを確認する。 

10日間 

 

 

速やかに 

B.原子炉の状態が運転，起動及び

高温停止において，条件Ａで

要求される措置を完了時間内

に達成できない場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

C.炉心変更時又は原子炉建屋内

で照射された燃料に係る作業

時において，条件Ａで要求さ

れる措置を完了時間内に達成

できない場合 

C1.炉心変更を中止する。 

及び 

C2.原子炉建屋内で照射された燃

料に係る作業を中止する。 

速やかに 

 

速やかに 

D.原子炉の状態が運転，起動及び

高温停止において，非常用ガ

ス処理系２系列が動作不能の

場合 

D1.高温停止にする。 

及び 

D2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

E.炉心変更時又は原子炉建屋内

で照射された燃料に係る作業

時において，非常用ガス処理

系２系列が動作不能の場合 

E1.炉心変更を中止する。 

及び 

E2.原子炉建屋内で照射された燃

料に係る作業を中止する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

228



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第２編） 

151 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（非常用冷却海水系） 

第 52条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用冷却海水系※１は，表 52－１で定める事項

を運転上の制限とする。 

 

２．非常用冷却海水系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実

施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，非常用冷却海水系ポンプが模擬信号で作動することを確認し，

その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，非常用冷却海水系の主要な手動弁と電動弁の開閉状態

を確認する。※２ 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表 52－２に定める事項を確認する。 

 

３．当直長は，非常用冷却海水系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表

52－３の措置を講じる。ただし，この場合第 39条及び第 60条は適用しない。 

 

※１：非常用冷却海水系とは，残留熱除去海水系を示す。 

※２：非常用冷却海水系の主要な手動弁と電動弁とは，当該系統に期待されている機能を達成するた

めの非常用冷却海水系ポンプから放水路までの配管上の手動弁及び電動弁並びにこの配管に

接続する配管上の手動弁及び電動弁のうち当該系統の機能を維持するために必要な一次弁を

いう。 

 

表 52－１ 

項  目 運転上の制限 

非常用冷却海水系 ２系列※３が動作可能であること 

 

表 52－２ 

項  目 頻  度 

非常用冷却海水系ポンプが起動することを確認する。また，ポンプの

運転確認後，ポンプの運転確認に際し使用した弁が待機状態にあるこ

とを確認する。 

１ヶ月に１回 

※３：１系列とはポンプ２台及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

 

表 52－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A. １系列が動作不能の場合 A1.当該系列を動作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

A2. 他の１系列について，動作可能であ

ることを確認する。 

10日間 

 

 

速やかに 

B.条件Ａで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

又は 

 ２系列が動作不能の場合 

又は 

 条件Ａにおいて，さらに異なる区分の

ディーゼル発電設備冷却系又は高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

冷却海水系（６号炉）が動作不能の

場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.1. 冷温停止とする。 

又は 

B2.2. 原子炉水位を有効燃料頂部以上に

維持できる手段が確保されてい

ることを確認する。 

24時間 

 

36時間 

 

冷温停止

となる 

まで 

毎日１回 

 

 

 

第 52条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（非常用ディ－ゼル発電設備冷却系） 

第 53条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用ディーゼル発電設備冷却系※１は，表 53－

１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．非常用ディーゼル発電設備冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次の各号を実施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，非常用ディ－ゼル発電設備冷却系ポンプが模擬信号で作動する

ことを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプの主要な手動

弁の開閉状態を確認する※２。なお，非常用ディーゼル発電設備補機冷却系については，主要配管

の満水※３も確認する。 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用ディーゼル発電設備冷却系

ポンプが起動することを１ヶ月に１回確認する。 

 

３．当直長は，非常用ディーゼル発電設備冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判

断した場合，表 53－２の措置を講じる。ただし，この場合第 39条及び第 60条は適用しない。なお，

非常用ディーゼル発電設備補機冷却系空気冷却器ファンが２台以上動作不能となった場合において，

冷水温度を 38℃付近に維持可能なときは，運転上の制限を逸脱していないものとする。 

 

 ※１：非常用ディーゼル発電設備冷却系とは，５号炉については，非常用ディーゼル発電設備冷却海

水系をいい，６号炉については，非常用ディーゼル発電設備冷却海水系１系列※４及び非常用デ

ィーゼル発電設備補機冷却系１系列※４をいう。 

 ※２：非常用ディーゼル発電設備冷却系の主要な手動弁とは，非常用ディーゼル発電設備冷却海水系

にあっては，当該系統に期待されている機能を達成するための非常用ディーゼル発電設備冷却海

水系ポンプから放水路までの配管上の手動弁並びにこの配管に接続する配管上の手動弁のうち

当該系統の機能を維持するために必要な一次弁をいい，非常用ディーゼル発電設備補機冷却系に

あっては，主要配管※３上の手動弁並びに主要配管に接続する配管上の手動弁のうち主要配管の

満水※３を維持するために必要な一次弁をいう。 

 ※３：非常用ディーゼル発電設備補機冷却系の主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成

するための非常用ディーゼル発電設備補機冷却系空気冷却器とポンプのループ配管を指し，小口

径配管を含まない。なお，主要配管の満水とは，当該系統のサージタンクレベル低の警報が継続

的に発生していないことで確認する。 

 

表53－１ 

  項  目 運転上の制限 

非常用ディーゼル発電設備冷却系 ２系列※４が動作可能であること 

 

 ※４：非常用ディーゼル発電設備冷却海水系１系列とは，海水ポンプ１台及び必要な弁並びに配管を

いい，非常用ディーゼル発電設備補機冷却系１系列とは，冷水ポンプ１台，空気冷却器ファン５

台及び必要な弁並びに主要配管をいう。 

 

 

 

第 53条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表53－２ 

１．５号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

A. 非常用ディーゼル発電設備冷却系１

系列が動作不能の場合 

A1.当該系列を動作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

A2.他の１系列について動作可能である

ことを確認する。 

10日間 

 

 

速やかに 

B.条件Ａで要求される措置を完了時間内

に達成できない場合 

又は 

 非常用ディーゼル発電設備冷却系２系

列が動作不能の場合 

又は 

 条件Ａにおいてさらに異なる区分の非

常用冷却海水系が動作不能の場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.1.冷温停止とする。 

又は 

B2.2.原子炉水位を有効燃料頂部以上に

維持できる手段が確保されている

ことを確認する。 

24時間 

 

36時間 

 

冷温停止

となる 

まで 

毎日１回 

 

 

２．６号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

A. 非常用ディーゼル発電設備冷却系１

系列が動作不能の場合 

A1.当該系列を動作可能な状態に復旧す

る。 

10日間 

B.条件Ａで要求される措置を完了時間内

に達成できない場合 

又は 

 非常用ディーゼル発電設備冷却系２系

列が動作不能の場合 

又は 

  条件Ａにおいてさらに異なる区分の

非常用冷却海水系又は高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備冷却海水

系が動作不能の場合 

B1.高温停止にする。 

及び 

B2.1.冷温停止とする。 

又は 

B2.2.原子炉水位を有効燃料頂部以上に

維持できる手段が確保されている

ことを確認する。 

24時間 

 

36時間 

 

冷温停止

となる 

まで 

毎日１回 

 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（高圧炉心スプレイ系ディ－ゼル発電設備冷却海水系） 

第 54条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水

系は，表 54－１で定める事項を運転上の制限とする。なお，本条文は６号炉のみ適用される。 

 

２．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系が前項で定める運転上の制限を満足しているこ

とを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，高圧炉心スプレイ系ディ－ゼル発電設備冷却海水系ポンプが模

擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系の

主要な手動弁の開閉状態を確認する。※１ 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電設備冷却海水系ポンプが起動することを１ヶ月に１回確認する。 

 

３．当直長は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系が第１項で定める運転上の制限を満

足していないと判断した場合，表 54－２の措置を講じる。ただし，この場合第 39 条及び第 60 条は

適用しない。 

 

 ※１：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系の主要な手動弁とは，当該系統に期待され

ている機能を達成するための高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系ポンプから放

水路までの配管上の手動弁並びにこの配管に接続する配管上の手動弁のうち当該系統の機能を

維持するために必要な一次弁をいう。 

 

表54－１ 

項  目 運転上の制限 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海

水系 
１系列※２が動作可能であること 

 

表 54－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備冷却海水系が動作不能の場合 

A1.当該系列を動作可能な状態に復

旧する。 

10日間 

B.条件Ａで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

又は 

 条件Ａにおいてさらに非常用冷却海

水系又は非常用ディーゼル発電設備

冷却系が動作不能の場合 

B1.高温停止とする。 

及び 

B2.1.冷温停止とする。 

又は 

B2.2.原子炉水位を有効燃料頂部以

上に維持できる手段が確保さ

れていることを確認する。 

24時間 

 

36時間 

 

冷温停止

となる 

まで 

毎日１回 

 ※２：１系列とは，ポンプ１台及び主要な手動弁並びに配管をいう。 
 

 

 

第 54条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（使用済燃料プールの水位及び水温） 

第 55条 

使用済燃料プールの水位及び水温は，表 55－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．使用済燃料プールの水位及び水温が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次号を実施する。 

（１）当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近にあること並びに使用済燃料プー

ルの水温が 65℃以下であることを毎日１回確認する。 

 

３．当直長は，使用済燃料プールの水位又は水温が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判

断した場合，表 55－２の措置を講じる。 

 

表55－１ 

項  目 運転上の制限 

使用済燃料プールの水位 オーバーフロー水位付近にあること 

使用済燃料プールの水温 65℃以下 

 

表 55－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.使用済燃料プ

ールが運転上

の制限を満足

していないと

判断した場合 

A1. 使用済燃料プールの水位を維持するための注水手段

が確保されていることを確認する。 

 

及び 

A2. 使用済燃料プール内での照射された燃料に係る作業

を中止する。ただし，移動中の燃料は所定の場所に移

動する。 

及び 

A3.原子炉建屋大物機器搬入口及び原子炉建屋の二重扉の

各々において，少なくとも１つの閉鎖状態を確保する

ための措置を開始する。 

及び 

A4.原子炉建屋給排気隔離弁機能を確保するための措置を

開始する。 

及び 

A5.非常用ガス処理系１系列を動作可能な状態とするため

の措置を開始する。 

速やかに 

その後 

毎日１回 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

（使用済燃料プールの水位及び水温） 

第 55条 

使用済燃料プールの水位及び水温は，表 55－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．使用済燃料プールの水位及び水温が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次号を実施する。 

（１）当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近にあること並びに使用済燃料プー

ルの水温が 65℃以下であることを毎日１回確認する。 

 

３．当直長は，使用済燃料プールの水位又は水温が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判

断した場合，表 55－２の措置を講じる。 

 

表55－１ 

項  目 運転上の制限 

使用済燃料プールの水位 オーバーフロー水位付近にあること 

使用済燃料プールの水温 65℃以下 

 

表 55－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.使用済燃料プ

ールが運転上

の制限を満足

していないと

判断した場合 

A1. 使用済燃料プールの水位を維持するための注水手段

が確保されていることを確認する。 

 

及び 

A2. 使用済燃料プール内での照射された燃料に係る作業

を中止する。ただし，移動中の燃料は所定の場所に移

動する。 

速やかに 

その後 

毎日１回 

 

速やかに 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（燃料又は制御棒を移動する時の原子炉水位） 

第 56条 

原子炉の状態が燃料交換において，原子炉上部で燃料又は制御棒を移動する場合，原子炉水位は，表

56－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．原子炉水位が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が燃料交換において，原子炉上部で燃料又は制御棒を移動する場合，原

子炉水位がオーバーフロー水位付近にあることを毎日１回確認する。 

 

３．当直長は，原子炉水位が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 56－２

の措置を講じる。 

 

表 56－１ 

項  目 運転上の制限 

燃料又は制御棒を移動する時の原子炉水位 オーバーフロー水位付近にあること 

 

表 56－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足して

いないと判断した場合 

A1.燃料又は制御棒の移動を中止する。ただし，

移動中の燃料又は制御棒は所定の場所に移

動する。 

及び 

A2.原子炉水位を回復する操作を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 
 

 

 

第 56条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（中央制御室非常用換気空調系） 

第 57条 

原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時※１又は原子炉建屋内で照射された燃料に係る作

業時において，中央制御室非常用換気空調系は表 57－１で定める事項を運転上の制限とする。 
 

２．中央制御室非常用換気空調系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次

の各号を実施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，中央制御室非常用換気空調系が模擬信号で作動することを確認

し，その結果を当直長に通知する。 

（２）分析評価ＧＭは，定検停止時に，中央制御室非常用換気空調系の総合除去効率が表 57－２に定め

る値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。 
 

３．当直長は，中央制御室非常用換気空調系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合，表 57－３の措置を講じる。 
 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 
 

表 57－１ 

項  目 運転上の制限 

中央制御室非常用換気空調系 中央制御室あたり２系列※２が動作可能であること 

 

表 57－２ 

項  目 判 定 値 

総合除去効率 30％以上 

 

表 57－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.中央制御室非常用換気空

調系１系列が動作不能の

場合 

A1.当該系列を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

A2.他の１系列が動作可能であることを管

理的手段により確認する。 

30日間 

 

 

速やかに 

B.中央制御室非常用換気空

調系２系列が動作不能の

場合 

B1.少なくとも１系列を動作可能な状態に

復旧する。 

10日間 

C.原子炉の状態が運転，起動

及び高温停止において，条

件Ａ又はＢで要求される

措置を完了時間内に達成

できない場合 

C1.高温停止にする。 

及び 

C2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

D.炉心変更時又は原子炉建

屋内で照射された燃料に

係る作業時において，条件

Ａ又はＢで要求される措

置を完了時間内に達成で

きない場合 

D1.炉心変更を中止する。 

及び 

D2.原子炉建屋内で照射された燃料に係る

作業を中止する。 

速やかに 

 

速やかに 

※２：２系列とはファン２台，フィルタ１基及び必要なダンパ，ダクトをいう。 
 

 

 

 

第 57条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（外部電源その１） 

第 58条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，外部電源※１は表 58－１で定める事項を運転上の

制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

 

２．外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，外部電源の電圧が確立しているこ

とを１週間に１回確認する。 

 

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 58－２の

措置を講じる。 

 

※１：外部電源とは，電力系統又は主発電機（当該原子炉の主発電機を除く）からの電力を第 65 条

及び第 66条で要求される非常用交流高圧電源母線に供給する設備をいう。以下，第 59条及び

第 60条において同じ。 

 

表 58－１ 

項  目 運転上の制限 

外部電源 ２系列※２が動作可能であること 

 

※２：外部電源の系列数は，非常用交流高圧電源母線に対して電力供給することができる発電所外か

らの送電線の回線数と主発電機数（当該原子炉の主発電機を除く）の合計数とし，各々の非常

用交流高圧電源母線について求められる。以下，第 59条及び第 60 条において同じ。 

 

 

 

第 58条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 58－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.動作可能である外部電源が１系列の

みの場合 

A1.外部電源を２系列動作可能な状態に

復旧する。 

 

10日間 

 

B.動作可能である外部電源が１系列の

みの場合（高圧炉心スプレイ系母線を

除く） 

及び 

非常用ディーゼル発電機１台が動作

不能の場合（高圧炉心スプレイ系非常

用ディーゼル発電機を除く） 

B1.外部電源を２系列動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

B2.当該非常用ディーゼル発電機を動作

可能な状態に復旧する。 

12時間 

 

 

12時間 

C.高圧炉心スプレイ系母線に対し動作

可能である外部電源が１系列のみ又

は１系列もない場合 

及び 

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼ

ル発電機が動作不能の場合 

C1.1.外部電源を２系列動作可能な状態

に復旧する。 

又は 

C1.2.当該非常用ディーゼル発電機を動

作可能な状態に復旧する。 

及び 

C2.自動減圧系（原子炉圧力が

0.84MPa[gage]以上の場合）の窒素ガ

ス供給圧力が表39－２に定める値で

あることを確認する。 

及び 

C3.原子炉隔離時冷却系について，動作

可能であることを確認する。※３ 

10日間 

 

 

10日間 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

D.高圧炉心スプレイ系母線に対し動作

可能である外部電源が１系列もない

場合 

D1.外部電源を２系列動作可能な状態に

復旧する。 

及び 

D2.自動減圧系（原子炉圧力が

0.84MPa[gage]以上の場合）の窒素ガ

ス供給圧力が表39－２に定める値で

あることを確認する。 

及び 

D3.原子炉隔離時冷却系について，動作

可能であることを確認する。※３ 

10日間 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

E.動作可能である外部電源が１系列も

ない場合（高圧炉心スプレイ系母線を

除く） 

又は 

条件Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤで要求される措

置を完了時間内に達成できない場合 

E1.高温停止とする。 

及び 

E2.冷温停止とする。 

24時間 

 

36時間 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（外部電源その２） 

第 59条 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，外部電源は表 59－１で定める事項を運転上の制限と

する。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

 

２．外部電源が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，外部電源の電圧が確立していること

を１週間に１回確認する。 

 

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 59－２の

措置を講じる。 

 

 

 

 

表 59－１ 

項  目 運転上の制限 

外部電源 １系列が動作可能であること 

 

 

 

 

表 59－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足

していないと判断

した場合 

A1.外部電源を１系列動作可能な状態に復旧する。 

及び 

A2.炉心変更を中止する。 

及び 

A3.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を中

止する。  

及び 

A4.有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接

続している配管について，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを構成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

（外部電源） 

第 59条 

外部電源※１は表 59－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を

除く。 

 

２．外部電源が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，外部電源の電圧が確立していることを１週間に１回確認する。 

 

 

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 59－２の

措置を講じる。 

 

※１：外部電源とは，電力系統からの電力を第 66 条で要求される非常用交流高圧電源母線に供給す

る設備をいう。 

 

表 59－１ 

項  目 運転上の制限 

外部電源 １系列※２が動作可能であること 

 

※２：外部電源の系列数は，非常用交流高圧電源母線に対して電力供給することができる発電所外か

らの送電線の回線数とし，各々の非常用交流高圧電源母線について求められる。 

 

表 59－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足

していないと判断

した場合 

A1.外部電源を１系列動作可能な状態に復旧する。 

及び 

A2.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を中

止する。  

 

速やかに 

 

速やかに 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（非常用ディーゼル発電機その１） 

第 60条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用ディーゼル発電機は表 60－１で定める事

項を運転上の制限とする。 

 

２．非常用ディーゼル発電機が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各

号を実施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，非常用ディーゼル発電機が模擬信号で作動することを確認し，

その結果を当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，次の事項を確認する。 

①非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 6,900±345Ｖ及び周波

数が 50±1Ｈｚであること並びに引き続き非常用交流高圧電源母線に並列して定格出力で運転

可能であることを１ヶ月に１回確認する。 

②Ａ系及びＢ系のデイタンクレベル及び高圧炉心スプレイ系デイタンクレベル（６号炉）が表 60

－２に定める値を満足していることを１ヶ月に１回確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機

が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

 

３．当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表 60－３の措置を講じる。 

 

表 60－１ 

項  目 運転上の制限 

非常用ディーゼル発電機 ２台※１の非常用ディーゼル発電機（６号炉は３台※２の非

常用ディーゼル発電機）が動作可能であること 

 

表 60－２ 

項  目 ５号炉 

Ａ系 

５号炉 

Ｂ系 

６号炉 

Ａ系 

６号炉 

Ｂ系 

６号炉 

HPCS 

非常用ディーゼル発電

機デイタンクレベル 

3,430ｍｍ 

以上 

3,430ｍｍ 

以上 

2,829ｍｍ 

以上 

2,299ｍｍ 

以上 

1,598ｍｍ 

以上 

 

 

 

 

第 60条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表60－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.非常用ディーゼル発電機１台

が動作不能の場合 

 

A1.非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に復旧

する。 

及び 

A2.残り１台（６号炉は２台）の非常用ディーゼル発電

機について，動作可能であることを確認する。 

及び 

A3.原子炉隔離時冷却系について，動作可能であること

を確認する。※３ 

10日間 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

B.条件Ａ（A1の措置）で要求さ

れる措置（非常用ディーゼル

発電機の復旧措置）を完了時

間内に達成できない場合 

B1.動作可能な非常用ディーゼル発電機を運転状態と

する。 

及び 

B2.非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

30日間 

C. 非常用ディーゼル発電機１台

が動作不能の場合（高圧炉心ス

プレイ系非常用ディーゼル発

電機を除く） 

及び 

動作可能である外部電源が１

系列のみの場合（高圧炉心スプ

レイ系母線を除く） 

C1. 当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に復

旧する。 

又は 

C2. 外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 

12時間 

 

 

12時間 

D. 高圧炉心スプレイ系非常用デ

ィーゼル発電機が動作不能の

場合 

及び 

高圧炉心スプレイ系母線に対

し動作可能である外部電源が

１系列のみ又は１系列もない

場合 

 

 

D1.1. 当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

D1.2. 外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 

及び 

D2.自動減圧系（原子炉圧が0.84MPa[gage]以上の場合）

の窒素ガス供給圧力が表39－２に定める値であるこ

とを確認する。 

及び 

D3.原子炉隔離時冷却系について，動作可能であることを

確認する。※３ 

10日間 

 

 

10日間 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

E.条件Ａ（A1 の措置を除く），

Ｂ，Ｃ又はＤで要求される措

置を完了時間内に達成でき

ない場合 

又は 

非常用ディーゼル発電機２台

以上が動作不能の場合 

E1.高温停止とする。 

及び 

E2.冷温停止とする。 

24時間 

 

36時間 

※１：２台とは，Ａ系及びＢ系をいう。 

※２：３台とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系をいう。 

※３：原子炉圧力が 1.04ＭＰａ［gage］以上の場合に実施する。 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（非常用ディーゼル発電機その２） 

第 61条 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，非常用ディーゼル発電機※１※２は表 61－１で定める

事項を運転上の制限とする。 

 

２．非常用ディーゼル発電機が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第 66 条で要求される非常用交流高

圧電源母線に接続する非常用ディーゼル発電機が運転可能であることを次の事項により確認する。 

①非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 6,900±345Ｖ及び周波

数が 50±1Ｈｚであること並びに引き続き非常用交流高圧電源母線に並列できることを１ヶ月

に１回確認する。 

②表 61－１で要求されるディーゼル発電機のデイタンクレベルが表 61－２に定める値を満足して

いることを１ヶ月に１回確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２

日間を除く。 

 

３．当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表 61－３の措置を講じる。 

 

※１：非常用ディーゼル発電機とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系（６号炉）の非常用ディーゼ

ル発電機をいう。 

※２：当直長は，非常用ディーゼル発電機を待機除外にする場合には，１／２／３／４号炉の当直長に

通知する。 

 

 表 61－１ 

項  目 運転上の制限 

交流電源 第 66 条で要求される当該非常用交流高圧電源母線に接続

する非常用ディーゼル発電機を含め２台の非常用発電設備
※３が動作可能であること 

 

※３：非常用発電設備とは，非常用ディーゼル発電機及び必要な電力供給が可能な非常用発電機をいう。

なお，非常用発電機は，複数の号炉で共用することができる。 

 

 

（非常用ディーゼル発電機） 

第 61条 

非常用ディーゼル発電機※１※２は表 61－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

 

２．非常用ディーゼル発電機が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する。 

（１）当直長は，非常用ディーゼル発電機が運転可能であることを次の事項により確認する。 

 

①非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が 6,900±345Ｖ及び周波

数が 50±1Ｈｚであること並びに引き続き非常用交流高圧電源母線に並列できることを１ヶ月

に１回確認する。 

②表 61－１で要求されるディーゼル発電機のデイタンクレベルが表 61－２に定める値を満足して

いることを１ヶ月に１回確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２

日間を除く。 

 

３．当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表 61－３の措置を講じる。 

 

※１：非常用ディーゼル発電機とは，Ａ系，Ｂ系の非常用ディーゼル発電機をいう。 

 

※２：当直長は，非常用ディーゼル発電機を待機除外にする場合には，１／２／３／４号炉の当直長に

通知する。 

 

 表 61－１ 

項  目 運転上の制限 

交流電源 非常用ディーゼル発電機を含め２台の非常用発電設備※３

が動作可能であること 

 

 

※３：非常用発電設備とは，非常用ディーゼル発電機及び必要な電力供給が可能な非常用発電機をいう。

なお，非常用発電機は，複数の号炉で共用することができる。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 61－２ 

項  目 ５号炉 

Ａ系 

５号炉 

Ｂ系 

６号炉 

Ａ系 

６号炉 

Ｂ系 

６号炉 

HPCS 

非常用ディーゼル発電

機デイタンクレベル 

3,430ｍｍ 

以上 

3,430ｍｍ 

以上 

2,829ｍｍ 

以上 

2,299ｍｍ 

以上 

1,598ｍｍ 

以上 

 

 

表61－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足

していないと判断し

た場合 

A1.運転上の制限を満足させる措置を開始する。 

及び 

A2.炉心変更を中止する。 

及び 

A3.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を中止

する。 

及び 

A4.有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接続

している配管について，原子炉冷却材圧力バウンダ

リを構成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

表 61－２ 

項  目 ５号炉 

Ａ系 

５号炉 

Ｂ系 

６号炉 

Ａ系 

６号炉 

Ｂ系 

非常用ディーゼル発電

機デイタンクレベル 

3,430ｍｍ 

以上 

3,430ｍｍ 

以上 

2,829ｍｍ 

以上 

2,299ｍｍ 

以上 

 

 

表61－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足

していないと判断し

た場合 

A1.運転上の制限を満足させる措置を開始する。 

及び 

 

 

A2.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を中止

する。 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（非常用ディーゼル発電機燃料油等） 

第 62条 

ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気は，表 62－１で定める事項を運転上の制限とする。ただ

し，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が，前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が第 60条及び第 61条で動作可能であるこ

とを要求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保されていることを，付表 62－１，付表

62－２及び付表 62－３で１ヶ月に１回確認する。 

 

３．当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油又は起動用空気が第１項で定める運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合，表 62－２の措置を講じる。 

 

 表62－１ 

項  目 運転上の制限 

ディーゼル燃料油， 

潤滑油及び 

起動用空気 

第60条及び第61条で動作可能であることを要求される非常用ディー

ゼル発電機に対し必要量確保されていること 

 

 付表 62－１ 

項  目 No.3 No.6 

ディーゼル燃料油（軽油

タンクレベル） 

2,180ｍｍ以上

(1,490ｍｍ※１以上) 

 

 

1,291ｍｍ以上 

 

 付表 62－２ 

項  目 
５号炉 

Ａ系 

５号炉 

Ｂ系 

６号炉 

Ａ系 

６号炉 

Ｂ系 

６号炉 

HPCS 

潤滑油（サンプタンク

貯油量） 

1,815ｌ 

以上 

1,815ｌ 

以上 

2,300ｌ 

以上 

1,900ｌ 

以上 

2,300ｌ 

以上 

※１：６号炉Ａ系ディーゼル発電機が要求されない場合 

 

 

（非常用ディーゼル発電機燃料油等） 

第 62条 

ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気は，表 62－１で定める事項を運転上の制限とする。ただ

し，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日間を除く。 

 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が，前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が第 61 条で動作可能であることを要求さ

れる非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保されていることを，付表 62－１，付表 62－２及び

付表 62－３で１ヶ月に１回確認する。 

 

３．当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油又は起動用空気が第１項で定める運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合，表 62－２の措置を講じる。 

 

 表62－１ 

項  目 運転上の制限 

ディーゼル燃料油， 

潤滑油及び起動用空気 

第 61 条で動作可能であることを要求される非常用ディーゼル発電機

に対し必要量確保されていること 

 

 

 付表 62－１ 

項  目 No.3 No.6 

ディーゼル燃料油（軽油

タンクレベル） 

2,180ｍｍ以上

(1,490ｍｍ※１以上)  

1,291ｍｍ以上 

 

 

 

 付表 62－２ 

項  目 
５号炉 

Ａ系 

５号炉 

Ｂ系 

６号炉 

Ａ系 

６号炉 

Ｂ系 

潤滑油（サンプタンク

貯油量） 

1,815ｌ 

以上 

1,815ｌ 

以上 

2,300ｌ 

以上 

1,900ｌ 

以上 

※１：６号炉Ａ系ディーゼル発電機が要求されない場合 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

付表 62－３ 

１．５号炉 

項  目 ５号炉Ａ系 ５号炉Ｂ系 

起動用空気 

（自動用空気

貯槽圧力） 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

 

２．６号炉 

項  目 ６号炉Ａ系 ６号炉Ｂ系 ６号炉ＨＰＣＳ 

起動用空気 

（自動用空気

貯槽圧力） 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

 

 表62－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.非常用ディーゼル発電機１台以上の軽油タ

ンクレベルが付表62－１を満足しない

場合 

A1.制限値以内に復旧する。 

 

２日間 

 

B.非常用ディーゼル発電機１台以上の潤滑油

貯油量が付表62－２を満足しない場合 

B1.制限値以内に復旧する。 ２日間 

C.非常用ディーゼル発電機１台以上の起動用

空気貯槽圧力が付表62－３を満足しな

い場合 

C1.制限値以内に復旧する。 ２日間 

D.条件Ａで要求される措置を完了時間内に達

成できない場合 

D1.当該非常用ディーゼル発電機を動作

不能とみなす。ただし，６号炉にお

いては，軽油タンク１基から非常用

ディーゼル発電機２台以上に供給し

ている場合は，原子炉停止時冷却系

に電源を供給する非常用ディーゼル

発電機を動作不能とみなす。 

速やかに 

E.条件Ｂ又はＣで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

E1.当該非常用ディーゼル発電機を動作

不能とみなす。 

速やかに 

 

 

 

付表 62－３ 

１．５号炉 

項  目 ５号炉Ａ系 ５号炉Ｂ系 

起動用空気 

（自動用空気

貯槽圧力） 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

 

２．６号炉 

項  目 ６号炉Ａ系 ６号炉Ｂ系 

起動用空気 

（自動用空気

貯槽圧力） 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

2.16ＭＰａ[gage] 

以上 

 

 表62－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.非常用ディーゼル発電機１台以上の軽油タ

ンクレベルが付表62－１を満足しない場合 

A1.制限値以内に復旧する。 

 

２日間 

 

B.非常用ディーゼル発電機１台以上の潤滑油

貯油量が付表62－２を満足しない場合 

B1.制限値以内に復旧する。 ２日間 

C.非常用ディーゼル発電機１台以上の起動用

空気貯槽圧力が付表62－３を満足しない場

合 

C1.制限値以内に復旧する。 ２日間 

D.条件Ａで要求される措置を完了時間内に達

成できない場合 

D1.当該非常用ディーゼル発電機を動作

不能とみなす。 

速やかに 

E.条件Ｂ又はＣで要求される措置を完了時間

内に達成できない場合 

E1.当該非常用ディーゼル発電機を動作

不能とみなす。 

速やかに 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（直流電源その１） 

第 63条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電源は表 63－１で定める事項を運転上の制

限とする。 

 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）品質向上ＧＭは，定検停止時に，直流電源（蓄電池及び充電器※１）の機能を確認し，その結果を

当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，２系列※２（６号炉は３系列※３）

の蓄電池及び充電器について，浮動充電時の蓄電池電圧が 126Ｖ以上であることを１週間に１回確

認する。 

 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 63－２の

措置を講じる。 

 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，両方が機能喪失となって動作不能と

なる。以下，第 64条において同じ。 

※２：２系列とは，Ａ系及びＢ系をいう。 

※３：３系列とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系をいう。 

 

表 63－１ 

項  目 運転上の制限 

直流電源 ２系列※２（６号炉は３系列※３）が動作可能であること 

 

表63－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.直流電源１系列の蓄電

池又は充電器が動作不

能の場合 

A1.蓄電池又は充電器を動作可能な状態に復旧する。 

及び 

A2.残りの蓄電池及び充電器が動作可能であることを確

認する。 

10日間 

 

速やかに 

B.直流電源１系列の蓄電

池及び充電器が動作不

能の場合 

B1.直流電源母線の電源喪失とみなす。 速やかに 

C.条件Ａ又はＢで要求さ

れる措置を完了時間内

に達成できない場合 

C1.高温停止とする。 

及び 

C2.冷温停止とする。 

24時間 

 

36時間 
 

 

 

第 63条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（直流電源その２） 

第 64条 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源は表 64－１で定める事項を運転上の制限

とする。 

 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第 66 条で要求される直流電源母線

に接続する蓄電池及び充電器について，浮動充電時の蓄電池電圧が 126Ｖ以上であることを１週間

に１回確認する。 

 

 

 

 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 64－２の

措置を講じる。 

 

表64－１ 

項  目 運転上の制限 

直流電源 第66条で要求される直流電源が動作可能であること 

 

表64－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.要求される直流電源

の蓄電池又は充電器

が動作不能の場合 

A1.要求される蓄電池又は充電器を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A2.炉心変更を中止する。 

及び 

A3.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を中止

する。 

及び 

A4.有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に接続

している配管について，原子炉冷却材圧力バウン

ダリを構成する隔離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

（直流電源） 

第 64条 

直流電源は表 64－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，第 66条で要求される直流電源母線に接続する蓄電池及び充電器※１について，浮動充

電時の蓄電池電圧が 126Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

 

 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，両方が機能喪失となって動作不能と

なる。 

 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 64－２の

措置を講じる。 

 

表64－１ 

項  目 運転上の制限 

直流電源 第66条で要求される直流電源が動作可能であること 

 

表64－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.要求される直流電源

の蓄電池又は充電器

が動作不能の場合 

A1.要求される蓄電池又は充電器を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

 

 

A2.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を中止

する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（所内電源系統その１） 

第 65条 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，所内電源系統は表 65－１で定める事項を運転上の

制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

 

２．所内電源系統が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，電源母線が受電されていることを

１週間に１回確認する。 

 

３．当直長は，所内電源系統が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 65

－２の措置を講じる。 

 

表 65－１ 

項  目 運転上の制限 

（受電されている系統数） 

 

所内電源系統 

（１）非常用交流高圧電源母線 ２系統※１（６号炉は３系統※２） 

（２）原子炉保護系母線 ２系統※１ 

（３）直流電源母線 ２系統※１（６号炉は３系統※２） 

 

表65－２ 

条   件 要求される措置 完了時間 

A.非常用交流高圧電源母線の１系統が電源喪失

の場合（高圧炉心スプレイ系母線を除く） 

A1.非常用交流高圧電源母線を受

電可能な状態に復旧する。 

８時間 

 

B.原子炉保護系母線の１系統が電源喪失の場合 B1.原子炉保護系母線を受電可能

な状態に復旧する。 

２時間 

 

C.直流電源母線の 1系統が電源喪失の場合（高

圧炉心スプレイ系母線を除く） 

C1.直流電源母線を受電可能な状

態に復旧する。 

２時間 

 

D.高圧炉心スプレイ系の非常用交流高圧電源母

線又は高圧炉心スプレイ系の直流電源母線が

電源喪失の場合 

D1.高圧炉心スプレイ系を動作不

能とみなす。 

速やかに 

E.条件Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合 

E1.高温停止とする。 

及び 

E2.冷温停止とする。 

24時間 

 

36時間 

F.非常用交流高圧電源母線，原子炉保護系母線

又は直流電源母線の２系統以上が電源喪失の

場合 

F1.高温停止とする。 

及び 

F2.冷温停止とする。 

24時間 

 

36時間 

※１：２系統とは，Ａ系及びＢ系をいう。 

※２：３系統とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系をいう。 
 

 

 

第 65条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（所内電源系統その２） 

第 66条 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，所内電源系統は表 66－１で定める事項を運転上の制

限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。 

 

２．所内電源系統が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，第 27 条，第 35 条，第 36 条及び第

40 条で要求される設備の維持に必要な非常用交流高圧電源母線，原子炉保護系母線及び直流電源

母線が受電されていることを１週間に１回確認する。 

 

３．当直長は，所内電源系統が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 66

－２の措置を講じる。 

 

表 66－１ 

項  目 運転上の制限 

所内電源系統 第 27条，第 35条，第 36条及び第 40条で要求される設備の

維持に必要な非常用交流高圧電源母線，原子炉保護系母線及

び直流電源母線が受電されていること 

 

表66－２ 

条   件 要求される措置 完了時間 

A.要求される非常用交流高

圧電源母線，原子炉保護

系母線又は直流電源母線

が電源喪失の場合 

A1.要求される所内電源系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

A2.炉心変更を中止する。 

及び 

A3.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を

中止する。 

及び 

A4.要求される原子炉停止時冷却系を動作不能と

みなす。 

及び 

A5.有効燃料頂部以下の高さで原子炉圧力容器に

接続している配管について，原子炉冷却材圧

力バウンダリを構成する隔離弁の開操作を禁

止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

（所内電源系統） 

第 66条 

所内電源系統は表 66－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を

除く。 

 

２．所内電源系統が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，第 61 条で要求される設備の維持に必要な非常用交流高圧電源母線及び直流電源母線

が受電されていることを１週間に１回確認する。 

 

 

３．当直長は，所内電源系統が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 66

－２の措置を講じる。 

 

表 66－１ 

項  目 運転上の制限 

所内電源系統 第 61 条で要求される設備の維持に必要な非常用交流高圧電

源母線及び直流電源母線が受電されていること 

 

 

表66－２ 

条   件 要求される措置 完了時間 

A.要求される非常用交流高

圧電源母線又は直流電源

母線が電源喪失の場合 

A1.要求される所内電源系統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

及び 

 

 

A2.原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業を

中止する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉停止中の制御棒１本の引き抜き） 

第 67条 

原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，１体以上の燃料が装荷されている単一の

セルから制御棒１本を引き抜く場合は，表 67－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，第 84

条を適用する場合は除く。 

 

２．原子炉停止中の制御棒１本の引き抜きを行う場合に，前項で定める運転上の制限を満足しているこ

とを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，制御棒１本の引き抜きを

行う場合は，表 67－２に定める事項を確認する。 

 

３．当直長は，原子炉停止中の制御棒１本の引き抜きを行う場合に，第１項で定める運転上の制限を満

足していないと判断した場合，表 67－３の措置を講じる。 

 

表 67－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉停止中の制

御棒１本の引き抜

き 

（１）原子炉モードスイッチが燃料取替位置において，１本制御棒引

抜インターロック（引き抜かれた制御棒が１本ある場合には，２

本目の引抜対象制御棒が選択できないこと）が作動していること 

（２）全制御棒の位置を確認していること 

（３）第 27 条の原子炉保護系計装に関して，原子炉の状態が燃料交

換において適用される要素が動作可能であること 

（４）引抜対象制御棒以外のすべての制御棒が全挿入されていること 

 

 

 

 

第 67条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 67－２ 

項  目 頻  度 

1.原子炉モードスイッチが燃料取替位置において，１本制御

棒引抜インターロックが作動していることを確認する。 

作業毎※１に，最初の制御棒引

き抜き後，速やかに 

2.全制御棒の位置を確認する。 24 時間に１回 

3.原子炉モードスイッチが燃料取替位置に施錠されている

ことを確認する。 

及び 

全挿入位置から制御棒を引き抜く場合は，制御棒の位置が全

挿入位置表示でなくなることを確認する。 

及び 

第 27条の原子炉保護系計装に関して，原子炉の状態が燃

料交換において適用される要素が動作可能であることを

管理的手段により確認する。 

及び 

制御棒のスクラムアキュムレータの圧力が表 22－２に定

める値であることを確認する。（ただし，当該制御棒が全

挿入かつ除外されている場合を除く） 

毎日１回 

 

 

制御棒を引き抜く都度 

 

 

最初の制御棒引き抜き開始前 

 

 

 

最初の制御棒引き抜き前，そ

の後１週間に１回 

4.引抜対象制御棒以外のすべての制御棒が全挿入されてい

ることを確認する。 

制御棒の引き抜き開始の都度 

 

※１：作業毎とは，制御棒のフリクションテスト，スクラムの時間測定等それぞれの作業の開始時点

において行うことをいう。なお，１本制御棒引抜インターロックの除外又は原子炉モードスイッ

チの切替を行うために作業を中断する場合は，作業の再開にあたり再度１本制御棒引抜インター

ロックが作動していることを確認する。 

 

表 67―３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満

足していないと

判断した場合 

A1.満足していないと判断した項目を満足させる措置を

開始する。 

及び 

A2.挿入可能な全ての制御棒の全挿入操作を開始する。 

及び 

A3.全挿入位置にある制御棒を引き抜かない。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（単一制御棒駆動機構の取り外し） 

第 68条 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，１体以上の燃料が装荷されている単一のセルから引

き抜かれた制御棒における制御棒駆動機構の取り外しを行う場合は，表 68－１で定める事項を運転上の

制限とする。この場合，第 27条の原子炉保護系計装及び第 67条は適用されない。 

 

２．単一制御棒駆動機構の取り外しを行う場合に，前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，単一制御棒駆動機構の取り外しを行

う場合は，表 68－２に定める事項を確認する。 

 

３．当直長は，単一制御棒駆動機構の取り外しを行う場合に，第１項で定める運転上の制限を満足して

いないと判断した場合，表 68－３の措置を講じる。 

 

表 68－１ 

項  目 運転上の制限 

単一制御棒駆動機構の取り外し （１）引き抜かれた制御棒以外のすべての制御棒が全挿入

かつ除外されていること 

（２）停止余裕が確保されていること 

（３）他の炉心変更が行われていないこと 

 

表 68－２ 

項  目 頻  度 

1.引き抜かれた制御棒以外のすべての制御棒が全挿入か

つ除外されていることを確認する。 

制御棒駆動機構の取り外し前

及びその後毎日１回 

2.停止余裕が確保されていることを管理的手段により確

認する。 

制御棒駆動機構の取り外し前 

3.他の炉心変更が行われていないことを確認する。 制御棒駆動機構の取り外し前

及びその後毎日１回 

 

表68－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足

していないと判断し

た場合 

A1.制御棒駆動機構の取り外しを中止する。 

及び 

A2.1.全制御棒の全挿入操作を開始する。 

又は 

A2.2.満足していないと判断した項目を満足させる措

置を開始する。 

速やかに 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 

第 68条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（複数の制御棒引き抜きを伴う検査） 

第 69条 

原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，原子炉モードスイッチを起動位置にして

複数の制御棒を引き抜く検査を行う場合は，表 69－１で定める事項を運転上の制限とする。この時，他

の運転上の制限については，原子炉の状態が各々高温停止，冷温停止又は燃料交換であるものとみなし

て適用するものとし，原子炉の状態が起動であるとはみなさない。 

 

２．複数の制御棒引き抜きを伴う検査を実施する場合に，前項で定める運転上の制限を満足しているこ

とを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）プール燃料取り出しプログラム部長は，制御棒操作を行うにあたり，あらかじめ制御棒操作手順

を作成し，原子炉主任技術者の確認を得て当直長に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，原子炉モードスイッチを

起動位置にして，制御棒価値ミニマイザの動作確認を行う場合又は制御棒操作手順に従って複数の

制御棒を引き抜く検査を行う場合は，表 69－２に定める事項を確認する。 

 

３．当直長は，複数の制御棒引き抜きを伴う検査を実施する場合に，第１項で定める運転上の制限を満

足していないと判断した場合，表 69－３の措置を講じる。 

 

表 69－１ 

項  目 運転上の制限 

複数の制御棒引き抜きを伴う検査 あらかじめ定められた制御棒操作手順にしたがっ

て実施すること 

 

 

 

 

第 69条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 69－２ 

１．５号炉 

項  目 頻  度 

1.下記の原子炉保護系計装及び起動領域モニタ計装の要素が動

作不能でないことを管理的手段により確認する。 

・起動領域モニタ 

（１）原子炉の状態が燃料交換での検査の場合 

計数率高 

機器動作不能 

 （２）原子炉の状態が高温停止及び冷温停止での検査の場合 

計数率高 

機器動作不能 

又は 

原子炉周期（ペリオド）短 

中性子束高 

機器動作不能 

・ 平均出力領域モニタ 

（原子炉の状態が高温停止及び冷温停止での検査の場合） 

中性子束高 

機器動作不能 

・スクラム・ディスチャージボリューム水位高 

・地震加速度大 

・原子炉モードスイッチ「停止」位置 

・スクラム（手動） 

最初の制御棒引き抜き開始前 

2.制御棒価値ミニマイザを使用していることを確認する。 

又は 

制御棒価値ミニマイザを使用しない場合は，制御棒を操作する

運転員の他に，少なくとも１名の運転員が，制御棒操作手順に

従って操作がなされていることを確認する。 

又は 

制御棒価値ミニマイザの動作確認を行う場合は，第 14 条に定

めた手順に従った操作がなされていることを確認する。 

最初の制御棒引き抜き開始前 

 

制御棒操作の都度 

 

 

 

制御棒操作の都度 

3.制御棒と制御棒駆動機構の結合状態を確認する。 制御棒を全引抜位置にする都

度 

4.制御棒の引き抜き操作は，制御棒操作手順において連続操作を

定める場合を除きノッチ操作であることを確認する。 

制御棒操作の都度 

5.制御棒のスクラムアキュムレータの圧力が表 22－２に定める

値であることを確認する。（ただし，当該制御棒が全挿入かつ

除外されている場合を除く） 

最初の制御棒引き抜き開始前 

6.他の炉心変更が行われていないことを確認する。 最初の制御棒引き抜き開始前 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

２．６号炉 

項  目 頻  度 

1.下記の原子炉保護系計装及び起動領域モニタ計装の要素が

動作不能でないことを管理的手段により確認する。 

・起動領域モニタ 

（１）原子炉の状態が燃料交換での検査の場合 

計数率高 

機器動作不能 

（２）原子炉の状態が高温停止及び冷温停止での検査の場合 

計数率高 

機器動作不能 

又は 

原子炉周期（ペリオド）短 

機器動作不能 

・平均出力領域モニタ 

（原子炉の状態が高温停止及び冷温停止での検査の場合） 

中性子束高 

機器動作不能 

・スクラム・ディスチャージボリューム水位高 

・地震加速度大 

・原子炉モードスイッチ「停止」位置 

・スクラム（手動） 

最初の制御棒引き抜き開始前 

2.制御棒価値ミニマイザを使用していることを確認する。 

又は 

制御棒価値ミニマイザを使用しない場合は，制御棒を操作す

る運転員の他に，少なくとも１名の運転員が，制御棒操作手

順に従って操作がなされていることを確認する。 

又は 

制御棒価値ミニマイザの動作確認を行う場合は，第 14 条に

定めた手順に従った操作がなされていることを確認する。 

最初の制御棒引き抜き開始前 

 

制御棒操作の都度 

 

 

 

制御棒操作の都度 

 

3.制御棒と制御棒駆動機構の結合状態を確認する。 制御棒を全引抜位置にする都度 

4.制御棒の引き抜き操作は，制御棒操作手順において連続操作

を定める場合を除きノッチ操作であることを確認する。 

制御棒操作の都度 

5.制御棒のスクラムアキュムレータの圧力が表 22－２に定め

る値であることを確認する。（ただし，当該制御棒が全挿入

かつ除外されている場合を除く） 

最初の制御棒引き抜き開始前 

6.他の炉心変更が行われていないことを確認する。 最初の制御棒引き抜き開始前 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表69－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限

を満足してい

ないと判断し

た場合 

A1.引き抜き制御棒の全挿入操作を開始する。 

（制御棒挿入に際しては，必要に応じて制御棒価値ミニマ

イザをバイパスできる。） 

及び 

A2.原子炉モードスイッチを燃料取替位置又は停止位置とす

る。 

速やかに 

 

 

 

全制御棒全挿

入完了後 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉の昇温を伴う検査） 

第 70条 

原子炉の状態が冷温停止において, 原子炉の昇温を伴う検査で原子炉冷却材温度が 100℃以上となる

場合は，表 70－１で定める事項を運転上の制限とする。この時，他の運転上の制限については，原子炉

の状態が冷温停止であるものとみなして適用するものとし，原子炉の状態が高温停止であるとはみなさ

ない。また，本条を適用している間は，第 35条を適用しない。 

 

２．原子炉の昇温を伴う検査で原子炉冷却材温度が 100℃以上となる場合に，前項で定める運転上の制

限を満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉冷却材の昇温開始から 100℃となる前に次の各項目を管理的手段で確認する。 

  ①第27条（計測及び制御設備）の原子炉建屋隔離系計装の機能 

  ②第49条（原子炉建屋）の機能 

  ③第50条（原子炉建屋給排気隔離弁）の機能 

  ④第51条（非常用ガス処理系）の機能 

 

３．当直長は，原子炉の昇温を伴う検査で原子炉冷却材温度が 100℃以上となる場合に，第１項で定め

る運転上の制限を満足していないと判断した場合，表 70－２の措置を講じる。 

 

表 70－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉の昇温を伴う

検査 

第 27条の原子炉建屋隔離系計装，第 49条の原子炉建屋，第 50条

の原子炉建屋給排気隔離弁及び第 51 条の非常用ガス処理系の機

能が確保されていること 

 

表 70－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足

していないと判断し

た場合 

A1.満足していないと判断した項目を満足させる措

置を開始する。 

又は 

A2.1.温度又は圧力を上昇する操作を中止する。 

及び 

A2.2.原子炉冷却材温度を 100℃未満にする。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

24時間 
 

 

 

第 70条 

削除 

 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（原子炉モードスイッチの切替を伴う検査） 

第 71条 

原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，第 69 条の適用時を除いて原子炉モード

スイッチを運転位置又は起動位置にする場合は，表 71－１で定める事項を運転上の制限とする。この時，

他の運転上の制限については，原子炉の状態が各々高温停止，冷温停止又は燃料交換であるものとみな

して適用するものとし，原子炉の状態が運転又は起動であるとはみなさない。 

 

２．原子炉モードスイッチの切替を伴う検査を実施する場合に，前項で定める運転上の制限を満足して

いることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，表 71－２に定める事項を確認する。 

 

３．当直長は，原子炉モードスイッチの切替を伴う検査を実施する場合に，第１項で定める運転上の制

限を満足していないと判断した場合，表 71－３の措置を講じる。 

 

表 71－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉モードスイッチの切替を

伴う検査 

１体以上の燃料が装荷されたセルに制御棒が全挿入さ

れていること及び炉心変更が行われていないこと 

 

表 71－２ 

項  目 頻  度 

1.１体以上の燃料が装荷されたセルに制御棒が

全挿入されていること 

原子炉モードスイッチの切替直前 

2.炉心変更が行われてないこと 原子炉モードスイッチの切替直前 

 

表 71－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満足

していないと判断し

た場合 

A1.検査を中止する。 

及び 

A2.原子炉モードスイッチを停止位置又は燃

料取替位置にする。 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 

第 71条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（運転上の制限の確認） 

第 72条 

各プログラム部長及び各ＧＭは，運転上の制限を第３節各条の第２項で定める事項※１で確認する。 

 

２．第３節各条の第２項で定められた頻度及び第３項の要求される措置に定められた当該措置の実施頻

度に関して，その確認の間隔は，表 72に定める範囲内で延長することができる※２。ただし，確認回

数の低減を目的として，恒常的に延長してはならない。なお，定められた頻度以上で実施することを

妨げるものではない。 

 

３．各プログラム部長及び各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項を行うことができなかった場合，

運転上の制限を満足していないと判断するが，この場合は判断した時点から第３節各条の第３項の要

求される措置を開始するのではなく，判断した時点から速やかに当該事項を実施し，運転上の制限を

満足していることを確認することができる。この結果，運転上の制限を満足していないと判断した場

合は，この時点から第３節各条の第３項の要求される措置を開始する。 

 

４．各プログラム部長及び各ＧＭは，運転上の制限が適用される時点から，第３節各条の第２項で定め

る頻度（期間）以内に最初の運転上の制限を確認するための事項を実施する。ただし，特別な定めが

ある場合を除く。なお，第３節各条の第２項で定める頻度（期間）より，適用になった期間が短い場

合は，当該事項を実施する必要はない。 

 

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間は，当該運転上の制限を満足していないと

判断しなくてもよい。 

 

６．第３節各条の第２項で定める事項が実施され，かつその結果が運転上の制限を満足していれば，第

３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間は，運転上の制限が満足していないと判断し

ない。ただし，第 73条第２項で運転上の制限を満足していないと判断した場合を除く。 

 

※１：第 72条から第 75条を除く。以下，第 73条及び第 74条において同じ。 

※２：第２節で定められた頻度も適用される。 

 

表 72 

頻   度 
備  考 

保安規定で定める頻度 延長できる時間 

１時間に１回 15分 分単位の間隔で確認する。 

12時間に１回 ３時間 時間単位の間隔で確認する。 

24時間に１回 ６時間 同上 

毎日１回  所定の直の時間帯で確認する。 

１週間に１回 ２日 日単位の間隔で確認する。 

１ヶ月に１回 ７日 
同上 

なお，１ヶ月は 31日とする。 

1,000ＭＷｄ/ｔに１回 250ＭＷｄ/ｔ  

 

 

 

（運転上の制限の確認） 

第 72条 

各ＧＭは，運転上の制限を第３節各条の第２項で定める事項※１で確認する。 

 

２．第３節各条の第２項で定められた頻度及び第３項の要求される措置に定められた当該措置の実施頻

度に関して，その確認の間隔は，表 72に定める範囲内で延長することができる※２。ただし，確認回

数の低減を目的として，恒常的に延長してはならない。なお，定められた頻度以上で実施することを

妨げるものではない。 

 

３．各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項を行うことができなかった場合，運転上の制限を満足

していないと判断するが，この場合は判断した時点から第３節各条の第３項の要求される措置を開始

するのではなく，判断した時点から速やかに当該事項を実施し，運転上の制限を満足していることを

確認することができる。この結果，運転上の制限を満足していないと判断した場合は，この時点から

第３節各条の第３項の要求される措置を開始する。 

 

４．各ＧＭは，運転上の制限が適用される時点から，第３節各条の第２項で定める頻度（期間）以内に

最初の運転上の制限を確認するための事項を実施する。ただし，特別な定めがある場合を除く。 

 

 

 

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間は，当該運転上の制限を満足していないと

判断しなくてもよい。 

 

６．第３節各条の第２項で定める事項が実施され，かつその結果が運転上の制限を満足していれば，第

３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間は，運転上の制限が満足していないと判断し

ない。ただし，第 73条第２項で運転上の制限を満足していないと判断した場合を除く。 

 

※１：第 72条から第 75条を除く。以下，第 73条及び第 74条において同じ。 

※２：第２節で定められた頻度も適用される。 

 

表 72 

頻   度 
備  考 

保安規定で定める頻度 延長できる時間 

毎日１回  所定の直の時間帯で確認する。 

１週間に１回 ２日 日単位の間隔で確認する。 

１ヶ月に１回 ７日 
同上 

なお，１ヶ月は 31日とする。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（運転上の制限を満足しない場合） 

第 73条 

運転上の制限を満足しない場合とは，各プログラム部長及び各ＧＭが第３節で定める運転上の制

限を満足していないと判断した場合をいう。なお，各プログラム部長及び各ＧＭは，この判断を速

やかに行う。 

 

２．各プログラム部長及び各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間に

おいても，運転上の制限に関係する事象が発見された場合は，運転上の制限を満足しているかど

うかの判断を速やかに行う。 

 

３．各プログラム部長及び各ＧＭは，ある運転上の制限を満足していないと判断した場合に，当該

条文の要求される措置に定めがある場合を除き，他の条文における運転上の制限を満足していな

いと判断しなくてもよい。 

 

４．各プログラム部長及び各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した場合，運用部長に

報告し，運用部長は所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

５．各プログラム部長及び各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した時点（完了時間の

起点）から要求される措置を開始する。なお，運転上の制限を満足していないと判断した場合の

要求される措置の運用方法については，表 73の例に準拠する。 

 

６．各プログラム部長及び各ＧＭは，当該運転上の制限を満足していると判断した場合は，運用部

長に報告し，運用部長は原子炉主任技術者に報告する。 

 

７．各プログラム部長及び各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した時点の前の原子炉

の状態への移行又は原子炉熱出力の復帰にあたっては，原子炉主任技術者の確認を得る。 

 

８．各プログラム部長及び各ＧＭは，次の各号を適用することができる。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断している期間中は，要求される措置に定めがある場合

を除き，当該条文の第２項で定められた事項を実施しなくてもよい。ただし，当該条文の第２

項で定める頻度で実施しなかった事項については，運転上の制限を満足していると判断した後，

速やかに実施する。 

（２）運転上の制限を満足していると判断した場合は，それ以後要求される措置を実施しなくても

よい。 

（３）要求される措置を実施した場合，その内容が第３節各条の第２項で定める事項と同じである

場合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

（４）当該運転上の制限を満足していると判断するにあたり，その内容が当該条文の第２項で定め

る事項と同じである場合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

 

 

（運転上の制限を満足しない場合） 

第 73条 

運転上の制限を満足しない場合とは，各ＧＭが第３節で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合をいう。なお，各ＧＭは，この判断を速やかに行う。 

 

 

２．各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間においても，運転上の制限に

関係する事象が発見された場合は，運転上の制限を満足しているかどうかの判断を速やかに行う。 

 

 

３．各ＧＭは，ある運転上の制限を満足していないと判断した場合に，当該条文の要求される措置に定

めがある場合を除き，他の条文における運転上の制限を満足していないと判断しなくてもよい。 

 

 

４．各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した場合，運用部長に報告し，運用部長は所長及

び原子炉主任技術者に報告する。 

 

５．各ＧＭは，運転上の制限を満足していないと判断した時点（完了時間の起点）から要求される措置

を開始する。 

 

 

６．各ＧＭは，当該運転上の制限を満足していると判断した場合は，運用部長に報告し，運用部長は原

子炉主任技術者に報告する。 

 

 

 

 

７．各ＧＭは，次の各号を適用することができる。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断している期間中は，要求される措置に定めがある場合を除

き，当該条文の第２項で定められた事項を実施しなくてもよい。ただし，当該条文の第２項で定め

る頻度で実施しなかった事項については，運転上の制限を満足していると判断した後，速やかに実

施する。 

（２）運転上の制限を満足していると判断した場合は，それ以後要求される措置を実施しなくてもよい。 

 

（３）要求される措置を実施した場合，その内容が第３節各条の第２項で定める事項と同じである場合

は，当該事項を実施したとみなすことができる。 

（４）当該運転上の制限を満足していると判断するにあたり，その内容が当該条文の第２項で定める事

項と同じである場合は，当該事項を実施したとみなすことができる。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表 73 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.機能Ｘが確認できない場合 A1.機能Ｘの代替機能を確

認する。 

及び 

A2.機能Ｘを確認する。 

１時間，その後８時間に１回 

 

 

３日間 

B.機能Ｙが確認できない場合 B1.機能Ｙを確認する。 

又は 

B2.原子炉熱出力を 30％未

満にする。 

８時間 

 

８時間 

C.機能Ｘが確認できない場合 

及び 

機能Ｙが確認できない場合 

C1.機能Ｘを確認する。 

又は 

C2.機能Ｙを確認する。 

１時間 

 

１時間 

D.条件Ａ，Ｂ又はＣで要求される

措置を完了時間内に達成でき

ない場合 

D1.高温停止にする。 

及び 

D2.冷温停止にする。 

24時間 

 

36時間 

 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合に，該当する条件がない場合は，要求される措置

としては 13時間以内に原子炉の状態を起動にする，25時間以内に高温停止にする及び 37時間以

内に冷温停止にする。ただし，この要求される措置を実施中に運転上の制限が適用される状態でな

くなった場合又は運転上の制限を満足していると判断した場合は，この限りでない。 

（２）要求される措置 A1.と A2.（又は要求される措置 B1.と B2.）の完了時間の起点は，いずれも条件

Ａ（又は条件Ｂ）であると判断した時点（運転上の制限を満足していないと判断した時点と同じ）

である。また，要求される措置 C1.と C2.並びに D1.と D2.の完了時間の起点は，いずれも条件Ｃ又

はＤに移行した時点である。 

（３）条件Ｂ（機能Ｙが確認できない場合）であると判断した場合，要求される措置 B1.又は B2.を実

施するが，いずれの措置も８時間以内に達成することは困難と判断した場合は，８時間を待たずに

条件Ｄに移行することができる。このとき，要求される措置 D1.と D2.の完了時間の起点は条件Ｄ

に移行した時点である。 

（４）要求される措置 A1.を１時間以内に達成できない場合又はその後の８時間毎の確認ができない場

合は，条件Ｄへ移行する。このとき，要求される措置 D1.と D2.の実施と並行して要求される措置

A1.と A2.を実施し，要求される措置 A1.が要求される措置 A2.の完了時間である３日間以内に達成

できた場合は，その時点で要求される措置 D1.と D2.の実施要求はなく，また，原子炉熱出力は条

件Ｄへ移行する前の状態に戻すことができる。その後は，引き続き要求される措置 A2.を３日間以

内（起点は最初に条件Ａであると判断した時点）に達成させる。（参考図 73－１参照） 

（５）（４）において，要求される措置 A2.を３日間以内に達成できない場合は，その時点から条件Ｄへ

移行する。このときの要求される措置 D1.と D2.の完了時間の起点は，改めて条件Ｄに移行した時

点であり，最初に条件Ｄへ移行した時点ではない。（参考図 73－１参照） 

（６）条件Ａ（機能Ｘが確認できない場合）の要求される措置 A1.と A2.を実施中に条件Ｂ（機能Ｙが

確認できない場合）であると判断した場合，条件Ｃに移行し，要求される措置 C2.（又は要求され

る措置 C1.）を１時間以内に達成すると，条件Ｃから条件Ａ（又は条件Ｂ）に移行する。このとき

再度，条件Ａ（又は条件Ｂ）の要求される措置 A1.と A2.（又は要求される措置 B1.と B2.）を実施

することになるが，完了時間の起点は，最初に条件Ａ（又は条件Ｂ）であると判断した時点である。

（参考図 73－２参照） 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（７）条件Ａ（機能Ｘが確認できない場合）の要求される措置 A1.と A2.を実施中に条件Ｂ（機能Ｙが

確認できない場合）であると判断した場合，条件Ｃに移行するが，要求される措置 C2.（又は要求

される措置 C1.）の完了時間より前に条件Ａの完了時間が来るときは，条件Ａの完了時間が優先す

る。このとき，実質的な条件Ｃの完了時間は条件Ａの完了時間と同じであり，要求される措置 A1.

と A2.が条件Ａの完了時間内に達成できれば，自動的に条件Ｃの要求される措置は達成され，条件

Ｂの完了時間は条件Ｂであると判断した時点を起点とする完了時間となる。また，要求される措置

A1.と A2.が条件Ａの完了時間内に達成できなければ，条件Ｃの要求される措置を実施するしないに

かかわらず条件Ｄへ移行する。（参考図 73－３参照） 

 

参考図 73－１ 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

要求される措置Ａ１． 

要求される措置Ａ２． 

要求される措置Ｄ１．とＤ２． 

要求される措置Ａ１．

を完了時間内に達成

できなくて条件Ｄへ

移行する。 

要求される措

置Ａ１.を達成 

要求される措置Ｄ

１．とＤ２．を中止

する。 

要求される措置Ａ２．

を完了時間内に達成

できなくて条件Ｄへ

移行する。 

再度，要求される措

置Ｄ１．とＤ２．を

実施する場合の完了

時間の起点 

要求される措置Ａ２．が達成できた場合（機能Ｘが確認できた場合）

とは，運転上の制限を満足していることが確認できた場合であり，

全ての要求される措置を中止し，運転上の制限を満足していないと

判断した時点の前の原子炉の状態への移行又は原子炉熱出力の復

帰を行うことができる。 

条 件 Ａ

と判断 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

参考図 73－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 73－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

条件Ｃの完了時間内に機能Ｘ又は機能Ｙが確認でき

れば条件Ａ又は条件Ｂの本来の完了時間に戻る。 

条件Ａ発生 

 

条件Ｂ発生 

 

条件Ｃの完了時間 

 

完了時間（３日間） 

完了時間（８時間） 

１時間 

条件Ａの完了時間内に機能Ｘが確認できれば，

条件Ｂの本来の完了時間に戻る。 

 

 

 

条件Ａの完了時

間内に要求され

る措置が達成で

きなければ条件

Ｄへ移行する。 
条件Ａ発生 

 

条件Ｂ発生 

 

条件Ｃの完了時間 

 

条件Ａの完了時

間（３日間） 

完了時間（８時間） 

条件Ｃの実質

的な完了時間 

１時間 
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（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合） 

第 74条 

各プログラム部長及び各ＧＭは，予防保全を目的とした保全作業を実施するため，計画的に運転上の

制限外に移行する場合は，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置※１を要

求される完了時間の範囲内で実施する。 

 

２．各プログラム部長及び各ＧＭは，予防保全を目的とした保全作業を実施するため，計画的に運転上

の制限外に移行する場合であって，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される

措置を要求される完了時間の範囲を超えて保全作業を実施する場合は，あらかじめ必要な安全措置※

１を定め，原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

 

３．第１項及び第２項の実施については，第 73 条第１項の運転上の制限を満足しない場合とはみなさ

ない。 

 

４．各プログラム部長及び各ＧＭは，第１項又は第２項に基づく保全作業を行う場合，関係プログラム

部長及び関係ＧＭと協議し実施する。 

 

５．第１項及び第２項の実施にあたっては，運転上の制限外へ移行した時点を保全作業に対する完了時

間の起点とする。 

 

 

６．各プログラム部長及び各ＧＭは，第１項を実施する場合，運転上の制限外に移行する前に，要求さ

れる措置※２を順次実施し，すべて終了した時点から 24時間以内に運転上の制限外に移行する。 

 

７．各プログラム部長及び各ＧＭは，第１項又は第２項を実施する場合，第 73 条第３項及び第８項に

準拠する。 

 

８．第１項及び第２項において，要求される措置又は安全措置を実施できなかった場合，各プログラ

ム部長及び各ＧＭは当該運転上の制限を満足していないと判断する。 

 

９．各プログラム部長及び各ＧＭは，第２項を実施し，当該運転上の制限外から復帰していると判断し

た場合は，運用部長に報告し，運用部長は原子炉主任技術者に報告する。 

 

※１：第３節各条の第２項に基づく事項として同様の措置を実施している場合は，第１項においては要

求される措置，第２項においては必要な安全措置に代えることができる。 

※２：保全作業を実施する当該設備等に係る措置及び運転上の制限が適用されない状態へ移行する措置

を除く。また，複数回の実施要求があるものについては，２回目以降の実施については除く。 
 

 

（保全作業を実施する場合） 

第 74条 

 

 

 

 

各プログラム部長及び各ＧＭは，保全作業（試験を含む）を実施するため計画的に運転上の制限外に

移行する場合は，あらかじめ必要な安全措置※１を定め，原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

 

 

 

２．第１項の実施については，第 73条第１項の運転上の制限を満足しない場合とはみなさない。 

 

 

３．各プログラム部長及び各ＧＭは，第１項に基づく保全作業を行う場合，関係プログラム部長及び関

係ＧＭと協議し実施する。 

 

４．各プログラム部長及び各ＧＭは，第１項に基づく保全作業を開始する場合は，当直長に報告する。

第１項の実施にあたっては，運転上の制限外へ移行した時点を保全作業に対する完了時間の起点とす

る。 

 

 

 

 

５．各プログラム部長及び各ＧＭは，第１項を実施する場合，第 73条第３項及び第７項に準拠する。 

 

 

６．第１項において，保全作業中に必要な安全措置を実施できなかった場合，各プログラム部長及び

各ＧＭは当該運転上の制限を満足していないと判断する。 

 

７．各プログラム部長及び各ＧＭは，第１項を実施し，当該運転上の制限外から復帰していると判断し

た場合は，運用部長に報告し，運用部長は原子炉主任技術者に報告する。 

 

※１：第３節各条の第２項に基づく事項として同様の措置を実施している場合は，必要な安全措置に代

えることができる。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（運転上の制限に関する記録） 

第 75条 

当直長は，原子炉の状態を変更した場合は，引継日誌に変更した時刻及び原子炉の状態を記録する。 

 

２．当直長は，自ら運転上の制限を満足していないと判断した場合又はプール燃料取り出しプログラム

部長から運転上の制限を満足していないと判断した連絡を受けた場合，次の各号を引継日誌に記録す

る。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合は，当該運転上の制限及び満足していないと判断した時

刻 

（２）要求される措置を実施した場合は，当該措置の実施結果（保全作業を含む） 

（３）運転上の制限を満足していると判断した場合は，満足していると判断した時刻 

 

３．当直長は，自ら第 74 条第１項又は第２項で定める保全作業を実施した場合又は各プログラム部長

及び各ＧＭから第 74条第１項又は第２項で定める保全作業を実施した連絡を受けた場合，次の各号を

引継日誌に記録する。 

（１）第 74 条第１項又は第２項で定める保全作業を実施した場合は，適用除外とした運転上の制限，

その時刻及び保全作業の内容 

（２）要求される措置又は安全措置を実施した場合は，当該措置の実施結果 

（３）運転上の制限外から復帰した場合は，復帰した時刻 

 

 

（運転上の制限に関する記録） 

第 75条 

 

 

当直長は，自ら運転上の制限を満足していないと判断した場合，次の各号を引継日誌に記録する。 

 

 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合は，当該運転上の制限及び満足していないと判断した時

刻 

（２）要求される措置を実施した場合は，当該措置の実施結果（保全作業を含む） 

（３）運転上の制限を満足していると判断した場合は，満足していると判断した時刻 

 

２．当直長は，自ら第 74 条第１項で定める保全作業を実施した場合又は各プログラム部長及び各ＧＭ

から第 74条第１項で定める保全作業を実施した連絡を受けた場合，次の各号を引継日誌に記録する。 

 

（１）第 74 条第１項で定める保全作業を実施した場合は，適用除外とした運転上の制限，その時刻及

び保全作業の内容 

（２）必要な安全措置を実施した場合は，当該措置の実施結果 

（３）運転上の制限外から復帰した場合は，復帰した時刻 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（異常発生時の基本的な対応） 

第 76条 

 当直長は，次の各号に示す場合，運用部長に報告する。 

（１）原子炉の自動スクラム信号が発信した場合※１ 

（２）原子炉が自動スクラムすべき事態が発生したと判断される場合にもかかわらず自動スクラム信号

が発信しない場合 

（３）原子炉を手動スクラムした場合※１ 

 

２．当直長は，操作を行っていない制御棒が動作した場合，運用部長に報告するとともに，速やかに当

該制御棒を，当初の管理位置※２に適合させる又は全挿入するための措置を講じる。ただし，炉心から

全燃料が取り出されている場合を除く。なお，本節でいう操作を行っていない制御棒が動作した場合
※３とは次に定めるものをいう。 

（１）挿入又は引抜きの操作を行っていない制御棒が当初の管理位置※２から他の位置※４に動作したと

き 

（２）全挿入位置にある制御棒であって挿入又は引抜きの操作を行っていない制御棒が全挿入位置を超

えて更に挿入される方向に動作したとき 

 

３．当直長は，放射性物質の原子炉施設外への漏えいがある場合又はそのおそれがあると判断した場合

には，運用部長に報告するとともに，それを抑制するために，原子炉建屋の隔離，気体廃棄物処理系

の隔離等の必要な措置を講じる。 

 

４．各プログラム部長，運用部長及び各ＧＭは，第１項，第２項又は第３項について次に示す必要な措

置を講じる。 

（１）運用部長は，各プログラム部長及び各ＧＭに異常の原因調査及び対応措置を指示するとともに，

異常が発生したことを所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（２）各プログラム部長及び各ＧＭは，異常の原因調査及び対応措置を実施するとともに，異常の原因

及び対応措置について運用部長に報告する。 

（３）運用部長は，異常の原因及び対応措置を所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに，当直長

に連絡する。 

（４）異常の原因が，第 78 条第３項に該当する場合は，本項（１），（２）及び（３）を省略すること

ができる。 

 

※１：予定された検査による場合，ハーフスクラムした場合又は自動スクラム信号発信前から制御棒

が全挿入している場合を除く。 

※２：「管理位置」とは，制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し，表示することとさ

れている制御棒の位置をいう。 

※３：制御棒の動作が，スクラム信号による動作である場合は除く。ただし，第２項（１）又は（２）

の動作後にスクラム信号が発生し，制御棒が動作した場合は，操作を行っていない制御棒が動

作した場合に該当する。 

※４：「他の位置」とは，当初の管理位置から１ノッチ以上離れた位置をいう。 

 

 

（異常発生時の基本的な対応） 

第 76条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当直長は，放射性物質の原子炉施設外への漏えいがある場合又はそのおそれがあると判断した場合に

は，運用部長に報告するとともに，それを抑制するために必要な措置を講じる。 

 

 

２．各プログラム部長，運用部長及び各ＧＭは，第１項について次に示す必要な措置を講じる。 

 

（１）運用部長は，各プログラム部長及び各ＧＭに異常の原因調査及び対応措置を指示するとともに，

異常が発生したことを所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（２）各プログラム部長及び各ＧＭは，異常の原因調査及び対応措置を実施するとともに，異常の原因

及び対応措置について運用部長に報告する。 

（３）運用部長は，異常の原因及び対応措置を所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに，当直長

に連絡する。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（異常時の措置） 

第 77条 

当直長は，第 76 条第１項の異常が発生した場合は，異常の状況，機器の動作状況等を確認するとと

もに，原因の除去，拡大防止のために必要な措置を講じる。 

 

２．当直長は，前項の必要な措置を講じるにあたっては，添付１に示す「原子炉がスクラムした場合の

運転操作基準」に従って実施する。 

 

３．第 76 条第１項の異常が発生してから当直長が異常の収束を判断するまでの期間は，第３節運転上

の制限は適用されない。 

 

４．当直長は，第３項の判断を行うにあたって，原子炉主任技術者の確認を得る。 

 

５．第 76条第１項の異常の原因が，第 78条第３項に該当する場合は，第４項を省略することができる。 

 

 

（異常時の措置） 

第 77条 

当直長は，第 76 条第１項の異常が発生した場合は，異常の状況，機器の動作状況等を確認するとと

もに，原因の除去，拡大防止のために必要な措置を講じる。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（異常収束後の措置） 

第 78条 

当直長は，第 76 条第１項の異常収束後，原子炉を再起動する場合は，その原因に対する対策が講じ

られていること及び原子炉の状態に応じて適用される運転上の制限を満足していることを確認する。 

 

２．当直長は，第 76 条第１項の異常収束後，原子炉を再起動する場合は，原子炉主任技術者の確認を

得て所長の承認を得る。 

 

３．当直長は，第 76 条第１項の異常の原因が，次のいずれかに該当する場合は，所長の承認を得ない

で原子炉を再起動することができる。ただし，（１）又は（２）に伴って想定される事象以外に著し

い不適合事象が発生した場合を除く。 

（１）発電所外で電気事故が発生し，その電気事故の波及で原子炉がスクラムした場合又は波及防止の

措置として原子炉をスクラムさせた場合。 

（２）第 17条第３項の措置として原子炉をスクラムさせた場合。 

 

 

 

 

（異常収束後の措置） 

第 78条 

当直長は，第 76条第１項の異常収束後，その原因に対する対策が講じられていることを確認する。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（燃料の検査） 

第８１条 

プール燃料取り出しプログラム部長は，定期検査時に，装荷予定の照射された燃料のうちから燃料集

合体外観検査を行う燃料を選定し，健全性に異常のないことを確認する。 

２．プール燃料取り出しプログラム部長は，定期検査を行うために原子炉を停止する場合の原子炉冷却材中の

よう素１３１の増加量の測定結果から，シッピング検査を行い，燃料の使用の可否を判断する。なお，漏え

い又は漏えいの疑い有りと判断した燃料については，あわせて燃料集合体外観検査を行う。 

３．プール燃料取り出しプログラム部長は，第１項又は第２項の検査の結果，使用しないと判断した燃料のう

ち使用済燃料貯蔵ラックに収納することが適切ではないと判断した燃料については，破損燃料容器に収納す

る等の措置を講じる。 

４．プール燃料取り出しプログラム部長は，第１項又は第２項の検査を実施するために燃料を移動する場合は，

燃料取替機を使用する。 

 

 

 

第８１条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（燃料取替実施計画） 

第８２条 

プール燃料取り出しプログラム部長は，原子炉運転のための燃料配置を変更する場合は，燃料を装荷するま

でに取替炉心の配置及び体制を燃料取替実施計画に定め，原子炉主任技術者の確認を得て所長の承認を得る。 

２．プール燃料取り出しプログラム部長は，第１項の燃料取替実施計画を定める前に，燃料を装荷した

後の原子炉起動から次回定期検査を開始するために原子炉を停止するまでの期間にわたり原子炉を

運転できる取替炉心の燃焼度を用いて，以下の項目について取替炉心の安全性評価を行い，その評価

結果が制限値を満足していることを確認する。 

（１）停止余裕 

（２）最小限界出力比 

（３）燃料棒最大線出力密度 

（４）燃料集合体最高燃焼度 

３．燃料を装荷した後に，第２項の期間を延長する場合には，あらかじめプール燃料取り出しプログラ

ム部長は，その延長する期間も含め第２項に定める評価及び確認を行い，原子炉主任技術者の確認を

得て所長に報告する。ただし，延長後の期間にわたり原子炉を運転できる取替炉心の燃焼度が，第２

項の評価に用いた取替炉心の燃焼度を超えていない場合は除く。 

 

 

 

第８２条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（燃料移動手順） 

第８３条 

プール燃料取り出しプログラム部長は，原子炉内及び原子炉と使用済燃料プール間の燃料移動を実施す

る場合は，あらかじめ次の事項を満足する燃料移動手順を作成する。 

（１）制御棒を引き抜くセルについては，燃料をすべて取り出しておく。 

（２）燃料を装荷するセルについては，制御棒を全挿入しておく。 

（３）原子炉運転のための燃料配置に変更する場合は，燃料取替実施計画に定める配置とする。 

（４）（１）又は（２）を満足しないセルがある場合は，当該セルに隣接するセルの燃料をすべて取り

出す。 

 

 

 

 

第８３条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（燃料移動） 

第８４条 

 当直長は，第８３条の燃料移動手順に従い，燃料取替機を使用して燃料移動を行う。 

２．当直長は，燃料移動時に全制御棒が全挿入の場合は表８４－１－ａについて確認する。 

３．当直長は，前項の確認ができない場合は，表８４－２－ａの措置を講じる。 

４．当直長は，燃料移動時に制御棒引き抜きを伴う場合は，表８４－１－ｂについて確認する。 

５．当直長は，前項の確認ができない場合は，表８４－２－ｂの措置を講じる。 

６．当直長は，第２項から第５項の実施にあたっては，第７２～７５条に準拠する。 

 

表８４－１－ａ 

項  目 頻  度 

１．次の燃料取替機インターロックが作動することを管理的手段で

確認する。 

（１）制御棒が引き抜かれている場合は，燃料を吊った燃料取替機

が炉心上に移動できないこと及び燃料取替機が炉心上での燃

料取替の操作ができないこと。 

（２）燃料を吊った燃料取替機が炉心上にある場合は，制御棒が引

き抜けないこと。 

燃料移動開始前※１ 

２．原子炉モードスイッチが燃料取替位置において１本制御棒引抜

インターロック（引き抜かれた制御棒がある場合には，２本目の

引抜対象制御棒が選択できないこと）が作動していることを確認

する。 

燃料移動開始前※１ 

３．原子炉モードスイッチが燃料取替位置で施錠されていることを

確認する。 

毎日１回 

４．全制御棒が全挿入であることを確認する ２４時間に１回 

５．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都度 

 

表８４－１－ｂ 

項  目 頻  度 

１．引き抜く制御棒毎に，当該セルのすべての燃料が取り除かれて

いることを確認する。※２ 

制御棒を引き抜く 

直前 

２．引抜対象制御棒以外のすべての制御棒が全挿入かつ除外状態の

管理がなされていることを確認する。※２（ただし，引き抜かれた

制御棒を除く） 

制御棒を引き抜く 

直前 

３．制御棒が引き抜かれているセルは，燃料すべてが取り除かれて

いることを確認する。※２ 

毎日１回 

４．１体以上の燃料が装荷されているセルは，制御棒が全挿入され

ていることを確認する。※２ 

毎日１回 

５．炉心に燃料を装荷する場合は，当該セルに制御棒が全挿入され

ていることを確認する。 

燃料を装荷する直前 

６．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都

度及び制御棒を操

作する都度 

※１：燃料移動開始前とは，燃料取り出しの工程の前をいう。 

※２：第８３条第１項の（４）適用時を除く。 

 

 

 

 

第８４条 

削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表８４－２－ａ 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ.表８４－１－ａのうち

一つ以上が確認できない

場合 

Ａ１.制御棒の引き抜き及び関連する制御

棒駆動機構の取り外し作業を中止する。 

及び 

Ａ２.燃料装荷を中止する。 

及び 

Ａ３.１.１体以上の燃料が装荷されている

すべてのセルの制御棒全挿入措置を

開始する。 

又は 

Ａ３.２.表８４－１－ａの条件を満足する

措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

表８４－２－ｂ 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ.表８４－１－ｂのうち

一つ以上が確認できない

場合 

Ａ１.制御棒の引き抜き及び関連する制御

棒駆動機構の取り外し作業を中止する。 

及び 

Ａ２.燃料装荷を中止する。 

及び 

Ａ３.１.１体以上の燃料が装荷されている

すべてのセルの制御棒全挿入措置を

開始する。 

又は 

Ａ３.２.表８４－１－ｂの条件を満足する

措置を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（放射性気体廃棄物の管理） 

第８９条 

分析評価ＧＭは，表８９－１に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，測定した結果を放

出・環境モニタリングＧＭに通知する。また，放出・環境モニタリングＧＭは，次の事項を管理すると

ともに，その結果を当直長又は運用支援ＧＭに通知する。 

（１）排気筒等からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の３ヶ

月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこと。 

（２）排気筒等からの放射性物質（希ガス，よう素１３１）の放出量が，表８９－２に定める放出管理

目標値を超えないように努めること。 

２．当直長又は運用支援ＧＭは，放射性気体廃棄物を放出する場合は，排気筒等より放出し，排気筒モ

ニタを監視する。 

 

表８９－１ 

分  類 排気筒等 測定項目 計測器種類 測定頻度 
放出実施 

ＧＭ 

放射性 

気体廃棄物 

・５，６号炉

共用排気筒 

 

希ガス濃度 排気筒モニタ 

常時 

（建屋換気空調系

運転時） 

当直長 よう素 131濃度 

粒子状物質濃度 

（主要ガンマ線 

放出核種） 

試料放射能 

測定装置 

１週間に１回 

（建屋換気空調系

運転時） 

・５号炉 

非常用ガス処

理系 

・６号炉 

非常用ガス処

理系 

希ガス濃度 排気筒モニタ 

常時 

（非常用ガス処理

系運転時） 

当直長 よう素 131濃度 

粒子状物質濃度 

（主要ガンマ線 

放出核種） 

試料放射能 

測定装置 

１週間に１回 

（非常用ガス処理

系運転時） 

・焼却炉建屋

排気筒 

・増設焼却炉

建屋排気筒 

粒子状物質濃度 

（主要ガンマ線

放出核種，全ベ

ータ放射能） 

試料放射能 

測定装置 

1週間に 1回 

（建屋換気空調系

運転時） 運用支援

ＧＭ 

ストロンチウム

９０濃度 

試料放射能 

測定装置 

３ヶ月に 1回 

（建屋換気空調系

運転時） 

 

表８９－２ 

項  目 放出管理目標値 

放射性気体廃棄物 

希ガス 

よう素 131 

 

２．８×１０１５ Ｂｑ／年 

１．４×１０１１ Ｂｑ／年 
 

 

（放射性気体廃棄物の管理） 

第８９条 

分析評価ＧＭは，表８９－１に定める項目について，同表に定める頻度で測定し，測定した結果を放

出・環境モニタリングＧＭに通知する。また，放出・環境モニタリングＧＭは，次の事項を管理すると

ともに，その結果を当直長又は運用支援ＧＭに通知する。 

（１）排気筒等からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の３ヶ

月平均値が，法令に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないこと。 

（２）排気筒等からの放射性物質（希ガス，よう素１３１）の放出量が，表８９－２に定める放出管理

目標値を超えないように努めること。 

２．当直長又は運用支援ＧＭは，放射性気体廃棄物を放出する場合は，排気筒等より放出し，排気筒モ

ニタを監視する。 

 

表８９－１ 

分  類 排気筒等 測定項目 計測器種類 測定頻度 
放出実施 

ＧＭ 

放射性 

気体廃棄物 

・５，６号炉

共用排気筒 

 

希ガス濃度 排気筒モニタ 

常時 

（建屋換気空調系

運転時） 

当直長 よう素 131濃度 

粒子状物質濃度 

（主要ガンマ線 

放出核種） 

試料放射能 

測定装置 

１週間に１回 

（建屋換気空調系

運転時） 

・焼却炉建屋

排気筒 

・増設焼却炉

建屋排気筒 

粒子状物質濃度 

（主要ガンマ線

放出核種，全ベ

ータ放射能） 

試料放射能 

測定装置 

1週間に 1回 

（建屋換気空調系

運転時） 運用支援

ＧＭ 

ストロンチウム

９０濃度 

試料放射能 

測定装置 

３ヶ月に 1回 

（建屋換気空調系

運転時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表８９－２ 

項  目 放出管理目標値 

放射性気体廃棄物 

希ガス 

よう素 131 

 

２．８×１０１５ Ｂｑ／年 

１．４×１０１１ Ｂｑ／年 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（放出管理用計測器の管理） 

第９０条 

各ＧＭは，表９０に定める放出管理用計測器について，同表に定める数量を確保する。ただし，故障

等により使用不能となった場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表９０ 

分 類 計測器種類 所管ＧＭ 数 量 

１.a.放射性液体廃棄物 

  放出監視用計測器 
排水モニタ 燃料計装設備ＧＭ ２台※１ 

 b.放射性液体廃棄物 

    放出管理用計測器 
試料放射能測定装置 分析評価ＧＭ ２台 

２．放射性気体廃棄物 

    放出管理用計測器 

排気筒モニタ 燃料計装設備ＧＭ ３台※２ 

試料放射能測定装置 分析評価ＧＭ １台※３ 

※１：５号炉及び６号炉の排水モニタの合計の台数（排水モニタが復旧していない場合には，未復旧の

排水モニタを除いた台数とする。） 

※２：５，６号炉共用排気筒モニタ，５号炉非常用ガス処理系排気筒モニタ及び６号炉非常用ガス処理

系排気筒モニタの合計の台数 

※３：放射性液体廃棄物放出管理用計測器と共用 

 

 

 

（放出管理用計測器の管理） 

第９０条 

各ＧＭは，表９０に定める放出管理用計測器について，同表に定める数量を確保する。ただし，故障

等により使用不能となった場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表９０ 

分 類 計測器種類 所管ＧＭ 数 量 

１.a.放射性液体廃棄物 

  放出監視用計測器 
排水モニタ 燃料計装設備ＧＭ ２台※１ 

 b.放射性液体廃棄物 

    放出管理用計測器 
試料放射能測定装置 分析評価ＧＭ ２台 

２．放射性気体廃棄物 

    放出管理用計測器 

排気筒モニタ 燃料計装設備ＧＭ １台 

試料放射能測定装置 分析評価ＧＭ １台※２ 

※１：５号炉及び６号炉の排水モニタの合計の台数（排水モニタが復旧していない場合には，未復旧の

排水モニタを除いた台数とする。） 

 

 

※２：放射性液体廃棄物放出管理用計測器と共用 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（管理対象区域の設定及び解除） 

第９２条 

管理対象区域は，添付２－１に示す区域とする。 

２．放射線防護ＧＭは，管理対象区域を柵等の区画物によって区画する他，標識を設けることによって

明らかに他の場所と区別する。ただし，管理対象区域境界と周辺監視区域境界が同一の場合であっ

て，周辺監視区域境界に第９８条の措置を講じる場合は，この限りでない。 

３．放射線防護ＧＭは，管理対象区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る値を超えてい

ないことを確認する。 

４．放射線防護ＧＭは，添付２－１における建物等の内部の管理対象区域境界付近において，表９２に

示す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理対象区域を設定又は解除することができる。設定又は

解除にあたって，放射線防護ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に

定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合について

も，放射線防護ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

５．放射線防護ＧＭは，第４項以外で，建物等の内部において一時的に管理対象区域を設定又は解除す

る場合は，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得て行うことができる。設定又は解除にあ

たって，放射線防護ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管

理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射

線防護ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，原子炉主任技

術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

６．放射線防護ＧＭは，第５項にかかわらず，緊急を要する場合は管理対象区域を設定することができ

る。設定にあたって，放射線防護ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認す

る。 

７．放射線防護ＧＭは，第６項における管理対象区域を設定した場合は，設定後において，目的，期間

及び場所を明らかにし，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。なお，当該エリアを元

に戻す場合についても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを放射線防護

ＧＭが確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 

表９２ 

タンク点検等 

ポンプ点検等 

バルブ点検等 

配管点検等 

ケーブル点検等 

空調点検等 

計測器類点検等 

監視カメラ点検等 

扉・シャッター修理他作業 

清掃作業 

建物補修 

搬出入作業 

物品の仮置 
 

 

（管理対象区域の設定及び解除） 

第９２条 

管理対象区域は，添付２に示す区域とする。 

２．放射線防護ＧＭは，管理対象区域を柵等の区画物によって区画する他，標識を設けることによって

明らかに他の場所と区別する。ただし，管理対象区域境界と周辺監視区域境界が同一の場合であっ

て，周辺監視区域境界に第９８条の措置を講じる場合は，この限りでない。 

３．放射線防護ＧＭは，管理対象区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る値を超えてい

ないことを確認する。 

４．放射線防護ＧＭは，添付２における建物等の内部の管理対象区域境界付近において，表９２に示す

作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理対象区域を設定又は解除することができる。設定又は解除

にあたって，放射線防護ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定め

る管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，

放射線防護ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

５．放射線防護ＧＭは，第４項以外で，建物等の内部において一時的に管理対象区域を設定又は解除す

る場合は，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得て行うことができる。設定又は解除にあ

たって，放射線防護ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管

理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射

線防護ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，原子炉主任技

術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

６．放射線防護ＧＭは，第５項にかかわらず，緊急を要する場合は管理対象区域を設定することができ

る。設定にあたって，放射線防護ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認す

る。 

７．放射線防護ＧＭは，第６項における管理対象区域を設定した場合は，設定後において，目的，期間

及び場所を明らかにし，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。なお，当該エリアを元

に戻す場合についても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを放射線防護

ＧＭが確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 
表９２ 

タンク点検等 

ポンプ点検等 

バルブ点検等 

配管点検等 

ケーブル点検等 

空調点検等 

計測器類点検等 

監視カメラ点検等 

扉・シャッター修理他作業 

清掃作業 

建物補修 

搬出入作業 

物品の仮置 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（管理区域の設定及び解除） 

第９２条の２ 

管理区域は，添付２に示す区域とする。 

２．放射線防護ＧＭは，管理区域を壁，柵等の区画物によって区画する他，標識を設けることによって

明らかに他の場所と区別する。ただし，壁，柵等の区画物が損壊により区画ができない場合であって，

管理対象区域境界に第９２条第２項の措置を講じる場合は，この限りでない。 

３．放射線防護ＧＭは，管理区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る値を超えていない

ことを確認する。 

４．放射線防護ＧＭは，添付２における管理区域境界付近又は管理区域設定・解除予定エリアにおいて，

表９２の２に示す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理区域を設定又は解除することができる。

設定又は解除にあたって，放射線防護ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじ

め法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合

についても，放射線防護ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認

する。 

５．放射線防護ＧＭは，第４項以外で，一時的に管理区域を設定又は解除する場合は，原子炉主任技術

者の確認を得て，所長の承認を得て行うことができる。設定又は解除にあたって，放射線防護ＧＭは

目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足で

きることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射線防護ＧＭはあらかじめ法

令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の

承認を得る。 

６．放射線防護ＧＭは，第５項にかかわらず，緊急を要する場合は管理区域を設定することができる。

設定にあたって，放射線防護ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

７．放射線防護ＧＭは，第６項における管理区域を設定した場合は，設定後において，目的，期間及び

場所を明らかにし，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。なお，当該エリアを元に戻

す場合についても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを放射線防護ＧＭ

が確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 
表９２の２ 

タンク点検等 

ポンプ点検等 

バルブ点検等 

配管点検等 

ケーブル点検等 

空調点検等 

計測器類点検等 

監視カメラ点検等 

扉・シャッター修理他作業 

清掃作業 

建物補修 

搬出入作業 

物品の仮置 
 

 

（管理区域の設定及び解除） 

第９２条の２ 

管理区域は，添付１に示す区域とする。 

２．放射線防護ＧＭは，管理区域を壁，柵等の区画物によって区画する他，標識を設けることによって

明らかに他の場所と区別する。ただし，壁，柵等の区画物が損壊により区画ができない場合であって，

管理対象区域境界に第９２条第２項の措置を講じる場合は，この限りでない。 

３．放射線防護ＧＭは，管理区域の解除を行う場合は，法令に定める管理区域に係る値を超えていない

ことを確認する。 

４．放射線防護ＧＭは，添付１における管理区域境界付近又は管理区域設定・解除予定エリアにおいて，

表９２の２に示す作業を行う場合で，３ヶ月以内に限り管理区域を設定又は解除することができる。

設定又は解除にあたって，放射線防護ＧＭは目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじ

め法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合

についても，放射線防護ＧＭはあらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認

する。 

５．放射線防護ＧＭは，第４項以外で，一時的に管理区域を設定又は解除する場合は，原子炉主任技術

者の確認を得て，所長の承認を得て行うことができる。設定又は解除にあたって，放射線防護ＧＭは

目的，期間及び場所を明らかにするとともに，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足で

きることを確認する。なお，当該エリアを元に戻す場合についても，放射線防護ＧＭはあらかじめ法

令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の

承認を得る。 

６．放射線防護ＧＭは，第５項にかかわらず，緊急を要する場合は管理区域を設定することができる。

設定にあたって，放射線防護ＧＭは法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを確認する。 

７．放射線防護ＧＭは，第６項における管理区域を設定した場合は，設定後において，目的，期間及び

場所を明らかにし，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。なお，当該エリアを元に戻

す場合についても，あらかじめ法令に定める管理区域に係る条件を満足できることを放射線防護ＧＭ

が確認し，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 

表９２の２ 

タンク点検等 

ポンプ点検等 

バルブ点検等 

配管点検等 

ケーブル点検等 

空調点検等 

計測器類点検等 

監視カメラ点検等 

扉・シャッター修理他作業 

清掃作業 

建物補修 

搬出入作業 

物品の仮置 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（管理対象区域内における区域区分） 

第９３条 

放射線防護ＧＭは，管理対象区域を管理区域と管理区域を除く区域に区分する。 

２．管理区域と管理区域を除く区域は，添付２－１に示す区域とする。 

３．放射線防護ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明ら

かにする。 

 

 

 

（管理対象区域内における区域区分） 

第９３条 

放射線防護ＧＭは，管理対象区域を管理区域と管理区域を除く区域に区分する。 

２．管理区域と管理区域を除く区域は，添付２に示す区域とする。 

３．放射線防護ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明ら

かにする。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（管理対象区域のうち管理区域を除く区域内における区域区分） 

第９３条の２ 

 放射線防護ＧＭは，管理区域を除く管理対象区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのな

い区域（以下「汚染のおそれのない管理対象区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超える区域又は超

えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理対象区域は，添付２－１に示す区域とする。 

３．放射線防護ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明ら

かにするとともに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリア

を元の区域区分に戻す場合についても，放射線防護ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満足でき

ることを確認する。 

４．放射線防護ＧＭは，汚染のおそれのない管理対象区域と第１項（２）で定める区域が隣接する場合

は，第１項（２）で定める区域への入口付近に注意事項を掲示する。 

５．放射線防護ＧＭは，汚染のおそれのない管理対象区域で表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度

が管理区域に係る値を超える場所を確認した場合は，直ちに当該箇所を区画，第１項（２）に定める

区分に変更する等の応急措置を講じるとともに，除染等の措置により管理区域に係る値を超えていな

いことを確認する。 

 

 

 

（管理対象区域のうち管理区域を除く区域内における区域区分） 

第９３条の２ 

 放射線防護ＧＭは，管理区域を除く管理対象区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのな

い区域（以下「汚染のおそれのない管理対象区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超える区域又は超

えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理対象区域は，添付２に示す区域とする。 

３．放射線防護ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明ら

かにするとともに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリア

を元の区域区分に戻す場合についても，放射線防護ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満足でき

ることを確認する。 

４．放射線防護ＧＭは，汚染のおそれのない管理対象区域と第１項（２）で定める区域が隣接する場合

は，第１項（２）で定める区域への入口付近に注意事項を掲示する。 

５．放射線防護ＧＭは，汚染のおそれのない管理対象区域で表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度

が管理区域に係る値を超える場所を確認した場合は，直ちに当該箇所を区画，第１項（２）に定める

区分に変更する等の応急措置を講じるとともに，除染等の措置により管理区域に係る値を超えていな

いことを確認する。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（管理区域内における区域区分） 

第９３条の３ 

 放射線防護ＧＭは，管理区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのな

い区域（以下「汚染のおそれのない管理区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超える区域又は超

えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理区域は，添付２に示す区域とする。ただし，放射線レベルが高く，区域区

分に係る条件を満足できない場合は，第９３条の２第１項（１）又は第９３条の２第１項（２）の

区域とみなす。 

３．放射線防護ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明ら

かにするとともに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリア

を元の区域区分に戻す場合についても，放射線防護ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満足でき

ることを確認する。 

４．放射線防護ＧＭは，汚染のおそれのない管理区域と第１項（２）で定める区域が隣接する場合は，

第１項（２）で定める区域への入口付近に標識を設ける。 

 

 

 

（管理区域内における区域区分） 

第９３条の３ 

 放射線防護ＧＭは，管理区域を次のとおり区分することができる。 

（１）表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのな

い区域（以下「汚染のおそれのない管理区域」という。） 

（２）表面汚染密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超える区域又は超

えるおそれのある区域 

２．汚染のおそれのない管理区域は，添付１に示す区域とする。ただし，放射線レベルが高く，区域区

分に係る条件を満足できない場合は，第９３条の２第１項（１）又は第９３条の２第１項（２）の

区域とみなす。 

３．放射線防護ＧＭは，一時的に第１項に係る区域区分を変更する場合は，目的，期間及び場所を明ら

かにするとともに，あらかじめ区域区分に係る条件を満足できることを確認する。なお，当該エリア

を元の区域区分に戻す場合についても，放射線防護ＧＭはあらかじめ区域区分に係る条件を満足でき

ることを確認する。 

４．放射線防護ＧＭは，汚染のおそれのない管理区域と第１項（２）で定める区域が隣接する場合は，

第１項（２）で定める区域への入口付近に標識を設ける。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（保守管理計画） 

第１０７条 

保守管理を実施するにあたり，以下の保守管理計画を定める。 

 

【保守管理計画】 

1. 定義 

本保守管理計画における用語の定義は，「原子力発電所の保守管理規程（JEAC4209-2007）」に従うも

のとする。 

 

（中略） 

 

4. 保全対象範囲の策定 

組織は，特定原子力施設の中から，各号炉毎に保全を行うべき対象範囲として次の各項の設備を選定

する。 

(1) 重要度分類指針において，一般の産業施設よりも更に高度な信頼性の確保及び維持が要求される機

能を有する設備 

(2) 重要度分類指針において，一般の産業施設と同等以上の信頼性の確保及び維持が要求される機能を

有する設備 

(3) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」

に規定される設備 

(4) 炉心損傷又は格納容器機能喪失を防止するために必要な機能を有する設備 

(5) その他自ら定める設備 

 

（中略） 

 

6. 保全活動管理指標の設定，監視計画の策定及び監視 

(1) 組織は，保全の有効性を監視，評価するために 5.の保全重要度を踏まえ，プラントレベル及び系統

レベルの保全活動管理指標を設定する。 

a) プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標として，以下のものを設定する。 

ⅰ. ７０００臨界時間あたりの計画外自動スクラム回数 

ⅱ. ７０００臨界時間あたりの計画外出力変動回数 

ⅲ. 工学的安全施設の計画外作動回数 

b) 系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，5.(1)の保全重要度の高い系統のうち，重要度分類指針

クラス１，クラス２及びリスク重要度の高い系統機能に対して以下のものを設定する。 

ⅰ. 予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

ⅱ. 非待機（ＵＡ）時間※１ 

※１：非待機（ＵＡ）時間については，待機状態にある機能及び待機状態にある系統の動作に

必須の機能に対してのみ設定する。 

(2) 組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定する。また，11.の保全の有効性評価の結

果を踏まえ保全活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

a) プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標の目標値は，運転実績を踏まえて設定する。 

b) 系統レベルの保全活動管理指標 

ⅰ. 予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は，運転実績，重要度分類指針の重要度，リスク重

要度を考慮して設定する。 

ⅱ. 非待機（ＵＡ）時間の目標値は，点検実績及び第４章第３節（運転上の制限）第１９条から

第７１条の第３項で定める要求される措置の完了時間を参照して設定する。 

 

 

（保守管理計画） 

第１０７条 

保守管理を実施するにあたり，以下の保守管理計画を定める。 

 

【保守管理計画】 

1. 定義 

本保守管理計画における用語の定義は，「原子力発電所の保守管理規程（JEAC4209-2007）」に従うも

のとする。 

 

（中略） 

 

4. 保全対象範囲の策定 

組織は，特定原子力施設の中から，各号炉毎に保全を行うべき対象範囲として次の各項の設備を選定

する。 

(1) 重要度分類指針において，一般の産業施設よりも更に高度な信頼性の確保及び維持が要求される機

能を有する設備 

(2) 重要度分類指針において，一般の産業施設と同等以上の信頼性の確保及び維持が要求される機能を

有する設備 

(3) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」

に規定される設備 

 

(4) その他自ら定める設備 

 

（中略） 

 

6. 保全活動管理指標の設定，監視計画の策定及び監視 

(1) 組織は，保全の有効性を監視，評価するために 5.の保全重要度を踏まえ，系統レベルの保全活動管

理指標を設定する。 

 

 

 

 

 

a) 系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，5.(1)の保全重要度の高い系統のうち，重要度分類指針

クラス１，クラス２及びリスク重要度の高い系統機能に対して以下のものを設定する。 

ⅰ. 予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

ⅱ. 非待機（ＵＡ）時間※１ 

※１：非待機（ＵＡ）時間については，待機状態にある機能及び待機状態にある系統の動作に

必須の機能に対してのみ設定する。 

(2) 組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定する。また，11.の保全の有効性評価の結

果を踏まえ保全活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

 

 

a) 系統レベルの保全活動管理指標 

ⅰ. 予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は，運転実績，重要度分類指針の重要度，リスク重

要度を考慮して設定する。 

ⅱ. 非待機（ＵＡ）時間の目標値は，点検実績及び第４章第３節（運転上の制限）第５５条，第

５９条，第６１条，第６２条，第６４条，第６６条の第３項で定める要求される措置の完了

時間を参照して設定する。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

(3) 組織は，プラント又は系統の供用開始までに，保全活動管理指標の監視項目，監視方法及び算出周

期を具体的に定めた監視計画を策定する。なお，監視計画には，計画の始期及び期間に関することを

含める。 

(4) 組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報の採取及び監視を実施し，その結果を記録

する。 

 

7. 保全計画の策定 

(1) 組織は，4.の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。なお，保全計画には，計画の始期

及び期間に関することを含める。 

a) 点検計画（7.1参照） 

b) 補修，取替え及び改造計画（7.2参照） 

c) 特別な保全計画（7.3参照） 

(2) 組織は，保全計画の策定にあたって，5.の保全重要度を勘案し，必要に応じて次の事項を考慮する。

また，11.の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の見直しを行う。 

a) 運転実績，事故及び故障事例などの運転経験 

b) 使用環境及び設置環境 

c) 劣化，故障モード 

d) 機器の構造等の設計的知見 

e) 科学的知見 

(3) 組織は，保全の実施段階での原子炉の安全性が確保されていることを確認するとともに，安全機能

に影響を及ぼす可能性のある行為を把握し，保全計画を策定する。 

 

7.1 点検計画の策定 

(1) 組織は，原子炉停止中又は運転中に点検を実施する場合は，あらかじめ保全方式を選定し，点検の

方法並びにそれらの実施頻度及び実施時期を定めた点検計画を策定する。 

 

（省略） 

 

(3) 組織は，系統の供用開始までに，保全活動管理指標の監視項目，監視方法及び算出周期を具体的に

定めた監視計画を策定する。なお，監視計画には，計画の始期及び期間に関することを含める。 

 

(4) 組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報の採取及び監視を実施し，その結果を記録

する。 

 

7. 保全計画の策定 

(1) 組織は，4.の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。なお，保全計画には，計画の始期

及び期間に関することを含める。 

a) 点検計画（7.1参照） 

b) 補修，取替え及び改造計画（7.2参照） 

c) 特別な保全計画（7.3参照） 

(2) 組織は，保全計画の策定にあたって，5.の保全重要度を勘案し，必要に応じて次の事項を考慮する。

また，11.の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の見直しを行う。 

a) 運転実績，事故及び故障事例などの運転経験 

b) 使用環境及び設置環境 

c) 劣化，故障モード 

d) 機器の構造等の設計的知見 

e) 科学的知見 

(3) 組織は，保全の実施段階において維持すべき原子炉施設の安全機能に影響を及ぼす可能性のある行

為を把握し，保全計画を策定する。 

 

7.1 点検計画の策定 

(1) 組織は，点検を実施する場合は，あらかじめ保全方式を選定し，点検の方法並びにそれらの実施頻

度及び実施時期を定めた点検計画を策定する。 

 

（省略） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（所員への保安教育） 

第１１８条  

原子炉施設の運転及び管理を行う所員への保安教育を実施するにあたり，具体的な保安教育の内容及

びその見直し頻度を「NH-30-1 保安教育マニュアル（福島第一廃炉推進カンパニー）」に定め，これに

基づき次の各号を実施する。 

（１）原子力人財育成センター所長は，毎年度，原子炉施設の運転及び管理を行う所員への保安教育実

施計画を表１１８－１，２，３の実施方針に基づいて作成し，原子炉主任技術者及び所長の確認を

得て廃炉・汚染水対策最高責任者の承認を得る。 

（２）原子力人財育成センター所長は，（１）の保安教育実施計画の策定にあたり，第６条第２項に基

づき保安委員会の確認を得る。 

（３）各プログラム部長及び各ＧＭは，（１）の保安教育実施計画に基づき，保安教育を実施する。原

子力人財育成センター所長は，年度毎に実施結果を所長及び廃炉・汚染水対策最高責任者へ報告す

る。 

   ただし，各プログラム部長及び各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部に

ついて十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略す

ることができる。 

（４）原子力人財育成センター所長は，具体的な保安教育の内容について，定められた頻度に基づき見

直しを行う。 

 

 

（変更なし） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（協力企業従業員への保安教育） 

第１１９条 

各プログラム部長及び各ＧＭは，原子炉施設に関する作業を協力企業が行う場合，当該協力企業従業

員の発電所入所時に安全上必要な教育が表１１９の実施方針に基づいて実施されていることを確認す

る。なお，各プログラム部長及び各ＧＭは，教育の実施状況を確認するため，教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，各プログラム部長及び各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部につい

て十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略することが

できる。 

２．各プログラム部長及び各ＧＭは，原子炉施設に関する作業のうち管理区域内における業務を協力企

業が行う場合，当該協力企業従業員に対し，安全上必要な教育が表１１９の実施方針に基づいて実施

されていることを確認する。なお，各プログラム部長及び各ＧＭは，教育の実施状況を確認するため，

教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，各プログラム部長及び各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部につ

いて十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略するこ

とができる。 

３．運用支援ＧＭは，放射性廃棄物処理設備に関する業務の補助を協力企業が行う場合，毎年度，当該

業務に従事する従業員に対し，表１１８－１，２，３の実施方針のうち，「放射性廃棄物処理設備の

業務に関わる者」に準じる保安教育実施計画を定めていることを確認し，その内容を原子炉主任技術

者及び所長の確認を得て廃炉・汚染水対策最高責任者の承認を得る。 

４．運用支援ＧＭは，第３項の保安教育実施計画に基づき保安教育が実施されていることを確認し，そ

の実施結果を年度毎に所長及び廃炉・汚染水対策最高責任者に報告する。なお，教育の実施状況を確

認するため教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，運用支援ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について十分な知識

及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略することができる。 

５．運用支援ＧＭ又はプール燃料取り出しプログラム部長は，燃料取替に関する業務の補助を協力企業

が行う場合，毎年度，当該業務に従事する従業員に対し，表１１８－１，２，３の実施方針のうち，

「燃料取替の業務に関わる者」に準じる保安教育実施計画を定めていることを確認し，その内容を原

子炉主任技術者及び所長の確認を得て廃炉・汚染水対策最高責任者の承認を得る。 

６．運用支援ＧＭ又はプール燃料取り出しプログラム部長は，第５項の保安教育実施計画に基づき保安

教育が実施されていることを確認し，その実施結果を年度毎に所長及び廃炉・汚染水対策最高責任者

に報告する。なお，教育の実施状況を確認するため教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，運用支援ＧＭ又はプール燃料取り出しプログラム部長が，別途定められた基準に従い，各

項目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する

教育について省略することができる。 

 

（省略） 

 

（協力企業従業員への保安教育） 

第１１９条 

各プログラム部長及び各ＧＭは，原子炉施設に関する作業を協力企業が行う場合，当該協力企業従業

員の発電所入所時に安全上必要な教育が表１１９の実施方針に基づいて実施されていることを確認す

る。なお，各プログラム部長及び各ＧＭは，教育の実施状況を確認するため，教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，各プログラム部長及び各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部につい

て十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略することが

できる。 

２．各プログラム部長及び各ＧＭは，原子炉施設に関する作業のうち管理区域内における業務を協力企

業が行う場合，当該協力企業従業員に対し，安全上必要な教育が表１１９の実施方針に基づいて実施

されていることを確認する。なお，各プログラム部長及び各ＧＭは，教育の実施状況を確認するため，

教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，各プログラム部長及び各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部につ

いて十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略するこ

とができる。 

３．運用支援ＧＭは，放射性廃棄物処理設備に関する業務の補助を協力企業が行う場合，毎年度，当該

業務に従事する従業員に対し，表１１８－１，２，３の実施方針のうち，「放射性廃棄物処理設備の

業務に関わる者」に準じる保安教育実施計画を定めていることを確認し，その内容を原子炉主任技術

者及び所長の確認を得て廃炉・汚染水対策最高責任者の承認を得る。 

４．運用支援ＧＭは，第３項の保安教育実施計画に基づき保安教育が実施されていることを確認し，そ

の実施結果を年度毎に所長及び廃炉・汚染水対策最高責任者に報告する。なお，教育の実施状況を確

認するため教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，運用支援ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について十分な知識

及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育について省略することができる。 

５．運用支援ＧＭ又はプール燃料取り出しプログラム部長は，燃料取扱いに関する業務の補助を協力企

業が行う場合，毎年度，当該業務に従事する従業員に対し，表１１８－１，２，３の実施方針のうち，

「燃料取扱いの業務に関わる者」に準じる保安教育実施計画を定めていることを確認し，その内容を

原子炉主任技術者及び所長の確認を得て廃炉・汚染水対策最高責任者の承認を得る。 

６．運用支援ＧＭ又はプール燃料取り出しプログラム部長は，第５項の保安教育実施計画に基づき保安

教育が実施されていることを確認し，その実施結果を年度毎に所長及び廃炉・汚染水対策最高責任者

に報告する。なお，教育の実施状況を確認するため教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，運用支援ＧＭ又はプール燃料取り出しプログラム部長が，別途定められた基準に従い，各

項目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する

教育について省略することができる。 

 

（省略） 
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（記録） 

第１２０条 

組織は，表１２０－１に定める保安に関する記録を適正に作成（５５．及び５６．の記録を除く。）

し，保存する。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。ただし，

汚染等により，適正に保存することができない場合を除く。 

２．各プログラム部長及び各ＧＭは，表１２０－２に定める保安に関する記録を適正に作成し，保存す

る。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。ただし，汚染等に

より，適正に保存することができない場合を除く。 

３．組織は，表１２０－３に定める保安に関する記録を適正に作成し，保存する。なお，記録の作成に

あたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

 

表１２０－１ 

記録 記録すべき場合※１ 保存期間 

1. 原子炉施設の巡視又は点検の状況

並びにその担当者の氏名  

毎日１回 巡視又は点検を実施した施

設又は設備を廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

２. 保全活動管理指標の監視結果及び

その担当者の氏名 

実施の都度 監視を実施した原子炉施設

を解体又は廃棄した後５年

が経過するまでの期間 

３. 点検・補修等の結果 

（安全上重要な機器※２は除く）及び

その担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施した原

子炉施設を解体又は廃棄し

た後５年が経過するまでの

期間 

４．安全上重要な機器※２の点検・補修

等の結果（法令に基づく必要な手続

きの有無及びその内容を含む※３）及

びその担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施した原

子炉施設を解体又は廃棄し

た後５年が経過するまでの

期間 

５. 点検・補修等の結果の確認・評価

及びその担当者の氏名 

実施の都度 確認・評価を実施した原子

炉施設を解体又は廃棄した

後５年が経過するまでの期

間 

６. 点検・補修等の不適合管理，是正

処置，予防処置及びその担当者の氏

名 

実施の都度 不適合管理，是正処置及び

予防処置を実施した原子炉

施設を解体又は廃棄した後

５年が経過するまでの期間 

７. 保全の有効性評価，保守管理の有

効性評価及びその担当者の氏名 

評価の都度 評価を実施した原子炉施設

の保守管理に関する方針，

保守管理の目標又は保守管

理の実施に関する計画の改

定までの期間 

８．熱出力 原子炉に１体以上

燃料が装荷されて

いる場合連続して 

１０年間 

９．炉心の中性子束密度 １０年間 

１０．炉心の温度 １０年間 

１１．冷却材入口温度 原子炉の状態が運

転及び起動におい

て１時間ごと 

１０年間 

１２．冷却材出口温度 １０年間 

１３．冷却材圧力 １０年間 

１４．冷却材流量 １０年間 

１５．制御棒位置 同上 １年間 

１６．再結合装置内の温度 同上 １年間 
 

 

（記録） 

第１２０条 

組織は，表１２０－１に定める保安に関する記録を適正に作成（３８．及び３９．の記録を除く。）

し，保存する。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。ただし，

汚染等により，適正に保存することができない場合を除く。 

２．各プログラム部長及び各ＧＭは，表１２０－２に定める保安に関する記録を適正に作成し，保存す

る。なお，記録の作成にあたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。ただし，汚染等に

より，適正に保存することができない場合を除く。 

３．組織は，表１２０－３に定める保安に関する記録を適正に作成し，保存する。なお，記録の作成に

あたっては，法令に定める記録に関する事項を遵守する。 

 

表１２０－１ 

記録 記録すべき場合※１ 保存期間 

１．原子炉施設の巡視又は点検の状況

並びにその担当者の氏名  

毎日１回 巡視又は点検を実施した施

設又は設備を廃棄した後５

年が経過するまでの期間 

２．保全活動管理指標の監視結果及び

その担当者の氏名 

実施の都度 監視を実施した原子炉施設

を解体又は廃棄した後５年

が経過するまでの期間 

３．点検・補修等の結果 

（安全上重要な機器※２は除く）及び

その担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施した原

子炉施設を解体又は廃棄し

た後５年が経過するまでの

期間 

４．安全上重要な機器※２の点検・補修

等の結果（法令に基づく必要な手続

きの有無及びその内容を含む※３）及

びその担当者の氏名 

実施の都度 点検・補修等を実施した原

子炉施設を解体又は廃棄し

た後５年が経過するまでの

期間 

５．点検・補修等の結果の確認・評価

及びその担当者の氏名 

実施の都度 確認・評価を実施した原子

炉施設を解体又は廃棄した

後５年が経過するまでの期

間 

６．点検・補修等の不適合管理，是正

処置，予防処置及びその担当者の氏

名 

実施の都度 不適合管理，是正処置及び

予防処置を実施した原子炉

施設を解体又は廃棄した後

５年が経過するまでの期間 

７．保全の有効性評価，保守管理の有

効性評価及びその担当者の氏名 

評価の都度 評価を実施した原子炉施設

の保守管理に関する方針，

保守管理の目標又は保守管

理の実施に関する計画の改

定までの期間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

１７．原子炉に使用している冷却材及

び減速材の純度並びにこれら

の毎日の補給量 

毎日１回 

１年間 

１８．原子炉内における燃料体の配置 配置又は配置替え

の都度 

取出後１０年間 

１９．運転開始前の点検結果 開始の都度 １年間 

２０．運転停止後の点検結果 停止の都度 １年間 

２１．運転開始日時 その都度 １年間 

２２．臨界到達日時 同上 １年間 

２３．運転切替日時 同上 １年間 

２４．緊急しゃ断日時 同上 １年間 

２５．運転停止日時 同上 １年間 

２６．警報装置から発せられた警報の

内容※４ 

同上 １年間 

２７．運転責任者の氏名及び運転員の

氏名並びに，これらの者の交代

の日時及び交代時の引継事項 

交代の都度 

１年間 

２８．使用済燃料乾式キャスク仮保管

設備に貯蔵している使用済燃

料乾式貯蔵容器，使用済燃料輸

送貯蔵兼用容器の蓋間圧力及

び表面温度 

１ヶ月に１回 １０年間 

２９．使用済燃料の貯蔵施設内におけ

る燃料体の配置 

配置又は配置替

えの都度 
５年間 

３０．燃料体の形状又は性状に関する

検査の結果 

挿入前及び取出

後 

取出後１０年間 

３１．発電所の外において貯蔵しよう

とする使用済燃料の記録 

（１）外観 

（２）燃焼度 

（３）取出しから容器への封入までの

期間 

（４）使用済燃料を封入した容器内に

おける当該使用済燃料の配置 

払出しの都度 

使用済燃料の貯蔵を

委託する相手方に記録

を引き渡すまでの期間 

３２．発電所の外において貯蔵しよう

とする使用済燃料を封入した

容器の記録 

（１）外観 

（２）漏えい率 

（３）真空乾燥した後の真空度又は不

活性ガスを充填した後の湿度

並びに充填した不活性ガスの

成分，量及び圧力 

（４）容器内において使用済燃料の位

置を固定するための装置の外

観 

（５）重量 

払出しの都度 

使用済燃料の貯蔵を

委託する相手方に記録

を引き渡すまでの期間 

 

 

８．原子炉に使用している冷却材及び

減速材の毎日の補給量 

毎日１回 １年間 

９．警報装置から発せられた警報の内

容※４ 

その都度 １年間 

１０．運転責任者の氏名及び運転員の

氏名並びに，これらの者の交代

の日時及び交代時の引継事項 

交代の都度 １年間 

１１．使用済燃料乾式キャスク仮保管

設備に貯蔵している使用済燃

料乾式貯蔵容器，使用済燃料輸

送貯蔵兼用容器の蓋間圧力及

び表面温度 

１ヶ月に１回 １０年間 

１２．使用済燃料の貯蔵施設内におけ

る燃料体の配置 

配置又は配置替え

の都度 

５年間 

１３．燃料体の形状又は性状に関する

検査の結果 

挿入前及び取出後 取出後１０年間 

１４．発電所の外において貯蔵しよう

とする使用済燃料の記録 

（１）外観 

（２）燃焼度 

（３）取出しから容器への封入までの

期間 

（４）使用済燃料を封入した容器内に

おける当該使用済燃料の配置 

払出しの都度 使用済燃料の貯蔵を 

委託する相手方に記録を

引き渡すまでの期間 

１５．発電所の外において貯蔵しよう

とする使用済燃料を封入した

容器の記録 

（１）外観 

（２）漏えい率 

（３）真空乾燥した後の真空度又は不

活性ガスを充填した後の湿度

並びに充填した不活性ガスの

成分，量及び圧力 

（４）容器内において使用済燃料の位

置を固定するための装置の外

観 

（５）重量 

払出しの都度 使用済燃料の貯蔵を 

委託する相手方に記録を

引き渡すまでの期間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

３３．原子炉本体，使用済燃料の貯蔵

施設，放射性廃棄物の廃棄施設

等の放射線しゃへい物の側壁

における線量当量率 

毎日運転中１回 

１０年間 

３４．放射性廃棄物の排気口又は排気

監視設備及び排水口又は排水

監視設備における放射性物質

の１日間及び３月間について

の平均濃度 

１日間の平均濃度

にあっては毎日１

回，３月間の平均

濃度にあっては３

月ごとに１回 

１０年間 

３５．管理区域における外部放射線に

係る１週間の線量当量，空気中

の放射性物質の１週間につい

ての平均濃度及び放射性物質

によって汚染された物の表面

の放射性物質の密度 

毎週１回 

１０年間 

３６．放射線業務従事者の４月１日を

始期とする１年間の線量，女子
※５の放射線業務従事者の４月

１日，７月１日，１０月１日及

び１月１日を始期とする各３

月間の線量並びに本人の申出

等により妊娠の事実を知るこ

ととなった女子の放射線業務

従事者にあっては出産までの

間毎月１日を始期とする１月

間の線量 

１年間の線量にあ

っては毎年度１

回，３月間の線量

にあっては３月ご

とに１回，１月間

の線量にあっては

１月ごとに１回 

※６ 

３７．４月１日を始期とする１年間の

線量が２０ミリシーベルトを

超えた放射線業務従事者の当

該１年間を含む原子力規制委

員会が定める５年間の線量 

原子力規制委員

会が定める５年

間において毎年

度１回 

※６ 

３８．放射線業務従事者が緊急作業に

従事した期間の始期及び終期

並びに放射線業務従事者の当

該期間の線量 

その都度 ※６ 

３９．放射線業務従事者が当該業務に

就く日の属する年度における

当該日以前の放射線被ばくの

経歴及び原子力規制委員会が

定める５年間における当該年

度の前年度までの放射線被ば

くの経歴 

その者が当該業

務に就く時 

※６ 

４０．発電所の外において運搬した核

燃料物質等の種類別の数量，そ

の運搬に使用した容器の種類

並びにその運搬の日時及び経

路 

運搬の都度 

１年間 

 

 

１６．使用済燃料の貯蔵施設，放射性

廃棄物の廃棄施設等の放射線

しゃへい物の側壁における線

量当量率 

毎日運転中１回 １０年間 

１７．放射性廃棄物の排気口又は排気

監視設備及び排水口又は排水

監視設備における放射性物質

の１日間及び３月間について

の平均濃度 

１日間の平均濃度 

にあっては毎日 

１回，３月間の 

平均濃度にあって 

は３月ごとに１回 

１０年間 

１８．管理区域における外部放射線に

係る１週間の線量当量，空気中

の放射性物質の１週間につい

ての平均濃度及び放射性物質

によって汚染された物の表面

の放射性物質の密度 

毎週１回 １０年間 

１９．放射線業務従事者の４月１日を

始期とする１年間の線量，女子
※５の放射線業務従事者の４月

１日，７月１日，１０月１日及

び１月１日を始期とする各３

月間の線量並びに本人の申出

等により妊娠の事実を知るこ

ととなった女子の放射線業務

従事者にあっては出産までの

間毎月１日を始期とする１月

間の線量 

１年間の線量に 

あっては毎年度 

１回，３月間の 

線量にあっては 

３月ごとに１回， 

１月間の線量に 

あっては１月ごと 

に１回 

※６ 

２０．４月１日を始期とする１年間の

線量が２０ミリシーベルトを

超えた放射線業務従事者の当

該１年間を含む原子力規制委

員会が定める５年間の線量 

原子力規制 

委員会が定める 

５年間において 

毎年度１回 

※６ 

２１．放射線業務従事者が緊急作業に

従事した期間の始期及び終期

並びに放射線業務従事者の当

該期間の線量 

その都度 ※６ 

２２．放射線業務従事者が当該業務に

就く日の属する年度における

当該日以前の放射線被ばくの

経歴及び原子力規制委員会が

定める５年間における当該年

度の前年度までの放射線被ば

くの経歴 

その者が 

当該業務に 

就く時 

※６ 

２３．発電所の外において運搬した核

燃料物質等の種類別の数量，そ

の運搬に使用した容器の種類

並びにその運搬の日時及び経

路 

運搬の都度 １年間 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

４１．廃棄施設に廃棄した放射性廃棄

物の種類，当該放射性廃棄物に

含まれる放射性物質の数量，当

該放射性廃棄物を容器に封入

し，又は容器と一体的に固型化

した場合には当該容器の数量

及び比重並びにその廃棄の日，

場所及び方法 

廃棄の都度 

※７ 

４２．放射性廃棄物を容器に封入し，

又は容器に固型化した場合に

は，その方法 

封入又は固型化

の都度 ※７ 

４３．放射性物質による汚染の広がり

の防止及び除去を行った場合

には，その状況及び担当者の氏

名 

広がりの防止及

び除去の都度 
１年間 

４４．事故発生及び復旧の日時 その都度 ※７ 

４５．事故の状況及び事故に際して採

った処置 

同上 
※７ 

４６．事故の原因 同上 ※７ 

４７．事故後の処置 同上 ※７ 

４８．風向及び風速 連続して※８ １０年間 

４９．降雨量 同上 １０年間 

５０．大気温度 同上 １０年間 

５１．保安教育の実施計画 策定の都度 ３年間 

５２．保安教育の実施日時，項目及び

受けた者の氏名 

実施の都度 
３年間 

５３．原子炉施設における保安活動の

実施の状況の評価 

評価の都度 
※７ 

５４．原子炉施設に対して実施した保

安活動への最新の技術的知見

の反映状況の評価 

評価の都度 

※７ 

５５．使用前検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の

検査の時までの期間 

５６．定期検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の

検査の時までの期間 

 

（省略） 

 

２４．廃棄施設に廃棄した放射性廃棄

物の種類，当該放射性廃棄物に

含まれる放射性物質の数量，当

該放射性廃棄物を容器に封入

し，又は容器と一体的に固型化

した場合には当該容器の数量

及び比重並びにその廃棄の日，

場所及び方法 

廃棄の都度 ※７ 

２５．放射性廃棄物を容器に封入し，

又は容器に固型化した場合に

は，その方法 

封入又は 

固型化の都度 

※７ 

２６．放射性物質による汚染の広がり

の防止及び除去を行った場合

には，その状況及び担当者の氏

名 

広がりの防止 

及び除去の都度 

１年間 

２７．事故発生及び復旧の日時 その都度 ※７ 

２８．事故の状況及び事故に際して採

った処置 

同上 ※７ 

２９．事故の原因 同上 ※７ 

３０．事故後の処置 同上 ※７ 

３１．風向及び風速 連続して※８ １０年間 

３２．降雨量 同上 １０年間 

３３．大気温度 同上 １０年間 

３４．保安教育の実施計画 策定の都度 ３年間 

３５．保安教育の実施日時，項目及び

受けた者の氏名 

実施の都度 ３年間 

３６．原子炉施設における保安活動の

実施の状況の評価 

評価の都度 ※７ 

３７．原子炉施設に対して実施した保

安活動への最新の技術的知見

の反映状況の評価 

評価の都度 ※７ 

３８．使用前検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の 

検査の時までの期間 

３９．定期検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の 

検査の時までの期間 

 

（省略） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（報告） 

第１２１条 

各プログラム部長，運用部長又は各ＧＭは，次のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある

と判断した場合について直ちに所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合（第73条） 

（２）放射性液体廃棄物又は放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した場合（第88条,

第89条） 

（３）外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合（第101条） 

（４）福島第一炉規則第18条第3号から第7号及び第9号から第17号に定める報告事象が生じた場合 

（５）第７６条第１項から第３項に定める異常が発生した場合 

２．所長は，前項に基づく報告を受けた場合，社長に報告する。 

３．第１項又は第２項に基づく報告が，不在で遂行できない場合及び夜間休祭日の報告方法は，

「QI-51-11 トラブル等の報告マニュアル」による。 

４．第１項（１）に該当する場合は，「QI-51-11 トラブル等の報告マニュアル」に基づき，直ちに原子

力規制委員会に報告する。 

 

 

 

 

（報告） 

第１２１条 

各プログラム部長，運用部長又は各ＧＭは，次のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある

と判断した場合について直ちに所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合（第73条） 

（２）放射性液体廃棄物又は放射性気体廃棄物について放出管理目標値を超えて放出した場合（第88条,

第89条） 

（３）外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合（第101条） 

（４）福島第一炉規則第18条第3号から第7号及び第9号から第17号に定める報告事象が生じた場合 

（５）第７６条第１項に定める異常が発生した場合 

２．所長は，前項に基づく報告を受けた場合，社長に報告する。 

３．第１項又は第２項に基づく報告が，不在で遂行できない場合及び夜間休祭日の報告方法は，

「DF-51-11 トラブル等の報告マニュアル」による。 

４．第１項（１）に該当する場合は，「DF-51-11 トラブル等の報告マニュアル」に基づき，直ちに原子

力規制委員会に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

誤記訂正 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

附  則 
 

 

 

 

 

 

附則（令和２年２月１９日 原規規発第 2002199号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

 

附則（令和２年２月１３日 原規規発第 2002134号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和２年２月２１日から施行する。 

２．第５条，第８７条，第８７条の２及び第８９条の表８９－１における増設焼却炉建屋排気筒から放

出される放射性気体廃棄物の管理については，増設雑固体廃棄物焼却設備の運用を開始した時点から

適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．第９８条の図９８，添付２（管理区域図）の全体図における周辺監視区域境界及び添付２－１（管

理対象区域図）の全体図における周辺監視区域境界については，増設雑固体廃棄物焼却設備の設置に

伴う周辺監視区域柵の設置工事が終了した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例によ

る。 

４．添付２（管理区域図）の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理区域図面並びに

添付２－１（管理対象区域図）の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理対象区域

図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の

例による。 

 

附則（平成３１年１月２８日 原規規発第 1901285号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，油処理装置の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前

の例による。 
 

附則（平成２９年３月７日 原規規発第 1703071号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，放射性物質分析・研究施設第１棟の運用を開始した時点から適用することとし，

それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２５年８月１４日 原規福発第 1308142号） 

（施行期日） 

 第１条 

第６１条において，非常用発電機の運用を開始するまでは，必要な電力供給が可能な場合，他号炉

の非常用ディーゼル発電機又は可搬式発電機を非常用発電設備とみなすことができる。 
 

 

附  則 
 

附則（                     ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

 

附則（令和２年２月１９日 原規規発第 2002199号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和２年４月１日から施行する。 

 

附則（令和２年２月１３日 原規規発第 2002134号） 

（施行期日） 

第１条 

 

２．第５条，第８７条，第８７条の２及び第８９条の表８９－１における増設焼却炉建屋排気筒から放

出される放射性気体廃棄物の管理については，増設雑固体廃棄物焼却設備の運用を開始した時点から

適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

３．第９８条の図９８，添付１（管理区域図）の全体図における周辺監視区域境界及び添付２（管理対

象区域図）の全体図における周辺監視区域境界については，増設雑固体廃棄物焼却設備の設置に伴う

周辺監視区域柵の設置工事が終了した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

４．添付１（管理区域図）の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理区域図面並びに

添付２（管理対象区域図）の全体図における増設焼却炉建屋及び増設焼却炉建屋の管理対象区域図面

の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の例に

よる。 

 

附則（平成３１年１月２８日 原規規発第 1901285号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，油処理装置の運用を開始した時点から適用することとし，それまでの間は従前

の例による。 
 

附則（平成２９年３月７日 原規規発第 1703071号） 

（施行期日） 

第１条 

２．第５条については，放射性物質分析・研究施設第１棟の運用を開始した時点から適用することとし，

それまでの間は従前の例による。 

 

附則（平成２５年８月１４日 原規福発第 1308142号） 

（施行期日） 

 第１条 

第６１条において，非常用発電機の運用を開始するまでは，必要な電力供給が可能な場合，他号炉

の非常用ディーゼル発電機又は可搬式発電機を非常用発電設備とみなすことができる。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付１ 原子炉がスクラムした場合の運転操作基準 

（第７７条関連） 
 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

原子炉がスクラムした場合の運転操作基準 

 

 

炉心は，原子力発電所において最大の放射能インベントリを有する部分である。したがって，著

しい放射能の放出となる炉心の大損傷を防止するために，原子炉内の核分裂反応を停止し，炉心冷

却形状を維持すること及び発電所外への放射能の放出を防止するために格納容器の健全性を維持す

ることが重要である。このため，原子炉の未臨界維持，原子炉の冷却の確保，格納容器の健全性確

保に関して，以下の１２の運転操作基準について定める。なお，この操作基準を使用する際には，

当直長の判断に基づいて，より保守的な（安全側の）操作や事象の進展に応じた監視操作の省略等

を妨げるものではない。 

 

 

（削除） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

事象発生 

原子炉がスクラムした場合の運転操作基準 
 

１． 原子炉制御 

（１） スクラム → 表１ 

（２） 反応度制御 → 表２ 

（３） 水位確保 → 表３ 

（４） 減圧冷却 → 表４ 

２． 格納容器制御※ 

（１） 格納容器圧力制御 → 表５ 

（２） ドライウェル温度制御 → 表６ 

（３） サプレッションプール温度制御 → 表７ 

（４） サプレッションプール水位制御 → 表８ 

（５） 格納容器水素濃度制御 → 表９ 

３． 不測事態 

（１） 水位回復 → 表１０ 

（２） 急速減圧 → 表１１ 

（３） 水位不明 → 表１２ 

 

※：原子炉がスクラムする前から導入される場合がある。 

事象整定 

第１４条で定めるマニュアルに基づく

対応 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

また，当直長は，以下の一般的な注意事項について留意する。 

（１）原子炉スクラム信号が発生した場合には，制御棒位置表示が挿入されていることを示し，か

つ中性子束が減少していることにより原子炉スクラムを確認する。 

（２）原子炉スクラム信号が発生したにもかかわらず，原子炉がスクラムしない場合は直ちに原子

炉の手動スクラムを試みる。また，原子炉が自動スクラムすべき事態が発生したと判断され

る場合にもかかわらず，スクラム回路が作動しない場合は，直ちに原子炉を手動スクラムさ

せる。 

（３）非常用炉心冷却系，非常用交流電源及び非常用ガス処理系等が自動作動した場合は，２つ以

上の独立した計器により状況を確認するまでは，自動作動が正しいものとして対処し，不用

意に手動停止しない。 

（４）非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機，非常用ガス処理系等が自動作動した場合は，

複数の計器により系統の健全性及び注入の有無等を確認する。 

（５）非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機，非常用ガス処理系等の自動作動信号が発生し

たにもかかわらず，非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機，非常用ガス処理系等が自

動作動しない場合は，直ちに当該設備の手動作動を試みる。また，非常用炉心冷却系，非常

用ディーゼル発電機，非常用ガス処理系等の自動的に起動すべき事態が発生したと判断され

る場合にもかかわらず，非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機，非常用ガス処理系等

が作動しない場合は，直ちに当該設備を手動作動する。 

（６）非常用炉心冷却系が自動作動した場合に，十分な炉心冷却が確保されていることが少なくと

も２つ以上の独立した計器により確認できない場合は，非常用炉心冷却系を手動操作しては

ならない。さらに，炉心冷却が確保され，非常用炉心冷却系の手動操作が必要なくなり，手

動停止した場合は，当該系統を必ず自動作動できる状態とする。 

（７）格納容器隔離信号，原子炉建屋隔離信号が発生した場合は，格納容器隔離弁，原子炉建屋給

排気隔離弁が自動閉鎖したことを確認する。 

（８）格納容器隔離信号，原子炉建屋隔離信号が発生したにもかかわらず，格納容器隔離弁，原子

炉建屋給排気隔離弁が自動閉鎖しない場合は手動で閉鎖することを試みる。また，格納容器

隔離弁，原子炉建屋給排気隔離弁が自動閉鎖する事態が発生したと判断される場合にもかか

わらず，格納容器隔離弁，原子炉建屋給排気隔離弁が自動閉鎖しない場合は，直ちに手動で

閉鎖する。 

（９）格納容器隔離弁，原子炉建屋給排気隔離弁の自動隔離が発生した場合は，放射線モニタの指 

示を確認し，異常のないことが判明するまで，隔離解除あるいは復旧を行ってはならない。

ただし，特段の理由がある場合を除く。 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

・５号炉 

表１ 

１．原子炉制御 

（１）スクラム 

①目的 

・ 原子炉を停止する。 

・ 十分な炉心冷却状態を維持する。 

・ 原子炉を冷温停止状態まで冷却する。 

・ 格納容器制御への導入条件を監視する。（原子炉がスクラムしない場合を含む。） 

②導入条件 

・ 原子炉スクラム信号が発生した場合 

・ 手動スクラムした場合 

・ 各制御の脱出条件が成立した場合 

③脱出条件 

④基本的な考え方 

・ 原子炉スクラム要求時にはスクラム成功の有無の確認を確実に行う。 

・ 単一故障による原子炉スクラム時の復旧操作を全て原子炉制御「スクラム」で収束さ

せ，通常停止操作に移行する。 

・ 多重故障により他の制御への移行条件が成立した場合には，移行先の制御を優先し，

残りの制御は原子炉制御「スクラム」での制御を並行して行う。 

・ 各計器を並行監視し，徴候に応じた制御を行う。 

・ 原子炉制御「スクラム」から要求される操作は，格納容器制御より優先される。ただ

し，格納容器が損傷する恐れがある場合には原子炉制御「スクラム」と格納容器制御

を並行して行う。 

・ 原子炉制御「スクラム」においては，最初に「原子炉出力」の制御棒全挿入を確認し，

「原子炉水位」，「原子炉圧力」，「タービン・電源」の各制御を並行して行う。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．原子炉出力 

・ 「原子炉自動スクラム」警報の発信を確認する。 

・ 全制御棒挿入状態を確認する。 

・ 平均出力領域モニタの指示を確認する。 

・ スクラム排出容器ドレン弁，ベント弁の閉鎖を確認する。 

・ 自動スクラムが失敗した場合には，手動スクラムを行う。 

・ 原子炉モードスイッチを「停止」位置にする。 

・ 全制御棒が全挿入位置又は最大未臨界引抜位置まで挿入されていることを確認し，確

認できない場合は手動スクラムを行い「反応度制御」へ移行する。また，「反応度制御」

に移行した場合には，原子炉水位制御も「反応度制御」で行う。 

・ 原子炉水位，原子炉圧力，原子炉再循環ポンプ速度を確認する。 

・ 平均出力領域モニタ及び起動領域モニタにより原子炉未臨界を確認する。 

 

Ｂ．原子炉水位 

・ 原子炉水位を確認する。 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値まで低下した場合，格納容器隔離弁の開閉

状態を確認する。 

・ タービン駆動給水ポンプを停止し※，電動駆動給水ポンプ及び給水制御系（単要素）で

原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値から原子炉水位高タービントリップ設定値

の間を目標として維持する。 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

・ 給復水系（復水器を含む）が正常でない場合，原子炉隔離時冷却系又は高圧注水系を

手動作動する。（原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系が自動作動した場合は不要） 

・ 原子炉水位が非常用炉心冷却系作動水位まで低下した場合には，非常用炉心冷却系の

運転状態を確認し，給復水系及び原子炉隔離時冷却系と合わせて原子炉水位を原子炉

水位低スクラム設定値から原子炉水位高タービントリップ設定値の間を目標として維

持する。 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値以上に維持できない場合は，原子炉制御「水

位確保」に移行する。 

・ 原子炉水位が不明になった場合には，不測事態「水位不明」及び「格納容器水素濃度

制御」へ移行する。 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態「水位回復」及び「格

納容器水素濃度制御」へ移行する。 

・ 原子炉水位を連続的に監視する。 

 

※：タービン駆動給水ポンプは，原子炉水位高タービントリップ設定値で自動停止する。 

 

Ｃ．原子炉圧力 

・ 原子炉スクラム後，原子炉圧力を確認する。 

・ 主蒸気隔離弁が開の場合，原子炉圧力制御が正常であることを確認する。また，主復

水器が使用可能であることを確認する。 

・ 原子炉圧力制御が正常でない場合又は主復水器が使用不能である場合は，主蒸気隔離

弁を閉鎖し原子炉を隔離する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁が開固着した場合，「サプレッションプール水温制御」へ移行す

る。 

・ 主蒸気隔離弁が閉の場合，主蒸気逃がし安全弁を開して，原子炉圧力を調整する。ま

た，主蒸気逃がし安全弁の開閉によって原子炉圧力の調整ができない場合，原子炉制

御「減圧冷却」へ移行する。なお，復水器が使用可能である場合は主蒸気管ドレン弁

により調整してもよい。 

・ 主蒸気逃がし安全弁の開閉によってサプレッションプールの水温が上昇するため，残

留熱除去系によるサプレッションプール冷却を行う。 

・ 原子炉圧力がタービンバイパス弁又は主蒸気逃がし安全弁により制御されていること

を連続的に監視する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁の開閉状態を連続的に監視する。 

 

Ｄ．タービン・電源 

・ 原子炉スクラム後，発電機出力が低下していることを確認してタービンを手動トリッ

プする。（タービン自動トリップの場合は不要） 

・ タービントリップ状態，発電機トリップ状態を確認する。 

・ 所内電源系が確保されていることを確認する。所内電源系の一部又は全部が確保され

ない場合は，所内電源を確保するとともに，必要に応じて原子炉隔離時冷却系又は高

圧注水系により原子炉水位を調整する。 

・ 主蒸気隔離弁が開の場合，原子炉圧力制御が正常であることを確認する。また，主復

水器が使用可能であることを確認し，空気抽出器及びグランドシールの切替により復

水器真空度を維持する。 

・ 原子炉圧力制御が正常でない場合又は主復水器が使用不能である場合は，主蒸気隔離

弁を閉鎖し原子炉を隔離する。 

・ タービン，発電機の停止状態を確認する。 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

Ｅ．モニタ確認 

・ 各種放射線モニタの指示を確認する。 

・ 各種放射線モニタの指示に異常が確認された場合，「復旧」操作へ移行せず原因の調査

を実施する。 

 

Ｆ．復旧 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値以上で安定していることを確認する。 

・ 格納容器隔離系がリセット可能であることを確認する。 

・ 原子炉圧力等の主要パラメータが整定していることを確認する。 

・ 格納容器隔離信号をリセットし，隔離状態を復旧する。 

・ 原子炉冷却材浄化系により原子炉水位が調整可能であることを確認する。また，原子

炉建屋換気空調系を起動し，非常用ガス処理系を停止する。 

・ 主蒸気隔離弁が閉している場合，開可能であれば均圧後主蒸気隔離弁を開する。また，

開不能であれば主蒸気逃がし安全弁で原子炉減圧する。 

・ スクラム原因を究明し，原因除去後スクラムリセットを行う。 

・ 原子炉再循環ポンプが停止した場合，再起動が可能であれば原子炉再循環ポンプを起

動する。 

・ 原子炉を冷温停止する。 

 

Ｇ．格納容器制御への導入 

・ 格納容器制御への導入条件を監視する。（原子炉がスクラムしない場合を含む。） 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表２ 

１．原子炉制御 

（２）反応度制御 

①目的 

・スクラム不能異常過渡事象発生時に，原子炉を安全に停止させる。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」により全制御棒

が全挿入位置又は最大未臨界引抜位置ま

で挿入されない場合 

③脱出条件 

・ 全制御棒が全挿入位置又は最大未臨界引

抜位置まで挿入された場合 

・ ほう酸水注入系が全量注入完了した場合 

④基本的な考え方 

・ 短期的には原子炉の健全性を維持し，長期的には非常用炉心冷却系の水源であるサプ

レッションプールの健全性を維持する。 

・ 「ほう酸水注入系」，「水位」，「制御棒」を並行操作する。なお，同時に実行すること

が不可能な場合は，「ほう酸水注入系」，「水位」，「制御棒」の順に優先させる。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．原子炉出力 

・ 原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値未満の場合には

「反応度制御」の制御棒操作を行いつつ，原子炉制御「水位確保」を並行操作する。 

・ 原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値以上でタービンが

運転中の場合は，原子炉再循環ポンプをランバック後停止する。また，タービンが停

止中の場合は，原子炉再循環ポンプを停止する。 

 

Ｂ．ほう酸水注入系 

・ サプレッションプール水温が原子炉出力・サプレッションプール水温相関曲線のほう

酸水注入系起動領域に接近した場合には，ほう酸水注入系を起動する。 

・ 原子炉冷却材浄化系が隔離したことを確認する。 

・ ほう酸水注入系を起動した場合には，全量注入完了までほう酸水を注入する。ただし，

全制御棒が全挿入位置又は最大未臨界引抜位置まで挿入された場合には，ほう酸水注

入系を停止する。 

 

Ｃ．水位 

・ 原子炉水位が不明となった場合，「反応度制御」水位不明及び「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

・ 原子炉が隔離状態でかつ原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低

判定値以上の場合，「水位低下」操作に移行する。 

・ 原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力高判定値以上の場合，「水

位低下」操作に移行する。 

・ 「水位低下」操作として，原子炉給水流量を原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象

発生時原子炉出力低判定値以下になるまで低下させる。（原子炉水位の下限値はスク

ラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位調整値とする。）ただし，原子炉水位がスクラ

ム不能異常過渡事象発生時原子炉水位調整値以上に維持できない場合は，原子炉水位

をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値以上に維持する。 

・ 原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値以上，スクラム不

能異常過渡事象発生時原子炉出力高判定値未満の場合で，かつ原子炉が隔離状態でな

い場合，「水位維持」操作を行う。 

 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

・ 「水位維持」操作として，給復水系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷却系，非常

用炉心冷却系により原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値から原子炉水位高ター

ビントリップ設定値の間で維持する。ただし，原子炉水位が原子炉水位低スクラム設

定値以上に維持できない場合は，原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子

炉水位低下限値以上に維持する。 

・ 原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値以上に維持できな

い場合は，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を「反応度制御」原子炉水位操

作時必要弁数開して，原子炉を減圧し給復水系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷

却系，非常用炉心冷却系により原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉

水位低下限値以上に維持する。 

・ 自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を「反応度制御」原子炉水位操作時必要弁

数開しても，原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値以上

に維持できない場合には，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を優先して主蒸

気逃がし安全弁を順次開放する。 

・ 原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値以上に維持できな

い場合は，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を「反応度制御」原子炉水位操

作時必要弁数開して，原子炉を減圧し給復水系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷

却系，非常用炉心冷却系により原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉

水位低下限値以上に維持する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁を順次開放しても，原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生

時原子炉水位低下限値以上に維持できない場合には，復水補給水系，消火系，残留熱

除去冷却海水系を起動して原子炉への注水を開始し，原子炉水位をスクラム不能異常

過渡事象発生時原子炉水位低下限値以上に維持する。 

・ 原子炉水位が自動減圧系作動水位を下回って自動減圧系始動タイマが作動した場合に

は，自動減圧系始動タイマをリセットし，自動減圧系の動作を阻止する。 

 

Ｄ．「反応度制御」水位不明 

・ 「反応度制御」水位不明を実行中に全制御棒が全挿入位置又は最大未臨界引抜位置ま

で挿入された場合には，不測事態「水位不明」に移行する。 

・ 主蒸気隔離弁，格納容器隔離弁及び主蒸気管ドレン弁，高圧注水系，並びに原子炉隔

離時冷却系及び原子炉冷却材浄化系の隔離弁を閉鎖する。 

・ 水位不明の場合，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を「反応度制御」原子炉

水位不明操作時必要弁数開して，原子炉を減圧し，給復水系，制御棒駆動水圧系を使

用して原子炉圧力が炉心冠水最低圧力以上で，かつできる限り低くなるように注水す

る。 

・ 給復水系，制御棒駆動水圧系で注水できない場合，自動減圧機能を有する主蒸気逃が

し安全弁を順次開し，炉心スプレイ系，低圧注水系を使用して原子炉圧力が炉心冠水

最低圧力以上で，かつできる限り低くなるように注水する。 

 

Ｅ．制御棒 

・ スクラム弁が閉の場合，代替制御棒挿入機能の動作，スクラムパイロット弁電磁弁の

電源切又は制御用空気の排気を行う。 

・ スクラム弁が開の場合，スクラムリセットし，スクラム排出容器水位高リセットを確

認し，再度手動スクラム又はスクラム個別スイッチ等によるスクラムを行う。 

・ 制御棒駆動水圧系の水圧を確保し，制御棒を手動挿入する。 

・ 制御棒駆動水圧系の引抜配管ベント弁から排水し制御棒を挿入する。 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表３ 

１．原子炉制御 

（３）水位確保 

①目的 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に回復させ，安定に維持する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において原子炉

水位が原子炉水位低スクラム設定値から

原子炉水位高タービントリップ設定値の

間に維持できない場合 

・ 「反応度制御」において原子炉出力がス

クラム不能異常過渡事象発生時原子炉出

力低判定値未満の場合 

・ 「格納容器圧力制御」において原子炉満

水後サプレッションプール圧力を格納容

器設計圧力以下に維持できる場合 

・ 不測事態「水位回復」において原子炉水

位を有効燃料頂部以上に維持できる場合 

・ 不測事態「水位不明」において最長許容

炉心露出時間以内に原子炉水位が判明し

た場合 

③脱出条件 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定

値から原子炉水位高タービントリップ設

定値の間に維持できる場合 

 

④基本的な考え方 

・原子炉水位と原子炉に注水可能な系統を随時把握する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位確保 

・ 原子炉水位，原子炉圧力及び格納容器隔離，並びに非常用炉心冷却系及び非常用ディ

ーゼル発電機の起動を確認する。 

・ 作動すべきものが不作動の場合は，手動で作動させる。 

 

Ｂ．水位 

・ 給復水系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系を使用して原

子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値から原子炉水位高タービントリップ設定値の

間に維持する。 

・ 原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値以上に回復，維持できない場合は，有効燃

料頂部以上に維持する。 

・ 給復水系及び非常用炉心冷却系が起動せず，原子炉水位が低圧で注水可能な非常用炉

心冷却系作動水位以下となった場合には制御棒駆動水圧系，復水補給水系，消火系に

よる原子炉注水の準備を行う。 

・ 原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態「水位回復」及び「格

納容器水素濃度制御」に移行する。 

・ 原子炉水位が不明の場合には，不測事態「水位不明」及び「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持可能な場合は，原子炉制御「減圧冷却」に移行

する。 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表４ 

１．原子炉制御 

（４）減圧冷却 

①目的 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持しつつ，原子炉を減圧し，冷温停止状態へ移行さ

せる。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において，主蒸

気隔離弁が閉状態でかつ主蒸気逃がし安

全弁による原子炉圧力の調整ができない

場合。 

・ 原子炉制御「水位確保」において，有効

燃料頂部から原子炉水位低スクラム設定

値の間に維持可能な場合 

・ 「サプレッションプール水温制御」にお

いて，手動スクラム後，サプレッション

プール水温がサプレッションプール熱容

量制限図の運転禁止範囲外の場合 

・ 「サプレッションプール水位制御」にお

いて，手動スクラムした場合 

③脱出条件 

・ 原子炉圧力が残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）の使用可能圧力以下で，残留

熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動

し，原子炉水位が有効燃料頂部以上に維

持できる場合 

 

④基本的な考え方 

・ 緊急性を要しないため，原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化率は原子炉冷却材温度

変化率制限値以内になるように努める。 

・ 主蒸気逃がし安全弁にて減圧冷却を行う場合には，原子炉冷却材温度変化率及びサプ

レッションプール水温を十分監視しながら，主蒸気逃がし安全弁の開閉を間欠に行う。

さらに，サプレッションプール水温上昇を均一にするように開閉する主蒸気逃がし安

全弁を選択する。また，サプレッションプール水温上昇防止のため，残留熱除去系に

よるサプレッションプール冷却を行う。 

・ 水位と減圧を並行操作する。 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位 

・ 給復水系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系を使用して，

原子炉水位を有効燃料頂部から原子炉水位高タービントリップ設定値の間で維持す

る。 

・ 原子炉水位が不明の場合には，不測事態「水位不明」及び「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

・ 原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態「水位回復」及び「格

納容器水素濃度制御」に移行する。 

 

Ｂ．減圧 

・ 給復水系による原子炉注水ができない場合，低圧で注水可能な非常用炉心冷却系が少

なくとも１台運転可能でなければ，原子炉圧力を原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系

定格流量維持最低圧力以下に減圧してはならない。 

・ 主復水器が使用可能である場合，タービンバイパス弁等による減圧を行う。 

・ 主復水器が使用不能であり，かつサプレッションプール水温がサプレッションプール

熱容量制限図の運転禁止範囲外の場合，主蒸気逃がし安全弁等による減圧を行う。 

 

 

・ 主復水器が使用不能であり，かつサプレッションプール水温がサプレッションプール

熱容量制限図の運転禁止範囲に入った場合，不測事態「急速減圧」に移行する。 

・ 原子炉圧力が残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の使用可能圧力以下の場合は，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却系）を起動する。残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

が起動できない場合は，復旧を図る。 

・ 原子炉水位を有効燃料頂部以上に確保する。 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表５ 

２．格納容器制御 

（１）格納容器圧力制御 

①目的 

・格納容器圧力を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作

動圧力以上の場合 

 

③脱出条件 

・ ドライウェル圧力の上昇の原因が，窒素

ガス又は空気の漏えいであり，かつドラ

イウェルベントを実施した場合 

・ ２４時間以内にドライウェル圧力が非常

用炉心冷却系作動圧力未満に復帰した場

合 

④基本的な考え方 

・ ドライウェル圧力を設計基準事故時最高圧力以下に維持できない場合は，格納容器の

健全性を維持して，できる限り放射能放出を抑える目的で，格納容器設計圧力に達す

る前に原子炉を急速減圧し，格納容器設計圧力以下に維持できない場合は，原子炉を

満水にし，格納容器最高使用圧力を超える場合は格納容器ベントを行う。 

・ 格納容器内で原子炉冷却材圧力バウンダリの大破断が発生した場合，ドライウェルス

プレイ及びサプレッションプールスプレイは安全解析上の要求時間以内に完了する必

要があり，炉心再冠水後速やかにドライウェルスプレイ及びサプレッションプールス

プレイを起動する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．格納容器圧力制御 

・ ドライウェル圧力高スクラム設定値で原子炉スクラムしたことを確認する。 

・ ドライウェル圧力の上昇の原因が，窒素ガス又は空気の漏えいであることが判明した

場合は，非常用ガス処理系を使用してドライウェルベントを行う。 

・ ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で，かつ原子炉水位が低圧で注水

可能な非常用炉心冷却系作動水位以下を経験した場合には，原子炉水位が有効炉心長

の３分の２に相当する水位以上で安定し，炉心スプレイ系，低圧注水系の継続的作動

を確認した後に，ドライウェルスプレイ及びサプレッションプールスプレイを起動す

る。また，「格納容器水素濃度制御」を並行して行う。 

・ 原子炉水位が不明な場合は，不測事態「水位不明」及び「格納容器水素濃度制御」を

行う。 

・ ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で，かつドライウェルスプレイ起

動圧力以下の状態が２４時間継続した場合は，サプレッションプールスプレイを起動

する。 

・ サプレッションプール圧力がドライウェルスプレイ起動圧力以上の状態が２４時間継

続した場合，又はサプレッションプール圧力が設計基準事故時最高圧力に達した場合

は，原子炉再循環ポンプ及びドライウェル換気空調系を停止し，ドライウェルスプレ

イ及びサプレッションプールスプレイを起動する。 

・ サプレッションプール圧力が設計基準事故時最高圧力を超え，格納容器最高使用圧力

未満の場合は，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

・ サプレッションプール圧力が格納容器設計圧力以下に維持できない場合は，低圧注水

系を一時ドライウェルスプレイ及びサプレッションプールスプレイとして起動し，格

納容器を減圧するとともに原子炉満水操作を行う。 

 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

Ｂ．原子炉満水 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以下になった場合は，不測事態「水位回復」を行う。 

・ 「急速減圧」時必要最小弁数以上の主蒸気逃がし安全弁が開しているか，又は電動駆

動給水ポンプが原子炉注水可能な場合は主蒸気隔離弁，主蒸気管ドレン弁，高圧注水

系，原子炉隔離時冷却系及び原子炉冷却材浄化系の隔離弁を閉鎖する。 

・ 給復水系，制御棒駆動水圧系，低圧で注水可能な非常用炉心冷却系を使用して原子炉

へ注水し，注水量を増して，原子炉水位をできるだけ高く維持する。また，必要に応

じて，復水補給水系，ほう酸水注入系※，消火系，残留熱除去冷却海水系による原子炉

注水を行う。 

・ サプレッションプール圧力が格納容器設計圧力以下に維持される場合は，原子炉制御

「水位確保」に移行する。 

・ サプレッションプール圧力が格納容器設計圧力以下に維持できない場合は，格納容器

ベント準備を行う。 

 

※：ほう酸水注入系を原子炉注水機能として使用する場合は，純水補給水系を水源とする。

以下，各表において同じ。 

 

Ｃ．格納容器ベント 

・ サプレッションプール圧力が格納容器最高使用圧力を超える場合は，炉心損傷がない

ことを確認して，格納容器ベントを実施する。 

・ 格納容器ベントは，不活性ガス系又は非常用ガス処理系のサプレッションプール側ベ

ントラインを優先して使用し，サプレッションプール水位が高い場合は，不活性ガス

系又は非常用ガス処理系のドライウェル側ベントラインを使用する。 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表６ 

２．格納容器制御 

（２）ドライウェル温度制御 

①目的 

・ドライウェルの空間温度を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ ドライウェル換気空調系戻り温度が通常

運転時制限温度以上の場合 

・ ドライウェル局所温度が温度高警報設定

点以上の場合 

③脱出条件 

・ ドライウェル換気空調系戻り温度が通常

運転時制限温度未満で，かつドライウェ

ル局所温度が温度高警報設定点未満とな

った場合 

④基本的な考え方 

・ ドライウェル空間温度がドライウェル設計温度に到達する前にドライウェルスプレイ

を起動し，ドライウェル設計温度以下に維持できない場合は，不測事態「急速減圧」

に移行する。 

・ 「反応度制御」を実施中は，「反応度制御」を優先する。 

⑤主な監視操作内容 

・ ドライウェル換気空調系戻り温度が通常運転時制限温度，又はドライウェル局所温度

が温度高警報設定点を超えるような場合は，予備のドライウェル換気空調系を運転す

る。 

・ ドライウェル局所温度が主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度に到達した場合，通常

停止を行う。 

・ ドライウェル局所温度がドライウェル設計温度に到達する前に，原子炉再循環ポンプ

及びドライウェル換気空調系を停止し，ドライウェルスプレイを起動する。ドライウ

ェルスプレイが起動しない場合は，不測事態「急速減圧」に移行する。 

・ ドライウェル局所温度がドライウェル設計温度以下に維持できないようであれば，不

測事態「急速減圧」に移行する。 

・ ドライウェル局所温度が水位不明判断曲線の水位不明領域に入った場合は，不測事態

「水位不明」及び「格納容器水素濃度制御」へ移行する。 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表７ 

２．格納容器制御 

（３）サプレッションプール温度制御 

①目的 

・サプレッションプールの水温及び空間部温度を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において，主蒸

気逃がし安全弁が開固着の場合 

・ サプレッションプールのバルク水温が通

常運転時制限温度を超えた場合 

・ サプレッションプール空間部局所温度が

サプレッションプールスプレイ起動温度

以上の場合 

③脱出条件 

・ サプレッションプールのバルク水温が２

４時間以内に通常運転時制限温度以下と

なった場合 

・ サプレッションプールのバルク水温がス

クラム制限温度以上で，手動スクラムし

た場合 

・ サプレッションプール空間部局所温度が

サプレッションプールスプレイ起動温度

未満となった場合 

④基本的な考え方 

・サプレッションプール水温がスクラム制限温度に到達したら，直ちに手動スクラムし，

原子炉を減圧する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．サプレッションプール水温制御 

・ サプレッションプール水温が通常運転時制限温度まで上昇したら，サプレッションプ

ールの冷却を開始する。 

・ サプレッションプール水温が２４時間以内に通常運転時制限温度以下に下がらない場

合，原子炉を通常停止する。 

・ サプレッションプール水温がスクラム制限温度に到達したら，手動スクラムし，サプ

レッションプール水温を確認する。サプレッションプール熱容量制限図の運転禁止範

囲外の場合は原子炉制御「減圧冷却」へ移行し，サプレッションプール熱容量制限図

の運転禁止範囲に入った場合は不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

Ｂ．サプレッションプール空間部温度制御 

・ サプレッションプール空間部局所温度がサプレッションプールスプレイ起動温度まで

上昇したらサプレッションプール冷却を実施するとともに，サプレッションプール空

間部温度上昇の原因（原子炉隔離時冷却系又は高圧注水系の異常，主蒸気逃がし安全

弁排気管の異常，サプレッションプール・ドライウェル間真空破壊弁の異常等）を復

旧する。 

・ サプレッションプール空間部温度がサプレッションプールスプレイ起動温度未満に下

がらない場合は，サプレッションプール空間部温度がサプレッションプール設計温度

に到達する前に，サプレッションプールスプレイを作動させる。さらに，サプレッシ

ョンプール水温がスクラム制限温度未満の場合は，原子炉を通常停止し，スクラム制

限温度以上の場合は手動スクラムする。 

 
 

 

（削除） 
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表８ 

２．格納容器制御 

（４）サプレッションプール水位制御 

①目的 

・サプレッションプール水位を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ サプレッションプール水位が通常運転時

高水位制限値以上の場合 

・ サプレッションプール水位が通常運転時

低水位制限値以下の場合 

③脱出条件 

・ サプレッションプール水位が２４時間以

内に通常運転時制限値以内に復旧した場

合 

・ サプレッションプール水位が通常運転時

高水位限界値又は通常運転時低水位限界

値を超えてスクラムした場合 

④基本的な考え方 

・ サプレッションプール高水位は，冷却材喪失事故時の空間部体積を確保する観点から

通常運転時高水位限界値以上では原子炉をスクラムし，減圧を開始する。さらに，そ

れ以上の水位では主蒸気逃がし安全弁の動荷重制限及び真空破壊弁機能喪失防止の観

点からサプレッションプール水位計測定上限を超えた場合には，真空破壊弁位置から

作動差圧相当分の水位を引いた水位に到達前にドライウェルスプレイを実施し，不測

事態「急速減圧」する。最終的には，格納容器ベント最高水位になる前に格納容器外

部からの原子炉への注水を停止する。 

・ サプレッションプール低水位は，冷却材喪失事故時の除熱源を確保する観点から通常

運転時低水位限界値以下では，原子炉をスクラムし，減圧を開始する。また，サプレ

ッションプール水位計測定下限以下になった場合には，不測事態「急速減圧」へ移行

する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．サプレッションプール水位制御（高水位） 

・ サプレッションプール水位が２４時間以内に通常運転時高水位制限値以内に復旧しな

い場合は，原子炉を通常停止する。 

・ サプレッションプール水位が通常運転時高水位限界値に到達した場合には，原子炉を

スクラムし，原子炉制御「スクラム」及び原子炉制御「減圧冷却」へ移行する。 

・ サプレッションプール水位がサプレッションプール水位計測定上限を超えた場合に

は，真空破壊弁位置から作動差圧相当分の水位を引いた水位に到達前に原子炉再循環

ポンプ及びドライウェル換気空調系を停止し，ドライウェルスプレイを実施するとと

もに，不測事態「急速減圧」に移行する。なお，サプレッションプール水位の上昇が

補給水系等の漏えいによることが判明している場合には，ドライウェルスプレイを作

動させない。 

・ サプレッションプール水位が，格納容器ベント最高水位になる前に格納容器外部から

の原子炉への注水を停止する。 

 

Ｂ．サプレッションプール水位制御（低水位） 

・ サプレッションプール水位が２４時間以内に通常運転時低水位制限値以上に復旧しな

い場合は，原子炉を通常停止する。 

・ サプレッションプール水位が通常運転時低水位限界値以下に到達した場合は，原子炉

をスクラムし，原子炉制御「スクラム」及び原子炉制御「減圧冷却」へ移行する。 

・ サプレッションプール水位が，サプレッションプール水位計測定下限以下になった場

合，復水器が使用可能であれば不測事態「急速減圧」（タービンバイパス弁が使用可能）

へ移行し，復水器が使用不能であれば不測事態「急速減圧」へ移行する。 
 

 

（削除） 
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表９ 

２．格納容器制御 

（５）格納容器水素濃度制御 

①目的 

・格納容器内の水素及び酸素濃度を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」から導入され，

主蒸気隔離弁全閉後，１２時間以内に冷

温停止できない場合 

・ 「格納容器圧力制御」においてドライウ

ェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以

上で，かつ原子炉水位が低圧で注水可能

な非常用炉心冷却系作動水位以下を経験

した場合 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以下を経験し

た場合 

・ 原子炉水位が不明の場合 

③脱出条件 

・ 冷却材喪失事故で可燃性ガス濃度制御系

が作動し，格納容器内の水素濃度が低下

した場合 

・ 主蒸気隔離弁閉，又は原子炉水位不明で

あるが格納容器内の水素濃度が可燃性限

界に対し可燃性ガス濃度制御系の起動に

要する時間，格納容器雰囲気測定系の応

答時間及び計測誤差の余裕を見込んだ濃

度未満の場合 

④基本的な考え方 

・ 冷却材喪失事故又は炉心露出が生じた場合には，可燃性ガス濃度制御系を作動させる。 

・ 原子炉水位不明又は原子炉隔離状態が長時間継続する場合には，格納容器雰囲気測定

系により可燃性ガス濃度の監視を開始し，可燃性ガス濃度制御系を作動させることが

できるようにする。 

・ 再結合器入口の可燃性ガス濃度が高い場合には，ドライウェル酸素・水素濃度と可燃

性ガス濃度制御系再循環流量関係図の可燃領域に入らないように再循環流量を調整す

る。 

⑤主な監視操作内容 

・ 主蒸気隔離弁全閉後１２時間以内に冷温停止できない場合又は原子炉水位が不明にな

った場合は，格納容器雰囲気測定系により格納容器内の水素を監視する。 

・ ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で，かつ原子炉水位が低圧で注水

可能な非常用炉心冷却系作動水位以下を経験した場合，格納容器内の水素濃度が可燃

性限界に対し可燃性ガス濃度制御系の起動に要する時間，格納容器雰囲気測定系の応

答時間及び計測誤差の余裕を見込んだ濃度に到達した場合，又は原子炉水位が有効燃

料頂部以下を経験した場合には，可燃性ガス濃度制御系を作動させる。 

・ 可燃性ガス濃度制御系の運転に際しては，格納容器圧力が可燃性ガス濃度制御系運転

時の制限圧力以下になるように必要に応じてドライウェルスプレイ又はサプレッショ

ンプールスプレイを運転する。 

・ 可燃性ガス濃度制御系の運転は，格納容器内の水素及び酸素濃度に応じて再循環流量

及び吸込流量を調整する。 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表１０ 

３．不測事態 

（１）水位回復 

①目的 

・原子炉水位を回復する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において，原子炉水位が有効燃料頂部まで低下した場合 

・ 原子炉制御「水位確保」において，原子炉水位が有効燃料頂部以上を維持できない場

合 

・ 原子炉制御「減圧冷却」において，原子炉水位が有効燃料頂部まで低下した場合 

・ 不測事態「急速減圧」において，減圧が完了し，水位が判明しており，かつドライウ

ェル空間部温度が水位不明判断曲線の水位不明領域外である場合 

④基本的な考え方 

・ 原子炉水位の徴候に応じて，非常用炉心冷却系の再起動や代替注水系の起動を行う。 

・ 原子炉停止後何らかの理由により炉心が露出した場合，炉心の健全性が保たれている

間に何らかの方法により原子炉水位を確保しなければならない。そのために，原子炉

停止後，燃料被覆管温度が１２００℃又は燃料被覆管酸化割合が１５％に達するまで

の時間内に原子炉水位を確保する。よって，炉心が露出した時刻を記録し，前述の時

間以内に原子炉水位を有効燃料頂部以上に回復するように非常用炉心冷却系及び復水

補給水系等を起動する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位回復 

・ 原子炉水位が不明の場合，不測事態「水位不明」へ移行する。 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部より低下した時刻を記録する。 

・ 原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系を起動する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統※のうち，少なくとも２つの系統の起動を試みる。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統のうち，２系統以上の起動ができない場合，復水補給

水系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系，残留熱除去冷却海水系による注

水準備を行う。 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以上に回復したら，原子炉制御「水位確保」へ移行する。 

 

※：低圧で原子炉へ注水可能な系統とは，高圧復水ポンプ，低圧復水ポンプ，炉心スプレ

イ系Ａ系，炉心スプレイ系Ｂ系，低圧注水系Ａ系，低圧注水系Ｂ系をいう。以下，各

表において同じ。 

 

Ｂ．水位上昇中 

・ 原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系が作動していない場合は，低圧で注水可能な非常

用炉心冷却系１台以上の作動を確認して，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

・ 原子炉隔離時冷却系又は高圧注水系が作動している場合で，かつ最長許容炉心露出時

間以内に原子炉水位が有効燃料頂部を回復できない場合は，低圧で注水可能な非常用

炉心冷却系１台以上の作動を確認して，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

・ 原子炉隔離時冷却系又は高圧注水系が作動している場合で，かつ最長許容炉心露出時

間以内に原子炉水位が有効燃料頂部を回復できる場合は，原子炉制御「水位確保」へ

移行する。 

 

 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

310



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第２編） 

233 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

Ｃ．水位下降中 

・ 原子炉圧力が原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系定格流量維持最低圧力以上の場合

は，原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系を作動させる。 

・ 原子炉圧力が原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系定格流量維持最低圧力以下の場合，

原子炉隔離時冷却系又は高圧注水系が作動したにもかかわらず原子炉水位が上昇しな

い場合は，低圧で原子炉へ注水可能な系統のうち，１系統以上運転状態とし，不測事

態「急速減圧」へ移行する。低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統も運転状態とす

ることができない場合は，復水補給水系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火

系，残留熱除去冷却海水系を起動し，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

 

不測事態に関しては，「③脱出条件」はない。以下，表１１及び表１２も同じ。 
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表１１ 

３．不測事態 

（２）急速減圧 

①目的 

・原子炉を速やかに減圧する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「減圧冷却」において，サプレッションプール水温がサプレッションプール

熱容量制限図の運転禁止領域に入った場合 

・ 「格納容器圧力制御」において，サプレッションプール圧力が設計基準事故時最高圧力

以上となった場合 

・ 「ドライウェル温度制御」においてドライウェル空間部局所温度がドライウェル設計温

度を超えた場合 

・ 不測事態「水位回復」において，原子炉水位が有効燃料頂部以下で原子炉水位が下降中

で原子炉圧力が原子炉隔離時冷却系及び高圧注水系定格流量維持最低圧力以下の時，低

圧で原子炉へ注水可能な系統，代替注水系が起動できた場合 

・ 不測事態「水位回復」において，原子炉水位が上昇中で原子炉隔離時冷却系及び高圧注

水系が作動できない時，非常用炉心冷却系が１台以上作動している場合 

・ 不測事態「水位回復」において，原子炉水位が上昇中で原子炉隔離時冷却系又は高圧注

水系が作動しているが，最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が有効燃料頂部を回復

できず，非常用炉心冷却系が１台以上作動している場合 

・ 不測事態「水位不明」において，低圧で原子炉へ注水可能な系統，代替注水系が起動で

きた場合 

・ 「サプレッションプール水位制御」において，サプレッションプール水位がサプレッシ

ョンプール水位計測定上限以上になった場合 

・ 「サプレッションプール水位制御」において，サプレッションプール水位がサプレッシ

ョンプール水位計測定下限以下になった場合 

・ 「サプレッションプール温度制御」において，サプレッションプール水温がサプレッシ

ョンプール熱容量制限図の運転禁止領域に入った場合 

④基本的な考え方 

・ 原子炉圧力低下必要時に自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁を順次開放

して急速減圧する。又は，自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁が開放でき

なければ，自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし安全

弁を合わせて「急速減圧」時必要弁数開放する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁が使用できない場合は，原子炉隔離時冷却系，高圧注水系等を使用

して減圧する。 

・ 原子炉減圧の結果，原子炉水位が不明になった場合は，不測事態「水位不明」へ移行す

る。 

・ 原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化率は原子炉冷却材温度変化率制限値を遵守する

必要はない。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

⑤主な監視操作内容 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統以上又は代替注水系が起動していることを確

認する。 

・ 自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁を順次開放する。 

・ 自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁が開放できなければ，自動減圧系機能

を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」

時必要弁数開放する。 

 

 

・ 自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし安全弁を合わ

せて「急速減圧」時必要弁数開放できなければ，自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし

安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」時必要最小弁数以上開

放する。 

・ 自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし安全弁を合わ

せて１弁も開放できなければ，原子炉隔離時冷却系，高圧注水系を使用して減圧する。 

・ 原子炉減圧が不十分である場合，主蒸気隔離弁を開し，タービンバイパス弁と復水器に

より減圧する。 

・ 原子炉水位が判明した場合は，不測事態「水位不明」の導入前の制御へ移行する。 

・ 原子炉水位が不明な場合は，不測事態「水位不明」の「満水注入」及び「格納容器水素

濃度制御」へ移行する。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表１２ 

３．不測事態 

（３）水位不明 

①目的 

・原子炉水位が不明な場合に原子炉の冷却を確保する。 

②導入条件 

・ 「反応度制御」を除き，原子炉制御「スクラム」の他全ての制御において，原子炉水

位が不明になった場合 

・ 「反応度制御」の「水位不明」を実施中に，全ての制御棒が全挿入位置又は最大未臨

界引抜位置まで挿入された場合 

・ 「ドライウェル温度制御」において，ドライウェル空間部温度が水位不明判断曲線の

水位不明領域に入った場合 

・ 不測事態「急速減圧」において，原子炉水位が判明しない場合，又はドライウェル空

間部温度が水位不明判断曲線の水位不明領域に入った場合 

④基本的な考え方 

・ 原子炉水位不明時に，給復水系，非常用炉心冷却系，又は代替注水系を使用した原子

炉注水操作を行い，さらに原子炉圧力を目安にした原子炉満水操作を行う。 

・ 原子炉注水操作は，使用可能な全ての注水系のうち，１系統以上を作動させ，原子炉

圧力とサプレッションプール圧力の差圧を原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上にな

るように注水操作を行う。 

・ 原子炉水位が判明した場合は，原子炉制御「水位確保」へ移行する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．注水確保 

・ 水位不明時刻を記録する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が１台以上作動した場合は，不測事態「急速減圧」へ

移行する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が１台も作動しない場合は，原子炉隔離時冷却系及び

高圧注水系を作動させる。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が１台も作動しない場合は，さらに復水補給水系，制

御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系，残留熱除去冷却海水系を作動させ，復水

補給水系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系，残留熱除去冷却海水系が作

動した場合には，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

・ 原子炉隔離時冷却系又は高圧注水系が作動し，かつ低圧で原子炉へ注水可能な系統，

復水補給水系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系，残留熱除去冷却海水系

の全部が作動しない場合は，低圧で原子炉へ注水可能な系統，復水補給水系，制御棒

駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系，残留熱除去冷却海水系の復旧を行いこれらの

系統が復旧した場合には不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

Ｂ．満水注入 

・ 不測事態「急速減圧」から移行してきた場合において，主蒸気逃がし安全弁が１弁以

上開放，又は電動駆動給水ポンプによる原子炉注水が可能な場合，「水位計復旧」にお

いて最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が判明しない場合，主蒸気隔離弁，主蒸

気管ドレン弁，原子炉隔離時冷却系，高圧注水系及び原子炉冷却材浄化系の隔離弁を

閉鎖し，「満水注入」を行う。 
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・ 不測事態「急速減圧」から移行してきた場合において，主蒸気逃がし安全弁が１弁も

開放できず，かつ電動駆動給水ポンプによる原子炉注水も不可能な場合は，復水系，

炉心スプレイ系，低圧注水系，復水補給水系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，

消火系を使用して原子炉への注水維持を行うとともに，主蒸気隔離弁，主蒸気管ドレ

ン弁，原子炉隔離時冷却系，高圧注水系及び原子炉冷却材浄化系の隔離弁を開けて原

子炉を減圧する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統のうち，いずれか１系統を使用して原子炉へ注水し，

注水流量を増加して原子炉を加圧し，原子炉圧力容器満水確認用適正弁数以下の主蒸

気逃がし安全弁を開放して原子炉圧力をサプレッションプール圧力より原子炉圧力容

器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・ 原子炉圧力がサプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に

維持できない場合は，低圧で原子炉へ注水可能な系統を１系統ずつ順次起動して，原

子炉への注水流量を増加させて，原子炉圧力をサプレッションプール圧力より原子炉

圧力容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統を全て起動しても，原子炉圧力をサプレッションプー

ル圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持できない場合は，主蒸気逃が

し安全弁の開数を原子炉圧力容器満水確認用最小必要弁数まで減らし，原子炉圧力を

サプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統を全て起動し，主蒸気逃がし安全弁を原子炉圧力容器

満水確認用最小必要弁数のみ開としても原子炉圧力をサプレッションプール圧力より

原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持できない場合は，復水補給水系，制御棒

駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系を起動し，原子炉圧力をサプレッションプール

圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁を原子炉圧力容器満水確認用最小必要弁数のみ開とし，復水補給

水系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系等を全て起動しても，原子炉圧力

をサプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持できな

い場合は，残留熱除去冷却海水系を起動し原子炉への注水を行う。 

 

Ｃ．水位計復旧 

・ 原子炉圧力がサプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に

維持できていれば，炉心の健全性は確保されているため，「水位計復旧」操作は対応す

る余裕がある場合のみ試みればよい。 

・ 原子炉水位計の基準水柱に水を満たす。 

・ 原子炉への注水を継続し，基準水柱の周囲温度を１００℃以下にし，原子炉水位計を

使用可能とする。 

・ 原子炉水位を読み取るため，原子炉注水を停止し，原子炉水位を下げる。 

最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が判明した場合には，原子炉制御「水位確保」

へ移行する。原子炉水位が判明しない場合には，「満水注入」へ移行する。 
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参考 

（１）最大未臨界引抜位置：０２位置 

（２）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値：３％（平均出力領域モニタ） 

（３）原子炉出力・サプレッションプール水温相関曲線：下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力高判定値：５０％（平均出力領域モニ 

   タ） 

（５）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位調整値： レベル２ －５００ｍｍ 

（６）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値：レベル１＋１０００ｍｍ 

（７）「反応度制御」原子炉水位操作時必要弁数：３弁 

（８）「反応度制御」原子炉水位不明操作時必要弁数：２弁 

（９）炉心冠水最低圧力：下表のとおり 

 

開いている主蒸気逃

がし安全弁の数 

炉心冠水最低圧力 

ＭＰａ[gage] 

２ ３．７３ 

３ ２．５５ 

４ １．８６ 

５ １．４７ 

６ １．１８ 
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（１０）最長許容炉心露出時間：下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）サプレッションプール熱容量制限図：下図のとおり 

 

 

 

（１２）残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の使用可能圧力： 

約０．５１７ＭＰａ[gage]以下 

（１３）ドライウェルスプレイ起動圧力：９８ｋＰａ[gage] 

（１４）「急速減圧」時必要最小弁数：１弁 

（１５）温度高警報設定点：６６℃ 

（１６）主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度：９０℃ 

 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（１７）水位不明判断曲線：下図のとおり 

 

 

 

（１８）サプレッションプールスプレイ起動温度：４９℃ 

（１９）サプレッションプール水位計測定上限：＋５０ｃｍ 

（２０）真空破壊弁位置から作動差圧相当分の水位を引いた水位：＋５．０ｍ 

（２１）格納容器ベント最高水位：＋３２ｍ 

（２２）サプレッションプール水位計測定下限：－５０ｃｍ 

（２３）可燃性限界に対し可燃性ガス濃度制御系の起動に要する時間，格納容器雰囲気測 

    定系の応答時間及び計測誤差の余裕を見込んだ濃度：３．２％ 

（２４）ドライウェル酸素・水素濃度と可燃性ガス濃度制御系再循環流量関係図：下図の 

    とおり 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（２５）可燃性ガス濃度制御系運転時の制限圧力：１０６ｋＰａ[gage] 

（２６）「急速減圧」時必要弁数：５弁 

（２７）原子炉圧力容器満水確認最低圧力：０．５９ＭＰａ[gage] 

（２８）原子炉圧力容器満水確認用適正弁数：３弁 

（２９）原子炉圧力容器満水確認用最小必要弁数：１弁 

 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

・６号炉 

表１ 

１．原子炉制御 

（１）スクラム 

①目的 

・ 原子炉を停止する。 

・ 十分な炉心冷却状態を維持する。 

・ 原子炉を冷温停止状態まで冷却する。 

・ 格納容器制御への導入条件を監視する。（原子炉がスクラムしない場合を含む。） 

②導入条件 

・ 原子炉スクラム信号が発生した場合 

・ 手動スクラムした場合 

・各制御の脱出条件が成立した場合 

③脱出条件 

④基本的な考え方 

・ 原子炉スクラム要求時にはスクラム成功の有無の確認を確実に行う。 

・ 単一故障による原子炉スクラム時の復旧操作を全て原子炉制御「スクラム」で収束さ

せ，通常停止操作に移行する。 

・ 多重故障により他の制御への移行条件が成立した場合には，移行先の制御を優先し，

残りの制御は原子炉制御「スクラム」での制御を並行して行う。 

・ 各計器を並行監視し，徴候に応じた制御を行う。 

・ 原子炉制御「スクラム」から要求される操作は，格納容器制御より優先される。ただ

し，格納容器が損傷する恐れがある場合には原子炉制御「スクラム」と格納容器制御

を並行して行う。 

・ 原子炉制御「スクラム」においては，最初に「原子炉出力」の制御棒全挿入を確認し，

「原子炉水位」，「原子炉圧力」， 

 「タービン・電源」の各制御を並行して行う。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．原子炉出力 

・ 「原子炉自動スクラム」警報の発信を確認する。 

・ 全制御棒挿入状態を確認する。 

・ 平均出力領域モニタの指示を確認する。 

・ スクラム排出容器ドレン弁，ベント弁の閉鎖を確認する。 

・ 自動スクラムが失敗した場合には，手動スクラムを行う。 

・ 原子炉モードスイッチを「停止」位置にする。 

・ 全制御棒が全挿入位置又は最大未臨界引抜位置まで挿入されていることを確認し，確

認できない場合は手動スクラムを行い「反応度制御」へ移行する。また，「反応度制御」

に移行した場合には，原子炉水位制御も「反応度制御」で行う。 

・ 原子炉水位，原子炉圧力，原子炉再循環ポンプ速度を確認する。 

・ 平均出力領域モニタ及び起動領域モニタにより原子炉未臨界を確認する。 

 

Ｂ．原子炉水位 

・ 原子炉水位を確認する。 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値まで低下した場合，格納容器隔離弁の開閉

状態を確認する。 

・ タービン駆動給水ポンプを停止し※，電動駆動給水ポンプ及び給水制御系（単要素）で

原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値から原子炉水位高タービントリップ設定値

の間を目標として維持する。 

 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

・ 給復水系（復水器を含む）が正常でない場合，原子炉隔離時冷却系又は高圧炉心スプ

レイ系を手動作動する。（原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が自動作動し

た場合は不要） 

・ 原子炉水位が非常用炉心冷却系作動水位まで低下した場合には，非常用炉心冷却系の

運転状態を確認し，給復水系及び原子炉隔離時冷却系と合わせて原子炉水位を原子炉

水位低スクラム設定値から原子炉水位高タービントリップ設定値の間を目標として維

持する。 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値以上に維持できない場合は，原子炉制御「水

位確保」に移行する。 

・ 原子炉水位が不明になった場合には，不測事態「水位不明」及び「格納容器水素濃度

制御」へ移行する。 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態「水位回復」及び「格

納容器水素濃度制御」へ移行する。 

・ 原子炉水位を連続的に監視する。 

 

※：タービン駆動給水ポンプは，原子炉水位高タービントリップ設定値で自動停止する。 

 

Ｃ．原子炉圧力 

・ 原子炉スクラム後，原子炉圧力を確認する。 

・ 主蒸気隔離弁が開の場合，原子炉圧力制御が正常であることを確認する。また，主復

水器が使用可能であることを確認する。 

・ 原子炉圧力制御が正常でない場合又は主復水器が使用不能である場合は，主蒸気隔離

弁を閉鎖し原子炉を隔離する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁が開固着した場合，「サプレッションプール水温制御」へ移行す

る。 

・ 主蒸気隔離弁が閉の場合，主蒸気逃がし安全弁を開して，原子炉圧力を調整する。ま

た，主蒸気逃がし安全弁の開閉によって原子炉圧力の調整ができない場合，原子炉制

御「減圧冷却」へ移行する。なお，復水器が使用可能である場合は主蒸気管ドレン弁

により調整してもよい。 

・ 主蒸気逃がし安全弁の開閉によってサプレッションプールの水温が上昇するため，残

留熱除去系によるサプレッションプール冷却を行う。 

・ 原子炉圧力がタービンバイパス弁又は主蒸気逃がし安全弁により制御されていること

を連続的に監視する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁の開閉状態を連続的に監視する。 

 

Ｄ．タービン・電源 

・ 原子炉スクラム後，発電機出力が低下していることを確認してタービンを手動トリッ

プする。（タービン自動トリップの場合は不要） 

・ タービントリップ状態，発電機トリップ状態を確認する。 

・ 所内電源系が確保されていることを確認する。所内電源系の一部又は全部が確保され

ない場合は，所内電源を確保するとともに，必要に応じて原子炉隔離時冷却系又は高

圧炉心スプレイ系により原子炉水位を調整する。 

・ 主蒸気隔離弁が開の場合，原子炉圧力制御が正常であることを確認する。また，主復

水器が使用可能であることを確認し，空気抽出器及びグランドシールの切替により復

水器真空度を維持する。 

・ 原子炉圧力制御が正常でない場合又は主復水器が使用不能である場合は，主蒸気隔離

弁を閉鎖し原子炉を隔離する。 

・ タービン，発電機の停止状態を確認する。 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

Ｅ．モニタ確認 

・ 各種放射線モニタの指示を確認する。 

・ 各種放射線モニタの指示に異常が確認された場合，「復旧」操作へ移行せず原因の調査

を実施する。 

 

Ｆ．復旧 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値以上で安定していることを確認する。 

・ 格納容器隔離系がリセット可能であることを確認する。 

・ 原子炉圧力等の主要パラメータが整定していることを確認する。 

・ 格納容器隔離信号をリセットし，隔離状態を復旧する。 

・ 原子炉冷却材浄化系により原子炉水位が調整可能であることを確認する。また，原子

炉建屋換気空調系を起動し，非常用ガス処理系を停止する。 

・ 主蒸気隔離弁が閉している場合，開可能であれば均圧後主蒸気隔離弁を開する。また，

開不能であれば主蒸気逃がし安全弁で原子炉減圧する。 

・ スクラム原因を究明し，原因除去後スクラムリセットを行う。 

・ 原子炉再循環ポンプが停止した場合，再起動が可能であれば原子炉再循環ポンプを起

動する。 

・ 原子炉を冷温停止する。 

 

Ｇ．格納容器制御への導入 

・ 格納容器制御への導入条件を監視する。（原子炉がスクラムしない場合を含む。） 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表２ 

１．原子炉制御 

（２）反応度制御 

①目的 

・スクラム不能異常過渡事象発生時に，原子炉を安全に停止させる。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」により全制御棒

が全挿入位置又は最大未臨界引抜位置ま

で挿入されない場合 

③脱出条件 

・ 全制御棒が全挿入位置又は最大未臨界引

抜位置まで挿入された場合 

・ ほう酸水注入系が全量注入完了した場合 

④基本的な考え方 

・ 短期的には原子炉の健全性を維持し，長期的には非常用炉心冷却系の水源であるサプ

レッションプールの健全性を維持する。 

・ 「ほう酸水注入系」，「水位」，「制御棒」を並行操作する。なお，同時に実行すること

が不可能な場合は，「ほう酸水注入系」，「水位」，「制御棒」の順に優先させる。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．原子炉出力 

・ 原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値未満の場合には

「反応度制御」の制御棒操作を行いつつ，原子炉制御「水位確保」を並行操作する。 

・ 原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値以上でタービンが

運転中の場合は，原子炉再循環ポンプをランバック後停止する。また，タービンが停

止中の場合は，原子炉再循環ポンプを停止する。 

 

Ｂ．ほう酸水注入系 

・ サプレッションプール水温が原子炉出力・サプレッションプール水温相関曲線のほう

酸水注入系起動領域に接近した場合には，ほう酸水注入系を起動する。 

・ 原子炉冷却材浄化系が隔離したことを確認する。 

・ ほう酸水注入系を起動した場合には，全量注入完了までほう酸水を注入する。ただし，

全制御棒が全挿入位置又は最大未臨界引抜位置まで挿入された場合には，ほう酸水注

入系を停止する。 

 

Ｃ．水位 

・ 原子炉水位が不明となった場合，「反応度制御」水位不明及び「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

・ 原子炉が隔離状態でかつ原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低

判定値以上の場合，「水位低下」操作に移行する。 

・ 原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力高判定値以上の場合，「水

位低下」操作に移行する。 

・ 「水位低下」操作として，原子炉給水流量を原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象

発生時原子炉出力低判定値以下になるまで低下させる。（原子炉水位の下限値は高圧

で注水可能な非常用炉心冷却系作動水位とする。）ただし，原子炉水位が高圧で注水可

能な非常用炉心冷却系作動水位以上に維持できない場合は，原子炉水位をスクラム不

能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値以上に維持する。 

・ 原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値以上，スクラム不

能異常過渡事象発生時原子炉出力高判定値未満の場合で，かつ原子炉が隔離状態でな

い場合，「水位維持」操作を行う 

 

 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

・ 「水位維持」操作として，給復水系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷却系，非常

用炉心冷却系により原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値から原子炉水位高ター

ビントリップ設定値の間で維持する。ただし，原子炉水位が原子炉水位低スクラム設

定値以上に維持できない場合は，原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子

炉水位低下限値以上に維持する。 

・ 原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値以上に維持できな

い場合は，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を「反応度制御」原子炉水位操

作時必要弁数開して，原子炉を減圧し給復水系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷

却系，非常用炉心冷却系により原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉

水位低下限値以上に維持する。 

・ 自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を「反応度制御」原子炉水位操作時必要弁

数開しても，原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値以上

に維持できない場合には，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を優先して主蒸

気逃がし安全弁を順次開放する。 

・ 原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値以上に維持できな

い場合は，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を「反応度制御」原子炉水位操

作時必要弁数開して，原子炉を減圧し給復水系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷

却系，非常用炉心冷却系により原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉

水位低下限値以上に維持する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁を順次開放しても，原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生

時原子炉水位低下限値以上に維持できない場合には，復水補給水系，消火系，残留熱

除去冷却海水系を起動して原子炉への注水を開始し，原子炉水位をスクラム不能異常

過渡事象発生時原子炉水位低下限値以上に維持する。 

・ 原子炉水位が自動減圧系作動水位を下回って自動減圧系始動タイマが作動した場合に

は，自動減圧系始動タイマをリセットし，自動減圧系の動作を阻止する。 

 

Ｄ．「反応度制御」水位不明 

・ 「反応度制御」水位不明を実行中に全制御棒が全挿入位置又は最大未臨界引抜位置ま

で挿入された場合には，不測事態「水位不明」に移行する。 

・ 主蒸気隔離弁，格納容器隔離弁及び主蒸気管ドレン弁，並びに原子炉隔離時冷却系及

び原子炉冷却材浄化系の隔離弁を閉鎖する。 

・ 水位不明の場合，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を「反応度制御」原子炉

水位不明操作時必要弁数開して，原子炉を減圧し，給復水系，制御棒駆動水圧系，高

圧炉心スプレイ系を使用して原子炉圧力が炉心冠水最低圧力以上で，かつできる限り

低くなるように注水する。 

・ 給復水系，制御棒駆動水圧系，高圧炉心スプレイ系で注水できない場合，自動減圧機

能を有する主蒸気逃がし安全弁を順次開し，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系を使用

して原子炉圧力が炉心冠水最低圧力以上で，かつできる限り低くなるように注水する。 

 

Ｅ．制御棒 

・ スクラム弁が閉の場合，代替制御棒挿入機能の動作，スクラムパイロット弁電磁弁の

電源切又は制御用空気の排気を行う。 

・ スクラム弁が開の場合，スクラムリセットし，スクラム排出容器水位高リセットを確

認し，再度手動スクラム又はスクラム個別スイッチ等によるスクラムを行う。 

・ 制御棒駆動水圧系の水圧を確保し，制御棒を手動挿入する。 

・ 制御棒駆動水圧系の引抜配管ベント弁から排水し制御棒を挿入する。 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表３ 

１．原子炉制御 

（３）水位確保 

①目的 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に回復させ，安定に維持する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において原子炉

水位が原子炉水位低スクラム設定値から

原子炉水位高タービントリップ設定値の

間に維持できない場合 

・ 「反応度制御」において原子炉出力がス

クラム不能異常過渡事象発生時原子炉出

力低判定値未満の場合 

・ 「格納容器圧力制御」において原子炉満

水後サプレッションプール圧力を格納容

器設計圧力以下に維持できる場合 

・ 不測事態「水位回復」において原子炉水

位を有効燃料頂部以上に維持できる場合 

・ 不測事態「水位不明」において最長許容

炉心露出時間以内に原子炉水位が判明し

た場合 

③脱出条件 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定

値から原子炉水位高タービントリップ設

定値の間に維持できる場合 

 

④基本的な考え方 

・原子炉水位と原子炉に注水可能な系統を随時把握する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位確保 

・ 原子炉水位，原子炉圧力及び格納容器隔離，並びに非常用炉心冷却系及び非常用ディ

ーゼル発電機の起動を確認する。 

・ 作動すべきものが不作動の場合は，手動で作動させる。 

 

Ｂ．水位 

・ 給復水系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系を使用して原

子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値から原子炉水位高タービントリップ設定値の

間に維持する。 

・ 原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値以上に回復，維持できない場合は，有効燃

料頂部以上に維持する。 

・ 給復水系及び非常用炉心冷却系が起動せず，原子炉水位が低圧で注水可能な非常用炉

心冷却系作動水位以下となった場合には制御棒駆動水圧系，復水補給水系，消火系に

よる原子炉注水の準備を行う。 

・ 原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態「水位回復」及び「格

納容器水素濃度制御」に移行する。 

・ 原子炉水位が不明の場合には，不測事態「水位不明」及び「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持可能な場合は，原子炉制御「減圧冷却」に移行

する。 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表４ 

１．原子炉制御 

（４）減圧冷却 

①目的 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持しつつ，原子炉を減圧し，冷温停止状態へ移行さ

せる。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において，主蒸

気隔離弁が閉状態でかつ主蒸気逃がし安

全弁による原子炉圧力の調整ができない

場合。 

・ 原子炉制御「水位確保」において，有効

燃料頂部から原子炉水位低スクラム設定

値の間に維持可能な場合 

・ 「サプレッションプール水温制御」にお

いて，手動スクラム後，サプレッション

プール水温がサプレッションプール熱容

量制限図の運転禁止範囲外の場合 

・ 「サプレッションプール水位制御」にお

いて，手動スクラムした場合 

③脱出条件 

・ 原子炉圧力が残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）の使用可能圧力以下で，残留

熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動

し，原子炉水位が有効燃料頂部以上に維

持できる場合 

 

④基本的な考え方 

・ 緊急性を要しないため，原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化率は原子炉冷却材温度

変化率制限値以内になるように努める。 

・ 主蒸気逃がし安全弁にて減圧冷却を行う場合には，原子炉冷却材温度変化率及びサプ

レッションプール水温を十分監視しながら，主蒸気逃がし安全弁の開閉を間欠に行う。

さらに，サプレッションプール水温上昇を均一にするように開閉する主蒸気逃がし安

全弁を選択する。また，サプレッションプール水温上昇防止のため，残留熱除去系に

よるサプレッションプール冷却を行う。 

・ 水位と減圧を並行操作する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位 

・ 給復水系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系を使用して，

原子炉水位を有効燃料頂部から原子炉水位高タービントリップ設定値の間で維持す

る。 

・ 原子炉水位が不明の場合には，不測事態「水位不明」及び「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

・ 原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態「水位回復」及び「格

納容器水素濃度制御」に移行する。 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

Ｂ．減圧 

・ 給復水系による原子炉注水ができない場合，非常用炉心冷却系が少なくとも１台運転

可能でなければ，原子炉圧力を原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以下に減圧

してはならない。 

・ 主復水器が使用可能である場合，タービンバイパス弁等による減圧を行う。 

・ 主復水器が使用不能であり，かつサプレッションプール水温がサプレッションプール

熱容量制限図の運転禁止範囲外の場合，主蒸気逃がし安全弁等による減圧を行う。 

 

 

・ 主復水器が使用不能であり，かつサプレッションプール水温がサプレッションプール

熱容量制限図の運転禁止範囲に入った場合，不測事態「急速減圧」に移行する。 

・ 原子炉圧力が残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の使用可能圧力以下の場合は，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却系）を起動する。残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

が起動できない場合は，復旧を図る。 

・ 原子炉水位を有効燃料頂部以上に確保する。 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表５ 

２．格納容器制御 

（１）格納容器圧力制御 

①目的 

・格納容器圧力を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作

動圧力以上の場合 

 

③脱出条件 

・ ドライウェル圧力の上昇の原因が，窒素

ガス又は空気の漏えいであり，かつドラ

イウェルベントを実施した場合 

・ ２４時間以内にドライウェル圧力が非常

用炉心冷却系作動圧力未満に復帰した場

合 

④基本的な考え方 

・ ドライウェル圧力を設計基準事故時最高圧力以下に維持できない場合は，格納容器の

健全性を維持して，できる限り放射能放出を抑える目的で，格納容器設計圧力に達す

る前に原子炉を急速減圧し，格納容器設計圧力以下に維持できない場合は，原子炉を

満水にし，格納容器最高使用圧力を超える場合は格納容器ベントを行う。 

・ 格納容器内で原子炉冷却材圧力バウンダリの大破断が発生した場合，ドライウェルス

プレイ及びサプレッションプールスプレイは安全解析上の要求時間以内に完了する必

要があり，炉心再冠水後速やかにドライウェルスプレイ及びサプレッションプールス

プレイを起動する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．格納容器圧力制御 

・ ドライウェル圧力高スクラム設定値で原子炉スクラムしたことを確認する。 

・ ドライウェル圧力の上昇の原因が，窒素ガス又は空気の漏えいであることが判明した

場合は，非常用ガス処理系を使用してドライウェルベントを行う。 

・ ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で，かつ原子炉水位が低圧で注水

可能な非常用炉心冷却系作動水位以下を経験した場合には，原子炉水位が有効炉心長

の３分の２に相当する水位以上で安定し，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，

低圧注水系Ｃ系の継続的作動を確認した後に，ドライウェルスプレイ及びサプレッシ

ョンプールスプレイを起動する。また，「格納容器水素濃度制御」を並行して行う。 

・ 原子炉水位が不明な場合は，不測事態「水位不明」及び「格納容器水素濃度制御」を

行う。 

・ ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で，かつドライウェルスプレイ起

動圧力以下の状態が２４時間継続した場合は，サプレッションプールスプレイを起動

する。 

・ サプレッションプール圧力がドライウェルスプレイ起動圧力以上の状態が２４時間継

続した場合，又はサプレッションプール圧力が設計基準事故時最高圧力に達した場合

は，原子炉再循環ポンプ及びドライウェル換気空調系を停止し，ドライウェルスプレ

イ及びサプレッションプールスプレイを起動する。 

・ サプレッションプール圧力が設計基準事故時最高圧力を超え，格納容器最高使用圧力

未満の場合は，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

・ サプレッションプール圧力が格納容器設計圧力以下に維持できない場合は，低圧注水

系を一時ドライウェルスプレイ及びサプレッションプールスプレイとして起動し，格

納容器を減圧するとともに原子炉満水操作を行う。 

 

 

 
 

 

（削除） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

Ｂ．原子炉満水 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以下になった場合は，不測事態「水位回復」を行う。 

・ 「急速減圧」時必要最小弁数以上の主蒸気逃がし安全弁が開しているか，又は電動駆

動給水ポンプが原子炉注水可能な場合は主蒸気隔離弁，主蒸気管ドレン弁，原子炉隔

離時冷却系及び原子炉冷却材浄化系の隔離弁を閉鎖する。 

・ 給復水系，制御棒駆動水圧系，非常用炉心冷却系を使用して原子炉へ注水し，注水量

を増して，原子炉水位をできるだけ高く維持する。また，必要に応じて，復水補給水

系，ほう酸水注入系※，消火系，残留熱除去冷却海水系による原子炉注水を行う。 

・ サプレッションプール圧力が格納容器設計圧力以下に維持される場合は，原子炉制御

「水位確保」に移行する。 

・ サプレッションプール圧力が格納容器設計圧力以下に維持できない場合は，格納容器

ベント準備を行う。 

 

※：ほう酸水注入系を原子炉注水機能として使用する場合は，純水補給水系を水源とする。

以下，各表において同じ。 

 

Ｃ．格納容器ベント 

・ サプレッションプール圧力が格納容器最高使用圧力を超える場合は，炉心損傷がない

ことを確認して，格納容器ベントを実施する。 

・ 格納容器ベントは，不活性ガス系又は非常用ガス処理系のサプレッションプール側ベ

ントラインを優先して使用し，サプレッションプール水位が高い場合は，不活性ガス

系又は非常用ガス処理系のドライウェル側ベントラインを使用する。 

 
 

 

（削除） 
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表６ 

２．格納容器制御 

（２）ドライウェル温度制御 

①目的 

・ドライウェルの空間温度を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ ドライウェル換気空調系戻り温度が通常

運転時制限温度以上の場合 

・ ドライウェル局所温度が温度高警報設定

点以上の場合 

③脱出条件 

・ ドライウェル換気空調系戻り温度が通常

運転時制限温度未満で，かつドライウェ

ル局所温度が温度高警報設定点未満とな

った場合 

④基本的な考え方 

・ ドライウェル空間温度がドライウェル設計温度に到達する前にドライウェルスプレイ

を起動し，ドライウェル設計温度以下に維持できない場合は，不測事態「急速減圧」

に移行する。 

・ 「反応度制御」を実施中は，「反応度制御」を優先する。 

⑤主な監視操作内容 

・ ドライウェル換気空調系戻り温度が通常運転時制限温度，又はドライウェル局所温度

が温度高警報設定点を超えるような場合は，予備のドライウェル換気空調系を運転す

る。 

・ ドライウェル局所温度が主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度に到達した場合，通常

停止を行う。 

・ ドライウェル局所温度がドライウェル設計温度に到達する前に，原子炉再循環ポンプ

及びドライウェル換気空調系を停止し，ドライウェルスプレイを起動する。ドライウ

ェルスプレイが起動しない場合は，不測事態「急速減圧」に移行する。 

・ ドライウェル局所温度がドライウェル設計温度以下に維持できないようであれば，不

測事態「急速減圧」に移行する。 

・ ドライウェル局所温度が水位不明判断曲線の水位不明領域に入った場合は，不測事態

「水位不明」及び「格納容器水素濃度制御」へ移行する。 

 
 

 

（削除） 
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表７ 

２．格納容器制御 

（３）サプレッションプール温度制御 

①目的 

・サプレッションプールの水温及び空間部温度を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において，主蒸

気逃がし安全弁が開固着の場合 

・ サプレッションプールのバルク水温が通

常運転時制限温度を超えた場合 

・ サプレッションプール空間部局所温度が

サプレッションプールスプレイ起動温度

以上の場合 

③脱出条件 

・ サプレッションプールのバルク水温が２

４時間以内に通常運転時制限温度以下と

なった場合 

・ サプレッションプールのバルク水温がス

クラム制限温度以上で，手動スクラムし

た場合 

・ サプレッションプール空間部局所温度が

サプレッションプールスプレイ起動温度

未満となった場合 

④基本的な考え方 

・サプレッションプール水温がスクラム制限温度に到達したら，直ちに手動スクラムし，

原子炉を減圧する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．サプレッションプール水温制御 

・ サプレッションプール水温が通常運転時制限温度まで上昇したら，サプレッションプ

ールの冷却を開始する。 

・ サプレッションプール水温が２４時間以内に通常運転時制限温度以下に下がらない場

合，原子炉を通常停止する。 

・ サプレッションプール水温がスクラム制限温度に到達したら，手動スクラムし，サプ

レッションプール水温を確認する。サプレッションプール熱容量制限図の運転禁止範

囲外の場合は原子炉制御「減圧冷却」へ移行し，サプレッションプール熱容量制限図

の運転禁止範囲に入った場合は不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

Ｂ．サプレッションプール空間部温度制御 

・ サプレッションプール空間部局所温度がサプレッションプールスプレイ起動温度まで

上昇したらサプレッションプール冷却を実施するとともに，サプレッションプール空

間部温度上昇の原因（原子炉隔離時冷却系の異常，主蒸気逃がし安全弁排気管の異常，

サプレッションプール・ドライウェル間真空破壊弁の異常等）を復旧する。 

・ サプレッションプール空間部温度がサプレッションプールスプレイ起動温度未満に下

がらない場合は，サプレッションプール空間部温度がサプレッションプール設計温度

に到達する前に，サプレッションプールスプレイを作動させる。さらに，サプレッシ

ョンプール水温がスクラム制限温度未満の場合は，原子炉を通常停止し，スクラム制

限温度以上の場合は手動スクラムする。 

 
 

 

（削除） 
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表８ 

２．格納容器制御 

（４）サプレッションプール水位制御 

①目的 

・サプレッションプール水位を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ サプレッションプール水位が通常運転時

高水位制限値以上の場合 

・ サプレッションプール水位が通常運転時

低水位制限値以下の場合 

③脱出条件 

・ サプレッションプール水位が２４時間以

内に通常運転時制限値以内に復旧した場

合 

・ サプレッションプール水位が通常運転時

高水位限界値又は通常運転時低水位限界

値を超えてスクラムした場合 

④基本的な考え方 

・ サプレッションプール高水位は，冷却材喪失事故時の空間部体積を確保する観点から

通常運転時高水位限界値以上では原子炉をスクラムし，減圧を開始する。さらに，そ

れ以上の水位では主蒸気逃がし安全弁の動荷重制限及び真空破壊弁機能喪失防止の観

点からサプレッションプール水位計測定上限を超えた場合には，真空破壊弁位置から

作動差圧相当分の水位を引いた水位に到達前にドライウェルスプレイを実施し，不測

事態「急速減圧」する。最終的には，格納容器ベント最高水位になる前に格納容器外

部からの原子炉への注水を停止する。 

・ サプレッションプール低水位は，冷却材喪失事故時の除熱源を確保する観点から通常

運転時低水位限界値以下では，原子炉をスクラムし，減圧を開始する。また，サプレ

ッションプール水位計測定下限以下になった場合には，不測事態「急速減圧」へ移行

する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．サプレッションプール水位制御（高水位） 

・ サプレッションプール水位が２４時間以内に通常運転時高水位制限値以内に復旧しな

い場合は，原子炉を通常停止する。 

・ サプレッションプール水位が通常運転時高水位限界値に到達した場合には，原子炉を

スクラムし，原子炉制御「スクラム」及び原子炉制御「減圧冷却」へ移行する。 

・ サプレッションプール水位がサプレッションプール水位計測定上限を超えた場合に

は，真空破壊弁位置から作動差圧相当分の水位を引いた水位に到達前に原子炉再循環

ポンプ及びドライウェル換気空調系を停止し，ドライウェルスプレイを実施するとと

もに，不測事態「急速減圧」に移行する。なお，サプレッションプール水位の上昇が

補給水系等の漏えいによることが判明している場合には，ドライウェルスプレイを作

動させない。 

・ サプレッションプール水位が，格納容器ベント最高水位になる前に格納容器外部から

の原子炉への注水を停止する。 

 

Ｂ．サプレッションプール水位制御（低水位） 

・ サプレッションプール水位が２４時間以内に通常運転時低水位制限値以上に復旧しな

い場合は，原子炉を通常停止する。 

・ サプレッションプール水位が通常運転時低水位限界値以下に到達した場合は，原子炉

をスクラムし，原子炉制御「スクラム」及び原子炉制御「減圧冷却」へ移行する。 

・ サプレッションプール水位が，サプレッションプール水位計測定下限以下になった場

合，復水器が使用可能であれば不測事態「急速減圧」（タービンバイパス弁が使用可能）

へ移行し，復水器が使用不能であれば不測事態「急速減圧」へ移行する。 
 

 

（削除） 
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表９ 

２．格納容器制御 

（５）格納容器水素濃度制御 

①目的 

・格納容器内の水素及び酸素濃度を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」から導入され，

主蒸気隔離弁全閉後，１２時間以内に冷

温停止できない場合 

・ 「格納容器圧力制御」においてドライウ

ェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以

上で，かつ原子炉水位が低圧で注水可能

な非常用炉心冷却系作動水位以下を経験

した場合 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以下を経験し

た場合 

・ 原子炉水位が不明の場合 

③脱出条件 

・ 冷却材喪失事故で可燃性ガス濃度制御系

が作動し，格納容器内の水素濃度が低下

した場合 

・ 主蒸気隔離弁閉，又は原子炉水位不明で

あるが格納容器内の水素濃度が可燃性限

界に対し可燃性ガス濃度制御系の起動に

要する時間，格納容器雰囲気測定系の応

答時間及び計測誤差の余裕を見込んだ濃

度未満の場合 

④基本的な考え方 

・ 冷却材喪失事故又は炉心露出が生じた場合には，可燃性ガス濃度制御系を作動させる。 

・ 原子炉水位不明又は原子炉隔離状態が長時間継続する場合には，格納容器雰囲気測定

系により可燃性ガス濃度の監視を開始し，可燃性ガス濃度制御系を作動させることが

できるようにする。 

・ 再結合器入口の可燃性ガス濃度が高い場合には，ドライウェル酸素・水素濃度と可燃

性ガス濃度制御系再循環流量関係図の可燃領域に入らないように再循環流量を調整す

る。 

⑤主な監視操作内容 

・ 主蒸気隔離弁全閉後１２時間以内に冷温停止できない場合又は原子炉水位が不明にな

った場合は，格納容器雰囲気測定系により格納容器内の水素を監視する。 

・ ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で，かつ原子炉水位が低圧で注水

可能な非常用炉心冷却系作動水位以下を経験した場合，格納容器内の水素濃度が可燃

性限界に対し可燃性ガス濃度制御系の起動に要する時間，格納容器雰囲気測定系の応

答時間及び計測誤差の余裕を見込んだ濃度に到達した場合，又は原子炉水位が有効燃

料頂部以下を経験した場合には，可燃性ガス濃度制御系を作動させる。 

・ 可燃性ガス濃度制御系の運転に際しては，格納容器圧力が可燃性ガス濃度制御系運転

時の制限圧力以下になるように必要に応じてドライウェルスプレイ又はサプレッショ

ンプールスプレイを運転する。 

・ 可燃性ガス濃度制御系の運転は，格納容器内の水素及び酸素濃度に応じて再循環流量

及び吸込流量を調整する。 

 
 

 

（削除） 
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表１０ 

３．不測事態 

（１）水位回復 

①目的 

・原子炉水位を回復する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において，原子炉水位が有効燃料頂部まで低下した場合 

・ 原子炉制御「水位確保」において，原子炉水位が有効燃料頂部以上を維持できない場

合 

・ 原子炉制御「減圧冷却」において，原子炉水位が有効燃料頂部まで低下した場合 

・ 不測事態「急速減圧」において，減圧が完了し，水位が判明しており，かつドライウ

ェル空間部温度が水位不明判断曲線の水位不明領域外である場合 

④基本的な考え方 

・ 原子炉水位の徴候に応じて，非常用炉心冷却系の再起動や代替注水系の起動を行う。 

・ 原子炉停止後何らかの理由により炉心が露出した場合，炉心の健全性が保たれている

間に何らかの方法により原子炉水位を確保しなければならない。そのために，原子炉

停止後，燃料被覆管温度が１２００℃又は燃料被覆管酸化割合が１５％に達するまで

の時間内に原子炉水位を確保する。よって，炉心が露出した時刻を記録し，前述の時

間以内に原子炉水位を有効燃料頂部以上に回復するように非常用炉心冷却系及び復水

補給水系等を起動する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位回復 

・ 原子炉水位が不明の場合，不測事態「水位不明」へ移行する。 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部より低下した時刻を記録する。 

・ 原子炉隔離時冷却系を起動する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統※のうち，少なくとも２つの系統の起動を試みる。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統のうち，２系統以上の起動ができない場合，復水補給

水系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系，残留熱除去冷却海水系による注

水準備を行う。 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以上に回復したら，原子炉制御「水位確保」へ移行する。 

 

※：低圧で原子炉へ注水可能な系統とは，高圧復水ポンプ，低圧復水ポンプ， 

高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系Ａ系，低圧注水系Ｂ系， 

低圧注水系Ｃ系をいう。以下，各表において同じ。 

 

Ｂ．水位上昇中 

・ 原子炉隔離時冷却系が作動していない場合は，非常用炉心冷却系１台以上の作動を確

認して，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

・ 原子炉隔離時冷却系が作動している場合で，かつ最長許容炉心露出時間以内に原子炉

水位が有効燃料頂部を回復できない場合は，非常用炉心冷却系１台以上の作動を確認

して，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

・ 原子炉隔離時冷却系が作動している場合で，かつ最長許容炉心露出時間以内に原子炉

水位が有効燃料頂部を回復できる場合は，原子炉制御「水位確保」へ移行する。 

 

 
 

 

（削除） 
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Ｃ．水位下降中 

・ 原子炉圧力が原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以上の場合は，原子炉隔離時

冷却系を作動させる。 

 

・ 原子炉圧力が原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以下の場合，又は原子炉隔離

時冷却系が作動したにもかかわらず原子炉水位が上昇しない場合は，低圧で原子炉へ

注水可能な系統のうち，１系統以上運転状態とし，不測事態「急速減圧」へ移行する。

低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統も運転状態とすることができない場合は，復

水補給水系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系，残留熱除去冷却海水系を

起動し，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

 

不測事態に関しては，「③脱出条件」はない。以下，表１１及び表１２も同じ。 

 

（削除） 
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表１１ 

３．不測事態 

（２）急速減圧 

①目的 

・原子炉を速やかに減圧する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「減圧冷却」において，サプレッションプール水温がサプレッションプー

ル熱容量制限図の運転禁止領域に入った場合 

・ 「格納容器圧力制御」において，サプレッションプール圧力が設計基準事故時最高圧

力以上となった場合 

・ 「ドライウェル温度制御」においてドライウェル空間部局所温度がドライウェル設計

温度を超えた場合 

・ 不測事態「水位回復」において，原子炉水位が有効燃料頂部以下で原子炉水位が下降

中で原子炉圧力が原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以下の時，低圧で原子炉

へ注水可能な系統，代替注水系が起動できた場合 

・ 不測事態「水位回復」において，原子炉水位が上昇中で原子炉隔離時冷却系が作動で

きない時，非常用炉心冷却系が１台以上作動している場合 

・ 不測事態「水位回復」において，原子炉水位が上昇中で原子炉隔離時冷却系が作動し

ているが，最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が有効燃料頂部を回復できず，非

常用炉心冷却系１台以上が作動している場合 

・ 不測事態「水位不明」において，低圧で原子炉へ注水可能な系統，代替注水系が起動

できた場合 

・ 「サプレッションプール水位制御」において，サプレッションプール水位がサプレッ

ションプール水位計測定上限以上になった場合 

・ 「サプレッションプール水位制御」において，サプレッションプール水位がサプレッ

ションプール水位計測定下限以下になった場合 

・ 「サプレッションプール温度制御」において，サプレッションプール水温がサプレッ

ションプール熱容量制限図の運転禁止領域に入った場合 

④基本的な考え方 

・ 原子炉圧力低下必要時に自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁を順次開放

して急速減圧する。又は，自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁が開放で

きなければ，自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし

安全弁を合わせて「急速減圧」時必要弁数開放する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁が使用できない場合は，原子炉隔離時冷却系等を使用して減圧す

る。 

・ 原子炉減圧の結果，原子炉水位が不明になった場合は，不測事態「水位不明」へ移行

する。 

・ 原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化率は原子炉冷却材温度変化率制限値を遵守する

必要はない。 
 

 

（削除） 
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⑤主な監視操作内容 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統以上又は代替注水系が起動していることを確

認する。 

・ 自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁を順次開放する。 

・ 自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁が開放できなければ，自動減圧系機

能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし安全弁を合わせて「急速減

圧」時必要弁数開放する。 

 

 

・ 自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし安全弁を合わ

せて「急速減圧」時必要弁数開放できなければ，自動減圧系機能を有する主蒸気逃が

し安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」時必要最小弁数以

上開放する。 

・ 自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし安全弁を合わ

せて１弁も開放できなければ，原子炉隔離時冷却系を使用して減圧する。 

・ 原子炉減圧が不十分である場合，主蒸気隔離弁を開し，タービンバイパス弁と復水器

により減圧する。 

・ 原子炉水位が判明した場合は，不測事態「水位不明」の導入前の制御へ移行する。 

・ 原子炉水位が不明な場合は，不測事態「水位不明」の「満水注入」及び「格納容器水

素濃度制御」へ移行する。 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表１２ 

３．不測事態 

（３）水位不明 

①目的 

・原子炉水位が不明な場合に原子炉の冷却を確保する。 

②導入条件 

・ 「反応度制御」を除き，原子炉制御「スクラム」の他全ての制御において，原子炉水

位が不明になった場合 

・ 「反応度制御」の「水位不明」を実施中に，全ての制御棒が全挿入位置又は最大未臨

界引抜位置まで挿入された場合 

・ 「ドライウェル温度制御」において，ドライウェル空間部温度が水位不明判断曲線の

水位不明領域に入った場合 

・ 不測事態「急速減圧」において，原子炉水位が判明しない場合，又はドライウェル空

間部温度が水位不明判断曲線の水位不明領域に入った場合 

④基本的な考え方 

・ 原子炉水位不明時に，給復水系，非常用炉心冷却系，又は代替注水系を使用した原子

炉注水操作を行い，さらに原子炉圧力を目安にした原子炉満水操作を行う。 

・ 原子炉注水操作は，使用可能な全ての注水系のうち，１系統以上を作動させ，原子炉

圧力とサプレッションプール圧力の差圧を原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上にな

るように注水操作を行う。 

・ 原子炉水位が判明した場合は，原子炉制御「水位確保」へ移行する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．注水確保 

・ 水位不明時刻を記録する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が１台以上作動した場合は，不測事態「急速減圧」へ

移行する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が１台も作動しない場合は，原子炉隔離時冷却系を作

動させる。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が１台も作動しない場合は，さらに復水補給水系，制

御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系，残留熱除去冷却海水系を作動させ，復水

補給水系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系，残留熱除去冷却海水系が作

動した場合には，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統，復水補給水系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，

消火系，残留熱除去冷却海水系の全部が作動しない場合は，低圧で原子炉へ注水可能

な系統，復水補給水系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系，残留熱除去冷

却海水系の復旧を行いこれらの系統が復旧した場合には不測事態「急速減圧」へ移行

する。 

 

Ｂ．満水注入 

・ 不測事態「急速減圧」から移行してきた場合において，主蒸気逃がし安全弁が１弁以

上開放，又は電動駆動給水ポンプ，高圧炉心スプレイ系による原子炉注水が可能な場

合，「水位計復旧」において最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が判明しない場

合，主蒸気隔離弁，主蒸気管ドレン弁，原子炉隔離時冷却系及び原子炉冷却材浄化系

の隔離弁を閉鎖し，「満水注入」を行う。 

 

 

 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

・ 不測事態「急速減圧」から移行してきた場合において，主蒸気逃がし安全弁が１弁も

開放できず，かつ電動駆動給水ポンプ，高圧炉心スプレイ系による原子炉注水も不可

能な場合は，復水系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，復水補給水系，制御棒駆動

水圧系，ほう酸水注入系，消火系を使用して原子炉への注水維持を行うとともに，主

蒸気隔離弁，主蒸気管ドレン弁，原子炉隔離時冷却系及び原子炉冷却材浄化系の隔離

弁を開けて原子炉を減圧する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統のうち，いずれか１系統を使用して原子炉へ注水し，

注水流量を増加して原子炉を加圧し，原子炉圧力容器満水確認用適正弁数以下の主蒸

気逃がし安全弁を開放して原子炉圧力をサプレッションプール圧力より原子炉圧力容

器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・ 原子炉圧力がサプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に

維持できない場合は，低圧で原子炉へ注水可能な系統を１系統ずつ順次起動して，原

子炉への注水流量を増加させて，原子炉圧力をサプレッションプール圧力より原子炉

圧力容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統を全て起動しても，原子炉圧力をサプレッションプー

ル圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持できない場合は，主蒸気逃が

し安全弁の開数を原子炉圧力容器満水確認用最小必要弁数まで減らし，原子炉圧力を

サプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統を全て起動し，主蒸気逃がし安全弁を原子炉圧力容器

満水確認用最小必要弁数のみ開としても原子炉圧力をサプレッションプール圧力より

原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持できない場合は，復水補給水系，制御棒

駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系を起動し，原子炉圧力をサプレッションプール

圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・主蒸気逃がし安全弁を原子炉圧力容器満水確認用最小必要弁数のみ開とし，復水補給水

系，制御棒駆動水圧系，ほう酸水注入系，消火系等を全て起動しても，原子炉圧力をサ

プレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持できない場

合は，残留熱除去冷却海水系を起動し原子炉への注水を行う。 

 

 

Ｃ．水位計復旧 

・ 原子炉圧力がサプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に

維持できていれば，炉心の健全性は確保されているため，「水位計復旧」操作は対応す

る余裕がある場合のみ試みればよい。 

・ 原子炉水位計の基準水柱に水を満たす。 

・ 原子炉への注水を継続し，基準水柱の周囲温度を１００℃以下にし，原子炉水位計を

使用可能とする。 

・ 原子炉水位を読み取るため，原子炉注水を停止し，原子炉水位を下げる。 

最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が判明した場合には，原子炉制御「水位確保」

へ移行する。原子炉水位が判明しない場合には，「満水注入」へ移行する。 

 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（１）最大未臨界引抜位置：０２位置 

（２）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値：３％（平均出力領域モニタ） 

（３）原子炉出力・サプレッションプール水温相関曲線：下図のとおり 

 

（４）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力高判定値：５５％（平均出力領域モニ 

   タ） 

（５）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値：レベル１＋１０００ｍｍ 

（６）「反応度制御」原子炉水位操作時必要弁数：３弁 

（７）「反応度制御」原子炉水位不明操作時必要弁数：３弁 

（８）炉心冠水最低圧力：下表のとおり 

開いている主蒸気逃

がし安全弁の数 

炉心冠水最低圧力 

ＭＰａ[gage] 

２ ５．３０ 

３ ３．６３ 

４ ２．６５ 

５ ２．０６ 

６ １．７７ 

７ １．４７ 
 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（９）最長許容炉心露出時間：下図のとおり 

 

 

（１０）サプレッションプール熱容量制限図：下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の使用可能圧力：０．９３ＭＰａ[gage]以下 

（１２）ドライウェルスプレイ起動圧力：９８ｋＰａ[gage] 

（１３）「急速減圧」時必要最小弁数：１弁 

（１４）温度高警報設定点：６６℃ 

（１５）主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度：９０℃ 

 

 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（１６）水位不明判断曲線：下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１７）サプレッションプールスプレイ起動温度：４９℃ 

（１８）サプレッションプール水位計測定上限：＋５０ｃｍ 

（１９）真空破壊弁位置から作動差圧相当分の水位を引いた水位：＋１３．９５ｍ 

（２０）格納容器ベント最高水位：＋３６．６ｍ 

（２１）サプレッションプール水位計測定下限：－５０ｃｍ 

（２２）可燃性限界に対し可燃性ガス濃度制御系の起動に要する時間，格納容器雰囲気測 

    定系の応答時間及び計測誤差の余裕を見込んだ濃度：３．２％ 

（２３）ドライウェル酸素・水素濃度と可燃性ガス濃度制御系再循環流量関係図：下図の 

    とおり 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（２４）可燃性ガス濃度制御系運転時の制限圧力：１０６ｋＰａ[gage] 

（２５）「急速減圧」時必要弁数：７弁 

（２６）原子炉圧力容器満水確認最低圧力：０．５９ＭＰａ[gage] 

（２７）原子炉圧力容器満水確認用適正弁数：４弁 

（２８）原子炉圧力容器満水確認用最小必要弁数：１弁 

 

 

（削除） 

 

現状に合わせた記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付２  管 理 区 域 図 

 
 

 （第９２条の２及び第９３条の３関連） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付１  管 理 区 域 図 

 
 

 （第９２条の２及び第９３条の３関連） 

 

 
 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

添付２については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 

添付１については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付２  管 理 区 域 図 

 
 

 （第９２条の２及び第９３条の３関連） 

 

 

 

 

 
管理区域表示凡例 

 
    管理区域※１ 

    汚染のおそれのない管理区域 

    管理区域設定・解除予定エリア 

 
 

※１：第９３条の３第１項（２）に該当する管理区域を示す。ただし，管理区域全体図については，汚染のお

それのない管理区域が含まれている場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 添付１  管 理 区 域 図 

 
 

 （第９２条の２及び第９３条の３関連） 

 

 

 

 

 
管理区域表示凡例 

 
    管理区域※１ 

    汚染のおそれのない管理区域 

    管理区域設定・解除予定エリア 

 
 

※１：第９３条の３第１項（２）に該当する管理区域を示す。ただし，管理区域全体図については，汚染のお

それのない管理区域が含まれている場合がある。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付２－１  管 理 対 象 区 域 図 
 

 

（第９２条，第９３条及び第９３条の２関連） 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付２  管 理 対 象 区 域 図 
 

 

（第９２条，第９３条及び第９３条の２関連） 
 

 

 
 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

添付２－１については核物質防護上の理由

から公開しないこととしております。 

添付２については核物質防護上の理由から

公開しないこととしております。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付２－１  管 理 対 象 区 域 図 
 

 

（第９２条，第９３条及び第９３条の２関連） 
 

 

 

 

 

 
管理対象区域表示凡例 
 

    管理対象区域※１※２ 

    汚染のおそれのない管理対象区域 

    管理区域設定・解除予定エリア 

 
※１：第９３条の２第１項（２）に該当する管理対象区域を示す。 

   ただし,全体図については汚染のおそれのない管理対象区域が含まれている場合がある。 

※２：港湾部の埋立等により，陸地が拡張された区域を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付２  管 理 対 象 区 域 図 
 

 

（第９２条，第９３条及び第９３条の２関連） 
 

 

 

 

 

 
管理対象区域表示凡例 
 

    管理対象区域※１※２ 

    汚染のおそれのない管理対象区域 

    管理区域設定・解除予定エリア 

 
※１：第９３条の２第１項（２）に該当する管理対象区域を示す。 

   ただし,全体図については汚染のおそれのない管理対象区域が含まれている場合がある。 

※２：港湾部の埋立等により，陸地が拡張された区域を含む。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

1.運転管理に係る補足説明 

 

1.1 巡視点検の考え方 

（１）１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉の巡視点検 

 １号炉，２号炉，３号炉及び４号炉については，東北地方太平洋沖地震に伴う事故の影響により，非

常用炉心冷却系等の設備が使用できない状況にあり，事故後に設置した原子炉圧力容器・格納容器注水

設備等によりプラントの運転管理を行っていることを踏まえ，「Ⅲ 特定原子力施設の保安」の第１編（１

号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置）第１３条（巡視点検）において，原子炉圧力容器・

格納容器注水設備等の安全確保設備等について，各マニュアルに基づき，定期的に巡視又は点検を行う

ことを規定している。 

 これら安全確保設備等の巡視点検のうち，通常時に比べ高い放射線レベルが測定され，本来期待する

巡視頻度を維持できない又は巡視が困難な場合については，必要に応じＷＥＢカメラ等による遠隔監視

や，パラメータによる間接的な確認等により健全性を確認している。 

 

（２）５号炉及び６号炉の巡視点検 

 ５号炉及び６号炉については，東北地方太平洋沖地震による津波の影響により，一部の設備（６号炉

原子炉建屋付属棟地下等）が水没している状況であるが，現在は，震災前と同等の設備により安定的な

冷温停止状態を維持している状況であることを踏まえ，「Ⅲ 特定原子力施設の保安」の第２編（５号炉

及び６号炉に係る保安措置）第１３条（巡視点検）では，水没箇所等の巡視が困難な箇所を除き，毎日

１回以上原子炉施設の巡視を行うとともに，原子炉冷却系統施設等のうち，復旧が終了したものについ

て点検を行うことを規定している。 

 これら原子炉施設の巡視のうち，水没箇所（６号炉原子炉建屋付属棟地下等）及び津波により損壊

した設備（ストームドレン処理設備等）等の従来の巡視が困難な箇所については，安定的な冷温停止

状態の維持に影響を与える設備はなく，人身安全を確保しつつ接近可能な範囲で，火災発生の有無，

滞留水の増減，建屋の損壊進展の有無について確認しており，現時点で必要な巡視を実施している。

今後，滞留水の処理状況及び設備の復旧状況に応じて巡視対象，巡視方法の改善を行っていく。 

1.運転管理に係る補足説明 

 

1.1 巡視点検の考え方 

（１）１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉の巡視点検 

 １号炉，２号炉，３号炉及び４号炉については，東北地方太平洋沖地震に伴う事故の影響により，非

常用炉心冷却系等の設備が使用できない状況にあり，事故後に設置した原子炉圧力容器・格納容器注水

設備等によりプラントの運転管理を行っていることを踏まえ，「Ⅲ 特定原子力施設の保安」の第１編（１

号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置）第１３条（巡視点検）において，原子炉圧力容器・

格納容器注水設備等の安全確保設備等について，各マニュアルに基づき，定期的に巡視又は点検を行う

ことを規定している。 

 これら安全確保設備等の巡視点検のうち，通常時に比べ高い放射線レベルが測定され，本来期待する

巡視頻度を維持できない又は巡視が困難な場合については，必要に応じＷＥＢカメラ等による遠隔監視

や，パラメータによる間接的な確認等により健全性を確認している。 

 

（２）５号炉及び６号炉の巡視点検 

 ５号炉及び６号炉については，東北地方太平洋沖地震による津波の影響により，一部の設備（６号

炉原子炉建屋付属棟地下等）が水没している状況であるが，現在は，震災前と同等の設備により使用

済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却を維持している状況であることを踏まえ，「Ⅲ 特定原子力

施設の保安」の第２編（５号炉及び６号炉に係る保安措置）第１３条（巡視点検）では，水没箇所等

の巡視が困難な箇所を除き，毎日１回以上原子炉施設の巡視を行うとともに，原子炉冷却系統施設等

のうち，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却に必要な設備，燃料取り出しに必要な設備及

び外部放射線予防に必要な設備等について点検を行うことを規定している。  

これら原子炉施設の巡視のうち，水没箇所（６号炉原子炉建屋付属棟地下等）及び津波により損壊した

設備（ストームドレン処理設備等）等の従来の巡視が困難な箇所については，使用済燃料プ－ルに貯蔵

されている燃料の冷却の維持に影響を与える設備はなく，人身安全を確保しつつ接近可能な範囲で，火

災発生の有無，滞留水の増減，建屋の損壊進展の有無について確認しており，現時点で必要な巡視を実

施している。今後，滞留水の処理状況及び設備の復旧状況に応じて巡視対象，巡視方法の改善を行って

いく。 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編） 

2 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

1.5 ５・６号機 滞留水の影響を踏まえた設備の運転管理について 

 

５・６号機については，建屋内へ流入する地下水により滞留水が増加している状況である。そのため，

冷温停止維持に必要な電源設備の被水について考慮し，運転管理の一環として，５・６号機タービン建

屋及び６号機原子炉建屋付属棟の水位の計測を，次の通り実施する。 

 

 

・建屋内滞留水の水位 

５・６号機タービン建屋及び６号機原子炉建屋付属棟に滞留している滞留水の水位については，冷温

停止維持に必要な設備に電力を供給している所内高圧母線が被水しないように，各建屋水位を地下階

床面から約2m以下であることを定期的に計測する。 

1.5 ５・６号機 滞留水の影響を踏まえた設備の運転管理について 

 

５・６号機については，建屋内へ流入する地下水により滞留水が増加している状況である。そのため，

使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却維持に必要な電源設備の被水について考慮し，運転管理

の一環として，５・６号機タービン建屋及び６号機原子炉建屋付属棟の水位の計測を，次の通り実施す

る。 

 

・建屋内滞留水の水位 

５・６号機タービン建屋及び６号機原子炉建屋付属棟に滞留している滞留水の水位については，使用

済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却維持に必要な設備に電力を供給している所内高圧母線が被

水しないように，各建屋水位を地下階床面から約 2m 以下であることを定期的に計測する。 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編） 

3 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明 

 

（中略） 

 

2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理 
2.1.3.1 概要 

1～4 号機については事故の影響により排気筒の監視装置は使用不能である。5，6 号機では主排気筒

放射線モニタまたは非常用ガス処理系放射線モニタにおいて放出を監視している。主な放出源と考えら

れる 1～4 号機原子炉建屋の上部において空気中放射性物質濃度を測定している。また，敷地内の原子

炉建屋近傍，敷地境界付近で空気中放射性物質濃度の測定を行い，敷地境界付近では告示の濃度限度を

下回ることを確認している。1～3号機では原子炉格納容器ガス管理設備が稼働し，格納容器内から窒素

封入量と同程度の量の気体を抽出してフィルタにより放出される放射性物質を低減している。 

 

（中略） 

 

2.1.3.3 対象となる放射性廃棄物と管理方法 
各建屋から発生する気体状（粒子状，ガス状）の放射性物質を対象とする。 

(1)発生源 
 

（中略） 

 

f.5，6 号機各建屋 

     各建屋地下部の滞留水について，建屋外から入ってきた海水及び地下水であり，放射性物質濃

度は 1～4号機に比べ低い。 

原子炉建屋については，原子炉建屋常用換気系または非常用ガス処理系により，原子炉建屋内

の空気をフィルタを通して，主排気筒から放出する。 

 

（中略） 

 

(2)放出管理の方法 

気体廃棄物について，原子炉格納容器ガス管理設備により環境中への放出量を抑制するとともに

各建屋において可能かつ適切な箇所において放出監視を行っていく。 

 

（中略） 

 

⑥5，6 号機各建屋 

主排気筒または非常用ガス処理系において，放射性物質濃度をガス放射線モニタにより監視する。 

 

（以下，省略） 

2 放射性廃棄物等の管理に関する補足説明 

 

（中略） 

 

2.1.3 放射性気体廃棄物等の管理 
2.1.3.1 概要 
1～4 号機については事故の影響により排気筒の監視装置は使用不能である。5，6 号機では主排気筒

放射線モニタにおいて放出を監視している。主な放出源と考えられる 1～4 号機原子炉建屋の上部にお

いて空気中放射性物質濃度を測定している。また，敷地内の原子炉建屋近傍，敷地境界付近で空気中放

射性物質濃度の測定を行い，敷地境界付近では告示の濃度限度を下回ることを確認している。1～3号機

では原子炉格納容器ガス管理設備が稼働し，格納容器内から窒素封入量と同程度の量の気体を抽出して

フィルタにより放出される放射性物質を低減している。 

 

（中略） 

 

2.1.3.3 対象となる放射性廃棄物と管理方法 
各建屋から発生する気体状（粒子状，ガス状）の放射性物質を対象とする。 

(1)発生源 
 

（中略） 

 

f.5，6 号機各建屋 

     各建屋地下部の滞留水について，建屋外から入ってきた海水及び地下水であり，放射性物質濃

度は 1～4号機に比べ低い。 

原子炉建屋については，原子炉建屋常用換気系により，原子炉建屋内の空気をフィルタを通し

て，主排気筒から放出する。 

 

（中略） 

 

(2)放出管理の方法 

気体廃棄物について，原子炉格納容器ガス管理設備により環境中への放出量を抑制するとともに

各建屋において可能かつ適切な箇所において放出監視を行っていく。 

 

（中略） 

 

⑥5，6 号機各建屋 

主排気筒において，放射性物質濃度をガス放射線モニタにより監視する。 

 

（以下，省略） 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編） 

4 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

3 放射線管理に係る補足説明 

 

（中略） 

 

3.1.1.3 具体的方法 

 

（中略） 

 

(2)中央制御室及び免震重要棟 

1～4号機の中央制御室については，水素爆発等の影響により汚染し，また線量が比較的高く常時滞在

することが好ましくない状況であることから，現在は必要最小限のパラメータの監視を行うべく，一定

の頻度で立入している状況である。代わってプラント状態の監視等の作業を免震重要棟で行う。 

よって，免震重要棟では放射線業務従事者等が常時滞在していることから，被ばく低減のため，免震

重要棟に遮へい等の措置を講じる。 

なお，5号及び 6号機の中央制御室については，既設の遮へい設計は維持されているものと考えるが，

換気については，放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が

法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域として設定できるよう，既設の換気空調設備

に加え，「3.1.2.3 発電所における放射線管理」に示す汚染のおそれのない管理対象区域としての措置

を行う。中央制御室換気系のうち，非常用のチャコールフィルタを用いて換気を行う場合には，原子炉

建屋内で照射された燃料に係る作業時において必要な総合除去効率（３０％以上）を満足できるよう，

設置から１年を超えない範囲で，チャコールフィルタの仕様や使用実績を踏まえた技術的評価に基づ

き，総合除去効率を試験により確認する。 

 

（中略） 

 

3.1.2 放射線管理 

3.1.2.1 概要 

 

（中略） 

 

3.1.2.2 基本方針 

① 現存被ばく状況において，放射線被ばくを合理的に達成できる限り低減する方針で，今後，新たに

設備を設置する場合には，遮へい設備，換気空調設備，放射線管理設備及び放射性廃棄物廃棄施設

を設計し，運用する。また，事故後，設置した設備においても，放射線被ばくを合理的に達成でき

る限り低減する方針で，必要な設備の改良を図る。 

② 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするために，周辺監視区域全体を管理対象区域として

設定して，立入りの制限を行い，外部放射線に係る線量，空気中もしくは水中の放射性物質の濃度

及び床等の表面の放射性物質の密度を監視して，その結果を管理対象区域内の諸管理に反映すると

ともに必要な情報を免震重要棟や出入管理箇所等で確認できるようにし，作業環境の整備に努め

る。 

③ 放射線業務に限らず業務上管理対象区域に立ち入る作業者を放射線業務従事者とし，被ばく歴を把

握し，常に線量を測定評価し，線量の低減に努める。また，放射線業務従事者を除く者であって，

放射線業務従事者の随行により管理対象区域に立ち入る者等を一時立入者とする。 

さらに，各個人については，定期的に健康診断を行って常に身体的状態を把握する。 

④ 周辺監視区域を設定して，この区域内に人の居住を禁止し，境界に柵または標識を設ける等の方法

によって人の立入を制限する。 

⑤ 原子炉施設の保全のために，管理区域を除く場所であって特に管理を必要とする区域を保全区域に

設定して，立入りの制限等を行う。 

 

 

 

 

 

3 放射線管理に係る補足説明 

 

（中略） 

 

3.1.1.3 具体的方法 

 

（中略） 

 

(2)中央制御室及び免震重要棟 

1～4号機の中央制御室については，水素爆発等の影響により汚染し，また線量が比較的高く常時滞在

することが好ましくない状況であることから，現在は必要最小限のパラメータの監視を行うべく，一定

の頻度で立入している状況である。代わってプラント状態の監視等の作業を免震重要棟で行う。 

よって，免震重要棟では放射線業務従事者等が常時滞在していることから，被ばく低減のため，免震

重要棟に遮へい等の措置を講じる。 

なお，5号及び 6号機の中央制御室については，既設の遮へい設計は維持されているものと考えるが，

換気については，放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が

法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域として設定できるよう，既設の換気空調設備

に加え，「3.1.2.3 発電所における放射線管理」に示す汚染のおそれのない管理対象区域としての措置

を行う。 

 

 

 

 

（中略） 

 

3.1.2 放射線管理 

3.1.2.1 概要 

 

（中略） 

 

3.1.2.2 基本方針 

① 現存被ばく状況において，放射線被ばくを合理的に達成できる限り低減する方針で，今後，新たに

設備を設置する場合には，遮へい設備，換気空調設備，放射線管理設備及び放射性廃棄物廃棄施設

を設計し，運用する。また，事故後，設置した設備においても，放射線被ばくを合理的に達成でき

る限り低減する方針で，必要な設備の改良を図る。 

② 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするために，周辺監視区域全体を管理対象区域として

設定して，立入りの制限を行い，外部放射線に係る線量，空気中もしくは水中の放射性物質の濃度

及び床等の表面の放射性物質の密度を監視して，その結果を管理対象区域内の諸管理に反映すると

ともに必要な情報を免震重要棟や出入管理箇所等で確認できるようにし，作業環境の整備に努め

る。 

③ 放射線業務に限らず業務上管理対象区域に立ち入る作業者を放射線業務従事者とし，被ばく歴を把

握し，常に線量を測定評価し，線量の低減に努める。また，放射線業務従事者を除く者であって，

放射線業務従事者の随行により管理対象区域に立ち入る者等を一時立入者とする。 

さらに，各個人については，定期的に健康診断を行って常に身体的状態を把握する。 

④ 周辺監視区域を設定して，この区域内に人の居住を禁止し，境界に柵または標識を設ける等の方法

によって人の立入を制限する。 

⑤ 原子炉施設の保全のために，管理区域を除く場所であって特に管理を必要とする区域を保全区域に

設定して，立入りの制限等を行う。 

⑥ 核燃料物質によって汚染された物の運搬にあたっては，放射線業務従事者の防護及び発電所敷地外

への汚染拡大抑制に努める（本内容の適用日については，2020 年 4月 1日以降とする）。 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編） 

5 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

3.1.2.3 発電所における放射線管理 

（１）管理対象区域，管理区域，保全区域及び周辺監視区域 

 

（中略） 

 

（２）管理対象区域内の管理 

 管理対象区域内については，次の措置を講じる。 

 

（中略） 

 

ａ．線量等の測定 

 

（中略） 

 

ｅ．作業管理 

管理対象区域での作業は，放射線業務従事者の線量を合理的に達成できる限り低減することを旨とし

て原則として次のように行う。 

① 事前に作業環境に応じて放射線防護具類の着用，作業人数，時間制限等必要な条件を定め，放射線

業務従事者の個人被ばく歴を考慮して合理的な作業計画を立てる。また，上記の作業計画において

必要な条件を定めるために，事前に作業訓練やロボットの活用を行うことも考慮する。 

② 作業前及び作業中には，必要に応じ，外部放射線に係る線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度

を測定し，高線量作業を識別した上で作業を行うとともに，事故後初めて立ち入る場合等必要な場

合には，一時的遮へいの使用，除染等を行い，作業環境の改善に努める。 

③ 請負業者の作業管理については，労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則に基づき各請負業者

に実施義務があるが，東京電力の放射線業務従事者に準じて行う。具体的には，請負業者が作成す

る作業計画の内容を確認し，適切なものとなるよう指導する，作業計画の周知を図るよう指導する，

作業現場を巡視するなどの指導または援助を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

3.1.2.5 放射線管理に用いる測定機器等 

(1) 主要設備 

 

（中略） 

 

e. 放射線監視 

放射線監視設備は，エリア放射線モニタリング設備及び放射線サーベイ機器等からなり，次の機能を

持つ。 

エリア放射線モニタリング設備は，放射線レベルが設定値を超えたときは，警報を発する。 
 

（中略） 

 

(b) プロセス放射線モニタリング設備 

放出監視のための放射線モニタについて，使用済燃料共用プール排気口及び5，6号機の建屋換気

排気に係るものを除いて現在機能していない状況である。放射性廃棄物の放出や建屋換気排気に

係るモニタについては，機能を復旧させる必要があるが，当面，以下の設備により気体廃棄物の放

出監視を行い，免震重要棟に表示する。 

3.1.2.3 発電所における放射線管理 

（１）管理対象区域，管理区域，保全区域及び周辺監視区域 

 

（中略） 

 

（２）管理対象区域内の管理 

 管理対象区域内については，次の措置を講じる。 

 

（中略） 

 

ａ．線量等の測定 

 

（中略） 

 

ｅ．作業管理 

管理対象区域での作業は，放射線業務従事者の線量を合理的に達成できる限り低減することを旨とし

て原則として次のように行う。 

① 事前に作業環境に応じて放射線防護具類の着用，作業人数，時間制限等必要な条件を定め，放射線

業務従事者の個人被ばく歴を考慮して合理的な作業計画を立てる。また，上記の作業計画において

必要な条件を定めるために，事前に作業訓練やロボットの活用を行うことも考慮する。 

② 作業前及び作業中には，必要に応じ，外部放射線に係る線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度

を測定し，高線量作業を識別した上で作業を行うとともに，事故後初めて立ち入る場合等必要な場

合には，一時的遮へいの使用，除染等を行い，作業環境の改善に努める。 

③ 請負業者の作業管理については，労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則に基づき各請負業者

に実施義務があるが，東京電力の放射線業務従事者に準じて行う。具体的には，請負業者が作成す

る作業計画の内容を確認し，適切なものとなるよう指導する，作業計画の周知を図るよう指導する，

作業現場を巡視するなどの指導または援助を行う。 

 

ｆ．事業所内運搬 

核燃料物質によって汚染された物（資機材，瓦礫等）を運搬する際は，汚染を広げないよう養生等に

よる汚染拡大抑制を図るとともに，必要に応じて遮へい等による被ばく低減に努める。なお，これら汚

染拡大抑制対策に関する措置について適宜確認して適正化を図る（本内容の適用日については，2020 年

4 月 1日以降とする）。 

 

（中略） 

 

3.1.2.5 放射線管理に用いる測定機器等 

(1) 主要設備 

 

（中略） 

 

e. 放射線監視 

放射線監視設備は，エリア放射線モニタリング設備及び放射線サーベイ機器等からなり，次の機能を

持つ。 

エリア放射線モニタリング設備は，放射線レベルが設定値を超えたときは，警報を発する。 
 

（中略） 

 

(b) プロセス放射線モニタリング設備 

放出監視のための放射線モニタについて，使用済燃料共用プール排気口及び5，6号機の建屋換気

排気に係るものを除いて現在機能していない状況である。放射性廃棄物の放出や建屋換気排気に

係るモニタについては，機能を復旧させる必要があるが，当面，以下の設備により気体廃棄物の放

出監視を行い，免震重要棟に表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用の明確化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編） 

6 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

・1，2，3号機原子炉格納容器ガス管理設備 

・1号機原子炉建屋カバー排気設備（原子炉建屋カバー設置時のみ） 

・2号機原子炉建屋排気設備 

・4号機燃料取出し用カバー排気設備 

使用済燃料共用プール排気口のモニタについては共用プール建屋内監視操作室で， 5，6 号機

主排気筒・非常用ガス処理系のモニタについては 5，6号機中央制御室で，表示している。 

 

（以下，省略） 

・1，2，3号機原子炉格納容器ガス管理設備 

・1号機原子炉建屋カバー排気設備（原子炉建屋カバー設置時のみ） 

・2号機原子炉建屋排気設備 

・4号機燃料取出し用カバー排気設備 

使用済燃料共用プール排気口のモニタについては共用プール建屋内監視操作室で， 5，6号機

主排気筒のモニタについては 5，6号機中央制御室で，表示している。 

 

（以下，省略） 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 

 

 

 

353



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編） 

7 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

4.2 ５・６号機 滞留水の影響を踏まえた設備の保守管理について 

 

５・６号機については，建屋内へ流入する地下水により滞留水が増加している状況である。そのため，

６号機原子炉建屋付属棟地下階に設置されている液体廃棄物処理系のステンレス鋼製タンクの腐食や

冷温停止維持に必要な電源設備の被水について考慮し，保守管理の一環として，当該地下階滞留水の水

質確認及び構内散水の放射能濃度確認を，以下の通り実施する。 

 

(1)建屋内滞留水の水質 

６号機原子炉建屋付属棟地下階の一部没水している設備には，放射性廃液が貯蔵されているステンレ

ス鋼製のタンク及び付属配管があるため，滞留水の塩化物イオン濃度を，ステンレス鋼に局部腐食が発

生し得る塩化物イオン濃度（常温で 500ppm 程度）以下であることを定期的に確認する。 

 

(2)構内散水の放射能濃度 

５・６号機の滞留水については，冷温停止維持に必要な電源設備の被水を防止するため滞留水貯留設

備にて処理し，構内に散水している。構内散水は，作業前に散水可能な放射能濃度＊）以下であること

を確認後，実施する。 

＊）散水可能な放射能濃度：次式の通り，告示濃度限度に対する割合の和が 0.22 以下を満足すること。 

0.22
/60000

/3
/30

/90
/90

/137
/60

/134
LBq

LBqH
LBq

LBqSr
LBq

LBqCs
LBq

LBqCs 濃度
＋

濃度
＋

濃度
＋

濃度 注

 

注）Sr-90 は，分析値若しくは全βでの評価値とする。 

 

4.2 ５・６号機 滞留水の影響を踏まえた設備の保守管理について 

 

５・６号機については，建屋内へ流入する地下水により滞留水が増加している状況である。そのため，

６号機原子炉建屋付属棟地下階に設置されている液体廃棄物処理系のステンレス鋼製タンクの腐食や

使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却維持に必要な電源設備の被水について考慮し，保守管理

の一環として，当該地下階滞留水の水質確認及び構内散水の放射能濃度確認を，以下の通り実施する。 

 

(1)建屋内滞留水の水質 

６号機原子炉建屋付属棟地下階の一部没水している設備には，放射性廃液が貯蔵されているステンレ

ス鋼製のタンク及び付属配管があるため，滞留水の塩化物イオン濃度を，ステンレス鋼に局部腐食が発

生し得る塩化物イオン濃度（常温で 500ppm 程度）以下であることを定期的に確認する。 

 

(2)構内散水の放射能濃度 

５・６号機の滞留水については，使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却維持に必要な電源設

備の被水を防止するため滞留水貯留設備にて処理し，構内に散水している。構内散水は，作業前に散水

可能な放射能濃度＊）以下であることを確認後，実施する。 

＊）散水可能な放射能濃度：次式の通り，告示濃度限度に対する割合の和が 0.22 以下を満足すること。 

0.22
/60000

/3
/30

/90
/90

/137
/60

/134
LBq

LBqH
LBq

LBqSr
LBq

LBqCs
LBq

LBqCs 濃度
＋

濃度
＋

濃度
＋

濃度 注

 

注）Sr-90 は，分析値若しくは全βでの評価値とする。 

 

 

 

 

 

現状に合わせた記載の適正化

に伴う変更 
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